


はしがき

は し が き

産業構造の転換､高齢化の進展等経済社会が急速に変化する中で､労働市場におい

ては､雇用形態､勤務形態の多様化､賃金､福利厚生制度の見直し､中高年層の雇用､

処遇問題の顕在化といった労働組合にとって雇用､労働条件の基本にかかわる重要な

問題が次々に生じている｡ これらの問題に的確に対処 していくためには､労働組合自

身の雇用､労働条件に関する理念､規範を明確にした上で､労使関係における社会的

ルールの確立と労働条件決定システムの再構築を図ることが求められている｡戦後間

もない時期に確立された労働法制及び労使関係は､その後部分的な見直しを伴いなが

ら雇用 ･労働条件の改善に一定の役割を果たしてきた｡しかしながら､その基本的性

格が法制定の時代的背景を色濃く反映していることもあり､最近の新たな問題を考慮

した場合､我が国の労使関係制度と労働法制について抜本的な検討が必要である｡

連合総研は､こうした問題意識をもとに､毛塚勝利専修大学教授を中心､とした気鋭

の研究者の方々からなる研究会を1995年 1月に発足させ約 2年間にわたり検討を行い

本報告書をまとめた｡報告書では､諸外国における動向等も視野に入れながら我が国

の状況を踏まえた日本型従業員代表制度の構築や個別紛争処理システムの整備等につ

いて提案している｡

こうした検討はまだ労働組合としても十分議論しているとはいえず､かなり手探り

な面があることは否めない｡また､労働組合が今置かれている厳 しい状況を反映して

か､ここで提起されているいくつかの提案にしても必ずしも各委員の意見が十分一致

しているわけではない｡その意味でここでの提案は今後労働組合が労働法制に対 し本

格的な検討を行う上での一つのたたき台として考えていただければ幸いであり､今後

こうした提案等をもとに積極的な議論がなされることを望まれる｡

最後にご多忙にもかかわらず研究会に積極的に出席 していただき､原稿を執筆いた

だいた先生方及びこうした幅広い意見を適切に集約 していただいた毛塚座長に深 く感

謝申し上げる次第である｡

≠1997年 2月 連合総合生活開発研究所

所長 栗 林 世
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総論 わが国の労使関係制度と労働法制の課題

はじめに

労働法は､労働組合が産業社会における労働者利益を代表し､労働者の経済的社会

的地位を向上させ､産業社会の民主化と市民社会の普遍化を担ってきた歴史的経緯か

ら､労働組合を中心にした労使関係システムを構築し､産業社会で生起する労働問題

や社会問題を解決させることをねらったものである｡しかし､産業構造の転換や労働

市場の変化のなかで新たな労働問題が矢継ぎ早に登場しその対応が求められているが､

他方では､労働組合の機能低下や存在感の喪失が指摘される現在の状況は､労働組合

も労働法も転機に立たされていることを示すものである｡とはいえ､労働者の雇用労

働を通 して経済社会が営まれる基本的構造が変わるものではない以上､労働者の利益

代表組織として形成された労働組合の任務が消滅するわけではないし､それを基軸と

した労使関係システムが不要となるわけではない｡それゆえ､本研究は､労使関係の

現状を見据えながら､今後における組合機能の開発や拡大と労使関係制度のあり方を

追求し､今後の労働法制､とりわけ集団的労働法制のあり方を探ろうとするものであ

る｡

これまで､集団的労働法制に関する議論は､労働法学を含めて本格的に展開してい

ない｡それはなによりも､日本の労使関係がわが国経済の発展にとって寄与したとの

評価はあっても､マイナスの影響を与えてきたとの評価が､経済界からなされてはこ

なかったことによろう1 ｡それゆえ､日本型雇用システムの変容や見直しとそのもた

らす問題が近時におけるもっとも重要な課題であったにもかかわらず､日本の雇用シ

ステムを支える労使関係と労使関係法制に関しては､特段､議論の遡上にはのせられ

ていない2 ｡他面､日本の労使関係に関しては､分断的な労働市場にともなう雇用 ･

労働条件の格差と関係で､かねてからその問題点が指摘されてきたことも事実である｡

しかし､これらの問題は､労使関係システムの問題というよりも労働組合自身の問題
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総論 わが国の労使関係制度と労働法制の課題

であるとの建前論､あるいは､労使関係システムや労使関係法制の検討は､労働組合

のあり方に直接かかわる微妙な問題ということもあって､やはり活発な議論をみるに

はいたらなかった｡その意味では､労使関係法制をめぐる議論は､よく言えば慎重な

配慮を要する問題､悪くいえば一種のタブーとして､先送りにされてきたといえる｡

そのよう.な状況のもとで､本研究会は､労働組合が労使関係法制のあり方を検討する

ことに関心をもったことから出発したものであり､そのこと自身が画期的なものとい

えるであろう｡もちろん､研究者中心の研究会であり､しかも､労働法学の研究者を

中心とするものだけに､労働組合の現場で汗をながされている方々からみれば､机上

の空論に近い無責任な議論に映るものかもしれない｡また､各報告は基本的に報告者

個人の見解であって､研究会として一定の結論を提示するものでもない｡それでも､

ここでの議論がわが国の労働組合の機能の拡大と労使関係のバランスのとれた発展の

ための議論に資することになれば幸いである｡

1 日本の労使関係と労働法制の特色と問題の所在

(1) 日本の労使関係と組合機能の特色

(イ)交渉システムとしての労使関係の特色と問題点

労働法が歴史的な存在であることからすれば､現行の労働法制もまた一定の労使関

係モデルを前提としているといってよい｡それが､西欧社会に登場し､また､わが国

にも登場した､自主的な団結である労働組合の存在と活動を前提とした労使関係､団

体交渉と協約締結を中心にした労使関係であることは確かであろう｡ 憲法における団

結権 ･団体交渉権 ･団体行動権の保障は､このような労使関係を想定してのことと思

われるからである｡

しかし､このような労働組合の団体交渉を中心とした労使関係システムといっても､

労働組合の組織形態や国家の労使関係政策との関連で､必ずしも同一の展開をとると

は限らない｡改めて指摘するまでもなく､日本の労使関係は企業別労働組合を基礎に

した企業別労使関係を基軸にして展開したきたし､この組合を基礎にした企業内労使

協議制度の発達こそ､他の先進経済諸国の労使関係と対比した場合､日本的労使関係
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の大きな特徴にはかならない｡しかし､労使関係システムは企業内システムに止まる

ものでもない｡むしろ､労使関係システムの担い手である労働組合の歴史的経緯から

考えれば､企業の外の労使関係こそその中心である｡そして､わが国の労使関係シス

テムがこの企業の外のレベルでは十分に形成されることなく､労働組合が労働市場に

おける労働者の利益代表としてその存在感が希薄であることも周知の通りである｡そ

れは､企業から離れて自己の職業的能力を確認することが困難である社会を作ってし

まった一因を考えても明らかであろう｡その意味では､わが国の労使関係システムの

特徴は､企業内システムと企業外システムのバランスの悪さにあるともいえるであろ

う3 ｡

(ロ)社会的機能からみた組合機能と問題点

労働組合の役割の中心が団体交渉-労使関係システムを中心として労働者の経済的

社会的地位の向上をはかることにあることはいうまでもないが､労働組合の機能はそ

れにとどまらない｡労働者の経済的社会的地位の向上は､交渉システム以外に政治的

機能や社会的機能を果たすことによってもなされるし､また､なされる必要があるか

らである4 ｡ 組合の社会的機能は､組合が､組織労働者か否かを問わず､労働者全体

の雇用 ･労働条件の改善に努めること､また､労働者の市民としての生活領域におい

てよりよい生活環境を形成することである｡ また､政治的機能については､これら､

労働組合の交渉機能や社会的機能を高め､ひいては労働者-国民の生活の安定をはか

るための政策の定立と実現をはかることである｡

しかし､日本の労働組合は､交渉システムが企業外に形成されることが少ないだけノ

でなく､これら交渉システム以外における組合機能も充分とは言い難い｡このうち､

労働法制のあり方との関係で問題とすべきは､組合の社会的機能に関する問題である｡

確かに､最低賃金制度をはじめ､各種の審議会への参加を通して､直接又は間接的に､

労働者利益の代表として登場している｡しかし､それが､労働者にとっては組合機能

として見えてこない｡それは､組合の情報発信伝達努力の不十分さもあろうが､より

労働者の身近なところでの組合機能が見えてこないからではないか｡とりわけ､今日

的な課題でいえば､組合組織のない中小未組織事業所において､解雇や賃金不払い､

雇用差別等々､雇用関係や職業生活で問題が発生したときに､身近に頼りになる存在
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として組合が見えることであろう｡しかし､労働組合はこれまでかかるニーズに対応

する努力を充分にしてきたであろうか､あるいは効果的に対応するための制度の整備

を求めてきたであろうか｡諸外国における個別紛阜処理の実情と比較した場合､わが

国の労使関係システムの安定さだけには解消できない問題があるように思われる｡

(2) 労使関係法制の特色と問題の所在

このような労使関係システムを形成し､また､それによって影響を受けてきた労使

関係法制には､どのような特徴や問題をみることができるであろうか｡わが国の労使

関係法制が基本的には西欧型の交渉システムをモデルにした労使関係法制をとってい

ると思われるものの､その具体的な法制度に入っているみと､他の国にはみられない､

いくつかの特徴をみることができる｡第 1に､労働組合の資格要件に関してきわめて

緩やかな基準を設定してきたことである｡企業内組合を組合とみない ドイツ法や従業

員組織を組合とみないアメリカ法のような立場をとっていない｡第 2に､団体交渉の

対象事項がきわめて広範であり､これを限定する法制は､公務員法制を別とすれば､

みられないことである｡第 3に､労働協約の規範的効力を承認し､また､その効力を

一定の要件のもとに第三者にも拡張適用しているものの､拡張適用はほとんどの場合

に企業内に限定され､一したがって､実際に規範としての意味はきわめて少ないことで

ある｡

このような特徴を､さきにみた､企業内労使関係と企業外労使関係との相互関連に

おける日本の労使関係の特徴と照らしあわせてみれば､労働組合の要件に関して厳格

でなかったことが､また､団交事項の対象事項の広さが､日本的労使協議制の広がり

をもたらした背景となっていることは明らかであろう｡ また､労働協約の規範として

の存在感の薄さも､_協約が企業内における労働条件としてとどまっているかぎりにお

いて当然のことである｡

このようなわが国の労使関係法制の特徴を､同じ団結の存在と活動を基礎にした法

制でありながら､それが協調的労使関係を形成を促した点に着目して､ ｢柔構造的｣

と理解することも可能であるう ｡ しかし､他面､労働者階層全体の利益代表システム

としての労使関係をも視野に入れたときに､現実の労使関係が大きく_企業内システム
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へに傾斜することによって､バランスを失しているという､先の問題認識からすれば､

単に ｢柔構造的｣として理解するだけでは必ずしも正鵠を得たものとはいえないであ

ろう｡むしろ､現在の労使関係法制の問題点を探ろうとする場合には､労使関係シス

テムの多様性と多元性を認識するとともに､同じ交渉システムといっても企業内シス

テムと企業外システムでは異なる原理が支配するのではないかという視点から問題を

整理することが必要なのではなかろうか｡これは､現在の労働法制 ･労働法理に関す

る問題のなかには､企業外労使関係を基礎にして形成されてきた団結法理をもって企

業内労使関係を律していることから派生しているものが少なくないと思われるからで

もある｡

周知のように､今日､企業別組合が統制権を行使して組合員を放逐することは全 く

の自由ではないし､企業別組合が組合員のみの利益のみを追求し､非組合員たる従業

員を協約規制の恩恵の対象から外すことも､就業規則の作成や協約の事業場内拡張適

用制度を通 して､現実には不可能である｡また､複数組合が存在するときに､二つの

組合に対して使用者が別個な対応をとることも､不当労働行為制度を通して､実際に

は不可能である｡その意味で企業別組合の行動様式に ｢団結の自由｣ (統制力を背景

にした組合構成員の利害の追求)や ｢交渉の自由｣を適用すること事実上困難となっ

ている｡ にもかかわらず､他面では､判例に代表されるように､団結の論理 (組合の

自主性)をもって､ ｢便宜供与｣に対して厳格な解釈をほどこしたり､企業内組合活

動の権利を制約する法理がみられる｡これはやや均衡を欠 く解釈というべきではない

か｡いずれにせよ､企業内労使関係にあっては､団結の論理以外の原理が支配せざる

得ないとすれば､それを正面から受け止めて､問題の整理と対応をはかるべきと思わ

れる｡

交渉システム以外の組合機能に関わる労働法制の問題点に関していえば､これまで､

労働組合の機能をともすれば交渉システムとしての労使関係制度､つまり､集団的労

働法制のなかにのみに限定し､労働者の雇用 ･労働条件の改善のためには､個別的雇

用関係の領域のなかでも組合の社会的機能を生かすことを考えてこなかったという問

題点を指摘することができるであろう｡
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2 労使関係の現状と組合機能の拡大

労使関係の現状については中村報告が､組合機能の拡大については新田報告が検討

しているので､これに沿いながら簡単にみておこう｡

(1) 労使関係の現状

中村報告 ｢わが国の労使関係の現状と展望｣は､労働組合の組織率の低迷が既存の

組織部門の蚕食ではなく､新しい産業部門における組織化の停滞によるものであるこ

と､したがって､その停滞の主要原因が､企業別組合を基礎とする日本の労働組合の

組織化努力の不足にあることを指摘する｡この組織化の努力は､産業別連合体の任務

であるが､連合傘下の47の連合体のうち､ 1年間に1万人以上の末組織労働者を組織

した連合体は3､1000人未満が16､全く組織化していないのが17もあると指摘してい

る｡

労働組合がすでにある組織セクターの労使関係については､企業別労使関係の成熟

(基本的な対立関係という構図から離れ､労使間に深刻な対立がなくなるという意味

～中村)の要因を中村は､･労働市場の内部化と終身雇用戦略､そして企業を支配する

経営者の存在に求めている｡しかし､このような ｢成熟｣は､ ｢労使間の対立点がま

すます不分明になり､労働組合の新たな存在意義｣を失わせる危険をもつことになる?

未組織セクターの問題としては､発言型従業員組織の存在をどうみるかが､今後の

組合機能を考えるうえで､また､従業員代表法制を検討するうえで避けて通ることが

できない問題である｡中村は､ ｢発現型従業員組織の存在は､労働組合と並んで､労

使間の双方向のコミュニケーションを活性化させる｣が､具体的労働条件決定に関す

る影響としては､ ｢教育訓練については有意なプラスの効果｣はみられるものの､

｢賃金､労働時間に関しては有意な効果はみられな｣く､全般的には限定的と評価し

ている｡そして､このような発言型従業員組織のある企業における組合評価は､ ｢労

働組合はない方がよい｣とする企業が多いことことから､ ｢発言型従業員組織の存在

は､組合への肯定的評価とつながっていない｣とし､ ｢労働組合にとって組織拡大の

一つの阻害要因となっている可能性もある｣とみる｡したがって､それが､ ｢労働組
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合へと発展 し､そこで働 く労働者が組織セクターへ移動するというより､むしろ､未

組織セクターの労使関係の一つの類型として存続する｣と予測されている｡

(2) 新たな組合機能の開発と拡大

21世紀の労使関係がどのような様相をしめることになるのか予測することは困難で

あるが､労働組合にとって必ずしも明るい展望があるわけではないことは確かである｡

しかし､産業構造のソフトが進み､経済のグローバル化が進み､雇用形態の多様化が

進もうと､労働者の圧倒的な部分が市場経済のもとで社会的弱者である状況は変わる

わけではない｡その意味では､労働市場における労働者の経済的社会的地位の向上を

目的として組織されてきた労働組合の役割がなくなるわけではないであろう｡問題は､

労働組合がこの間の､そして今後の環境の変化にどのように対応していくかであろう｡

現在､労働組合の社会的存在感が希薄化しているとすれば､それは､労働組合が今

日における労働者のニーズに応えていないことである｡第 1に､労働組合が労働者層

全体の利益代表としての役割を担っていない｡言い古されてきたことであるが､組織

労働者は多 くの場合恵まれた労働者の利益代表にすぎないということである｡大規模

事業所の正規従業員の利益を代表する組織としてイメージをもたれていることである｡

これは､労働組合が労働者階層のなかでの相対的弱者である､女性や非正規従業員の

利益を十分には代表していないことである｡第 2に､労働条件規制のあり方でいえば､

雇用保障や賃金闘争に力を入れることはあっても､職業的能力という労働者にとって

もっとも重要な ｢財産｣を視野にいれた政策を展開することがなかったことである｡

換言すれば､雇用と賃金を取り結ぶ重要な媒介物を組合がコントロールしてこなかっ

たことである｡企業から自立したところで自己の職業的能力を確認することのできな

い社会にあって､労働者が企業を超えて労働組合にその居場所を求めることはありえ

ないであろう｡そして､さらには､第 3に､労働者の市民としての生活領域で抱える

問題 (例えば､環境問題)に対して十分な取り組みがなされてこなかったことなども

あげることができるであろう｡

これとの関連で､ ｢日本の労使関係の現状と法制の課題｣に言及した新田報告は､

中小末組織労働者､中間管理職､非正社員､管理職層､女子労働者､自営業 ･専門職
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･零細企業の発言 ･組織化ニーズに応える方法として､労働組合の組織化のはか､従

業員代表制､外部的労働条件決定 ･規制システム､個別紛争処理システム等のメカニ

ズムを提言している｡そして､これらメカニズムの担い手となる､労働組合の地域組

織活性化のために､労働組合の地域組織の代表がでてくるチャンネルの形成､公的資

金による.援助などの検討を求めていろ｡このうち､個別紛争処理システムと従業員代

表制については別項で検討するが､それ以外の点では､就業規則や賃金規則について

の情報公開が労働法制に関わる検討に値する注目すべき提言というべきであろう｡

3 組合機能の拡大と労働法制の検討課題

では､さきにみた労使関係法制の問題点を認識 し､あわせて労働組合の機能の拡充

を考えた場合､現行の労使関係法制はどのような点を見直しし､また､今後､どのよ

うな労使関係法制を追求すべきであろうか｡ここでは､小鳥､毛塚､山下の各報告お

よび組合の現場からの発言である熊谷､小宮報告を踏まえながら､検討課題を概観す

ることにする｡

(1) 現行組合法制の見直しにかかわる課題

(イ)組合要件をめぐる問題

小鳥報告は､まず､民間企業における労働組合の組織率が 2割､協約適用率 (協約

締結組合の組合員数/協約締結可能組合員数)が18%となっている現状から､ ｢団体

交渉を経て労働協約の締結に進む､労組法の想定 したパターンはもはや少数の組合が

これを採用するにすぎない｣とし､労組法が当初イメージした労使関係は､ ｢既に過

去のものとなった感がある｣とする｡では､どのような労使関係モデルを考え得るか｡

小鳥は､その際に､組合モデルの再設計と交渉イメージの転換を提起する｡

前者に関して､小鳥は､労組法 2条但書 1､ 2号の削除の検討を提言する｡ 労働組

合の自主性の確保は不当労働行為制度を通 して確保すれば足り､予め労働組合要件で

絞り込む必要はないというものである｡これまで､労働法学における支配的見解 も､

労組法 2条但書の要件を欠いている組合 (自主性不備組合)も､ 2条本文の要件 (自
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主性)を充たせば労働組合として認めてきたし､ 2条但書に該当するか否かについて

も制限的に解 してきたことからすれば､ひとつの選択肢であろう｡ただ､そうした場

合､小鳥のかねてからの持論でもある6 が､社員会 ･親睦会等の従業員組織も労働組

合として法的保護 (小島によれば憲法上の保護も)受け､従業員組織の合意事項も労

働協約の法的拘束力が承認されることになる｡これは､従業員組織の法的保護をもた

らす意味では利益なしとしないが､しかし､かかる利益よりも､労働組合の産業別組

織や地域組織が企業内に足がかりをもつことを更に困難にすることになりはしないで

あろうか｡先の中村報告が､発言型従業員組織は組合組織化拡大の阻害要因となって

いる可能性があるとの指摘を考えれば危倶の念は消えない｡

この点､筆者は､労使関係モデルや労使関係法制を修正する方向として､企業別組

合に関しては､組合要件を修正するのではなく､その機能 (従業員代表機能)の観点

から､ ｢自主性｣要件によって硬直的に運用されたきた経費援助問題を再検討した方

がよいのではないかと考えている｡ 後の従業員代表制の検討のところで指摘するよう

に､日本の企業別組合 (過半数組合)が､従業員代表としての役割を果たす限りにお

いて､組合は企業内において正面から人的物的な財政的援助を求めてよいと考えるか

らである｡

他方､企業横断的な労働組合の資格要件に関していえば､もっと組合要件を緩和 し

てよいであろう｡一般の管理職はもちろん､人事権限をもつ上級管理職であったとし

ても､それが企業の枠を超えた組織であるかぎりにおいて企業からの相対的独自性を

有するからである｡これら管理職組織を労働組合として承認することになんらの支障

はないであろう｡

(ロ)使用者概念の問題

熊谷 ･小宮報告は､企業グループ組織化に関する組合の取り組みを紹介したあと､

従来の親会社､子会社の問題に加えて､事実上企業グループに雇用される ｢グループ

雇用｣が拡大し､また､特殊会社の解禁が論じられている現在では､一定の要件のも

とで親会社の使用者性を認めるような法制度の検討を求めている｡ 現行労組法は､労

基法と異なり､使用者概念の規定を置いていない｡これまでの判例法理 (朝日放送事

件最判平成 7年 2月28日は､ ｢雇用主以外の事業主であっても､雇用主から労働者派
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道を受けて自己の業務に従事させ､その労働者の基本的な労働条件などについて､雇

用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配､決定することがで

きる地位にある場合｣に､労組法の ｢使用者｣を肯定)を基礎にしながら､使用者概

念を整理する時期であろう｡非典型雇用の拡大は､労働者の多様化とともに使用者の

多様化に非典型使用者の拡大をもたら､しているとすればなおさらである｡

(ハ)組合の運営に関する問題

熊谷 ･小宮報告は､労組法 5条 2項 6号が､労働組合の民主的運営の確保の観点か

ら､総会を毎年 1回以上開催することを求めていることに関して､果たして､重層組

織をとる組合にあって､単位組合から連合団体のすべてについて毎年 1回の組合大会

を開催させる必要があるかという疑問を呈している｡労働法学ではあまり意識されて

こなかった問題であるが､連合体組織についても毎年の開催を求めることは､財政的

にも大きな負担であり､検討すべき問題であろう｡実際､諸外国でも大きな産別組織

は3年や 4年ごとに大会を開くことが一般的であろう｡

(ニ)協約の事業場内拡張適用問題

小鳥報告が再検討を求めているもうーっのは､労組法における ｢交渉イメージの転

換｣である｡労組法は､ ｢団体交捗をもっぱら組合員のために労働協約の締結を目的

として行うものとする見方｣をとっているが､現実の団体交渉は､組合員のためだけ

ではなく､非組合員のためにも行われているとして､過半数労働組合が､全従業員の

ために団体交渉を行い､労働協約を締結するという､氏のかねてからの主張7 とは別

に､ここでは､合意に基づく労働協約の拡張適用を提言されている｡

現行法上､企業内労働条件に関しては､たとえ､労働組合が組合員のみを対象とし

て協約規制を行ったとしても､現実には従業員全員に対して協約内容を及ぼさざるを

えない｡ 4分の 3要件に基づく自動的な一般的拘束力と就業規則を通 しての使用者に

よる一方的拡大の法的手段があるからである｡また､仮に右の法的手段が用意されて

いなかったとしても､企業内労働条件はその性格上基本的に斉-的になる可能性が高

い｡とすれば､労働協約は協約当事者の合意によってその適用対象を他の従業員にも

及ぼしうるとして､労働組合が協約適用に関してイニシアティブをもつとした方が自

然であることも確かである｡また､一般的拘束力制度は､本来､労働組合の主体的な
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選択の問題として形成されてきた経緯からすれば､事業所レベルの一般的拘束力も労

働組合の意思が反映する合意に基づくことが妥当であるといえる｡ただ､この点に関

しては､複数組合主義 ･団交平等主義をとってきた組合法制との関係で､少数組合の

権利を制限することにはならないかとの疑問が生じる｡しかし､この点は､少数組合

の協約締結を奪うことはできないから､協約の拘束力を自動的に拡大する現在の法制

をとると協約の合意による拘束力の拡大をとるにしても､及ばないとする最近の判例

の立場をとればよいであろう｡ したがって､協約の事業所内一般的拘束力を労使の同

意にかからしめることはそれとして肯定しうるし､検討すべきことであろう｡

しかし､小鳥が提起している問題には､一般的拘束力の問題 (これは∴厳密には協

約適用対象の拡大ではなく､協約適用労働者に入るが組合員でないために協約拘束力

を受けない労働者にも協約拘束力を拡大すべきかの問題)とは別に､組合員資格が認

められない労働者に対しても協約適用をなしうるかの問題 (組合員となる余地がない

労働者を対象に規制をなしうるかの問題)が含まれている｡ 小鳥は､すでに､組合員

資格を認めていない労働者 (人事権限をもっ上級管理職や役員秘書)にも協約の適用

を認める協約モデルを示しながら､これを承認すべきではないかとされる｡

企業別組合が､正社員組合として､入社から退社に至る従業員生活の全過程を組合

のケアないしサービスの対象とするのはある意味では必然である｡ 管理職も役員秘書

も従業員生活の 1局面での職務にすぎないともいえなくもないからである｡ したがっ

て､企業別組合がこれらの労働者に対しても労働条件規制を及ぼすのは当然ともいえ

る｡ ただ､筆者は､ここでも､労働組合の協約規制の問題と従業員組織としての機能

を峻別することで対応すべきではないかと考える｡ つまり､これら企業別組合が行う､

組合員資格をもたない労働者に対する労働条件規制は組合規制 (協約)ではなく､従

業員代表としての労働条件規制 (経営協定)として理解し､その法的効力を判断すべ

きものと考える｡

(ホ)地域単位の拡張適用制度の見直し

組合機能の拡大という観点からみたときにより重要な問題は地域的一般的拘束力制

度の見直しであろう｡ 現在の制度は､ ｢-の地域において従業する同種の労働者の大

部分が-の労働協約の適用を受ける｣場合にはじめて利用することができる｡つまり､
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拡張適用の前提となる労働協約は､この制度の母国である ドイツやフランスのように､

横断的労働組合が締結 した横断的労働協約であることが前提となっている｡ しか し､

横断的協約の締結には､横断的労働組合の形成もさることなが ら横断的な使用者団体

の形成も必要となるだけに､実際にはかかる協約の成立はきわめて希有である｡ しか

も､ ｢労.働者の大部分｣の理解に関して､事業場内の一般的拘束力と同じく4分の 3

を要件とするのであれば､熊谷 ･小宮報告が指摘するように､まさに憲法改正よりも

高いハー ドルであり､仮に横断的協約の締結に成功 したとしても､拡張適用となるの

はほとんど絶望的である｡

したがって､まずは､ ｢労働者の大部分｣に関 して､ ドイツ法 (労働協約法 5条 1

項 1号)のように 5割でよしとすべきであろう｡また､わが国の組合組織を前提とし

た場合､ ｢-の協約｣に限定することなく､複数の協約であって も､それらの協約が

同種の労働者の大部分に適用されていれば､右複数協約のなかの最低協約基準を拡張

適用 しうるような方法をとることも考えてみるべきではないか｡具体的には､例えば､

産業別組織なり地域組織の組合が地域単位の拡張適用制度を利用 しようとする場合に

あたっては､当該地域の傘下企業別組合の締結にかかる各企業協約の最大公約数であ

る最低の協約水準 (例えば､年休日数や年間休日数等)を記載 した書面を､各企業協

約ととともに提出して申立を行うことで足 りるようにすることである0

なお､小鳥は､組合法18条に関して､ ｢一定の地域を代表する労働組合と使用者の

団体が､労働条件の最低基準について合意 した場合には､これを当該地域におけるソ

ーシャル ･ズタンダー ド (法的拘束力ある社会的基準)として承認すべき｣とするが､

18条の問題は､このような地域の代表的組合と使用者団体の合意が事実上困難なとこ

ろにある｡ したがって､まずは､上記のような方法を認めることの方がより日本の実

態に即 したものといえまいか｡

(へ)企業外交渉システムの構築

企業外労働条件決定システムの形成には､使用者団体の形成がなければならない｡

これが実際に困難であるとしたとき考えられるのは､例えば､オース トリアにみられ

るように､事業主団体との団体交渉や労働協約の締結を可能にすることである｡包括

的な交渉義務や協議義務を設けることは､これまでその経験がないことからして無理
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であるとしても､例えば､雇用調整問題や職業的能力の開発､休日問題等､個別事項

に関して一定の交渉 ･協議を求める施策をとることは可能であろう｡

なお､熊谷 ･小宮報告は､商工会議所と対応する形で労働者会議所設置の構想に言

及 している｡たしかに､オース トラアにおいて､労働者の強制加盟にかかる労働者会

議所 (Arbeiterkammer)が､労働者の強制的な拠出金によって設立 ･運営され､労働

者の権利保護､消費者保護､教育訓練､研究等､労働者に対する包括的なサービスを

行っている状況をみると､興味深いところである｡ ただ､労働組合の社会的機能がこ

れまで希薄のうえ､全 くこのような土壌をもたないわが国において､労働者や国民の

コンセンサスを得るのはきわめて困難なことであろうし､また､労働組合機能との調

整で問題がないわけではない (ドイツにおいては､労働組合の社会的､政治的参加と

ともに労働者会議所は衰退 してきた)｡とはいえ､生産システムの変化や雇用 ･就業

形態の多様化のなかで､資本 ･経営の利益追求システムに比べ､労働者利益の代表シ

ステムが相対的に弱体化 している現状を考えるならば､個々の労働者が労働市場に裸

で放り出されることのないよう､あるいは､市民としての労働者の利益を確保するた

めに､地域社会や国家レベルで､組合がどのような労働者利益代表システムを構築 し

ていくべきなのかを考える際に､重要な示唆を与えるものであろう｡

(2)従業員代表制度の整備課題

現行の労使関係法制の枠組みを超えて新たな労使関係モデルを求めるとした場合､

まず検討されるべき問題は､従業員代表法制である｡従業員代表制度は､労使関係シ

ステムにあっては､広 くは交渉システムのなかに位置するものの､任意的自主的団結

である組合を主体にした労使関係モデルとは､その構成と活動の原理において､異質

の性格をもつ｡ だが､企業内労使関係システムとしては､すでに西欧を中心にして普

遍的なモデルのひとつといってよいし､また､何よりも現行労基法が従業員代表制度

に近似する原理をもつ過半数代表制をもつだけに､近時､そのなりの関心をもたれて

きた主題でもある8 ｡

(イ)従業員代表法制の整備の必要性とそのモデル

毛塚報告が検討を求めているのは､労基法上の過半数労働者代表制を基礎にした補
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完的従業員代表制度､つまり､日本型従業員代表制度である｡これは､西欧型の併存

的従業員代表制度と異なり､未組織事業所ないし過半数組合のない事業所にあっては､

従業員代表を選出するもののの､過半数組合のある事業所にあっては､過半数組合に

対して従業員代表組織としての任務と権限を与えるものである｡

この補完的従業員代表がこれまでの過半数労働者代表と異なる基本的特徴は､労働

基準法の強行性解除権限 (弾力化機能)を超えて､労使協議を行い一定の範囲におい

て労働条件形成を行う権限をもたせること､したがって､単独代表ではなく､事業所

の規模により複数の委員 (定期的選出にかかる任期制)により意思決定をなしうる機

関としての設置されることにある｡

毛塚は､かかる従軍員代表法制の整備の必要性を､①労基法を中心とした過半数労

働者代表知度の任務の拡大に伴う手続的整備の必要性､②未組織事業所の拡大にとも

なう労働者利益代表機関の必要性､③協議ルールの普遍化の必要性､④組合機能と従

業員代表機能の分離の必要性､⑤労働者利害の多様化と代表民主性による調整の必要

性に求めている｡

これは､従業員代表制度を考えるに際して､単に､未組織事業所における労働者利

益の代表システムの問題としてだけではなく･､企業別組合-過半数組合の組合機能と

従業員代表機能の分離と統合の問題として､また､産業別連合体や地域組合の従業員

組織とのネットワーク作り (組合の社会的機能の拡大)の問題として議論しているも

のである｡

(ロ)従業員代表と組合との関係

補完的従業員代表制度にせよ､従業員代表制をとった場合､組合との関係をどう整

序するが問題の核心となる｡ この点､毛塚は､従業員代表の権限を法定事項に関する

労使協定の締結 (拒否権)と協議を中心に考えることで限界を画そうとする｡したが

って､組合のない事業所において従業員代表がなしうることは限定的であり､組合に

なる契機が阻害されるおそれや､組合が従業員組織に解消していく危倶はないとする｡

ただし､従業員代表が法定外事項についてインフォーマルに労働条件規制することに

ついては､正面から規範的効力を承認するような認知はしないものの､黙認する｡労

使関係における発言ルー トの主体となることが過半数代表制度なり従業員代表制度の
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定着にとって必要と考えるからである｡ただ､黙認の程度いかんによっては組合の組
＼

織化を阻害 しその解消をもたらす危険性 もあるだけに､導入後の動向をみて後日再検

討の必要が生 じる余地もあろう｡

逆に､過半数組合が従業員代表として活動することに伴う問題として､過半数組合

が締結した協約は非組合員にも適用されるか､また､従業員代表は､通常､組合員資

格よりも広い範囲の従業員を代表することになるから､過半数組合が組合員資格をも

ちえない従業員を対象にして労使協定を締結しうるかの問題も生 じる過半数組合が組

合員以外の従業員を適用対象とした協約を締結できるかの問題が生じる｡ 毛塚は､前

者については原則これを否定し (団結 ･協約法理の貫徹)､後者については､従業員

代表が法定権限を与えられた事項に関してのみ規範的効力をもっ労使協定を締結する

ことができるとし､法定外事項についての労使間協定-協約は､非組合員に対 しては

規範的効力をもたずインフォーマルな世界に委ねる｡

(ハ)過半数組合と少数組合との関係

過半数組合は､従業員代表機能を営むかぎりにおいて､事実上､活動の人的物的負

担を企業に求め得ることになるが､企業内にほかに少数組合がある場合､過半数組合

のみが便益を受けることは､団結平等主義に反するのではないかとの疑問に対 しては､

過半数組合が受ける便益は従業員代表としての便益であり､また､少数組合も過半数

組合になる余地は残されている以上､団結平等主義に反するものでないとしている｡

(ニ)従業員代表制度懐疑論への反論

従業員代表制度の整備に関しては､①労働者には組合結成の自由があるにもかかわ

らず､従業員代表制を法定化することは､ ｢過度の労働者保護ないし過干渉｣である､

②法的整備 しても実態はかわらない､③従業員代表制度は組合基盤を奪う､④従業員

代表法制を促進する担い手はいない､といった批判がある｡

これに対 して､毛塚は､①については､従業員代表制度が必要であるならば､それ

を支えるのが当然の任務である､従業員代表制度は､末組織労働者の保護だけにかか

わる問題ではないとする視点からの反論を､②については､代表民主主義への関心が

薄いからといって代表民主主義を否定することが早計であるように､労働者の予想さ

れる無関心をもって無用な手続きというのも早計である､日常的には無関心であって
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も､必要とあれば発言しうるメカニズムがあることが重要であると反論している｡③

については､法定従業員代表制度は､現在の社員会 ･親睦会のような従業員埠織をそ

のまま法定従業員代表としてお墨付きを与えるわけではなく､また､従業員代表は､

組合と比べた場合､争議手段をもたず､その権限も限定的であるから､従業員組織の

発言の拡大欲求は組合への転化をもたらすことはあっても､組合が従業員代表組織に

転化する道を選ぶ危険は多いとはいえない､さらに､中小未組織事業所を考えた場合､

従業員代表の設置活動を通 して産業別組織や地域組織が企業内組織への手がかりをも

っことも看過すべきではないとする｡④については､従業員代表制度の組合にとって

の積極的意義を理解したうえで産業別連合体やナショナルセンターがこれを促進する

ことを求めている｡

(3) 個別紛争処理システムの整備課題

従業員代表制が交渉システムとしての労使関係制度を直接的に補正することになる

問題であるとすれば､個別紛争処理システムの整備をめぐる問題は､広義の労使関係

システム､つまり､組合機能の社会的機能にかかわる問題である｡では､現在､どの

ような紛争処理システムを構築することが､組合機能の拡充にとって必要であろうか｡

山下報告を踏まえて､以下､.論点を整理する｡

(イ)紛争処理システムの現状と課題

まず､個別紛争処理システムがなぜ問題となるのかを簡単に整理 しよう｡個別労働

者の紛争処理のニーズは､労働者意識の変化や雇用システムの見直しを背景にして近

時増加 しているが､この傾向は今後強まることが予想される｡わが国の裁判所を中心

にした紛争処理制度は､労働者の紛争処理ニーズに応えるものとなっていない｡いう

までもなく､裁判所における紛争処理が時間と費用において労働者に多大の負担を強

いるものとなっているからであり､また､紛争の性格によってはそもそも裁判所によ

る紛争処理に適していないものも含まれているからである｡それゆえ､裁判所制度の

改善もさることながら､個々の労働者がアクセスしやすい紛争処理システムを構築す

ることが求められている｡
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(ロ)紛争処理システムの整備と労働組合

しかし､この個別紛争処理システムの整備問題は､労働組合からみた場合､二つの

点で微妙な問題をもたらす｡第 1に､個別紛争処理システムの整備が､中小の未組織

事業所において発生する紛争処理ニーズに応えるものであれば､組合組織化を通した

集団的労使関係の枠組みで解決をはかるのが筋とも考えられるだけに､労働組合の機

能を奪うのではないのかという疑問であり､第 2に､個別紛争処理システムの整備は､

すでに組合組織をもつ比較的規模の大きい事業所においては､ややもすれば企業別組

合の労働条件規制に対して異議申立をする少数派組合や非組合員の戦術として悪用さ

れるのではないかといった疑念である｡

もちろん､かかる疑問や疑念を全 く根拠のないものということはできないであろう｡

前者の疑問についていえば､たしかに､地域の労働組合が個別労働者の紛争処理ニー

ズに応えることで組織化に成功する例もあろうし､また､王道ともいるが､個別紛争

といっても多様であり､紛争のすべてが団体交渉の枠組みで解決しなければならない

性格のものと限らないし､また､団体交渉によって解決しうるものとしても､相手方

の対応いかんでは解決にいたるまで多大の時間と費用を要することになり､限られた

組合の人的資源のもとではおそらく対応に限度があろう｡むしろ､紛争の性格に応じ

て､団交ルー トで解決するなり､第3者の個別紛争処理機関を利用した解決を支援す

る等の選択肢をもつことが､機動的な対応のために必要といえるのではなかろうか｡

また､後者の懸念についていえば､そのような紛争が登場することを排除すること

はできないだけに､その懸念が根拠のないもとして斥けることはできない｡しかし､

むしろ､企業内組合は､雇用管理の多様化が進む中で､労働者の利害を一元的に統一

することが困難な状況にあることを認識することから出発すべきではないか｡労働組

合が最大多数の組合員の利害の追求がときして一部組合員や一部従業員の利害と抵触

することがありうる以上､そのような異議申し立ての生じることを異常とみるのでは

なく､ある意味では当然の現象としてとらえることである｡ したがって､今後は､こ

こでの議論されている企業外紛争処理システムと同時に､企業内においても､ルール

設定にあっては､労働者個人が企業内における労使間協定を含めたルールの設定と運

用に対して異議申し立てをする苦情処理システムを組み込んでおくことも必要であろ

28



総論 わが国の労使関係制度と労働法制の課題

う｡すなわち､社会には紛争があるのが当然との認識のもとに紛争処理システムを用

意することがひいては労使関係の安定をももたらすとの認識がここでも必要であろう｡

(ハ)紛争処理制度モデル ～まず､労働委員会の改編を､中長期的には労働審判

所を

では､どのような紛争処理制度を整備すべきか｡

これまで､筆者及び山下氏を含めた別の研究会では､労働委員会において雇用関係

部を設けて個別紛争処理を扱う構想と民事調停制度を利用 した雇用関係調停制度の整

備を提言した9 0

民事調停制度の改編は､①紛争処理の費用が安いこと､②受付相談､口頭受理によ

って当事者がアクセスしやす く､かつ､簡裁も含めてアクセスポイントが多いこと､

③調停は､ ｢当事者の互譲により､条理にかない実情に即 した解決｣をするものであ

るから､実定法規に拘束されることなく弾力的な解決ができるし､非公開により関係

者の秘密が守られること､④調停調書は裁判上の和解と同一の効力をもっこと､⑤当

事者の一方が調停を申請すれば､他方当事者は調停期日に出頭を義務付けられる参加

強制的処理であること､⑥調停委員会は､調停前の措置､調停に代わる決定をなすこ

とによって調停のイニシアチブをとることができることなどの利点を持つこと､反面､

調停適合的紛争がどの程度あるかのという疑問や専門的能力をもっ調停員の確保をど

うするといった問題もある｡

もうひとつの労働委員会改編構想に関しては､(丑紛争費用が安いこと､②行政的処

理ことカナら柔軟な処理方法をとりうること､③雇用 ･労使関係の実務に詳しい労使代

表が参加 しやすいこと､④紛争解決のノウハウをすでにもっこと､⑤整備コス トが比

較的低廉ですむことなどの利点をもつ反面､①紛争処理方法のいかんによっては､現

在の集団的紛争処理におけると同様に､行政的処理に司法的処理が重ねられ､迅速処

理からかけ離れてしまうこと､②調停等の調整的処理に対 して履行確保の方法がとり

にくいこと､③労働委員会の従来のイメージが必ず しも労使関係当事者 (とくに使用

者)にとって良好でないこと､等の問題点がある｡

したがって､その整備に際してはつぎのような点に配慮すべきであろう｡第 1に､

個別紛争のうち雇用差別等の公序紛争を扱わないのであれば､和解や調停､仲裁等の

盟



調整的処理のみを行い､かかる解決を当事者が希望しない場合は､なるべく早い時期

に裁判所に処理を委ねることである｡紛争の迅速な処理と処理費用からいっても得策

であろう｡ ただし､当事者の一方の申立があれば調整手続きを開始するとともに､他

方当事者の出頭を求めることができるもの (参加強制的手続)とすべきであろう｡第

2に､調整的処理による当事者間の解決合意については､関係当事者の解決努力を無

にせず､また､アクセス魅力をもたせる意味でも､その履行を確保する手段をとるこ

とである｡紛争当事者の希望に応じて､解決合意を､和解のほか､仲裁判断として処

理するなり､裁判所に送付し民事調停書として作成するといった工夫である｡第 3の

問題については､労働委員会の既存のイメージを払拭したいのであれば､大胆に名称

を変えればよいであろう｡

右の二つの構想のうち､現実的な政策課題として考えれば､労働行政の政策として

展開を求めることが可能な労働委員会の改編を､まずは志向すべきであろうと思われ

る｡ 労働紛争の処理を統一的処理することがやはり望ましいとおもわれるからである｡

とくに､個別紛争処理システムの構築の議論の際に､これまでは､現在の裁判所にお

ける紛争処理にはのってこない<ごくありきたりの紛争>､つまり､権利紛争のうち

の人格紛争や価値確認紛争を除くものを念頭において議論してきたが､今後､個別紛

争処理システムの必要性に関する認識が深まれば､個別紛争のなかの公序紛争 (男女

の雇用差別)や規整紛争 (労働条件の不利益変更)などを処理システムも総合的に扱

う機関として設計することも必要であるが､そのためには､集団的紛争における公序

紛争を扱ってきた労働委員会の方がより適切と思われるからである｡

山下報告は､これに加えて､イギリスにおける､行政機関ACASと司法機関である労

働審判所ITの連携をモデルに､わが国においても労働審判所の設置の検討を求めてい

る｡筆者も､ ドイツ型労働裁判所は､三審制をとり人的物的にもきわめて大規模であ

り､日本に導入するにはあまりにもハー ドルが高すぎるが､労使代表が参加する労働

審判所を通常裁判所の一審に相当するものとして設置するイギリス型は､司法当局の

理解さえ得られれば､比較的小規模の改編ですむだけに実現に向けて組合もまた積極

的に追求すべきであろう｡ これは､個別労働紛争の処理が､比較法的にみた場合に多

くの国で､①労使代表の参加と､②調整的処理と判定的処理の組み合わせという､二
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つの基本的要素にもって設計されているときを考えると､中長期的には､わが国にお

いても､判定的機関においても労使代表の参加を前提にした司法機関の改編を求めて

しかるべきだからである｡もっとも､その際も､全面的に司法機関として新たに設計

する方法とらなくとも､労働委員会に判定的機能を付与し､通常裁判所の一審として

位置づける方法 (公正取引委員会型)でもよいであろう｡

(ニ)紛争処理システムにおける組合の役割

公的紛争処理システムの整備は､決して自主的紛争処理システムの役割を減少させ

るわけでも､組合機能を縮減させるものでないことは前述した｡むしろ､公的紛争処

理システムの利用することによって､組合機能の新たな拡大を求めるものに他ならな

い｡賃金や時間のみならず､採用から解雇まで､労働者生活のありとあらゆ畠問題を

交渉システムのなかで解決することをしてきた企業内組合の組合意識からすれば､組

合において解決できない問題ないとの自負をもっているかもしれない｡そのことは､

他面､組織事業所から発生する個別紛争であれば異端の紛争とみる紛争感や､未組織

事業所における紛争であれは組合組織化で対応すべきとの紛争処理感をもたらし､紛

争を法の世界で解決することに違和感を覚えさせ るかもしれない｡′しかし､圧倒的多

数をしめる中小未組織事業所を中心に､現に､労働者の基本的な権利が無視される状

況があるとするならば､組合は､交渉システムによる解決もされことながら､紛争の

性格によって､より機動的により簡便に公的紛争処理システムを利用して紛争処理ニ

ーズに応える道も考えるべきであろう｡個別労働者にとって､いざいうときに頼りに

なる存在として組合があることは､組合の社会的存在感を高めることになろう｡

労働組合は､また､これら紛争処理システムのなかで､紛争処理のルール形成に参

加するとともに､紛争処理手続きのなかでは､労働者の代理人として活動できるよう

に設計するとともに､専門法曹として活動できるよう組合書記のキャリア形成もはか

るべきことになろう｡

結 び

日本の労使関係は､一方で､その安定性と柔軟性ゆえに､日本経済の成功の要因と
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してポジティブに評価され､他方で､労働市場の二重構造を強化した要因としてネガ

ティブに評価される､アンビバレントな評価のはぎまでゆれ動いてきた｡しかし､今

日では､未組織の事業所や部門が拡大する一方で､組織事業所においても労使関係の

｢成熟｣によってその存在感を失い､労働組合の危機が語られるに至っている｡外に

目を向けても､労使関廃の ｢日本化｣の名のもとに､組合規制の制限を意図している

西欧諸国における労使関係法制の改革動向をみるならば､組合にとってはまさに冬の

時代でもある｡とはいえ､労働組合が､資本制経済社会-市場経済社会において労働

者階層の社会的経済的利益の代表者として経済社会のありかたに発言 ･関与していく

ことが求められていることには変わりがないであろう｡ 要は､これまでの経験と成果

を踏まえながらも､労働者生活と労働組合をとりまく経済社会や企業社会の環境の変

化に対 してどう対応していくかであろう｡労使関係法制は､もともと､資本制経済社

会に自生的に成立した労働組合の社会的機能を確認しながら､法的世界にくみこんで

きたものである｡それゆえ､労使関係法制の見直しと整備には､まずは労働組合自身

が,'21世紀にむけてどのような社会的機能をどのような方法で果たそうとするのか､

それを自己確認することが必要である｡今後の議論を期待 したい｡

1 1980年代以降の西欧諸国における規制緩和議論の焦点の一つが､労働組合規制の弱体化や制限

にもあったことを想起されたい｡本報告書第 2部参照｡

2 1995年ジュリス ト特集 ｢日本型雇用システムの変化と労働法の課題｣1066号では､安枝英紳

｢労使関係法の課題｣′同 181頁以下が労使関係法制の課題を検討 し､<柔軟な交渉システム>を

求めているものの､日本の労使関係法制が､日本の経済システムを阻害する要因との認識のもと

で議論されているわけではない｡

3 この企業内労使関係と企業外労使関係の相互関連のありようは､各国によって異なる｡産業別

労働組合を基礎にした企業外の労使関係を基軸に展開してきた ドイツやフランスのようなヨーロ

ッパ大陸では､企業内労使関係の構築を､組合とは別の組織原理に基づく従業員代表制度を通し

て､両者の関係を整序する二元的労使関係をとり､そのうち ドイツでは､企業内労使関係はもっ

ぱら従業員代表の手に委ねる方法 (二元的労使関係 ･企業内単一代表主義)を､フランスでは､

労働組合の企業内交渉をも排除しない方法 (二元的労使関係 ･企業内複数代表主義)をとった｡
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他方､アングロサクソン系では従業員代表法制をとらない一元的労使関係を維持するが､アメリ

カでは､職業別 ･産業別の労働組合が企業外の労使関係を形成すると同時に､排他的交渉代表制

を通 して企業内労使関係を形成する主体として登場させる方法 (一元的労使関係 ･企業内単一代

表主義)をとり､イギ リスでは､職業別労働組合や一般組合が企業外労使関係と企業内労使関係

の双方においてそのまま登場 しうる方法 (一元的労使関係 ･企業内複数代表主義)をとった｡こ

の整理の観点で日本の労使関係をみれば､組合の組織形態の違いを抜きにすれば､一元的労使関

係 ･企業内複数代表主義をとるイギ リスにもっとも近いことになる｡

4 シドニー ･ウェ ッブ 『産業民主主義』 (1919)参照｡

5 菅野和夫 ｢柔構造労使関係法への移行｣公企労研究70号 (1987)34頁は､①労働組合の自主性

の要件が比較的緩やかに設定 ･運用され､労使間の緊密な結び付きが法によって妨げられること

が少ないこと､②団体交渉権取得のための厳格な要件や手続きが設定されていないこと､③多数

組合の排他的な代表権や義務的団交事項と任意的団交事項との明確な区別がないこと等をあげ､

｢わが国の労使関係法制は､労使による独自の交渉機構の発展に親 しむ柔軟な構造を大きな特徴

としている｣0

6 小鳥 ｢労使自治とその法理｣日本労働協会雑誌 333号 (1987)13頁以下｡

7 小鳥前掲論文｡

8 後掲第 4章文献参照｡

9 日本労働研究機構 『個別紛争処理 システムの現状と課題』 (1995)､毛塚 ｢労働紛争処理法｣

ジュリス ト1066号 210頁以下｡また､その後の文献については第 5章山下報告参照｡

(専修大学法学部教授 毛 塚 勝 利)
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第 1章 労使関係の成熟と変化

第 1章 労使関係の成熟と変化

日本の組織率は1975年の34.4%以来､20年間､減少 し続けている｡･この章では組織

率の低下をもたらした主要な諸要因は何か､そのもとで日本の労使関係にいかなる変

化が生 じつつあるのかを論 じる｡特に､後者に関 しては､組織部門と未組織部門のそ

れぞれについて現状を検討する｡まず組織率の低下が既存の組織部門の浸食ではな く､

新 しい産業部門における組織化の停滞によるところが大きいことを指摘する｡その上

で､停滞の主要原因の一つが､企業別組合を基礎 とする日本の労働組合の組織化努力

の不足であることを論 じる｡次に､組織セクターの労使関係にいかなる変化が生′じて

いるのかを検討する｡そこでは労使関係の成熟 といった現象が大企業部門を中心にあ

らわれていることを指摘 し､その上でそれをもたらした背景 と問題点を検討する｡最

後に､未組織セクターにおける変化 として､発言型従業員組織の登場と広が りを明.ら

かにし､その意義と問題点に触れることとする｡

1.組織 の低下と労働組合の対応

(1) 環境要因説と当事者説

1995年 6月現在の労働組合員数は 1,261万 4千人､推定組織率は23.8%である｡

1975年の34.4%以来､20年間､組織率は継続 して減少 している.｡労働組合員数は､ し

か しなが ら､減少 し続けているわけではない.組合員数は､1975年の 1,259万人か ら

伸び悩んでいたが､1994年には戦後最高の 1,269万 8千人を記録 している｡

組織率の長期的低落は､増え続ける雇用労働者の伸びに､労働組合員の伸びが追い

つかないか らである｡労働組合員数の伸び悩みの原因についてさまざまな議論がある

が､大きく二つに分けちれる｡一つは環境変動に注目し､ もう･一つは当事者に目を向

けるものである｡前者か らみよう｡産業構造が変わ り､.もともと組合員の少なか った

第三次産業で労働者が増えている｡ さらにそこでは､正規従業員 l)ではないパー トタ
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イマ-などの非正規従業員が増えている｡非正規従業員はもともと組合に加入するこ

とはごくまれであった｡こうした環境変動が労働組合員数の伸びの停滞を招いている｡

これが環境変動に着目する議論である｡他方､当事者に目を向ける議論は､たとえば､

若者を中心に組合離れが生じているとか､経営者がますます反組合的になってきてい

るとか､未組織労働者に組織化を働きかけるべき労働組合の活動が停滞しているとか

を指摘する｡

これらの議論のうち､環境変動に目を向ける議論は､他の先進工業諸国で同じよう

な現象が起こっているにもかかわらず､組織率はある国では低下し､他の国では停滞

し､またある国では上昇 していると.いう事実をうまく説明できず､その根拠は弱い

(フリーマン-レ-ビック 1989)0

当事者に目を向ける議論がより事態を説明できそうである｡三つの当事者のうち､

ここでは､次のような理由から､.既存の労働組合に焦点をあてていくこととする｡

他の二つの当事者のうち､使用者については資料が著しく乏しいために論じること

は極めて難しい｡若者を中心とする組合離れについてはよくいわれていることである

が､それをはっきりと指し示す確固たる資料に乏しい｡たとえば､日本生産性本部が

毎年､新入社員に対して行っている ｢働くことの意識調査｣の報告書によれば､組織

率が低下しはじめる1975年には ｢労働組合はあった方がよい｣と考える若者は77%で

あったものが､1994年には66%へと減少してきているが､それでも2/3は必要だと考

え､ ｢労働組合はない方がよい｣とするのは､2-3%にとどまっている｡増加した

のは ｢どちらともいえない｣､ ｢わからない｣と回答する若者である｡労働省が数年

おきに行っている ｢労使コミュニケーション調査｣によっても､未組織企業の労働者

で ｢労働組合は是非必要｣､ ｢労働組合はどちらかといえばあった方がよい｣とする

労働者は､1989年にはそれぞれ11.8%､38.0%で､合計49.8%であったのが､1994年

には13.4%､37.5%､合計50.9%となり､ほとんど変わらない｡他方､労働組合はな

い方がよいと回答した労働者は1989年で 9.4%､1994年で12.1%とやや増加している｡

これらの調査をみる限り､組合離れが大きく起こっているとみなすことは難しい｡も

ちろん､これらは､個々人の労働組合観を問うものであり､自らが実際に労働組合に

どう関わるかを示してはいない｡この点に関して､対象は首都圏に限られるが､日本
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第 1章 労使関係の成熟と変化

労働研究機構 (1993)が興味深い発見をしてし?る｡周 査対象となった､未組織企業で

働く労働者 605人のうち､自ら勤める企業に労働組合ができた方がよいとする労働者

は40.0%であり､しかもその87.6%は組織化に協力したいと回答 している2)｡もし､

この比率を一般化しうるとすれば､組織率はあと30%近くも増加する可能性があると

いうことになる3)｡このように考えると､最後の当事者､つまり未組織労働者に組織

化を働きかけるはずの､既存の労働組合に着目する重要性が明らかになってくる｡

既存の労働組合が末組織労働者の組織化活動に､充分な時間と人と金を割いている

のかどうかは､以上のことからもわかるように､重要な課題であるにもかかわらず､

労働者の意識変化に多くの人の目が注がれていることもあって､さほど論じられない｡

(2) 組織化活動の成果と産業別連合体

周知のように､日本の労働組合の多くは､企業単位につくられる企業別組合である｡

企業別組合は､普通､特定の企業の正規従業員だけを組合員とし4)､独自の規約､財

政的基盤をもち､自主的に意思決定､活動を行う独立した組織である｡そのため､他

の企業の労働者を組織しようとする必要も､その意志も持たないのが普通である?だ

が｣企業別組合は単独で活動 しているわけではない｡そのほとんどは､産業別連合体

古司口盟し､さらにその連合体を通じて､連合などのナショナルセンターに加盟 してい

る｡ここで課題となっている未組織労働者の組織化は､企業別組合ではなく､主に産

業別連合体の任務である｡したがって､明らかにしなければならないことは､産業別

連合体がどのくらい活発に組織化活動に取り組んでいるのかである｡

､表 1-1は､この1985年から1995年までの間でどのくらい組織化が進んだのかをみ

たものであるが､1987年の約16万人を別とすれば､ 6- 7万人､全労働者の0.1-0.2

%が新たに組織化されているにすぎない｡この間､労働者数が､年率 2.1%程度で伸

びているこ とを考えれば､組織率の長期的な低下もやむをえない.
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表 1-1 組織化活動の成果

85. 86 87 88 89~ 90 91 92 93 94 95

資料出所 :労働組合員数は労働大臣官房政策調査部 ｢労働組合基礎調査｣各年版｡

組織化率の算出に利用 した全雇用者数は総務庁統計局 ｢労働力調査｣各年版｡

いずれも毎年 6月現在の数字

1)組合員数は､事業所の新設 ･拡張によって新 しく結成された組合と､労働条件向上のために新しく結成された組

合の組合員数の合計を意味する｡

2)組織化率とは､上記の新 しく結成された組合の組合員数が､全雇用者に占める割合を指す｡

次に産業別連合体が実際にどの程度組織化をしているのかをみてみよう｡データは

多少古いが､連合傘下の47の産業別連合体が1988年度 1･年間にどの程度､組織化をし

たかを表 1-2でみてみよう｡

表 1-2 連合傘下の民間部門の産業別連合体の組織化成果 (1988年度)

新たに組織化した組合員数 1万人以上 5,000-°9,999 1,000-4,999 1-999 ~0 不 明

資料出所 :全日本民間労働組合連合会 (1989)より算出｡

これによると､47産業別連合体のうち､ 1年間に 1万人以上の末組織労働者を組織

化した組織はわずかに3つしかない｡1,000人未満が16組織もあり､また全 く組織化

をしていないものも17ある｡要するに､未組織労働者の組織化活動はさほど活発では

なく､特に中心を担うべき産業別連合体の中にはその機能をほとんど果たしていない

ものもみられる｡こうした厳しい状況の中にあってもゼンセン同盟のように積極的に

組織化に取 り組み､大きな成果をあげている産業別連合体 もある (中村-佐藤-秤

谷 1988)｡だが､現状では､ゼンセン同盟のような産業別連合体は例外的存在であ

ってヾ多くの産業別連合体は､企業別組合の連合体であるがゆえに､財政､権限とも
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に弱く､加盟組合へのサービス活動に追われて､未組織労働者の組織化に積極的にな

りえない｡

こうした状況をふまえ､ナショナルセンターの一つである連合は､傘下の産業別連

合体に対して､組織率の長期的低落傾向に歯止めをかけるために､未組織労働者の組

織化活動に積極的に取り組むよう強く求めている｡他方､産業別連合体の間にも､財

政基盤､組織基盤を確固たるものとし､組織化活動にも努力を向けられるよう､･以前

からの総評一同盟といった対立関係を乗り越えて合同を模索する動きがみられる｡ま

た､地域における組織化活動を支援するため､企業別組合とは異なる組織形態の労働

組合を結成していこうとの方針を連合は打ち出している｡

にもかかわらず､今後､労働組合員数が雇用労働者数の伸びを上回るほどの勢いで

増えていくとは思えず､依然として組織率は停滞あるいは低落傾向のまま推移するよ

うに思われる｡

(3) 未組織部門の拡がり

以上のように､組織率の低下は､これまでの組織セクターにおける組合基盤を掘り

崩 した結果であるよりも､むしろ､新しく生まれ､急速に成長しつつある産業におけ

る未組織部門の拡がりの結果である｡日本の労使関係全体を概観する場合､この二つ

のセクターにおいて､何が生じているのかを区別 しながらみる必要がある｡

2.労使関係の成熟一組織セクター

(1) 戦略レベルへの経営参加

組織セクターの労使関係の特徴を一言で言い表すならば､成熟化という言葉が最も

ふさわしい｡戦略レベルにおける労働組合の経営参加は､1970年代後半以降の ｢経営

危機｣を直接のきっかけとして進み､その後､参加の度合いは一層深まっているb

表 1-3は､民間大企業において､経営に関する事項が労使協議機関などの場で労

使間で話し合われている企業の比率を示したものである5)0

このアンケー ト調査によれば､民間大企業の 7割前後の企業で､経営方針､業績､
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設備計画､生産計画､合理化方針などの課題に関して労働者参加が実施されている｡

表 1-3 戦略レベルへの労働者参加 (N-432)

経営方針

会社の業績

経 理

会社組織機構の新設改廃

生産計画

設備計画

生産 ･事務の合理化方針

新機械 ･新技術の導入

資料出所 :日本生産性本部 (1981)より 500人以上の企業 432社をとりあげ､労使

協議機関が設置されて､そこで各事項が付議されている企業の比率を算

出した｡計算に利用した企業の属性は以下の通りである｡

500-999人以下-112社､1,000-4,999人以下-229社､5,000-9,999

人以下-56社､10,000人以上-35社｡組合のある企業は 409社となる｡

さらに労働省調査により､表 1-4で付議の程度をみてみよう.これによれば､戦

略レベルへの労働者参加を認めている大企業 (そのほとんどは労働組合の組織されて

いる企業である)の中でも､課題と企業規模によって労働者の発言の程度は大きく異

なっている｡経営の基本計画､産業 ･販売等の基本計画､会社組織機構の新設改廃な

どの課題では､5,000人以上の巨大企業においては､30-40%の企業でなんらかの形

で労働者側の意見を聞くようになっており､中でも20%の企業で労使の意見の一致を

はかることが求められている｡他方､1,000-4,999人の大企業では､労働者側の発言

の程度はやや劣り､3/4の企業が労働者側への説明､報告にとどまっている｡これら

の課題に対 して､新技術の導入などの合理化においての労働者側の発言の程度は高 く､
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5,LOO0人以上では1/2弱の企業で､1,000-4,999人では20%の企業で､労使の意見の

一致をはかる努力がなされることになっている｡

蓑 1-4 経営に関する事項の付議の程度別にみた事業所比率

~説明報告 意見聴取 協 議 由 意

経営の拳本計画 5,00′0人以上 69..1 12.pl 16.1 2.ラ

基本計画 1,000-4,999人 77.5 9.9 7.ll 5..5

会社組織機構の 5,000人以上 58.2 12.3 25.8 3.8

新設改廃 1,000-4,999人 7.5.0 9.台 ll.8 4.0

資料出所 労働大臣官房政策調査部 (1994)
付議の程度の定義は次の通 りである｡
説明報告-従業員側に説明報告するだけで､意見聴取は行わない｡
意見聴取主説明を行 ったうえに意見聴取を行なう｡

嘩 議-詔 諾 票完言警 みるように意見交換を行 うが､最終決定
同 意-労使双方が同意 しなければ決定できない｡

要するに'､日本の民間大企業における戦略 レベルへの労働者参加は､労使協議制に

関して何 ら法的根拠がないにもかかわ らず､かなりの程度､≧進んでいる｡ほと.んどの

民間大企業において､労働組合と経営側との間に､経営政策などに関する話 し合いが

行われていると考えてよい｡だが､文書化されたルールか らみる限り､労働組合の発

言権の程度はそれほど高 くないように思える｡実際の発言の程度を探ってみよう｡

(2)･労働組合の発言力

日本生産性本部 (1990)は､さまざまな産業における15の大企業における労使協議

の実態を措いているが､これによると､このうちの14企業では､経営方針､経営状況､
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生産 ･販売計画および実績､経理状況､関係会社の状況､経営組織及び職制機構の変

更､新設備 丁機械の導入､生産性向上対策など会社経営の全般にわたる事項が､労使

協議 (名称はさまざまであるが)の場で論議されている｡かかる労使協議は､会社全

体で行われると同時に､事業所 (地域､または店舗)レベルでも行われている｡

付議の程度は､労働協約などで定められている限りにおいて､説明報告､意見聴取､

協議など企業によってさまざまである｡ 事項によって説明報告と意見聴取､協議を明

確に区別 している企業もあれば､そうした明確な区別なしに一括 して (つまり経営方

針､長期経営計画などを含めて)協議する､あるいは話し合うとしている企業もある｡

もっとも経営に関わる事項を協議決定事項､同意事項としている企業は､この14企業

の中にはいない｡

だが､説明報告､意見聴取､協議といった､協約上に定められた労働組合の発言の

程度は､実際上､そう明確に区別されているわけではなさそうである｡たとえば､14

企業のうちの10の企業における実態をよくみると次のようなことがわかる｡

味の素､富士通6)､本田では､労働協約では経営課題については労働組合に説明あ

るいは説明報告と定められているが､実際には､労使間で経営課題に関する質疑応答

がなされている｡加えて､これらの企業では､労働組合が職場 レベルから集められた

意見をもとに､経営政策に関する提言も行っている｡組合役員によれば､経営側は組

合提言を真剣にうけとめ､それを最大考慮するようっとめている｡

この 3企業以外の､協和発酵､住友重機､中外製薬､東レ､日本航空､松下電器､

東京電力の 7企業では経営に関わる事項について､協議する､あるいは話し合う､意

見交換を行うとされている｡その実態をみてみると､上述の 3企業と同様に､労働組

合は戦略レベルでの意志決定に参加 していることがわかる｡このうち､協和発酵では､

組合による戦略レベルへの参加の実をあげるために､組合員の経営分析能力向上のた

めの教育訓練が組合によって行われている (白木 1983)｡松下電器労働組合の戦略

レベルへの参加は有名である｡同社の経営委員会は､年度経営方針､事業計画､事業

の大幅な拡大縮小およびこれに伴う国内外の投資､重要な組織変更などについて､会

社が事前に労働組合の意見を聞き､また組合から経営提言をする場とすると協定に定

められている｡同種の委員会が､事業場､技術 ･海外 ･営業の職能本部に設けられて
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いる｡戦略レベルへの参加の実効をあげるため､労働組合内部に経営対策部､経営政

策委員会が設置され､職場からの経営政策の企画 ･立案活動をすすめ､経営提言に結

びつける活動が行われている｡小池 (1985)は､この企業の中央研究所において､職

場の労働組合がいかなる工夫をして組合員の経営への要望ヽ不満を吸い上げ､それを

経営提言へまとめていくか､さらに協議の結果､どのような成果を得ているかについ

て詳細に記している｡

･以上のことから､民間大企業部門の組織セクターでは､協約上の文言とは係わりな

く′､経営戦略レベルへの参加は､会社提案､質疑応答､組合による提案 ･提言､それ

をもとした意見交換などが行われているようであり､労働組合の発言の程度という点

ではかなり進んでいるように見える｡またそうした参加の実をあげるために､労働組

合側としても経営対策活動といった活動に力を注いでいる｡もちろん､前出表 1⊥3

からも推測されるように､すべての組織企業で､労働組合による戦略レベルでの実効

ある発言が確保されているわけではない｡

(3ト 労使関係の成熟化と背景

こうした戦略レベルへの労働組合の参加は､近年､ますます進んでいるように思え

る｡稲上編 (1995)によれば､アンケー ト調査に回答した 1,050組合のう′ち､経営戦

略に対する実効ある発言を行っていると答えた組合は全体の56.5%(5,000人以上の組

合では66.1%)となる｡同様に労使 トップのインフォーマルな会合を行っている組合

は64.0% (62.6%)､経営機密情報の組合 トップへの公開がなされている組合は57.7

% (60.0%)となっている｡こうした戦略レベルでの経営参加は第一次石油危機を契

機としてはじまり､1980年代半ば以降にさらに深まったとみてよい｡

こうして組織セクターにおける企業別労使関係は､基本的な対立関係という構図か

らますます離れ､労使間に深刻な対立がなくなるという意味で成熟化に向かっている｡

労働組合は企業の存続と成長を重視し､その限りでは経営側との深刻な対立はなく､

それを前提に､経営側は戦略レベルへの労働組合の参加を積極的に受容する｡

労使関係の成熟は労使当事者の選択の結果であるが､そうした選択を可能にし､促

した要因として次のことが考えられる｡第十は､労働市場の深い内部化である (小
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池 1983)｡深い内部化とは､具体的には､企業内において､より上位の仕事まで昇

進 していくしくみをさし､このもとでは､労働者の退出コス トは著 しく高 くなる｡退

出を避けるために､企業の存続､成長を労働者が最重要視することになる｡その結果､

戦略 レベルへの積極的参加が必要 となる｡第二は､終身雇用戦略である (仁田 1988､

1989)｡ 日本の労働組合は､組合員間の平等無差別の雇用保障-従業員身分の保障を

最優先の目標とし､たとえ雇用量の削減が必要になった場合でも､極力､解雇を避け､

配置転換､出向､希望退職甲募集 という手段をとることを常とする.平等無差別の雇

用保障を実現するためには､企業経営の存続､成長が不可欠であり､労働組合はそれ

を確保するためにも戦略 レベルで､意味のある発言を していく必要がある｡

以上の二点は､労働組合が企業の存続､成長を求めて､積極的に戦略 レベルへの参

加を追求する必要性を指摘 したものである｡ だが､労働組合の参加は経営側の受容を

前提にして初めて可能となる｡ したがって､第三の要因として､.地位 (status)ある

いは占有 (posession)によって､企業を支配する経営者の存在を欠 くことができない

(西山 1975､1980)｡日本の民間大企業では､株主が株主総会､取締役会において

実質的に支配力を行使 し､経営者を自らの支配のもとにおいているとはいえない｡経

営者は､経営危機に陥って金融機関などの債権者支配に移行する場合を除けば､企業

の実質的支配者として企業経営を担っていると考え られる｡企業の存続､成長は経営

者にとって も､最重要目標の一つなり､それを共有する労働組合の参加要求を拒む理

由はない｡む しろ､参加要求を満たすことによって､経営危機にあたっての労働組合

側の協力を獲得でき､従業員のモラールの維持､向上につながるならば､それを受容

することは有意義となるだろう｡

以上のような背景のもとに､戟略 レベルへの労働者参加は深まり､労使関係は成熟

化の道をたどっているように思え_る｡ ｢成熟｣は､ しか し､組織セクターの労働組合

にとって問題をなげかける｡成熟が進むにつれ､労使間の対立点がますます不分明に

なり､労働組合の新たな存在意義を探す努力が必要となるか らである｡それがみつけ

られなければ､労働組合は埋没 し､経営側に吸収されて しまう'危険もある｡

ところで､現在､ホワイ トカラーの人事管理の能力主義化､実績主義化をめざすい

くつかの改革が行われつつあるが､その基底にあるのは､個々人の間に大きな格差を
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はっきりとっけていくという流れである｡この改革に､ホワイ トカラーも組織する日

本の労働組合がいかに対応 していくのかは､労働組合が､成熟化 した労使関係甲もと

で､新たな存在意義を見出しうるかいなかを見極める試金石となるであろう｡

3.発言型従業員組織一未組織セクター-

(1)分 布

近年､未組織セクターにおいて､労働諸条件に関して経営側と話 し合う従業員組織

への関心が急速に高まりつつある7)｡かかる従業員組織は､経営側に対 し､構成メン

バーである労働者たちの要求､意志を集団的に表明する母体であるとして､発言型従

業員組織と呼ばれることが多い｡発言型従業員組織が未組織セクターにどれほど存在

するかについての包括的な統計はまだ存在 していない｡そこで､これまでに行われて

いる調査を組み合わせて､その存在分野､組織構成､機能を明らかにしよう｡

東京都立労働研究所 (1990)によれば､300人未満の中小企業 661社の中で､発言

型従業員組織がある企業は85社､12.9%であり､その比率は規模にかかわらずほぼ一

定である｡表 1-5は50人以上､300人未満の中小企業 375社における発言型従業員

組織の分布を示 したものである｡

表 1-5 発言型従業員組織の分布 ′(N-375)

汁 100人以上 1 99人以下

五 15.7 15.8 16.2

製 造 業 21.7 21.4 2.1.9pL

資料出所 :企業内コ
i:｢■コiZユニケ-ション研究会 (1991)のp.19より算出

総計には業種､規模不明の企業も母数に含んでいる｡総計の発言型従莱
員組織比率が15.7%とやや低 くなっているのは､そのためである｡

これによれば､中小企業の約15%に発言型従業員組織が存在 し､製造業では20%程
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度､非製造業 (卸小売業､サービス業)でも10%ちかく存在する｡業種による差はあ

るにせよ､業種内での規模による差はほとんどみられない｡

(2) 組織と財政

発言型従業員組織の組織､財政を企業内コミュニケーション研究会 (1991)に基づ

いてさらにみていこう｡まず組織構成をみると､経営幹部まで含む場合が28.8%ある

が､中間管理職まで含む場合がもっとも多く44.1%､現場管理職までが11.9%､一般

従業員だけで構成されているのは15.3%となっている｡組織構成からいえば､労働組

合と違って､経営陣､管理職をメンバーとすることが多いのが特徴である｡役員選出

方法は､メンバーによる選挙が54.2%､メンバーによる話し合いが40.7%であり､会

社側の指名はさすがに 3.4%と少ない｡選出された役員の役職をみると (重複回答)､

中間管理職を役員にしている発言型従業員組織は50.8%､現場管理職を役員としてい

るのは55.9%､一般従業員を役員としているのは64.4%となっている｡経営幹部を役

員としている発言型従業員組織はわずかに 3.4%となる｡

財政をみてみよう｡日本の労働組合法は､労働組合が会社からの経費援助を受ける

ことを認めていない｡これに対して､従業員組織はそうした法律上の制約を受けるこ

とはない｡発言型従業員組織のうち､71.2%は会社からの経費援助を受けている｡メ

ンバーから会費のみで活動している組織は20.3%である｡もっとも､会社の援助を受

けている71.2%のうちほとんどはメンバーから会費を徴収しているので､会社に完全

に依存しているわけではない｡

(3) 機 能

発言型従業員組織は労使関係上いかなる機能を果たしているのだろうか｡労使間の

コミュニケーションの円滑度に対する認識を尋ねた結果を整理すると表 6のようにな

る｡
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表 1-6 労使間コミュニケーションの円滑度

会社側の情報は従業 従業員の意見､要求は

員に伝わっている 会社側に伝わっている

'労働組合のある企業. 0.77 0.81p

発言型従業員組織のある企業 0.76 0.95

親睦型従業員組織めある企業 . 0.74 0.22

資料出所 :企業内コミュニケーション (1991)
数値は次のように算出した｡ (｢よ く伝わっている｣と回答 した企業比
率×2+｢伝わっていたはうだ｣と回答した企業比率×1- ｢伝わらな
いことが多い｣と回答 した企業比率×3)÷(100.0-無回答企業比率)

この裏から次のことがわかる｡会社側情報の従業員への伝達､'従業員の意見､'要求

の会社側への伝達のいずれにおいても､労働組合のある企業および発言型従業員組織

のある企業で､より円滑に行われていると認識する企業が多い｡特に､従業員側の意

見､要求が円滑に会社側へ伝わっていると考える企業が多い｡このことから､労働組

合と並んで発言型従業員組織の存在は､労使間の双方向のコミュニケーションの円滑

化を促すと考えられる｡この点については､東京都立労働研究所 (1990)も同様の発

見をしている (p.80)｡次に労働組合､発言型従業員組織が労使間のコミュニケーシ

ョンにどのうよな役割を果たしているのかについての認識を比較 してみよう｡表 1-

7は労働組合のある企業(104社)に対 しては労働組合の機能を､発言型従業員組織の

ある企業 (59社)については発言型従業員組織の機能を､それぞれの項目についてた

ずねたものである｡これによると､発言型従業員組織は､労働組合と比較すると､従

業員の労働条件に関する不満や要望の伝達､従業員の経営方針や経営計画に関する意

見の伝達､従業員の意見や要望の集約という点については､やや機能が劣るとみられ

る｡

以上を要するに､発言型従業員組織の存在は､労働組合と並んで､労使間の双方向

のコミュニケーションを活性化させると思われるが､コミュニケーションに直接どの
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ような機能を果たすかをたずねると､発言型従業員組織への評価は労働組合に比べて

低 くなる｡

表 1-7 労働組合と発言型従業員組織の比較

労働組合 発言型従業員組織

計 100.0-(104) 100.0(59)-

従業員の労働条件に関する不満 .要望を 93.3 7.2.9
聞くこと

従業員の経営方針 .L経営計画に関する意 46.2 39.0
鬼を聞 くこと

経営方針 .計画を従業員に伝えること 59.6 :61.0

従業員のさまざまな意見 .要望を一つに 77.9 55.9

資料出所 :企業内コミュニケーション研究会 (1991)

では発言型従業員組織は労働条件にいかなる影響を及ぼすのであろうか｡これに関

しては､情報サービス産業に限られるが､中村 (1988)が発言型従業員組織の賃金､

労働時間､教育訓練に及ぼす効果を計測 している｡これによれば､賃金､労働時間に

関 しては有意な効果はみられないが､教育訓練については有意なプラスの効果をもつ｡

発言型従業員組織を通ずる発言が企業の教育訓練制度を充実させているのである｡

最後にFreeman-Medoff(1984)のexitorvoiceモデルを発言型従業員組織に応

用 し､発言型従業員組織が離職率にどのような効果をもつのかをみてみよう｡中村

(1988)め計測結果､冨田 (1993)の計測結果によれば､発言型従業員組織は離職率

を引き下げる効果を持っていない｡他方､企業内コミュニケーション研究会 (1991)

の計測結果では､発言型従業員組織は離職率を有意に引き下げることが示されている｡
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以上を要するに､発言型従業員組織は労使間の双方向のコミュニケーションを円滑

化させる機能を持つと思われるが､その評価は労働組合にはやや劣り､具体的な労働

条件への効果という点では､プラスの効果を指摘する研究もあるが､全般的にみて限

られているといってよい｡

(4) 発言型従業員組織と組織化

発言型従業員組織は労働組合にとっていかなる存在であろうか｡表 1-8は労働組

合が企業経営に与える影響についての認識をみたものである｡

表 1-8 労働組合の企業経営への影響 (重複回答)

計 労務費争担増 労使間のもめ事増 取引先からの苦情 利益の~減少 準に問題な.し ネ 明

資料出所 :企業内コミュニケーション研究会 (1991)

これによると､労働組合のある企業では､労働組合は企業経営に特にマイナスの影

響を与えることはないと認識している企業が3/4を占め､労琴費負担増や労使間のも

め事が増えるとした企業はそれぞれ10%程度にすぎない｡これに対して､労働組合も

従業員組織もない企業では､労働組合は企業経営に多くのマイナ女の影響を及ぼすと

考えている企業が2/3程度存在することがわかる｡これに比べれば､発言型従業員組

織がある企業における組合評価はそれほどひどくはないが､もめ事が増える､-取引先

からの苦情がでることを心配する企業が多 くなる｡労働条件の話し合いなど､･労働組

合に似た活動を行っている発言型従業員組織があるからといって､ただちに労働組合
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への高い評価にはつながっていないことに留意しておく必要があろう｡直接､労働組

合の是非をたずねたところ､労働組合はない方がよいと答えた企業は､それぞれ､･労

働組合のある企業で 4.8%､発言型従業員組織のある企業で50.8%､親睦型従業員組

織のある企業で48.1%､そうした組織のない企業で62.2%となった｡ここでも発言型

従業員組織の存在は､組合への肯定的評価へとつながっていない｡

さらに久本 (1993)によると､発言型従業員組織のある企業で働 く労働者は､親睦

型従業員組織のある企業の労働者や､そうした組織のない企業の労働者に比べて､

｢組合はあった方がよい｣とする者の比率が低い｡

以上のことから､最近関心を集めている未組織セクターにおける発言型従業員組織

は､労働組合にとって組織拡大の一つの阻害要因となっている可能性もある｡いいか

えれば､将来､発言型従業員組織を母体として労働組合が誕生するというシナリオは

あまり現実的ではなく､未組織セクターの労使関係の一類型として残存するというシ

ナリオの方がありそうである｡

4.結びに代えて

組織率の低下は組織セクターにおける末組織労働者の増加ではなく､新しい産業を

中心とした未組織セクターの拡がりによるところが大きい｡新しい産業での組織化が､

雇用労働者ののびに追いっいていかない主要な要因の一つは､企業別組合を基本とす

る日本の労働組合の組織化努力不足である｡だが､そのことは､労働組合が企業別労

使関係において十分な機能を果たさなくなったということを決して意味しない｡むし

ろ､民間大企業部門を中心に､戦略レベルへの経営参加は著しく進んだ｡経営参加の

最先端にいるといってもよいのかもしれない｡だが､そのことは､労働組合の存在そ

れ自体に大きな課題を投げかけているように思える｡労使間に深刻な対立関係が消滅

し､成熟化 しつつある労使関係のもとで､どのような理念と思想のもと､何について､

いかなる発言をいていくべきなのかが､労働組合の中で､真針に問われてもよいムそ

のきっかけはホワイ トカラーの人事管理の能力主義的再編にあるように思われる｡

他方､そうした成熟化しつつある労使関係の外で､労働組合ではない集団的発言母
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体が広がりつつあるようにみえる｡発言型従業員組織である｡労使間コミュニケーシ

ョンを活性化させ､未組織労働者にも集団的発言の機会を与えるということを考えれ

ば､発言型従業員組織は評価されてよい｡だが､労働組合に比べたら､その機能は､

少なくともこれまでの研究による限り､劣っているように思われる｡またその存在が､

労働組合への肯定的評価へとつ.ながってはいないこと､労働者の間でも組合に対する

消極的態度がみられることもまた留意しておくべきであろう｡発言型従業員組織が労

働組合へと発展し､そこで働く労働者が組織セクターへ移動するというよりも､むし

ろ未組織セクターの労使関係の一つの類型として存続するように思われる.

(注)

1)ここで正規従業員とは､雇用期間の定めのない労働契約を企業と締結 している従業員を指す｡

雇用期間を定めて企業に雇用される従業員は､非正規従業員と呼ばれる｡いわゆるパー トタイマ

ーは単に労働時間の短い従業員というだけでなく､日本の場合､ほとんどが雇用期間を定めて雇

用されており､非正規従業員である｡このように労働契約には雇用期間の定めのないものとその

定めのあるものがあるが､日本の労働法は雇用期間の定めのある労働契約の場合､ 1年を越える

雇用期間を定めることを原則として禁止 している｡

2)残りの60.0%は､勤めている企業に ｢労働組合はない方がよい｣と回答 している｡だが､この

数値を文字通り解釈するのは問題があるように思えるo鬼ぜならば､調査表の選択肢は ｢できた

ほうがよい｣と ｢ないほうがよい｣の二つ しかなく､本論であげた二つの調査とは異なり､イど

ちらでもよい｣ ｢わからない｣という中間的な選択肢を欠いているからである｡つまり､積極派

以外はすべて､労働組合反対派になるように調査表が設計されているのである｡ここでむしろ､

本論でも述べたように､積極派が4割にものぼることに注目すつきであろう9

3)末組織労働者は雇用労働者の約3/4を占めるのであり､仮にその40%が勤め先企業の組織化を

希望 し､それが成功 したとすれば､全雇用労働者中の､3/4×0.4-30%の労働者が新たに組合

員になるということになる｡

4)なお､大規模小売店などを組織する企業別組合の中には､いわゆるパー トタイマーを組織 して

いる組合が近年増えている｡
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5)労使協議に関する官庁統計としては､数年おきに実施される労働大臣官房政策調査部 『労使コ

ミュニケーション調査』がある｡だが､この調査は事業所調査であるため､ 1杜複数事業所の多

い大企業の場合には､経営に関わる事項が労使協議で付議される比率は相当程度低 くなると考え

られる｡本社事業所以外の､経営事項の決定権をもたない事業所までもが比率算出の母数に含ま

れるからである｡多少､データは古いが､日本生産性本部 (1981)を利用 した理由である｡

6)味の素､富士通の労働組合の戦略レベルへの参加に関しては稲上-川喜多編 (1988)も参照の

こと｡

7)小池 (1977､1981)は､こうした関心､が広がるはるか以前に､中小企業に対する事例研究を通

じて､賃金をはじめ労働諸条件に関 して経営側と交渉する従業員組織を発見 し､それを ｢事実上

の企業別組合｣ と規定 している｡この分野における研究の出発点だといってよい｡なお､発言型

従業員組織については佐藤 (1994)も参照されたい｡
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第 2章 日本の労使関係の現状 と法制の課題

1.集団的利害保護 .発言機構への新たなニーズをもつ労働者層

日本の労使関係の現状を見ると､現在､さまざまな意味で労働組合へのニーズ､あ

るいは､それを抽象的に表現すると､何らかの意味で､集団的な労働者の利害擁護､

あるいは発言のための機構というものへの新たなニーズが生じているように思われる｡

その所在と性格を探ってみたい｡またそれに対してこたえるためのシステムは現在ど

のようになっているかを考えてみたい｡もし､そこで既存のメカニズムがうまく対応

できていないとすると､新しいものを考える余地があるのだろうか｡

まず第 1に､基本的には､現在､連合に入っているような労働組合の労働者につい

ては､一般的には考えないでよいという前提で考えたい｡もちろん､組合員であって

も､果たして現在の労働組合の利害擁護のあり方について､全部満足しているかどう

かということは､ 1つの問題として残るけれども､それについては別途考えたい｡特

に女子労働者については､若干の考察を行なう｡

(1)どのような類型の労働者がいるか

まず､どのような類型の労働者がいるかということから考えてみたい｡ 1つは､中

小企業の未組織労働者が大量にいる｡この場合､パー トや契約労働者よりは､中小企

業の正社員で､比較的定着的な労働者を想定している｡

それから､第 2番目の層として､パー トタイマーとか契約労働者などの非正社員が

いる｡これは大企業にもいる｡そのうち､ごく一部が労働組合に組織されているにす

ぎない｡

第 3に､管理職層については､正社員ではあるが労働組合から排除されている｡

第 4に､女子労働者については､大企業の場合には､労働組合の中に含まれている

けれども､自分たちの固有の利害が､既存の労働組合によって十分代表されていない
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と感じている労働者がいる可能性がある｡

それから最後に､自営業､特に専門職的自営業層があげられる｡これらは､一体､

労働者という概念で捉らえられるグループかどうかは問題として残るが､少なくとも

潜在的には､何らかの集団的な利害擁護､発言機構へのニーズを持つ可能性があるの

ではないかと思われる｡

さて､以上の各層でどのようなニーズがあるかについて､幾つかデータにもとづい

てみていくこととしよう｡

(2) 利益代弁のメカニズム :｢退出｣か ｢発言｣か

表2-1は企業規模別の組織率である｡

個人単位の組織率で見ると､非常にはっきりしていることは､企業規模別に非常に

格差が大きいということである.最近の調査で見ると､特に99人以下の企業の組織率

は非常に小さぐ､とりわけ29人以下の企業ではほとんど無視しうる程度という結果が

出ている｡

一方､企業規模別の事業所単位の組織率は､その事業所に労働組合があるかどうか

ということである｡これは､ 『労使コミュニケーション調査』から､佐藤博樹氏が推

計したものである.それによれば個人単位でみた場合よりも､もう少し高く_なるとい

うことがわかる｡ただし､50人未満の企業の組織率については､この集計では手がか

りが得られない｡

では､一体､中小未組織企業の労働者の利益はどのように代弁されているのか｡あ

るいはその ｢発言｣ (｢ボイス｣)の機構はどのようなものなのか｡ 1つ の仮説は､

｢退出｣ (｢エグジット｣)モデルである｡つまり不満を持った労働者は､ー｢発言｣

(･｢ボイス｣)などを考えるよりもむしろやめてしまう｡この点をみるための参考材

料が表2T2である.

これは､男子の企業規模別の離職率を､ 『雇用動向調査』を使って算出したもので

ある｡これをみると､確かに企業規模と相関がある｡つまり大企業､1,000･人以上の

企業では､離職率が相対的に低く､100人未満の企業では､かなり高いということが

わかる｡このような事実からすると､ ｢退出 ･発言｣ (Tユダジtットヤボイス｣)仮
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説は､ある程度当てはまっているのかもしれない｡ただし､規模が小さいからといっ

て､むやみに高い離職率というわけではない｡企業規模別組織率と対応するようなシ

ャープな差があるわけではないことにも留意する必要がある｡

表 2-3は､労働組合組織率と雇用諸指標の推移である｡労働組合組織率がだんだ

ん低下してきているわけであるが､それでは､一方で､離職率も上がったかというと､

そんなことはなさそうである｡そうすると∴労働組合組織率の低下という現象は､別

の理屈で説明する必要があるということになると思われる｡

(3) 中小未組織企業の労働者ニーズ

一番大きな分野である中小未組織企業の労働者のニーズは何であるかということに

ついては､労働組合についての関心をアンケー ト調査で調べた､ 『労働組合組織率低

下の規定要因』 (日本労働研究機構､1993)という報告書がある｡そこから幾つかの

データをみていくこととしよう.

表2-4は､現在の労働組合加入の有無別労働者割合である｡労働組合がその組織

にあっても､加入 していないということがある｡ほとんどは､資格がないから加入 し

ていないというケースが多い｡そういうことを調べてみた調査である0

ただし､この調査については若干問題がある｡例えば､使用者の利益を代表する管

理職を除いたとしているけれども′､実際には､管理職層がかなり含まれている可能性

がある｡これを除いて再集計すると､もう少し違う結果が出るかもしれない｡

-それはともかくとして､これで見ると､組合加入率が32.1%である.調査対象は東

京30キロ圏であるから､偏りがどこかにある可能性はある｡それでも､そんなに世間

一般と違わないだろうと仮定して､企業規模別の加入率を見ると､ここでも主たる傾

向は非常にはっきりしている｡要するに､100人未満の企業での労働組合加入率は非

常に低いということがわかる｡また､産業の影響も大きい｡サービス業､あるいは卸

売 ･小売 ･飲食業では加入率が低い｡

では､未組織の労働者が労働組合についてどう思っているのか｡この点を調べたの

が､この調査の特徴の 1つで､その結果が表 2-5である｡ ｢できたほうがよい｣と

いう人が40%で､ ｢ないほうがよい｣という人が60%だという結果になった｡これは
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かなりセンセーショナルにとりあげられて話題になった｡しかし､この調査結果を読

むときには､重要な留保が必要である｡それは ｢無回答｣がゼロになっているという

ことから分るように､この調査では ｢わからない｣という項目をつくらなかった｡も

しこれに ｢わからない｣を入れたら､おそ●らく､半分以上 ｢わからない｣を選択した

のではないかとも思われる.だから､どの程度 ｢でき和 まうがよい｣と思っているか､

｢ないほうがよい｣と思っているかという点については､よくわからない｡このよう

な条件の下で､40%も労働組合が ｢できたほうがよい｣という人がいるとすれば､こ

れは労働組合にとってはむしろビジネスチャンスがあると考えてもよさそうな気がす

るけれども､世間では､これは非常に労働組合にとってまずい結果だと判断したよう

である｡

この調査結果についても､実は､企業規模別に見ると､非常にはっきりした違いが

見られる｡つまり､29人以下のところは ｢できたほうがよい｣の比率が非常に低い｡

つまり､ 7割以上の人が ｢ないほうがよい｣と言っている.30人以上の規模で時､,お

よそ半々の比率で意見が分かれているといってよいだろう｡この調査から示唆される

重要なポイントは,29人以下のいわゆる零細企業と､30人以上のいわゆる中小企業と

では､労働者のニーズに違いがあるかもしれないということである｡これは､非常に

興味深い事実発見であると思う｡

29人以下の零細企業では労働者のニーズがそれ以上の規模と違うという事実は､零

細企業における労働組合あ争いは､従業員代表制のような発言機構の持つ意味の違い､

ないしはその限界を示唆するものかもしれない｡

(4)発言型従業員組織

さらに､もう一つは､中小企業の特に真ん中ぐらい､およそ50人規模以上のとこ.ろ

では表2-6にあるように､発言型従業員組織というような存在がある意味で労働組

合の役割を代行している面があるのではないかという議論がある｡

･表2-6は､企業から見て､ ｢賃金や労働時間など労働条件笹関するニーズ｣を把

握する方法はなにかを調べた結果である｡まず第一にあげられているのは､ ｢中間管

理職､現場管理者から｣という回答である｡これは､特に労働組合がないところでは
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圧倒的に指摘率が高い｡労働組合があるところでは､さすがに ｢労働組合から｣聞く

が第一位にあげられている｡それから､従業員組織があって､それは発言型従業員組

織と親睦型従業員組織に分けられる｡調査対象の企業規模としては､50人以上 300人

未満ぐらいのところで調べている｡発言型従業員組織の場合は､半分 ぐらいの企業が

従業員組織から賃金や労働時間などの労働条件に関するニーズを把握 している｡ただ

し､ ｢中間管理職､現場管理者から｣従業員のニーズを聞くという回答が､発言型組

織も持たないところに比べると､特にそんなに減っているわけではない｡だから､重

要度がどちらにあるかということはわからない｡実際上､従業員組織のコミュニケー

ション｢･チャネルとしての有効性がどれほどあるかということについては､疑問の余

地がある｡それは組織の性格上､ある意味では当り前ともいえる｡

(5) コミュニケーション･チャネルとしての中間管理職

最一後の表 2-7､ 8､ 9は､労使関係の類型別に中小企業の中間管理職層がどう思

っているかということを調べたものである｡まず､表2-7は､中間管理職の社員が､

下意上達のコミュニケーションを特にする必要があると感じたかどうかを調べている｡

つまり､労働組合とか､従業員組織とか､そういう集団的なメカニズムとは別に､中

間管理職は事実上コミュニケーション･チャネルの役割を担っているのではないかと

いう仮説で実施した調査です｡これは中間管理職自身の申告であるから､下のほうか

ら見たらどうかはまた別の話であるけれども､賃金､労働時間などの労働条件に関し

て上に物申す必要があると感じたことがあるという人が6割ぐらいいた｡それは､労

働組合の有無にかかわらず､同じような割合であった｡

実際そう感 じたときは､発言した人がどれぐらいいるかをみたのが表 2-8である｡

労働条件について関心があった中で発言した人の割合は約67%となっている｡これも

労使関係類型別の違いがあまりないふただ､伝達の方法は少し違う.表 2-9がそれ

をみたものである｡つまり､労働組合がある場合には､ ｢直接経営者 ･上司に話 し

た｣-とか､ ｢社外の非公式の場で話した｣とかいう回答が少なく､ ｢労働組合役員を

通して伝えた｣が､その分多 くなっている｡比較的､フォーマル ･チャネルの影響が

ある｡一方､発言型従業員組織の場合には､そのウエー トは相対的に低いということ
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がわかる｡こうした結果からすると､発言型従業員組織は､それなりに意味があると

はいえ､だからといって労働組合に対するニーズがないかといえば､そうではないの

ではないか｡これは､発言型従業員組織から労働組合への移行が起こりうるという議

論につながる｡

以上要するに､中小企業といっても､ある程度以上の規模の企業では､労働組合､

あるいは何らかの代替的な発言機構に対するニーズがあると考えてもいいのではない

か｡では､それがなぜ組織されないのか｡基本的には､労働組合の組織化の努力が由

りない､あるいは労働組合加入のコス トが高すぎるとか､いろいろな理由が考えられ

るけれども､それはやり方､システムの側の問題であって､ニーズがないということ

にはならないのではないかと思われる｡

(6) 非正社員のニーズ

次に､非正社員のニーズであるが､同じく日本労働研究機構 (1993)の調査で雇用

形態別の集計がある｡末組織労働者で､ ｢勤め先企業に労働組合ができることを支持

するかどうか｣を見ると､パー トタイマーの場合には､そう思う人の比率が正規従業

員よりはかなり低いということがわかる (表2-5)0

非正社員の労働組合組織率については､やや古くなるが､表2-9の労働省 『就業

形態の多様化に関する実態調査』の結果を見ると､パー トタイマーの組織率はかなり

低いことがわかる｡ただし､契約登録社員については､この調査によれば結構組織率

が高い｡その後契約登録社員の数が増えているはずであるが､これは一体どういう存

在なのか､興味深い点である｡日経連の議論などでも､今後増えるとすれば､このよ

うな層が増えるという話であるから､それが労働組合に入るかどうかということは､

大きな問題である｡

ただし､契約登録社員というのは､準遣労働者もそうであるけれども､このような

調査をすると､パートタイマーとはかなり違った答えを出してくる｡例えば､パ⊥ ト

タイマーの場合には､教育投資をして高い賃金を得たいということにはなっていない

けれども､それ以外の労働者､例えば派遣とか契約労働者は､結構そうでもない｡だ

から､これはいわゆる ｢100万円の壁｣の話と関係があるのではないかと思われる｡
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｢100万円の壁｣の範囲の中のパートタイマーが､そんなに労働組合に関心を持つと

は思えない｡そこには､要するに労働組合に入って賃金を上げようという基本的な動

機が欠けているのではないか｡しかし､逆にいえば､長期間働いていて､その ｢100

万円の壁｣を越えているようなパー トタイマーについては､そうではない可能性が十

分にあるということでもある｡

(7)管理職層のニーズ

管理職層については､表2-10に､管理職層が見た (ここでは課長クラスに限定し

た)､スタッフ的管理職層の労働組合加入が望ましいかどうかを聞いた結果がある｡

連合構成組織を通じて配付した ｢組合調査｣では､課長自身が ｢課長が入ったほうが

いい｣という答えが26.5%である｡ところが､オフィス街で調査票を配付した ｢オフ

ィス街調査｣では､この比率は非常に高い｡半分以上が入ったほうがいいと答えてい

る｡ただし､自分が ｢入る｣と言っているかどうかは別ではあるけれども｡ ｢オフィ

ス街調査｣はサンプル数が少ないので､そもそもそういう問題に強い関心をもった人

が回答してきたのかもしれないというのが一つの解釈である｡もう一つの解釈は､労

働組合ルー トのような組織のつながりなしに､自由に個人で答えさせると､これぐら

い ｢組合に加入した方がいい｣という答えが出てきてしまうという可能性も十分ある｡

おもしろいことに部長､次長以上層も同じように､スタッフクラスの課長というのは､

組合に入ったほうがいいのではないかと考えている｡

管理職層に組合に対するニーズがあるということは､この間いろいろな調査などで

明らかになってきた｡実際に労働組合としても取り組みがなされていて､これはどち

らかというと､やりやすい｡要するに､今の組織範囲を拡大するというだけのことで

ある｡実際の力関係などいろいろな事情があって､どこまで行くかという問題はある

が､むしろやりやすいのではないか｡もちろん管理職については､管理職ユニオンの

ように､別組織になるという可能性もあるが､それは､要するに､既存の労働組合の

組織が機能していないために､そちらのほうに紛れ込んでいくItいう話で､既存の労

働組合が､ちゃんと組織に入れて機能を発揮すれば､管理職ユニオンが大勢になる可

能性はあまりないのではないかと考えられる｡
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(8) 女子労働者のニーズ

女子労働者のニーズは､いわゆる差別の問題に他ならないともいえる｡つまり､男

子労働者主流の労働組合の中で､女子労働者が､一日分たちの意見があまり入れられて

いないというふうに感じているとすると､別のルー トで､その声を発言していくかも

しれない｡-

アメリカでは､この傾向は明らかで､ナイン･ツー ･ファイブというような組織が

あって､それが女子労働者の一種のボイス ･メカニズムになっている｡日本でも､そ

の種のボランティア団体のようなものが､少しずっできてきているようであるが､そ

れが大きな勢力になるかどうかは分らない｡

ただ､例えば表 2-11は､現在組合に入っている人たちの中で､労働組合からの脱

退希望があるかどうかを男女別にみているが､これをみると全体では ｢やめたい｣と

いう回答はたったの13.8%､ ｢やめたくな早｣が42.1%､ ｢わからない｣が44.1%で

ある｡大体アンケー ト調査をやるとこのような ｢わからない｣人が多いという結果に

なる｡これでいくと ｢やめたくない｣という人のほうが多いというふうに一応読むこ

とができるわけであるが､これに男女差があるかをみると､女子のほうが若干高い傾

向はみられるけれども､ただし､こ･れはクリアな違いとはいえない0

それから表2-12は､ ｢労働組合への満足度｣である｡満足度については､むしろ

不満足であると答えている人は女子の方が少なく出ているのでここの限りでは､労働

組合の中で女子労働者の造反が起こるということには､直ちにはならないのではない

かとも思われる｡ただし､不満を持った女子労働者はやめているというふうに考えれ

ば､残った人だけが答えそいるのであるから､あまり安心しないほうがいいというこ

とも言える｡女子のほうが離職率が高いのであるから､この可能性は十分にありうる｡

とはいえ一方では､女子の離職率が高いのは､結婚退職という問題があるので､判別

が非常に難しい｡不満で離職しているかどうかということは､簡単にはわからない｡

この数字で見る限りでは､すぐに日本でナイン･ツー ･ファイブが大全盛になると

いう可能性は少ないようにも思えるけれども､女子労働者の数が増えていけば､今の

ような労働組合運動のあり方に不満を持?ていくということはあり得る｡それが､雇

用機会均等法の調停委員会などの機構を通じて ｢発言｣の顕在化につながる可能性は
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ある｡現に裁判所などにはそうした傾向が出てきている｡

(9) 自営業 ･専門職 ･.零細企業におけるニーズ

最後に､自営業､非専門職､零細企業という分野であるが､その実態は調べられて

いない｡東京などでも､例えば30人以下の､サービス業とか流通などの世界は､非常

に捉えどころのない性格のものであり､それらを一括して議論していいものかどうか

は疑問ではあるが､相当な人数になることはたしかだろう｡私の仮説では､この世界

では要するに､同業組合などによる産業規制を通じて実質的なプロテクションのメカ

ニズムができているのではないかと考えている｡例えば理容では､独禁法の適用除外

がある｡一番重要なのは､料金の協定ができるということである｡これは非常に重要

なポイントで､理容と美容の差は､独禁法の適用除外になっているかどうかに帰着す

るともいえる｡ところで､現在､そういう規制を全般的に緩和するという方向にある

わけであるが､･そうすると､一体どうするか｡その人たちが労働組合をつくって､協

定賃金を決めたらいいと思われる｡それは全建総連が現にやっている｡だから､全建

総連の協定賃金のようなことを他の業界もやったらいいのではないか.あるいは自動

車整備業なども､規制緩和のインパクトが出てくるとすると問題になる｡ここも労働

組合組織率が低い｡そういうところの労働者の雇用なり労働条件をどうやって守るか

という話になったときに､既存の産業団体､省庁､監督官庁､それからまた最終的に

は自民党につながるような利益擁護メカニズムにかわって､何か代替メカニズムを求

めるニーズが出てくる可能性は相当に高いのではないか｡タクシーの運転手も同様で

あろう｡医療の規制緩和を仮にやるとすると､医師会まで含めて医師や医療従事者の

利害集団のようなものが出てくる可能性もあり得る｡

ただし､連合の立場に立っと､そういう人たちの利害を擁護すべきかどうか､は問

題になるところだと思う｡しかし､どんな社会階層でも何･らかのボイスのメカニズム

を保障されるべきではないかともいえる.･これについては､現にそういうニーズがあ

るかどうかは別として､既存の団体が対応しているニーズがあるわけであって､それ

が壊れれば労働組合のほうに流れてくるかもしれないという可能性は十分に考えられ

るのではないか｡
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2.考えうるメカニズムと担い手

(1) 労働組合の組織化

以上のようなニーズへの対応を次に考えてみよう｡まず第 1は労働組合の組織化で

ある｡既存の大企業中心の労働組合､それも正社員で基幹労働者中心の労働組合でカ

バーし切れないようなニーズがあることはたしかだろう｡それに一体どのように対応

するかという問題がでてくる｡王道ともいうべき方法は､当然のことながら労働組合

の組織化活動を強めるということである｡組織率を高めるということになれば､最も

望ましい｡問題は､その労働組合の組織化を妨げている要因は何か｡それから組織化

努力を増大させるためのメカニズムは何なのかということが次に問題となる｡

(2) 従業員代表制

第 2'は従業員代表制である｡労働組合の組織化には限界がある｡どの国でも企業規

模別に労働組合の組織率には差があって､中小企業にはなかなか労働組合ができにく

い傾向がある｡このことを考えると､何らかの従業員代表制のようなものを考える余

地がある｡

(3) 外部的労働条件決定 ･規制システム

3番目には法的規制が考えられる｡これは企業ごとのボイス ･メカニズムをっ くる

のではなくて､外から労働条件を規制するということである｡これは､現在ある制度

としては､最低賃金制度と､労組法上は協約の拡張適用という手続がある｡こうした

制度を拡充していくということが考えられないか｡特に先ほどふれたような自営業専

門職とか零細企業という世界は､個々の企業で組合をっくって規制することには余り

なじまないので､どちらかといえば外からの規制が大事になる｡そのようなところで

組織ができた場合に､一体､団交応諾義務などはどうなるのかという問題もあるけれ

ども､多分そのような議論をしても余り意味がないから､とにかく強引に法制上団体

交渉をしなければならないというふうに決めて､例えばタクシー運転手の代表と､タ

クシー業界が交渉して､賃金を決めるという方法をとるしかないのではないか｡法律
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上の議論はわからないが､実際上､そういうメカニズムを形成できないかという話に

なるのではないかと思う｡ただし､組合費は取れないわけあるから､そうした機構の

担い手はどのようにつくるかということが大きな問題として残される0

(4) 個別的紛争処理システム

第 4には､共通の標準的な労働条件を規制するという方法とは別に､個々の労働者

の抱えるいろいろな不満に?いて解決する､いわゆる個別的紛争処理システムという

ものが考えられる｡現に､裁判所というものがあって､裁判で最終的な解決をしてい

るわけであるけれども､そ､れにかわる何らかの公的システム､もっと簡便で使いやす

いようなシステムというものを考えるべきではないかという議論がある｡現在､大変

使いにくく､何の役にも立たないと悪口を言われているのが雇用機会均等調停委員会

であるけれども､これについてももう少し機能強化しようという話が出ているので､

そうなれば､該当事例のひとつになるかもしれない｡

そうした公的システム以外でも､現在管理職ユニオンあるいはコミュニティー ･ユ

ニオンなどで行なわれているのは､いわゆる駆け込み寺的機能である｡そうした機能

は､労働組合の地域組織が大なり小なり果たしてきた｡地域組織の組合役員が電話を

かけてやるとか､ ｢首を切られたので､助けてほしい｣という相談があった場合に対

応するとか､あるいは労政事務所があると_ころでは労政事務所が対応するなど､それ

なりに､何らかの意味で労働者にとって役に立つような個別紛争処理システムとして

機能してきたのではないかと思われる｡いざというときに駆け込める場所があること

は非常に大切であると思われる｡

逆に言うと､仮に個別的な紛争処理システムをつくったとしても､それを労働者個

人が自由に使いこなせるとは限らないわけで､そうしたシステムを利用するにあたっ

て個人を助けてくれる存在が必要だろう｡ 1人で弁護士を雇って紛争処理にあたると

か､あるいは労働者が自分でそういうところに出ていって丁々発止やりあうなどとい

うことは幻想にすぎない｡だから､何らかのサポー トシステムがなければいけないと

いうことになる｡

ただ､このような公的システムについては､どうせ何を出しても全部裁判所に行く
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という話になるのだったら､不必要とも考えられる｡もしそうなるのであれば､裁判

官を増員して､もっと裁判をしやすくするようにしたはうがいいのではないかという

議論もありえよう｡

(5) 労働組合の産業別組織 ･地域組織

では､以上にあげた各種のメカニズムを担う担い手としてどのようなものがあるか

を､次に考えてみたい｡労働組合の産業別組織､あるいは労働組合の地域組織がその

中心になるだろうという期待はあるけれども､それがほんとうにこれらのメカニズム

の担い手になれるだろうか｡人手もお金も足りないので対応できないということも大

いに予想される｡労働組合がそうした機能を十分果たせないときに､何かそれに代替

するような組織がいろいろ現われてくる可能性も考えられるかもしれない｡

3.法制 .政策の課題

労働組合と経営者の地域団体､あるいは産業別の団体が強化されて､労働組合の組

織化､あるいは外部的労働条件決定 ･規制システム､個別的紛争処理システムの担い

手として､その中心になる可能性を探ることが基本的な問題意識である｡それは､ク

ラフトユニオンをつくるという話とは別次元のことではないかと考えている｡もちろ

ん第 2の全建総連が出てくることがあってもいいけれども､そうした組織の出現を待

っているというよりは､既存の組織が手を貸して何か新しい動きの発端をみいだすこ

とを考えるほうが現実的ではないか｡

そのうように考えたときに､では法制あるいは政策の課題としてほどのようなもの

があるかについて2､ 3述べてみたい｡

(1)未組織企業における従業員代表をめぐる問題

1つは､未組織企業における何らかの従業員代表のようなものを法制化する､ある

いは現在の労基法上などに規定されている過半数代表を何らかの意味でもう少し強化

する､あるいは力を強めることはできないか｡それはなかなか難しいという議論もあ
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るけれども､しかしながら､その上でなおかつ何かの方策を考えられないものだろう

か｡ただ､その場合に､最初にいくつか紹介した調査結果などからもわかるように､

30人未満の企業まで広げてみても､あまり意味がないかもしれない｡一定以上の規模

をカバーしていれば十分役に立っのではないかとも考えられる｡ 個別企業ごとに従業

員をまとめて集団的発言をさせるというのが有効な範囲というのがおそらくあるだろ

う｡

それからもう1つは､従業員代表が個々の企業で発言をするということは現に今で

もあるわけで､それは例えば発言型従業員組織にみられることである｡けれども､そ

れを法的に強制すれば､実質上､親睦型従業員組織が姿を変えただけで､まるで機能

していないものがたくさんできるだろう｡だから､実態が法律によってどれほど変わ

るかば問題がある｡また､法制上､強引にあるべき姿になれと強制したとしても､一

体それをだれが監督するのかという話になれば､あまり楽観的にはなれない｡むしろ

現に､過半数代表は存在するわけで､しかも法制上定められているのであるから､例

えばその人たちに労働法や過半数代表制の意義などの研修を義務づけることを考えて

はどうか｡

従業員代表あるいは､過半数代表となっている人たちがどこか外の世界にとにかく

素顔をさらして､外の風に当たるという機会をつくったらどうかということである｡

その機会には､組合代表や経営者団体の代表が出ていって話をしてもよいだろう｡そ

うすれば､それが接触の糸口になるかもしれない｡これは純然たる思いっきにすぎな

いけれども､指摘したいことは､要するに従業員代表という制度をつくっただけで何

か有効な働きをするとは思えないので､どうやって外の世界､簡単に言えば労働組合

の運動につなげていくかが問題となろうということである｡そういうチャネルが何か

ないかということを同時に考えておかないと､制度を作っただけではあまり意味がな

いのではないか｡もちろん研修を行なうとなれば予算制約の問題もあるだろう｡ しか

し､その場合には予算の範囲内でできることを考えればよい｡

(2)労働組合の地域活動活性化のためになにができるか

結局のところ､労働組合の地域活動をどうやって活性化するかが問題である｡産業
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別組合の地域組織､地方連合､あるいは地協､そういうものがいろいろな意味で担い

手になってくれないと話は始まらないともいえる｡どうしたらそういう活動を強化で

きるだろうか｡

1つは､チャネルの形成である｡前述したように個別的紛争処理システム､あるい

は外部的労働条件決定規制システムのような場に､労働組合の地域組織の代表が出て

いく必要がある｡そこで面倒を見なくてはいけないということになっていけば､そこ

になすべき仕事ができるわけであるから､組合の活性化につながるだろう｡雇用機会

均等調停委員会がもう少し有力なものになってきて､申し立て件数が増えるようにな

れば､ナイン･ツー ･ファイブのような組織ができる下地ができるかもしれない｡.例

えばそれに連合の地域の女性局が対応することも考えてよいだろう｡

この場合､組合費で何とかそうした地域活動の費用を賄うというのは､百年河清を

待つがごときもので実現可能性は乏しい｡公共的な役割があるのだから税金で賄うこ

とを考えてもよいだろう｡つまり補助金を出すということである｡

ただし､直接補助では立て前上むずかしいLiこともあるかもしれないので､何らかの

間接補助は考えられないだろうか｡もちろん労働組合を政府がコントロールしような

どという話になるとまずいけれども､税金の使い方としてはそんなに悪い使い方では

ないのではないかとも思われる｡いずれにせよ､何らかの財政的なサポー トがなけれ

ば､今のまま労働組合の地域活動を強化しろと言っても､空念仏に終わってしまうの

ではないかと危供される｡

(3) 自営業 ･専門職の横断的組織化と社会保障制度

自営業や専門職の横断的組織化については､こういう人たちは大変エゴイスティッ

クなグループであるから､連帯を求めるという気持ちがあるかどうかわからないとも

いえる｡しかし､全建総連が 1つの実例を提供している｡全建総連の組織化の基盤は､

いわゆる国民健保である｡医師会にしても薬剤師会にしても､そうしたものが組織化

のベースになっていることは間違いないだろう｡こうした制度をほかの分野にも認め

ていけば､それをベースにして自営業専門職の横断的な組織化というものはできる可

能性があるとも考えられる｡
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(4) 職業規則 .賃金規則等の一般公開

最後は､こうした地域的､社会的規制のようなものが機能する前提条件づくりのた

めに､以前から考えていることがある｡就業規則とか賃金規則などは､一般に情報公

開すべきではないかということである｡労働組合はそうした要求を行ったらどうだろ

うか｡企業の中の労働条件などの情報を企業の中だけのことにしないで､世間の風が

当たるようにしてはどうかというこ-とである｡

(東京大学社会科学研究所教授 仁 田 道 夫)

(本稿は1996年 2月2日の第10回労働法制研究委員会での仁田道夫教授のご報告の

速記録要旨を事務局がとりまとめたものに加筆訂正をいただいたものである｡)
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第 2章 日本の労使関係の現状と法制の課題

事業所単位および個人単位の労働組合組織率

表 2-1

事業所単位の組織率 個_人 単 位 の .組-織 率

企 業 現 模 19.89年時点 1987年時点 p1992年時点 企 業 規 模

5,000人以上1,OP0-4,999人300-999人100-299人5.0-99人 ≡;:; ) 90.1-67.431.824.0 ー64.633.4(…97:芸 58.028.9(……:壬 1,000人以上500-999人300-499人

18.7 15.3 100-299人

6.3 4.8 30丁99人

荏 :1.事業所単位の組織率は､労働省 ｢日本の労使コミュニケーションの現状｣
(1989年調査)の 5頁の第 3表より算出.労働組合が複数組細されている事
業所を含む｡

2.個人単位の組織率は､ ｢労働組合基礎調査｣の組合員数と ｢就業構造基本
調査報告｣の雇用者数から算出した｡ ｢就業構造基本調査報告｣の雇用者数
を使用したのは､企業規模区分を ｢労働力調査｣より細かくできることによ
る｡ただし､ ｢労働組合基礎調査｣の調査時点である6月の雇用者数ではな
い｡

企業規模別の事業所単位の組織率

企 業 規■模 1977年時点 1984年時点 .1989年時点 1989年-1977年

5,000人以上 . 95.3 95.6 97.6 +.2.3

1,000-4,999人 89.0 83.7 81.1 - 7.9-
300-999人. 76.7 71.2 67.4 - 9.3

100-299人 52.5 45.4 31.8 -20.7

注 :1.労働省 ｢労使コミュニケ一･ション調査｣より算出｡
2.1977年と84年の調査は､調査対象事業所が規模 100人以上であったが､89
年調査に事業所規模50人以上に変更された｡77年調査と84年調査では50-99
人規模の事業所を持つ企業に含まれていないが､89年調査にはそれが含まれ
ているため､企業規模別の集計結果であっても調査には相互比較できない｡

出所 :佐藤博樹 (1994)､｢未組織企業における労使関係｣､ 『日本労働研究雑誌』､
第 416号､1994年10月
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表 2-2

規模及び男子離職率

昭和46年 ー昭和47年 昭和48年 昭和49年 昭和5~0年 昭和51年

規模計 14.8 13.9 14.8 ~17.4 ll.9 ll

300-999人 16 12.8 13.7 12.. 10.1 9.6
100-299人 18.3 18 -ll 15.3 15 13.8
30-99人 . 18.5 ･19._9 20.5 17..i 15.7 14.9

昭和52年 昭和 53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年 昭和57年

1,000人以上 6.8 6.3 6.1 6.5 6∴6 5.5
300十999人 9.2 9.2 _8.6 9.1 9.1 8.4
loo二?99人 12.1 13 1■2 12.6 -ll._4 ll.4
.30-.99人 ■ 12.9 14.6 ll.ラ 14.5 13.-1_ 13.2

･昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年

規模計 10 10.~7 ll.3. ll 10.3 ll.1._
1,000人以上 5.8 5.9 7.3 6.8. -6‥6 7.~8
300-999人 8.3 .8.7 8.1 :8.6 .8.4 10.2.,
100-ノ299人 - ll.2. ll.3 10.9 ‥.1.1.9 12 ll.4
30-99人 12.3 13 141 14.6 13..2 13.8

車成元年 平成 2年 平成 3年 平成 4年 平成 5年

規模計 ll.6 ll.8 12 14.4 ll.5
1,000人以上 8.4. 8.9 8 7..2--- 8.3
300-999人 10▲8 -ll 9.9 10.9 ･9.8
100-299人. l∫l.2 12.7 13.9 12.5._ ll.3
30-99人 1ー4.1 14.2‥ 13.8 12.-9 14.1

資料出所 :労働省 ｢雇用動向調査｣
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労働組合組織率と雇用諸指標の推移

表 2-3

76 33.7 15.2 77.8 0.6 4.2

77 33.2 15.0 76.5 0.6 ･4~.8.

79 31.6 1.4.4 78.2 0.7 4.6

80 30.8 14.4. 77｣9 0.8 3..5

81 30.8 14.2 77.2. 0.7 3｣4

82 30.5 13.8 75.3 0.6 3.4

83 29.,7 13.2 74.0. 0ト6 2.8

84 ;29.1 14.1 76.6 0.7 4.台

･85 28.9 14°.8 74.1 0.7 5.2

86 ■28.2 14.5 72._2 0.6 岳.6

87. 27.6 14.9 71.9 0.7 4.a

88 ■2.6.8 14.7 75.5 1,_0 6/2

89 25.9 15.2 77.8 1.3 4.8

do 25.~2 15.3 7-8.4..A. 1｣4 5.,2

1)労働組合基礎 (本)調査による労働組合員数 (6月末現在)を労働力調査各年
6月の雇用者数で除 したもの｡

1-12月の離職者
2)雇用動向調査による｡ 離職率-

3)雇用動向調査による｡
4)職業安定業務統計による｡
5)国民経済計算による｡

1月 1日現在の常用労働者数

×100
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表 2-4

労働組合への加入の有無別労働者の割合

(単位 :%)

区 分 実~数 - 令 .ST 加入 して 加入 して 無回答
(人). (%) いる いない

総 計 (人) 1,104 - 354 750 -

(%) - 100.0 32_1 67..9 -

性 ..年齢男 ■ 子合 計 654 100.0 39.0_ 61.0 -

18-19歳 21 100.0 19.0 81.0 -

20-29歳 181 100.0 45.3 54.7 -

30-39歳 211 100.0 42:2 57.8 -

40-49歳 143 100.0 38.5 ･61.5 -

50-59歳女 子合 計 98.450 100.0100.0 25.522.0 ･74.578.0_
18-19歳 12 100.0 8.3 91.7 -

20-29歳 134 100.0 35.1 64.9 -

30-39歳 99 100.0 25.3 74.7 -

40-49歳 131 100.0 12.2 87.8 -

50-59歳 74 100.0 13.5 86.5 -

学 歴中学 .旧中卒 69. 100.0 20.3_ 79.7 -

高校 .旧中卒 477 100.0. ･26.6 7.3.4 -

専修学校 i各種学校卒 89 100.0 25.8 -74.2 -

高専 .短大卒 112 100.0 33.0 67.0 -

大学 ..1日大卒 342 100.,0 43.0- 57.0 -

大学院以上 13 100.0 38.5. 61.5 -

1) 1990年の単位労働組合員ベースの推定組織率は､全国平均で25.0%､東京､
埼玉､千葉､神奈川の全域で27.8%であった｡

出所 :日本労働研究機構 (1993)､ 『労働組合組織率低下の規定要因』
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(単位 :%)

表 2-4(ツヅキ)

区 分 実 数 % !+ 加入して 加入して 鹿甲答
(A)I (%) いる いない

･勤続年数1年未満 131 _100.0 22.9 77.1 -

3-4年 152 .100.0 32.2 67.8 -

5-9年 _.207 100.0 30.0 70..0 -

10--14年 155 -100.0 38.1 61.9 -

15-19年 94 100.0 42.6 57.4 -

無 回 答 3 100.0 33.3 66｣7 -

雇用形態正規従業員 ･7台3 100.0 37.8 62.2. -

パー トタイム労働者 210 100.0 3.3 96.7 -

それ以外の従業員 20 100.0 - 100.0 -

マ .ネ キン.デ iンス トレ ー ク - 3 1.00.0 - 100.0 -

派遣労働者 8̀ 100.0 25.0 75｣0 -

国家公務員 24 100.0 62｣5- 37.5 -

地̂方公務員 3̀9 10.0.0 74.4 25.6 -

地方公務員 (非常勤) 5 100.0 - 100̀0 -

そ の 他 . ■2 100-.0 50.0 50.0 -

管理的職棄 I..48 100.0 29.2 70.8 -

･事 務 2g1 100.0 35.9 64.1 -

サービス職業 164 100.0 17.1 82.9 -

保安職業 5 100.0 20.0 80.0. -

技能工等 123 100.0 27.6 72.4 -
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表 2-4 (ツヅキ)

(単位 :%)

区 分 実 数 合 計 . 加入 して 加入 して 壬旺&答(人) ･_(~%) いる いない

産 業林 業 1 100.0 100.0 - † ■

漁 業 1 100.0 loo.pO - -

鉱 業 ~2 100.0 50.0 50.0 -

建 設 .莱 81 100.0. 28.4 71.6 -

製 造 業 251- 100.0 39.4 60.6 -

電気 .ガス.熱供給 .水道業 33p 100.0 39.4 60.6~ -

運輸 .通信業 93 10.0.0. 46.2 53.8 -

卸垂 .小売 .飲食業 157 100.0. 12.7 87.3 -

金融 .保険業′ 71 100.0 66.2 33.8. -

不 産' 7 100.0 - 100.0 -

サービス業 335 100.0 18.2 81.8 -

そ の 他 4 100.0 25.0 175.0 -

企業規模5000人以上 1~86 100.0 66.7 33.3 -

1000-4999人 136 100.0 55.1 44｣9 -

500-.999人 72 ･100.0 38.9 61.1 -

100- 499人 179 1■00.0 31.3 68.7 -

30- 99人 162 100.0 8.0 92.0 -

29人以下 275 100.0 4.4 95.6~ -

無 回 答 26 100..0. 7.7 92.3 -

企業創設年次1969年以前 573 lわo.o 42.9′ 57.1. -

1970-74年 105 100.0 15.2 -84.8 -

1980-84年 -88 100.0 12.5 87.~5 -

1985-89年 -64 100.0 15.6 84.4 -

1990年以降 15 1.00.0 6.7 93..3 -

無 回 答経営者の類塾創 業 考 106364 100.0100.0 19.89.~9 80.290.1
創業者の子孫や関係者 205 100..0 26.3 _73.7 -

創業者 と無関係 (社外出身) 122 ~100.0 42.6､ 57.4 -

創業者 と無関係 (社内出身) 171 100.0 59.6 40.4 -

･わか らない 166 100.0 37._3 62.7 -
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第 2章 日本の労使関係の現状と法制の課題

勤め先企業の組織化への支持の有無別労働者の割合

(単位 :%)

表 2-5

(人).. (%_)' うがよい がよい ない

.総. 計 (人) 605 - 242 363 -

(%) - 100.0 40.0 60.0 -

性 .年齢男一 子合 計 325 100.0 42.2 57.8
18-19歳 12 100.0 25.0 75.0 -

20-29歳- 87. 100.0 40.2- 59∴8 -

.30-39歳 103 ~100.0 40.8. 59.2 -

40｢-49歳 73 100.0 50｣7_ 49.3 -

-18-19歳 9 100.0 66.7 33.3 -

20-29歳 ■82 100.0 ･42.7 57.3 -

30-39& 59 100.0 42.4. 57..6 -

L40-49& 88 .100.0 28.4p 71.6 -

J5.0-59歳 42 100.0 33.3 ･66.7 -

学 歴中学 .旧中卒 44~ 100.0 22.7 77..3 -

高校 .旧中卒 297 l100.0 39.1 60..9 -

･専修学校 ~.各種学校卒 54. -100.0 40.7 59.3 -

高専 ..短大卒 62 100.0 37.1 62.-9 -

大学 丁旧大卒 145 100.0 47.6 ･52.4 -

大学院以上, 2 100.0 ･100.0. - -

雇用形態正規従業員 416 100.0. 44.2 55.8 -

10pO0-4999̂ 35 100.0 42.9 57.1 -

500--999人 30, 100.0 53.3 46.7 -

100~～ 499人 100 100.0 45.0 55.0 -

30- -99人 138 100.0 50..0 50.0 -

29人以下 L250. 100.0 30._4p. 69.6 -

出所 :表 2-4に同じ｡
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表 2-5 (ツヅキ)

勤め先企業の組織化への支持理由別労働者の割合
(単位 :%)

区 分 莱数(人) A日計(%-) かき組_ら上合げはる賃と金忠をう引 思短組う縮合かをはら進労め働る時と問 息を組う充令か実はらさ福せ利る厚と生 か軍組らさ合せはる雇と用恩をう安 る ヨコ~組とンミ合一息を ユはう円ニ労か滑ケ便らに ー蘭すシの 思チ一組うエ方合か ツ的はらクな経す行宮る動側とをの その他 痩回答

総 計 (人) 242 - 91 18 28 23 29 50 3 -

(%) - 100.0 37.6 7.4 ll.6 9.5 12.0 20.7 1.2 -

也 .年齢男 子合 計 137 100.0 29.2 10.2 10.9 10.2 13.9 24.1 1.5

18-19歳 3 100.0 33.3 33.3 - - - 33.3 - -

20-29歳 35 100.0 34.3 ll.4 ll.4 2.9 ll.4 28.6 - -

30-39歳 42. 100.0 28.6 14.3 7.1 9.5 16.7 23二8 - -

40-49歳 37 100.0 29.7 5.4 10.8 16.2 16.2 21.6 - -

50-59歳女 子合 計 20105 100.0100.0 20.048.6 5.q3.8 20.012.4 15.0-8.6 10.09.-5 20.016.2 10.01.0

18T19歳 6 100.0 66.7 - 16.7 16.7 - - - -

20-29歳 35 100.0 37.1 5.7 ll.4 8.6 ll.4 22.9 2.9 -

30-39歳 25 100.0 52.0 4.0 12.0 8.0 8.0 16.0 - -

40--49歳 25 100.0 52.0 - 12.0 8-.0_ 8.0 20.0 - -

50-59歳 14 100.0 57.1 7.1 14.3 7.1 14.31 - - -

学 歴中学 .旧中卒 10 100.0 30.0 10.0 30.0~ 20.0 - - 10.0 -

高校 .旧中卒 116 100.0.45.7 5.2 12.1 6.0 10.3 ■19.0 1.7 -

専修学校 .各種学校卒 22 100.0 31.8 4.5 - 13.6 31.8 18.2 - -

高専 ..短大卒 23 100.0 56.5 4.3 17.4 4.3 4.3 13.0 - -

大学院以上雇用形態正規従業員 2184 100.0100.0 33.2 9.8 12._0 9.2 ･12.5 100.022.3 1.1

パ ー トタイム労働者企業規模5000人以上 4812 100..0100.b52.133.3 8.3 12.516.7 10.48.3 12.58.3 10.415.0 2.1.

100d～4999人 15 100.P二53.3 6.7 13.3 6.7 6.7● 13.3 - -

500- 999人 16 100.0 31.3 25.0■ 18.8 12.5 6.3 6.3 - -

100- 499人 45 100.0 33.3 4.4 ll.-1 13.3 8.9 28.9 - -

30- 99人 69 100.0 42.0 7._2 10.1 5.8 .14.5 18.8 1.4. -
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第 2章 日本の労使関係の現状と法制の課題

労 使 関 係 の 類 型

表 2-6

計 労働組合 発 言 型従業員組織 由 睦 型従業員組織 発 言 嘩 体な し 不 明

375 104 59 133 74 5

従業員の意見や要望を把握する方法

一賃金や労働時間など労働条件に関するニーズー

(M.A.)

計 個々の従業員か ら 中間管理員職場管理者か ら 従業員轡合か.ら 労働組合から そめ他 特定聞かない

汁 375 45 205 50 -101 13 515
100% 12.0% 54.7% 13.3% 26.9%. 3.5% 14.-7%

労 働 組 合 1.04 3 29 2 101 2 1
100% 2.9% 27.9% 1.9% 97.1% 1.9% 1.0元

従 業 員 組 細 計 1.94 22 128 45 10 35l
100%.ll.3% 66../0% 23.2% 5._2% 18.0%

うち発言.型従業員粗鉄 59 6.. 39 29 4 4
.■100% 10.2% 66.1% 49.2% 6.8% 6.8%■

うち親睦型従業員組織 133 16 8q7 15 6 31
100% 12.0% 65.4% 11｣3% -4.15% 23.3%

.発 言 母 体 な し 74 20_ 47 lp 1. 19

出所 :仁田道夫 (1992)､ ｢中小企業における企業内コミュニケーション｣､
『武蔵大学論集』γol.40-2･3
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蓑 2-7

労使関係類型別コミュニケーション ･ニーズ類型

計 不必要 労働条件関 心 経営のみ関 心 不 明

計 1,981 226 1,188 544 23
100% ll.4% 60.0% 27.5% 1.2%

労 働 組 合 有 678 69 395 206 8
100% 10.296 58.3% 30.4% 1.2%

発 口 型 -300 39 184 73 4.

従業員組織有 100% 13.0% 61.3% 24.3% 1.3%

労 使 関 .係 100% ll.7%_ 60.5% 26.7% 1.1%

l欠 測 値 ･24 3 17 4

出所 :表 2-6に同じ｡

蓑 2-8

労使関係類型別コミュニケーション tニーズ別実際発言者の割令

労働条件関JL､ 経営のみ関心

計 66.8% 86.9%

労 働 組 合 有 66.0% 87.2%

発言型従業 員組織有 66.5% 84.7%

非 発 言 型 労 使 関 係 67.5% 87.5-%

出所 :表 2-6に同じ｡
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第 2章 日本の労使関係の現状と法制の課題

労使関係類型別意見伝達の方法

(3つ以内○)

表 2-9

計 社長め 直接経 社外の 上司~. 社員会 労働組合 その他 欠測値会議で 営者 . 非公式 同僚を 役員を 役員を通

意見を 上司に の場で 通 して 通 して して伝え

蓮べた 話 した 話 した 伝えた 伝えた -た

計 1,487loo艶 57838.9% 85957▲8% 31221.0~% 36424.5% 332.2% 1077.2年 19pr.3% 151､.0%

労働組合有 5131100% 18636.3% 26551.7% 91.17.7% 13526.3% 101.9% 99･19.3% 71.4% 51.0%

発言型従業員 組 織_育 2?2100% 8538.3%､ 13761.7% 5022.5% 582.6.1% ll5.0%- 73.2% 41.8% 10.5%

非 発 言 型労 使 関.係 734100% 50040.9% 44360.4% ∴.16722.p8% 16923.0% llー1.5年 10.1% 81.1% 91.2%

出所 :表 2-6に同じ｡

Z9



表 2-9 (ツヅキ)

労使関係類型別コミュニケーション改善方法

(3つ以内○)

計 上層が 従業員 中管職 中管職 中管職 従業員伝える が伝達 が部下 pが上層 が部下 が互い
機会を しやす の意向 の意向 の意向 の意見
増やす い環境 を伝達 を伝達 を知る を知る

計 1,_981 701 1,-102 721 440 642 445
100% 35.4% 55.6% 36.4% 22.2% 32.4% 22.5%

100% 35.0% 56.6% 38.6% 18.7% 32.2% 18.3%､

発 言 型 300 81 165 112 65 94 98

従 業 員 組 .織 有 100% 27.0%ー.55.0% 37.3% 21.7% 31.3% 29.3%

非 発 言 p型 979 376 541- 337 241 319 231

欠 測 値 24 7 12 10 7 ll 2:

企業内 現従業 新従~業 現労働 新嘉働 その他 欠如値伝達施 員組織 員組織 組合が 組合を
賃を充 が意見 を作り､意見を 作り､

実する を伝達 伝.逮 伝達 伝達

計 483 118 146 ･199 1112 23 30
24.4% 6.0% 7.4% 10.0% 5.7% 1.?% 1.5%.

労 働 組 ..合 有 176 18 24 192 6 5 7
26.0% 2.7% 3.5% 28.3% 0.9% _0.7% 1.0%

発1 言 型 6■8 37 27 4 34 3 6

従 業 員 組 .織 有 22.7% 12.3% 9.0% 1.3% ll.3% 1.0% 2.0%

非 発 言 型 232 p60 95 2 ∴70 15 17

労 使 関 係 23.7% 6.1% 9.7% 0.2% 7.2% 1.5% 1.~7%
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第 2章 日本の労使関係の現状と法制の課題

性､就業形態別労働組合加入率

表 2-9

男 女 計 49.9 7.1 -6.~2 5.2 ･18.I 7.4

､男 子 50.2 15.9 1.5 4.6 10.0 7.4

女 ~手 45.0 1.4 7.0 -5.7 25.9 7.5-.

(注)派遣労働者については派遣元での状況
出所 :労働省 (1987)0 『就業形態の多様化に関する実態調査報告』

表 2-10

労 働 組 合 観
(%)

係長 .副課長 課 長 部 次 長 以 上

組 合 ∴調 査 組 .合 調 査 オフィス街 調 査 オフjス街 調 査

n.-277 n-226 n-31 ∩-33

_課長クラス(スタツj)加入め望ましさ- 27.4 26,5 54_/18 48.■5

管理職組合結成に同情 ､{賛成) 52.7 61.1 54..8 -51.5

出所 :連合総研 (1995)､『中堅管理職層の雇用 ･処遇と組合ニーズに関する調
査研究報告書』
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表 2-ll

労働組合からの脱退希望別労働者の割合

(単位 :%)

区 分 実 数(人) 合 計(%) やめたい やめたくない わか らない 無回答

総 計 (人) 354 - 49 149 156 -

(%) - 100.0 13.8 42.1- 44.1 -

性 -.年齢罪 .子合 計 255 100.0 12.2 42.4 45.5
18-19歳 4. 100.0 - 25.0 75.0 -

20-29歳 82 100.0 7.3 43.9 48.8 -

30-39歳 89 100.0 16.9 37.1 46.1 -

40-49歳 55 100.0 14.5 4-0.0 45.5 -

50-59歳女 .千合 計 2599 100.0100.0 8.018.2 64.041.4 28.0~40.4
18-19歳 1 100.0 - - 10pO.0 -

-20-29歳 47 100.0 17..0 40.4 42.6 -

30-39歳 25 100.0 24.0 28.0 48.0 -

40-49歳 16 100.0 12.5 62.5 25.0 -

50-59歳 10 100.0 20.0 50.0 30.0 -

職 種専門的 .技術的職業 104 100.0 13.5 ･49̀0 37.5 -

管理的職業 14 100.0 - 35.7 64.3 -

辛+ 蘇 101 10.0.0 17.8 ･42.6 39.6 -

l販 売 42 100.■0 ll.9 52.4 35.7 -

サービス職業 28 100.0 10.7- 28｣6 60.7 -

保安職業 1 100.0 - 100..0 - -

運輸 .通信 28 100.0 10.7. 39.3 50.0 -

･技能工等 34 100.0 17.6 20.._6 61.8 -

そ の 他ユニオ ン .シヲツプ制の有無ユニオ ン.ソヨッブあり .2258 100.0100.0 -14.0 50.044.2 50.041.9
ユニオ ン .ショップな し 61 100.0 14.8 39.3 45.9 -

出所 :表 2-4に同 じ｡
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第 2章 日本の労使関係の現状と法制の課題

労働組合への満足度別労働者の割合

(単位 :%)

表 2-12

総 計 (人) 354 - 5 114 175 47 13 - -

性 .年齢男 子 .令 _計 25声. 100.0 1.■2 32.2 47.5 15.3 3.9 0..ll
18-19歳 4 100.0 - 25.0 75.0 - - - 0.25

30-39革 89 100.0 ･1..1 36.9 47.? 13.5 ?.2 - 0.20
40-49歳 55 100.0 i.8 23.6 49.1 18.2 7p.3 - 0.05

50-59歳女 子合 計 ･2599 plOO.0100.0 4.02.0 36.032.3 28.054.5 24.08.1 8.0.3｣0 ..0.pO4-0.■22

18-19歳 . 1°･100.0 - - 1̀0_0.0 - - - 0｣00

20-29歳 47 100.0 4.3 36.2 48.9 6.4 4.3 - 0.30

30-39歳 25 100.0 - 20..0 ■68.0 12.0 - - 0.08

40-49歳 16 ･100.0 - -50.0 37.5 6.3 6.3 - 0.31

-50-59歳 10 100.-0 - 20.0 70.0 10.0 - - 0.10

販 売 42 ~106.0 2.4 38.1 50._0_ 9,5 - - 0.33

サービろ職業 28 100.0 3..6 .17.I.9 5p7.1.- ?I.4 - - 0.04

運輸 .通信 28 100.0 - 53.6 39,3 3.6 3.-6 - 0.43-
技能工等 34 1-00.0 - 32.4 .55.9 8.8 2.9 - 0.18

出所 :表 2-4に同じ｡
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第 3章 組合機能の拡充と労働組合法制の課題

1.はじめに

戦後50年｡就業人口の約半数が農業に従事する第 1次産業を主体とした農業国から､

その 8割以上が雇用者として働くサラリーマン大国- (図 3-1&3-2を参照) 1)｡

この間､わが国は大きな変貌をとげた｡

労働組合法も旧法 (昭和20年12月22日法律第51号)の施行 (翌21年 3月 1日)から

数えてちょうど半世紀の歴史を刻んだことになる｡同法はその後､1949年の全面改正

(昭和24年 6月 1日法律第 174号､現行法の制定)を経て今日にいたっているが､占

領体制からの離脱にともなう52年の改正 (昭和27年 7月31日法律第 288号) 2)を除き､

それ以降は大きな法改正を経験していない3)｡都合18回にわたる法改正も､その多く

は､関係法律の改正にともなう比較的小規模なものにとどまったのである｡

図 3-1 就業人口割合の変化

l卸 年

出所) 国勢調査
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第 3章 組合機能の拡充と労働組合法制の課題

図3-2 従業上の地位別割合の変化

1望氾年

出所) 労働力調査 (ほ氾年のみ国勢調査)

m 自営業主 田家族従業者隠雇用者 田 その他

(単位 :%)

●たしかに､労働組合法については､現在のところ目立った改正の動きはみられない｡

しかし､いかに優れた法律であっても､50年も経てば一度はオーバー ･ホールを必要

とする｡新たな半世紀に向かってその一歩を踏み出した今､労働組合法はどのような

見直しを必要としているのか｡本章では､そうした未来に向けた法制の課題について

考えてみたい｡

2.労使関係の現状と労働組合法

労働組合法 (以下 ｢労組法｣ともいう)は､その冒頭 (1条 1項)で､同法の目的

を次のように定めている｡

第 1条 この法律は､労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進

することにより労働者の地位を向上させること､労働者がその労働条件について交

渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労

働組合を組織し､団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規

制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること
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を目的とする｡

労働組合の結成に始まり､使用者との団体交渉を経て､労働協約の締結にいたる｡

ここには､このような労使関係のイメージが明確な形で描かれている｡しかし､現実

の労使関係は､こうした労組法のいだく ｢理想像｣とは次第にかけ離れたものとなり

つつある｡こういっても差し支えはない｡

たとえば､労働省 ｢労働組合基礎調査｣によると､労組法の適用される民営企業の

場合､1986年には23.9%あった組合組織率が95年には20.8%にまで低下｡また､こう

して労働組合が組織された企業においても､この間労働協約の締結率が低下したこと

により､協約適用率 (労働協約の適用を受ける労働者の雇用者全体に占める割合)4)

は今や18%にも満たない状況にある (図3-3参照)｡それがいっわりのない現実な

のである｡

図 3-3 民営企業における組合組織率 ･協約適用率の推移

24 - 一一一_之3.9___
_ _L____
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出所) 労働省 ｢労働組合基礎調査｣

●●■

(単位 :%)

51

一方､労働省が1992年に実施した ｢団体交渉と労働争掛 こ関する実態調査｣ (調査

対象は､民営企業における組合員数規模30人以上の単位労働組合)によれば､労使間

で合意に達した場合に通常とられる措置として ｢労働協約の締結｣をあげた組合は､
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第 3章 組合機能の拡充と労働組合法制の課題

団体交渉の場合でおよそ5割､労使協議機関の場合には3割を切るものとなっている

(図3-4参照)5)｡労使協議機関がある場合 (全体の75.3%)には､賃金 ･退職金

等を除いて､当該機関が重点的な話合いの場とされることが多いこと (図 3-5参

照)を勘案すれば､団体交渉を経て労働協約の締結へと進む､労組法の想定したパタ

ーンはもはや少数の組合がこれを採用するにすぎない6)｡こうもいえるのである｡

図3-4 合意に達した場合に通常とられる措置

団体交渉

労使協議機関

[llllnllmIIml 告 貴 幸IIltI 幸 墨 字 …SJ 9,料 鮮昏 .3:7.0:

IIIIBI!llllllIMIImm ::::::::::::::::::::38..9::::::::::::::::::: 3.8:7.4::

出所) 労働省 ｢団体交渉と労働争議に関する調査｣ (1992年)
(単位 :%)

皿 労働協約の締絶 J 田儀業規由の中に採り入れている由 何もしていなーい

このように､労組法が当初イメージした労使関係はいずれにせよ､既に過去のもの

となった感がある｡それが労使自治の衰退をもっぱら意味するのであれば､ゆゆしき

問題といえるが､労組法が ｢理想｣とした労働組合や団体交渉､労働協約のモデルが

時代の トレンドに合わなくなった､という面もそこにはないわけではない｡たとえば､

労組法は､それが誕生した時代を反映してか､使用者からの経費援助を禁止した規定

にみられるように､労働組合に対してやや ｢純血｣を求めすぎるきらいがある｡また､

組合員のためにする団体交捗のみを認めるなど､団体交渉や労働協約についてもそれ

を一定の型にはまったものとしてみる傾向が往々にしてある｡ただ､こうしたモデル

だけを選択肢として考える必要はもとよりない｡では､仮に労組法の規定を見直すと

すれば､どこをどう変えるのか｡以下､その検討に駒を進めることとしたい｡
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図3-5

定期賃金･賞与 ･一時金

退職金 (退職年金を含む)

その他の賃金

所定労働時間

所定外･休日労働時間

休日(週休2日制を含む)

休暇 (連続休暇を含む)

その他の労働時間

採用･増員

配置転換 ･出向

希望退職者募集･解雇

定年制 (定年延長を含む)

その他の雇用･人事

社宅･持家援助制度

体育施設･保養所

その他の福利厚生

育児･介護休業制度

職場環境

健康管理

包括的労働協約の改訂

労働協約の解釈･疑義

経嘗方針

重点的な話合いの場 (労使協議機関がある場合)

注) 1992年6月までの3年間にr何らかの話合いがもたれた｣組合を1(沿.0とする

出所) 図4-4に同じ

皿 団体交渉 田 労使協議概開園 その他

3.求められる労働組合法の見直 し

(1)組合モデルの再設計

ヒトとカネの双方において､使用者から完全に独立した存在｡現行労組法は､その

制定以来､こうした労働組合を理想としてきた｡次のように定める同法 2条が､それ

を雄弁に物語っている｡
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第 2条 この法律で ｢労働組合｣とは､労働者が主体となって自主的に労働条件の維

持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる･目的として組織する団体又はそ

の連合団体をいう｡但 し､ [次]の各号に該当するものは､この限りでない｡

一 役員､雇人解雇昇進又は異動に関 して直接の権限を持つ監督的地位にある労働

者､使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接 し､その

ためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任 と

に直接てい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参
●●

加を許すもの

団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの｡但

し､労働者が労働時間中に時間又は賃金を失 うことなく使用者と協議 し､又は交

捗することを使用者が許すことを妨げるものではなく､且つ､厚生資金又は経済

上の不幸若 しくは災厄を防止 し､若 しくは救済するための支出に実際に用いられ

る福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除

くものとする｡

- 以下､略

しか し､その結果､わが国においては､課長以上のポス トにつけば非組合員となる

慣行が広 く社会に定着するとともに､組合員は国際水準か らみてかなり高い組合費を

負担 しなければならなくなった｡こうもいうことができよう｡たとえば､連合総研が

1993年に実施 した ｢組合員の範囲に関するアンケー ト調査｣によれば､課長クラスで

は85%以上の組合が ｢原則として全員非組合員｣と回答 (図 3-6参照) 7)｡また､

95年にアジア社会問題研究所が行った ｢労働組合費に関する調査｣によれば､組合費

は平均賃金の 1.8% (月額 4,752円)と､欧米諸国 (1%程度)のおよそ倍近いレベ

ルに達 しているのである8)0

たしかに､ ｢使用者の利益代表者｣という言葉には､労働者の利益を代表する労働

組合とは相容れない響きがある｡ しか し､職場内の日常的な トラブルの処理において

上司である管理職がはたしている役割は大きく (図 3-7参照)､その性格はむ しろ

｢労使双方の利益代表者｣とみるのがふさわ しい9)｡また､管理職にも ｢発言の場｣
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を求める声が一方にはあり10) ､最近の調査では､いわゆる管理職組合の結成や現行

組合への加入を肯定する意見が､否定意見を大きく上回っているのである (連合総研

｢中堅管理職の仕事の悩みに関するアンケー ト調査｣ [1994年]､図3-8参照)0

他方､労働組合が使用者によって買収されるようなことはあってほならないが､労使

協議等の場を通じて､組合が紛争の事前予防に少なからず寄与 していること11) を思

えば､そのコス トの一部を使用者が仮に負担したとしても決しておかしくはない12)｡

こうも考えられるのである｡

図 3-6 管理職等の組合加入状況

部長 ･次長クラス

課長クラス (ライン)

課長クラス (ライン以外)

副課長 ･課長代理クラス (ライン)

副課長 ･課長代理クラス (ライン以外)

係長クラス (ライン)

係長クラス (ライン以外)

級長等現場監督者

辛+宗!=.i:.:揺;黒:黒;I::,杏;;97.9.:i;;;:;-:::i:.:告.::雷宮基器;;≡.

,

出所) 連合総研 r組合員の範臥 こ関するアンケー ト調査｣ (1993年)

皿 原則として全員組合員 53-部組合異 字NA
E;半数以上が組合員 口 原則として全員非組合員

(単位 :%)

β♂



第 3章 組合機能の拡充と労働組合法制の課題

図3-7 会社へ不平不満を述べた方法

注) 会社に不平不満を述べたことがある者を100.0とする (MA)

出所)労働省 ｢労使コミュニケーション調査｣､ (1994年)

図 3-8 部課長等による組合結成 (加入)に対する意見

個人 (組合経由)嗣重計

オフィス街 (街頭)調査計

5. Nヾベ N:.::.::;:.::二洋 …l玉十 重..:.串

I皿 皿 .I ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ′′′′′′′′′､ NやN >hE…:渇ヽヽヽ ●ヽ一■ヽヽ～:｣:､:)4.8:､:､:ヽヽヽ..ヽヽ′′′′′′′′′; -ゝ213(至芸※ .,.,‥.6

皿 4.9

出所)連合総研 ｢中堅管理職の仕事の悩みに関するアンケー ト調査｣ (1994年)

価 管理職組合の経年に賛成 囚 組合には加入すべきではか ヽ

(単位 :%)

たとえば､ 2条但書 1･2号を思い切って削除してはどうか｡そして､労働組合の

自主性を確保する役割は､これを 7条 3号の支配介入禁止規定にゆだねるのである｡
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現在は､この 3号にも使用者による経費援助を禁止 した定めがおかれており､法文の

見直 しにあたっては､使用者による労働組合への支配介入を目的とした経費援助に､

禁止対象を限定するといったことも必要にはなろう13) ｡つまり､ 7条 3号について

は､これを次のように改めるのである｡

現 行 規 定 改 正 案

第 7条 使用者は､ [次]の各号に掲げ

る行為をしてはならない｡

労働者が労働組合を結成 し､若 し

くは運営することを支配 し､若 しく

はこれに介入すること､又は労働組

合の運営のための経費の支払につき

経理上の援助を与えること｡但 し､

労働者が労働時間中に時間又は賃金

を失 うことなく使用者と協議 し､又

は交渉することを使用者が許すこと

を妨げるものではなく､且つ､厚生

資金又は経済上の不幸若 しくは災厄

を防止 し｣若 しくは救済するための

支出に実際に用いられる福利その他

の基金に対する使用者の寄附及び最

小限の広さの事務所の供与を除 くも

のとする｡

第 7条 使用者は､ [次]の各号に掲げ

る行為をしてはならない｡

労働者が労働組合を結成 し､若 し

くは運営することを支配 し､若 しく

はこれに介入すること､又は労働組

合の運営のための経費の支払にらき

経理上の援助を与えること｡但 し､

労働組合の結成若 しくは運営を支配

し､又はこれに介入することを目的

としないものを除くものとする｡

なお､ 2条但書 1号については､これを削除するのではなく､公務員法に規定する

職員団体の例にならって､管理職のみか らなる労働組合の結成を認めるという選択肢
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も考え られる｡たとえば､次のように定める国家公務員法の規定がそのモデルである

が､そこにいう ｢管理職員等｣と労組法でいう ｢使用者の利益代表者｣とは基本的に

一致することも注意されてよい (表 3-1参照) 14)｡

第108条の 2 この法律において ｢職員団体｣とは､職員がその勤務条件の維持改善

を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいう｡

② 略

③ 職員は､職員団体を結成 し､若 しくは結成せず､又はこれに加入 し､若 しくは加

入 しないことができる｡ただし､重要な行政上の決定を行 う職員､重要な行政上の

決定に参画する管理的地位にある職員､職員の任免に関 して直接の権限を持づ監督

的地位にある職員､職員の任免､分限､懲戒若 しくは服務､職員の給与その他の勤

務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に

接 し､そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責

任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体 との関係

において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員 (以下 ｢管理職員等｣

という｡)と管理職員等以外の職員とは､同一の職員団体を組織することができず､

管理職貞等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は､この法律にいう ｢職員団

体｣ではない｡

④ 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は､人事院規則で定める｡

⑤ 略

表 3-1 ｢管理職員等｣と ｢使用者の利益代表者｣の対応関係
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的地位にある職員

(局次長､部長､審議官､参事官､課

長)

③ 職員の任免に関して直接の権限を持

つ監督的地位にある職員

(人事課長､秘書課長)

④ 職員の任免､分限､懲戒若 しくは服

務､職員の給与その他の勤務条件又は

職員団体との関係についての当局の計

画及び方針に関する機密の事項に接 し､

そのためにその職務上の義務と責任と

が職員団体の構成員としての誠意と責

任とに直接に抵触すると認められる監

督的地位にある職員

(人事､給与､服務､予算､労務担当

の課長補佐､係長)

⑤ その他職員団体との関係において当

局の立場に立って遂行すべき職務を担

当する職員

(秘書､人事､労務担当の係員､守衛

長)

② 雇人解雇昇進又は異動に関して直接

の権限を持つ監督的地位にある労働者

③ 使用者の労働関係についての計画と

方針とに関する機密の事項に接 し､そ

のためにその職務上の義務と責任とが

当該労働組合の組合員としての誠意と

責任とに直接てい触する監督的地位に

ある労働者

④ その他使用者の利益を代表する者

荏) ( )内は､鹿児島垂治 ･森園幸男 ･北村勇編 『逐条 国家公務員法』

(1988年､学陽書房)1028貢による｡

ただ､前述のように､部課長等の管理職には ｢使用者の利益代表者｣というよりも

｢労使双方の利益代表者｣としての性格が強 く､その意味で､一般労働者と管理職の

所属する労働組合を明確に分ける必要はかならず Lもない｡両者が混在する労働組合
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と管理職組合のいずれが ｢発言の場｣として適当かは､当事者自身の判断にまかせれ

ばよい15)｡そう筆者は考えるのである｡

(2) 交渉イメージの転換

労働組合法は現在､その 6条でこう定めている｡ ｢労働組合の代表者又は労働組合

の委任を受けた者は､労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の

締結その他の事項に関して交捗する権限を有する｣｡旧労組法10条にまでさかのぼる

ことのできるこの規定には､同法の団体交渉に対するイメージがよくあらわれている｡

つまり､団体交渉をもっぱら組合員のために労働協約の締結を目的として行うものと

する見方がそれである｡

しかし､先にもみたように､今日の団体交渉はかならずLも労働協約の締結を目的

としたものとはなっていない (図3-4参照､以下同じ).｡また､このことは一方で､

現実の団体交渉が組合員のためだけではなく､非組合員のためにも行われていること

を同時に意味している｡たとえば､約12%の労働組合は､団体交渉にもとづく合意の

結果を ｢就業規則の中に採り入れている｣と答えているが､組合員に対してのみ適用

される就業規則など､そもそもありえないのである｡

たしかに､労働組合の意思決定に参加していない者 (非組合員)に対して労働協約

の適用を認めることはおかしい､という考え方には傾聴すべきものがある｡しかし､

労働組合 (過半数組合)の意見を聴けば作成できる就業規則が全従業員に適用される

のに対して､その同意を得た労働協約がなぜ組合員に対してしか適用されないのか｡

そのほうがおかしい､という素朴な疑問もある｡少なくとも事業場における過半数の

労働者を組織する労働組合 (過半数組合)に対しては､全従業員のために団体交渉を

行い､労働協約を締結する権限を認める｡そうしたオプションの選択も､将来的には

検討されてよいであろう16)0

ただ､筆者が当面考えているのは､このような労組法の根幹ともかかわる大規模な

法改正ではない｡合意にもとづく労働協約の拡張適用｡筆者の考えを一言で表現すれ

ば､およそこのようになる17)0

たとえば､労務管理の実務経験者からなる労働協約研究会の編著 『労働協約モデル
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条文』 (1990年､日経連広報部)には､次のような協約例が収録されている｡

第〇〇条 (非組合員の範囲)前条の規定 (従業員はすべて組合員でなければならない

旨の規定)にかかわらず､次の各号の一に該当する者は組合に加入 しないものとす

ーる｡

一 〇〇長以上の役職およびその代理

一 〇〇級以上の専門職G.こ従事する者

人事課､経理課の上級職員

四 役員秘書

五 試用期間中の者

六 定年退職後再雇用された特別社員

七 臨時従業員､季節従業員､その他雇用期間の定めのある者

八 その他会社と組合が協議 して定めた者

第〇〇条 (協約の適用範囲)この労働協約の労働条件および人事など従業員の処遇に

関する基準は､組合員である従業員および非組合員のうち次の各号に掲げる従業員

に適用する｡

一 役員秘書

人事課､経理課の上級職員

人事課､経理課の上級職員および役員秘書については､いったんこれを非組合員と

するが､労働協約に定める労働条件部分 (いわゆる規範的部分)は､これらの者にも

ひとしく適用する｡上記の協約例はこう規定しているのである｡

ユニオン･ショップ制のもとでは､組合員 (非組合員)の範囲も協約の適用範囲も､

いずれにせよ労使の合意によって決まることになる｡だとすれば､このような協約例

が登場 したとしても何ら不思議ではない (表 3-2参照､Cパターン)｡ あるいは､

こうもいうことができよう｡
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表 3-2 組合員資格と協約の適用の有無の組合せ

組合員資格 協約の適用

Aパターン (典 型) あり あり

Cパターン (非典型) なし あり

Dパターン (典 牽) なし な.し

なるほど､非組合員については､これを組合員とした上で労働協約を適用すること

が労使関係の王道ではあろう｡ただ､それが常に可能であり､かつ現実的であもとは

かざらない (たとえば､現行法を前提とした場合､役員秘書等を組合員とすることは

難しい)18)｡特定の従業員を非組合員としたままで､これらの者に対しても組合員と

同じように協約を適用する (労働組合のコントロールの及ぶ範囲におく)｡それが組

織化の端緒となれば､これに勝るものはないのである｡

なお､事業場レベルにおける労働協約の拡張適用 (一般的拘束力)について定めた

ものに､労組法17条がある｡しかし､同条の場合､どのような者が拡張適用の対象と

なるのかについては､ ｢同種の労働者｣という以上に具体的な基準は何一つ示されて

いない｡とすれば､その判断を裁判所にゆだねるのではなく､労使がみずからの手で

決定する｡合意にもとづく拡張適用には､そうした意味もなくはないのである19) 0

また､これに関連していえば､地域レベルの協約の拡張適用について規定した労組法

18条に関しても､労使自治の拡充を図る方向で､これを見直すことが検討されてよい｡

たとえば､一定の地域を代表する労働組合と使用者の団体が､労働条件の最低基準に

ついて合意に達 した場合には､これを当該地域におけるソーシャル ･スタンダー ド

(法的拘束力のある社会的基準)として承認する｡そうした内容に､現行規定を組み

替えるのである｡国家による規制を､あらゆるレベルにおいて､このような自主的で

自律的な規制に置き換えていく｡わが国の当面する重要課題である､行政改革や規制

緩和を推し進めていく上でも､その必要性はきわめて大きいといえよう｡

団体交渉も労働協約も､元をただせば､労使の自主的な取組みからスター トしたの_̀-I
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であり､それを規定する法律が先にあったわけではない｡法律の字句に拘泥すること

なく､制度の新しいイメージをみずからの手で創り出す｡そうした大胆な発想の転換

ができるかどうか｡それが今､問われているのである｡

4.まとめにかえて

労働組合法には､戦前の工場法を引き継いだ労働基準法と同様､工場労働者のため

の法律という色彩が強い｡労働基準法では事業場というところが労働組合法では工場

事業場と表現されていることか らみると､工場労働 (者)への傾斜は労組法のほうが

むしろ強いとさえいうことができる｡

しかし､産業別の就業者数において長 らくトップの座にあった製造業も､1992年を

ピークにその数が減少に転じ､94年にはサービス業に 1位の座を明け渡し､96年には

卸売 ･小売業､飲食店にも追い抜かれることが確実となった (図3-9参照) 20)0

図 3-9 三大産業における就業者数の推移

1雅 年

め年

ま)午

91年

92年

!お年

94年

ミお年

ミお年
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第 3章 組合機能の拡充と労働組合法制の課題

サービス業や卸売 ･小売業､飲食店における労働協約のカバ リッジ (協約適用率)

は､製造業と比べ格段に低 く､現在でも1割前後という状況にある (蓑 3-3参照)0

このまま製造業の ｢衰退｣･がつづけば､ユニオン･セクターの占める範囲は将来さら

に縮小する可能性が大きい｡ナッパ服を着た労働者ではなく､スーツに~身をっっんだ

サラリーマンを労働組合は今後どう組合員として獲得 していくのか｡その課題を担う

ものは､もとより組合をおいてほかにはない｡

表 3-3 三大産業における組合組織率 ･協約適用率 ･就業者割合

製 造 業 - 卸売 .小売業､飲食店 サービス業

組合組織率 29∴6% 10.2% 14.7%

協約適用率 27.5% 9.1%■ ll.7%

出所) 労働省 ｢労働組合基礎調査｣､総務庁統計局 ｢労働力調査｣ (1995年)

そして､こうした環境の変化は､一方で労働組合の運動スタイルをも大きく変える

ものとなるに違いない｡工場の門前におけるビラ配布に代わり､やがて電子メールが

活用される時代が くる｡さらに､年俸制が普及すれば､個別交渉のルール化といった

ことも必要になろう｡組合法制にとっても､それはかって経験 したことのない時代が

到来することを意味しているのである｡

21世紀まで後 4年｡スタイルと内容を一新した､新 しい世紀にふさわしい組合法制

をその間に用意することができるかどうか｡残された時間はそう長くはないのである｡

注)

(1)1947年に行われた臨時国勢調査によれば､就業者総数3332万9000人の49.9%にあたる1662万
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2000人が農業に従事｡その数は製造業の 544万人 (16.3%)､卸売 ･小売業の 211万5000人(6.3

%)､サービス業の 265万6000人(8.0%)の合計をさらに 640万人余 りも上回っていた｡一方､

就業者全体に占める雇用者の割合 (雇用者比率)は1993年以降､ 8割を超えるものとなっている｡

(2)1952年改正の主な内容は次のとおり｡

旧 規 定 新 .規 定

第 7条 使用者は､ [次]の各号 に掲げ る行 第 7条 使用者は､ [次]の各号に掲げる行

為をしてはならないo(1号から3号までは同じ) 為をしてはならない〇四 労働者が労働委員会に対 し使用者がこの条の規定に違反 した旨の申立を したこと若 しくは中央労働委員会に対 し第27条第 4項の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若 しくは審問を し､若 しくは労働関係調整法(略)による労働争議の調整をする場岳に労働者が証拠を提示 し､若 しくは発言を したことを理由としてこその労働者を解雇 し､.その他これに対 して不利益な取扱をすること

第14条 労働組合と使用者又はその団体との 第14条 労働組合と使用者又はその団体との

問の労働条件その他に関する労働協約は､ 問の労働条件その他に関する労働協約は､

書面に作成 し､両当事者が署名することに 書面に作成 し､両当事者が署名し､又は記

よってそゐ効力を生ずる. 名押印することによってその効力を生ずるo
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第 3章 組合機能の拡充と労働組合法制の課題

第15条 労働協約は､有効期間を定めた条項

を含まなければならず､且つ､いかなる場

合においても､3年を越えて有効に存続す

ることができない｡

2 労働協約は､その中に規定した期限が到

来した時以後においてその当事者のいずれ

か一方の表示した意思に反 して､なお有効

に存続することができない｡但し､この規

定は､労働協約の当事者のいずれか一方が

反対の意思表示をしない限り労働協約の効

力が更新される旨の労働協約の規定を排除

する趣旨に解釈されてはならない｡

第15条 労働協約は､3年をこえる有効期間

の定をすることができない｡

2 3年をこえる有効期間の定をした労働協

約は､ 3年の有効期間の定をした労働協約

とみなす｡

3 有効期間の定がない労働協約は､当事者

の一方が署名し､又は記名押印した文書に

よって相手方に予告して､解約することが

できる｡一定の期間を定める労働協約であ

って､その期間の経過後も期限を定めず効

力を存続する旨の定があるものについて､

その期間の経過後も､同様とする｡

4 前項の予告は､解約 しようとする日の少

くとも90日前にしなければならない｡

(3) 旧法と現行法の内容の異同等については､小鳥 ｢産業民主制の行方｣.『新しい働き方の創造を

めざして』 (1995年､連合総研)56頁以下､74真所収の比較対照表を参照｡また､旧法時代にお

ける法改正のなかで特に注目すべきものに､労働関係調整法の制定 (昭和21年 9月27日法律第25

号)にともなう次の改正がある｡

旧 規 定 新 規 定

第11条 使用者ハ労働者ガ労働組合ノ組合員

タルノ故ヲ以テ之ヲ解雇シ其ノ他之二対シ

不利益ナル取扱ヲ為スコトヲ得ズ

(第 2項 略)

第11条 使用者ハ労働者ガ労働組合ノ組合員

ナルコト､労働組合ヲ結成セントシ若ハ之

二加入セントスルコト又ハ労働組合ノ正当

ナル行為ヲ為シタルコ寸 ノ故ヲ以テ其ノ労

働者ヲ解雇シ其ノ他之二対シ不利益ナル取

扱ヲ為スコトヲ得ズ

(第 2項 略)
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なお､ これと同時に､労働関係調整法のなかにも以下のような規定が設けられた｡こうして不

利益取扱の禁止規定は､一旦は労組法､労調法の双方にまたがって規定されることになった｡

第40条 使用者は､この法律による労働争議の調整をなす場合において労働者がな した発言
注 1)

又は労働者が争議行為をなしたことを理由として､その労働者を解雇 し､そa)他 これに対

し不利益な取扱をすることはできないo但 し､労働委員会の同意があったときは､この限

りでないo

第41条 前条の規定の違反があった場合においては､その行為をなした者は､これを 6箇月
■注 2)

以下の禁鏑又は"一一一-二一一一一-一変の罰金 に処するo

注 1) 1949年の労組法全面改正の際に削除

注 2)#JZZi#/+滋++L#J 1952年の労組法改正の際に ｢5万円以下｣に修正

(4)正確には､民営企業における労働組合の推定組織率に､労組法の適用下にある労働組合の ｢協

約適用率｣ (協約締結組合の組合員数/協約締結可能組合の組合員数)を乗 じて算出｡

(5)なお､1987年の調査では､合意に達 した場合の通常の措置として ｢労働協約の締結｣をあげた

租合は､団体交渉の場合で45.1%､労使協議機関の場合では23.9%あった｡

(6)なお､過去 3年 間に ｢何 らかの話合いが もたれた｣と回答 した組合は､ ｢労使協議機関あり｣

の場合が83.9%､ ｢労使協議機関な し｣の場合が75.3%と､前者が後者をかなり上回っている｡

(7) なお､労働省が1995年に実施 した ｢労働組合活動等実態調査｣ (調査対象は､民営事業所にお

ける組合員数規模 100人以上の労働組合)によれば､ ｢課長 クラス以上の管理職が組合員になれ

る｣ と回答 した組合は20.4%｡うち管理職の少なくとも ｢半数以上が組合員｣と答えた組合は､

課長 クラス (ライン)で72.0% (14.7%)､課長 クラス (ライン以外)では67.8% (13.8%)､

また部長 ･次長クラスでは12.0% (2.5%)となっている (括弧内は全数比)0

(8) なお､労働省が1993年に行った ｢労働組合実態調査｣ (調査対象は､民営企業における組合員

数規模30人以上の労働組合)によれば､月額組合費は平均で 3,660円､中位数では 3,694円とな
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第 3章 組合機能の拡充と労働組合法制の課題

っている｡

(9)詳しくは､小鳥 ｢企業内における紛争解決｣ 『日本労働法学会誌』80号 (1992年)27頁以下､

46-50頁を参照｡

(10) たとえば､猪木武徳 ｢中間管理職を守る組織を｣ 『私の日本改革論』 (1994年､日本経済新聞

社)242頁以下を参照｡具体的には､ ｢これまでの組合とは別組織の中間管理職の企業内組合か､

横断的な情報交換機構的なものでもよい｣とする｡

(ll)小鳥 ･前掲注(9)42-46頁を参照.

(12) なお､アメリカの場合､ローカル ･ユニオン (事業所組織)の専従役員の給与は､その一部を

会社が負担するという慣行がある｡この点につき､小池和男教授の次のような指摘を参照｡ ｢日.

本との最大の差は､その給料の出どころである｡日本なら全額組合費からはらうのに､アメ●リカ

は組合費からはらうのはその [-]部分にすぎない｡かりに組合員3000人のローカルに､5人の

専従役員がいたとする｡そのうちひとりは全額組合からはらうが､のこりは､半分は組合費から､

あとは会社から賃金をうけとるというのがよく見られる例である｣ (小池 『仕事の経済学』

[1991年､東洋経済新報社]197頁)｡ちなみに､小池教授が企業 ･事業所レベルにおける事実

上の労働組合とされる､事業所従業員組織 (Betriebsrat)についても､ ｢日本の組合とちがう点

は､なによりも資金の全面的な会社負担にある｣ (同 204頁)という｡

個 わが国が1954年に批准した ILO98号条約 (｢団結権及び団体交渉権についての原則の適用に

関する条約｣)も､ ｢労働者団体を使用者又は使用者団体の支配の下に置くため｣の ｢経理上の

援助その他の援助を与える行為｣に限定して､条約の保護を受ける ｢干渉｣となると定めており

(2条)､経費援助一般を禁止 したものとはなっていない｡また､労組法 7条 3号のモデルとな

った､ ｢労働組合の結成若 しくは運営を支配 し､これに介入すること､又はこれに経理上その

他の援助を行うこと｣を使用者の不当労働行為として禁止する､アメリカ労使関係法 (National

LaborRelationsAct)8条(a)(2)の定めも､今日ではもっぱら ｢賄賂の収受｣を禁止したものとし

て､その解釈運用がなされている｡こうした点にも注意する必要があろう｡なお､後者につき､

小鳥 ･前掲注(9)52頁を参照｡

(14) 国家公務員法 108条の2が新設された1965年当初は､同条にいう ｢管理職員等｣も ｢管理若し

くは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員｣と簡略に定義されていたが､78年の

法改正により､労組法 2条の例にならい､現在のように詳細な規定に改められた｡なお､これと
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ほぼ同じ内容の規定が､地方公務員法52条におかれている｡以上につき､鹿児島重治 『逐条 地

方公務員法』 (1993年､学陽書房)801頁を参照｡

(15)ただ､管理職に対 して一般労働者と同じレベルで､その団結権を認めるべきかどうかは別途考

える必要があろう｡たとえば､管理職の組合加入が使用者の利益と明らかに衝突するような場合､

①労働組合に加入せず管理職の地位にとどまるか､②労働組合に加入 して管理職の地位を失 うか｡

そのいずれかの選択を管理職自身に求める｡そうした ｢権利｣を使用者に認める (それが不当労

働行為 [黄犬契約]に該当しないことを明確にする)ことも､あるいは必要になるように思われ

る｡国際コンテナ輸送事件 (神戸地裁平成 7年 7月12日決定､労働判例 680号45頁)参照｡

(16)詳 しくは､小鳥 ｢労使自治とその法理｣ 『日本労働協会雑誌』333号 (1987年)13頁以下を参

照｡

(17) 以下､その内容は､小鳥 ｢労働協約の理論と実務｣ 『阪大法学』44巻 4号 (1995年) 1頁以下

による｡なお､下井隆史 『労使関係法』 (1995年､有斐閣)158頁注(8)をあわせ参照｡

(18)昭和24年 2月2日発労第 4号参照｡

(19)本文に引用 したモデル条文についても､その本来の意図は ｢非組合員に対する一般的拘束力の

有無に関する紛争を防止する｣ (57頁)ことにあるという｡

(20) 『日本経済新聞』1996年 9月26日づけ夕刊を参照｡

(大阪大学法学部教授 小 鳥 典 明)
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第 4章 組合機能 と従業員代表制度
～日本型従業員代表制度の追求を

はじめに

従業員代表制度に関しては､労働時間法制のなかでの過半数代表による労使協定の

重要性の増大にともない､また､発言型従業員組織の発見ともあいまって､労働法学

内外において近時関心を集めてきた1 ものの､その後の状況は必ずしも活発な議論が

なされているとは言い難い｡筆者は､すでに労働法学会での報告の機会にひとつの立

法構想を提示した2 ｡ ここでは､その後の労働法学内外における右の立法構想に対す

る消極的ないし批判的な意見3 も検討し､あらためて従業員代表制度を立法論的検討

課題とすることを求めるものである｡

1 労使関係における従業員代表制度の意義と機能

わが国おける従業員代表制度の必要性と可能性を議論する前に､従業員代表制度の

意義と機能を簡単に確認することにしておきたい｡

(1) 普ILhヽ

まず､従業員代表制度とは何かであるが､広くは､ ｢当該事業所又は企業における

従業員によって選出される労働者代表で､当該事業所または企業で働く労働者の利益

を代表する機関｣と定義することができる｡しかし､従業員代表制度が､通常､自生

的 ･自主的組織である労働組合とは異なり､法律によって設けられる制度であること

を前提とすれば､ ｢法定の手続きにより､当該事業所又は企業における従業員によっ

て選出される労働者代表で､当該事業所または企業で働く労働者の利益を代表する機

関｣と理解しておくのが適切であろう4 ｡ したがって､代表制民主主義の原理に基づ
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く従業員代表組織は､一般に､①労働者代表が従業員の選出にかかるものであること､

②代表者が従業員集団の代表機関として独自の意思形成能力をもっこと､③労働者の

代表が従業員の利益を代表するために､労働条件に対する規制権ないし発言権をもつ

といった基本的特徴をもつとともに､④労働条件の規制や発言に際して､組合と異な

り争議権をもたないこと､したがって､独自の利益調整制度をもっこと､⑤代表の活

動に必要な経費は使用者の財政的支出によることなどの付随的な特徴をもつことにな

る｡

(2) 機 能

このような従業員代表制度は､ ドイツやフランスといった西欧大陸諸国において発

展をしたが､それは､労働組合は伝統的に企業の外における組織として形成されてき

たことから､企業内における労働者利益の代表する組織を必要としたことにある｡技

術革新と合理化の進行に対して､労働市場において賃金と労働時間を規制するだけで

は､労働者の仕事､労働条件を維持することが困難となったからである｡ したがって､

その機能の第 1は､企業外の組合機能の補完するかたちで､企業内における労働条件

形成機能を担うことにある｡また､労働組合がその人的物的な活動基盤を従業員代表

に求めてきたことも従業員代表制度を発展させてきた要因である｡ その意味では､従

業員代表制度は､第 2に､労働組合の手足となる人材を補給する役割を担っている｡

これは､従業員代表が労働組合の競合組織として形成されることを防止することをと

った法的政策の帰結でもある｡

他方､企業経営側から従業員代表制度の機能をみるならば､従業員代表制度が企業

内の争議を回避するとともに､企業内における労使間コミュニケ｣ションを円滑にす

る役割を担ったことである｡ これが第 3の機能である｡ 今日の企業活動にとって労働

者が企業理念や経営目的を理解し､生産 ･労働過程に積極的に関与することが必要と

なる｡使用者はそのためには従業員との良好なコミュニケーションを維持することが

前提となる｡したがって､企業は労働組合にこれを期待するとともに､労働組合が企

業の内部にないときにはこれに代替するものを求めることになる｡従業員代表制度は

その意味ではもっとも使用者にとって望ましい労働者組織といえる｡
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第 4に､企業にとって従業員代表制度が望ましいのは､このような労働者参加の側

面においてだけではない｡もうひとっ､企業内における労働者利益代表の一元化をは

かることができるという労使関係制度面でのメリットもある｡企業のなかに複数の労

働組合や異質な労働者集団が併存する労使関係のもとでは､労働者間の利害が経営環

境を不安定にするが､従業員代表制度は､この労働者間紛争を回避ないし防止する役

割を担うことができるからである｡

第 5に､労働政策主体からみた場合も従業員代表制度は重要な意味をもつ｡すでに

現行の過半数労働者制度がそうであるように､従業員代表制度を労働条件規制の弾力

化手段に用いるからである｡わが国おける過半数代表制度が拡大 してきたのも､国が

保護法的政策をとるときに､労働者意思を代表した労働者代表がそれを許すならば､

保護法的規制の綱をゆるめることが可能となるからである｡

2 わが国において従業員代表制度を求める理由

(1) わが国の労使関係と従業員代表制度の整合性

では､このような機能をもつと思われる従業員代表制度をわが国において求める理

由はどこにあるのであろうか｡まず､そもそも日本の労使関係が企業別組合を基礎と

しているときに果たして従要員代表制をもとめることには合理性や整合性があるのか

という問題があろう｡たしかに､組合がある事業所では､先に挙げた従業員代表の機

能のうち､企業内における労働条件規整の必要性と企業内コミュニケーションの円滑

化､それに労働条件規制の弾力化という第 1､第 3､第 5の機能は必要ではない｡労

働組合がすでにこれらの役割を充分に果たしているはずだからである｡そこでは､第

2の組合組織の補完､第 4の企業内における労働者代表の一元化ないし労働者問利害

の適正な調整という機能ないし任務は､組合のある事業所でもときとして要請される

にとどまる｡ 他方､労働組合がない事業所にあっては､従業員代表が担うと考えられ

る第 1から第 5の機能のすべてを期待することができるから､従業員代表を求める論

理的整合性はあることになる｡
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(2) わが国における従業員代表制の必要性

イ)労基法における過半数代表制度の任務の増大と法的整備の欠落

筆者が従業員代表制度の立法的検討を求めるのは､このように西欧諸国で展開をみ

た従業員代表制度がわが国においても､組合のない事業所を中心にして整合的に存在

しうるという理由にあるのではない｡

第一の根拠は､この間､労基法を中心とした過半数労働者代表制度の任務が拡大し

ているにもかかわらず､そq)代表制度の法的整備が一向に進んでいないことにある｡

周知のように､昭和62年の労働基準法労働時間法制の改正過程において､過半数代

表の任務は､大幅に拡大するとともに､代表が使用者との間で締結する労使協定 (書

面協定)は､かつての労基法の強行性解除効力 (代表の拒否権)を超えて､従業員の

労働条件を実質的に形成する規範的効力を事実上もっにいたっている｡法論理的には､

労使協定は､なお､強行性解除効力をもつだけとの解釈論はありえても､就業規則法

理とあいまって､事実上､時間外 ･休日協定が締結されれば､労働者の時間外 ･休日

労働の義務は発生するし､計画年休協定が締結されれば､労働者の時季指定権を排除

する私法的効力をもっにいたることはもはや否定できない (日立製作所武蔵工場事件

･最高裁決平成 3年11月28日判決､三菱重工業長崎造船所事件 ･長崎地裁平成 4年 3

月26日判決等)｡このように､過半数代表の締結する労使協定は､労働者の重要な労

働条件について大きな影響をもつ以上､締結当事者たる過半数代表の法的整備は当然

に要請されるはずである｡

また､就業規則の作成変更に関して過半数代表の関与が求められるが､就業規則が

もつ重要性を考れば､意見聴取という手続的関与のみでよいのかという問題を別にし

ても.､過半数代表の整備が求められるであろう｡

ロ)未組織事業所の拡大と労働者利益代表機関の必要性

筆者が従業員代表制度の検討を求める第 2の理由は､労働組合の組織率が逓減傾向

をたどるなかで､労働者の利害を代表する組織がない企業 ･事業所が増大しているこ

とである｡現在､労働者の4分 3は労働組合とは無縁なところで職業生活を送ってい

ることになる｡しかも､事業所の規模でいえば､100人未満の事業所においてはほと

んど労働組合をもたない｡労働者が企業のなかでの労働生活を送りながらそこで､自
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己の利害を代表する組織や発言の機会をもたないということは､やはり健全なことと

は思われない｡

もっとも､これら未組織事業所においても従業員組織を基盤とする労使協議機関が

設置されていることからすれば､労働者の発言のニーズは少なからずそこでは充足さ

れているのであって､改めて従業員代表制度を求める必要はないといえなくもない｡

しかし､組合組織を前提とする労使協議制と異なり､これら従業員組織は法的な権限

を何ら有するものではなく､したがって､その労働条件規制力ないし発言力には当然

のことながら限界がある｡実のある労使協議システムとするにはやはり協議当事者に

それなりの権限をもたせる必要があるし､事実､すでに過半数労働者代表制度をとっ

ているのであるから､これらの権限を基礎にして法定化をはかる契機も必要性 も十分

にあるといえるであろう｡

ハ)協議ルールの普遍化の必要性

従業員代表制度を通 して労使協議機関の設置を求めることは､右のように組合のな

い事業所における労使協議を支援することを基本としている｡ただ､労使協議制の法

定化は､労使協議を行うべき場所の拡大の問題にとどまらず､労使協議の内容や手続

きに対する一定の法的規制をもたらすから､組合のある事業所にも影響を及ぼす｡ し

たがって､無用な法的介入をもたらすとの批判もありえよう｡ しか し､協議ルール

の普遍化という観点か らするならば､むしろ (それが必要とされているのではない

か｡)今日､それが必要とされているのではないか｡これが第 3の理由である｡

労働者の解雇､懲戒､配転 ･出向といった人事問題については､ほとんどの組合が

労使協議事項として発言している｡他方､判例も整理解雇法理や就業規則変更法理の

なかで組合や従業員代表との協議の有無を効力要件に入れている (東洋酸素事件 ･東

京高裁昭和54年10月29日判決､タケダシステム事件 ･最高裁昭和58年11月25日判決参

照)｡このことは､現実の労使関係における労使協議が法の世界に反映してきたこと

を意味する｡

しかし､労使協議が､組合がある事業所を中心に普及 しているからといって､わが

国労使関係において例外なくルール化されているわけではないとともに､ルール化さ

れている場合にあっても､その協議の手続きや内容が企業によって同一とは限らない｡
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労働者からすれば､自己の所属する企業ないし事業所という場所的相違を超えて､ど

こにいても最低限同質の協議ルールを享受すべき利益を感じるはずである｡ とすれば､

わが国の労使関係が誇っていいはずの労使協議を可能なかぎり多くの労働者に対して

同質な内容において及ぼしていくのが､労使関係当事者の､少なくとも組合の任務で

はなかろうか｡

ニ)組合機能と従業員代表機能の分離の必要性

筆者が従業員代表制度をも.とめる､第 4の理由は､逆説的に聞こえるが､わが国の

組合機能の拡充を期待するからである｡従業員代表制度の整備によってはじめて､わ

が国の労働組合が従業員代表としての役割を果たしているにもかかわらずその正当な

評価を受けていないことが明らかになるし､同時に､本来の組合機能の不十分性を認

識させることになるのではないかと考えるからである｡}日本の企業別労働組合は､労

使協議制を発展させ､円滑な労使関係を形成させるとともに､企業経営に対しても従

業員の共同責任意識を高めることに大きく'寄与してきた｡そして､この従業員代表と

しての任務は､雇用管理の多様化や個別化のなかで今後困難さ増すとともに重要性も

増すであろう｡しかし､この従業員代表としての機能に対して､企業別組合は比較的

高い組合費を徴収し､自己の費用でその活動を支えている｡ときに使用者から応分の

負担を求めるときでも ｢やみ専従｣なる後ろめたさをもたされている｡だが､従業員

との円滑なコミュニケーションの維持するための費用は､本来企業が負担してしかる

べきではないか｡

他方､今日､労働者が直面している多くの問題は､企業を超えたところでの政策的

対応を必要とする問題である｡にもかかわらず､残念ながら､わが国労働組合は､こ

れらマクロレベルで対応すべき問題に対してあまりに非力である｡組合が､本来､企

業利害を超え労働者全体の利益を代表する組織としてあるべきことを考えるならば､

企業別組合は､産業別組織や地域別組織の強化に資するべく､応分の負担をなすべき

であろう｡

ホ)労働者利害の多様化と代表民主性による調整の必要性

従業員代表制度の整備が必要と考える第 5の理由は､日本型雇用システムの見直し

の動向との関係で､今後ますます労働者利害の多様化することが予想される結果､労
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働者間利害を調整するシステムが必要になると思われるからである｡同じ事業所のな

かに､正規従業員と非正規従業員が混在 し､また､正規従業員であっても一般職､専

門職､管理職の利害が､非正規従業員であってもパー トタイム､臨時､派遣といった

労働者の利害が同質とは限らない状況があるとすれば､従業員代表のメカニズムをっ

かって最低限それぞれの利害を調整する必要が生じるであろう｡ただし､それは､必

ずしもそれぞれの労働者グループを代表させる制度を組合とは別個に創ることによっ

てのみ対応しうると考える必要はない｡過半数組合が従業員代表の核として働き､個

別的に一定の手続き的保障を求めることでも対応できるものである｡つまり､前述の

協議ルールの設定においてこれら労働者グループの意見を反映させる仕組みを組み込

むことである｡

3 従業員代表制の基本的内容とその意義

(1) 日本型従業員代表制度

～過半数労働者代表制を基礎にした補完的従業員代表制 ･労使協議型従業員代表制

では､従業員代表制度が必要であるとして､どのような制度を構想すべきであろう

か｡この点､筆者は､労働組合のある事業所においても従業員代表の選出を求める､

西欧型の併存型従業員代表制度は当面とることはできないと考えている｡それは､わ

が国の企業別労働組合の多 くはまさに従業員代表機能を営んでおり､従業員代表の設

置をもとめる必要性は少ないし､何よりも労働組合の存在と活動の基盤を奪いかねな

いからである｡したがって､日本での従業員代表制度は､労働保護法の分野において

であるがこれまで過半数労働者代表制をもってきた経緯を考え､この延長線上におい

て従業員代表制度を構想すべきものと考える｡つまり､過半数組合のない事業所にお

いて従業員代表を選出することをもとめるとともに､組合のある事業所においては過

半数組合に従業員代表の権限を付与するものである｡筆者はこれを補完的従業員代表

制度と呼んでいるが､内容面からみれば､労使協議型従業員代表制度とよんでもいい

であろう｡

この補完的従業員代表がこれまでの過半数労働者代表と異なる基本的特徴は､まず
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第 1に､任務上で､これまでの過半数労働者がもっていた労働基準法の強行性解除

(弾力化機能)権限を超えて､労使協議を行い一定の範囲において労働条件形成を行

う権限をもつことである｡第 2に､その組織構成上､単独代表ではなく､事業所の規

模により複数の委員により意思決定をなしうる機関としての設置されることである｡

したがって､また､委員は任期をもち､定期的に選出されることになる｡以下､この

点をやや詳細にみることにしよう｡

(2) 従業員代表の組織と権限

イ)従業員代表組織の形態

補完的従業員代表を考えた場合でも､包括的な代表機関にするか特定分野ごとの専

門委員会方式にするかの問題もある｡ 過半数代表制の改善という視点を超え､従業員

代表制度に正面から取り組む時期でないかと思われるので､ここでは､包括的な従業

員代表制度を構想することにしたい 5｡

これをどの程度の規模において設けるかは､従業員代表の任務､使用者側の負担と

の関係において､立法過程において労使間の合意形成のもっとも困難な問題となろう

が､少なくとも従業員の利益代表として活動 しうる規模のものが設置される必要があ

ろう6 ｡また､従業員代表には､時間内での活動保障が与えられるべきことになるし､

一定規模以上では､従業員代表に｢定数の専従が認められるべきであろう7｡

従業員代表の選出の方法については､ 3年ないし4年の任期毎に､一定の時期に全

国的に一斉に従業員代表選挙を行うドイツやフランスの方式が､労働者の関心を引く

ことから望ましいともいえる｡しかし､補完的従業員代表制度のもとではそこまで考

えるまでもなく､従業員､使用者､代表組合 (従業員が所属する組合)が必要とする

場合に､いっでも選出を行うことができるようにすればよいであろう｡過半数組合が

ある事業所では､従業員代表選挙するまでもなく､過半数組合であることの認定を受

ければよい ことになるが､認定手続きをとることなく従業員代表選挙を行うことはも

とより差 し支えない｡認定機関は､労基署ないし労働委員会ということになろうか｡

過半数組合が当然に従業員代表となることについては､従業員代表としての正当性

に疑問を呈することも可能である｡確かに､極端な場合､従業員の過半数を辛うじて
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組織する組合が全従業員の代表として活動することは代表民主主義の理念からすれば､

疑問なしとしない｡しかし､選挙を通して代表を選出する場合でも､過半数の支持が

あれば代表が選出されるわけであり､その代表が従業員の圧倒的多数の支持を得たと

きにのみ代表としての正当性を得るわけではない｡したがって､過半数組合が自動的

に従業員代表となった場合であれ､それに従業員代表として正当性を与えることは可

能であろう｡ たしかに､従業員代表制度を必要とする要因のひとつが､多様な労働者

利害の調整というところにあるとすれば､管理職､女性､パー トタイム ･派遣 ･臨時

従業員といった労働者集団ごとに比例的に代表を選ぶこと､あるいは複数組合が併存

する場合にその声を比例的に反映させるといった方法をとることが望ましいとの考え

もありうる｡しかし､前者に関しては､逆に身分的固定化ともらしかねないこと､後

者に関しては､従業員代表制度が少数派組合の交渉権限を制限する排他的代表制度で

はなく､また､過半数組合となる余地も残されているとすれば､とりあえずは現行過

半数労働者代表制を基礎として過半数組合に従業員代表資格を認め､あとは､公正な

代表義務を課すことと､案件毎に必要に応じて少数者利益の保護のためにその声を反

映させることで対応すべきであろう｡

ロ)従業員代表の権限

従業員代表機関は､現在の過半数代表に与えられている任務8 である各種労使協定

の締結のはか､安全衛生委員会､退職手当保全委員会､預金保全委員会等の各種委員

会の任務の引き受けのはか､現在の組合や従業員組織が担っている労使協議事項のう

ち､解雇 ･配転 ･出向 ･懲戒等の人事条項に関して協議権を付与することになろう｡

その意味では労使協議機関の法定化という性格をもつことになる9 ｡ したがって､こ

の従業員代表制度を労使協議制度､また､従業員代表が使用者と構成する機関を労使

協議委員会とよんでも差し支えないであろう｡これは､また､苦情処理機能をもつこ

とでもある｡

なお､従業員代表に､現行労使協定の締結-拒否権以外の共同決定権を認める場合

には､合意ができない場合の紛争調整機関が必要となること､また､対象事項に限定

を加えないと､過半数労働組合も従業員代表として団体交渉ではなく調整機関を通し

て労働条件形成ができることになってしまい､自主的交渉の原則を阻害し､過度の法
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律主義になりかねないので慎重を要する｡また､これとは逆に､従業員代表が法定事

項以外に任意的な労使協定を締結した場合に､これに規範的効力を認めることは､締

結当事者が過半数労働組合である場合は別として､労働組合の団体交渉 ･協約締結権

能は事実上大きく制約されることになるから､これまた慎重を要する0

(3) 従業員代表制の活動と労働組合法制との整序

このような補完的従業員代表制度が整備するに際しては､労働組合法制との関係で

整理しておくべき問題がある｡補完的従業員代表制度の場合であっても､組合と従業

員代表の権限の抵触問題が生じること､また､過半数組合がある事業所では過半数組

合が従業員代表としての任務を果たすとともに､従業員代表としての恩恵を受けるこ

とになるからである｡

イ)従業員代表の権限と組合の労働条件規権能との整序

(a) 過半数組合がない事業所における問題

過半数組合がない事業所では､従業員代表が選出され､その代表が従業員代表とし

て活動する｡その場合､当該事業所において労働組合がない場合には､組合法制との

関係で大きな問題はないであろう｡従業員代表機関の存在によって個々の労働者が組

合活動が制約を受けないはもちろんである｡また､従業員代表機関が組合のように争

議行為を背景に労働条件規制を行うことを求めることはできない｡問題となるのは､

従業員代表が使用者との間で行う法定外事項に関する協定ないし合意の法的効力であ

る｡一般には法定外事項である賃金 ･労働時間等の重要な労働条件についても､イン

フォーマルに労働条件規制をおこなうことはありうるからである｡しかし､右協定や

合意に規範的効力を与えることはできないというべきである10｡ 労働組合の存立と活

動の基盤を奪うことになるからである｡ 必要であれば､組合を結成することで対応す

べきことになる｡

当該事業所の従業員の過半数を組織 していない非過半数組合があった場合､非組合

員が従業員代表となる場合もあれば､組合員が従業員代表となる場合もあるし､複数

の従業員代表を組合員と非組合員とが分け合うこともある｡この場合､従業員代表機

関は法定の任務を行うだけであるから､組合の労働条件規制権限が侵害されるもので
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はない｡

(b) 過半数組合がある事業所における問題

過半数組合のある事業所では､過半数組合が従業員代表として活動することになる｡

この場合､まず､当該過半数組合の活動が組合としての活動か従業員代表としての活

動かの問題が生じる｡基本的には､現行の過半数代表制におけると同様に､法定事項

に関しては従業員代表としての活動として評価すれば足りる｡例えば､時間外労働に

関する協定を従業員代表として協定を締結するときに､それに従業員全体に対する規

範的効力をもたせるものではなく､労基法の原則法定労働時間の強行性解除効力をも

たせるものであるかぎり､過半数組合がそのまま従業員代表として協定締結すること

になんの支障もない｡しかし､個別労働者の時季指定権の排除をもたらす計画年休協

定のように､協定自体に規範的効力をももたせる必要がある場合には､当該協定の締

結に際しては､過半数組合は従業員代表として改めて組合員以外の従業員の意思を確

認すべきと思われるから､協定事項毎に必要に応じてかかる配慮や手続きをもとめる

規定を置くべきことになろう11｡

法定事項以外の労働条件規制を過半数組合が行うことに関しては､問題は生じない｡

従業員代表であるまえに組合であるから､なんらの制約もないからである｡問題は､

組合員以外の従業員にとって､過半数組合が締結した労働協約はどのような意味をも

つのか､また､過半数組合が従業員代表として管理職等組合員資格をもたない従業員

に対しも法的規整をなしうるかである｡前者の問題に関しては､過半数組合の労働協

約や当然に協約拘束をうける組合員にのみ適用がなされ､過半数組合が従業員代表で

あることによって当然に拡張適用となるものではないと解すべきである｡従業員代表

としての任務は法定事項に関するだけにものだからである｡他方､後者に関しては､

それが法定事項に関するものであれば当然に法的規整をなしえるが､法定外事項であ

ればやはりインフォーマルなものとして規範的効力をもちえないことになる｡ したが

って､上級の管理職等組合員資格の認められない従業員に関しては､従業員代表ない

し労使協議機関の法定事項の範囲を拡大するなりの対応をすべきことになる｡

なお､これに関連し､例えば､過半数組合が正規従業員のみ組合として､パー トタ

イム労働者を組織していなかった場合に､パー トタイム労働者の利益を公正に代表で
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きるかの問題もある｡右正規従業員組合がパー トタイム労働者を含めて当該事業所の

労働者数の過半数を組織している場合には､パー トタイム労働者を組織していない過

半数組合が右労働者を含めた従業員代表として登場するからである｡例えば､解雇に

関する従業員代表との協議義務が法定された場合､パー トタイム労働者の解雇に関す

る協議について過半数組合が協議当事者として登場することになるため､これに対し

ては公正な代表たりうるか疑問の声もあろう｡しかし､これは､過半数組合が自動的

に従業員代表となる場合に甲らず問題となるものであり､それが公正ではないとすれ

ば､パー トタイム労働者代表との協議を求めるなり､意見聴取のうえ協議に臨むこと

を別個法的対応をすべき問題であろう｡なお､補完的従業員代表制度は排他的な交渉

代表ではないから､rパー トタイム労働者を組織する組合が別個団結権に基づく団体交

渉を行うことを排除するものではない｡

ロ)従業員代表費用の使用者負担と団結平等主義

従業員代表は､労使協議制度を通して､企業内における従業員代表の利益を代表し､

労使間の円滑なコミュニケーションに形成に寄与するものであるから､その活動は基

本的に企業経営の負担においてなすべきものとなる-｡従業員代表は､労使協議や労働

者の苦情処理等の仕事を行うための就業時間め職務免除やその活動を行うに必要な最

低限の財政的援助を求めうることになろう｡その際に法的に問題となるのは､過半数

組合も､従業員代表機能を営むかぎりにおいて､企業の財政的負担を求め得ることに

なるが､企業内にはかに少数組合がある場合､過半数組合のみが結果的に企業からの

財政的支援を受けることができることになって､団結平等主義に反するのではないか

との疑問が生じうる｡しかし､この点については､過半数組合が受ける便益は従業員

代表としての便益であり､また､少数組合も過半数組合になる余地は残されている以

上､団結平等主義に反するみる必要はないであろう｡なお､過半数組合がない事業所

で､非過半数組合の組合員が従業員代表として登場する場合､当該組合員が従業員代

表として時間内活動保障が認められることになるのはもちろんである0
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4 従業員代表法制懐疑論と反論

本稿が示した補完的従業員代表制度にせよ､従業員代表制度の整備に関しては､そ

の後､きわめて強い懐疑論が示された｡以下､その批判点をみてみよう｡

(1) 従業員代表制は労働者の過保護か

その第 1は､<労働者には組合結成の自由があるにもかかわらず､従業員代表制を

法定化することは､ ｢過度の労働者保護ないし過干渉｣ではないか>という批判であ

る12｡ これは､当然の疑問であろう｡日本において労働組合を結成する法手続き上の

ハー ドルは全くない｡労働法的には､ 2人以上の複数の労働者さえいれば誰でも組合

を結成することができると解されている｡しかし､法律上､組合結成が認められ手続

き的ハー ドルがないといっても､労働組合の結成が現実に容易であることとは全 く別

問題である｡労働組合を新たに企業内においてつくることが､使用者から疎まれるも

のであること■には今日でも変わりがないであろう｡したがって､労働組合の結成が労

働者にとって容易でないとすれば､労働者組織をつくることに法が手を貸すことが無

用､無意味とはいえない｡現在の労働法もまた､労働組合が本来であれば組合自身の

闘争力を背景に団体交渉を実現すべきであるにもかかわらず､団交拒否を不当労働行

為として労働組合に援助の手をさしのべているのである｡要は､従来の自主的団結を

主体とした労使関係モデルのみ限定し､組合組織のない事業所において労働者の意思

の反映するシステムのなかろうと､それは労働者自身の問題として放置するのか､組

合モデルのみに拘泥することなく新たな労使関係モデルを考えるべきかどうかの問題

にすぎない｡

また､従業員代表制度は､必ずしも未組織労働者のためにのみ必要とされるもので

ないことはすでにのべてきた｡企業別組合の従業員代表機能を摘出し､組合機能との

整理を行うためにも必要であるし､また､日本の組合の社会的機能を高めるために必

要であるし､他方､企業内における労働者間利害の調整や法的規制の柔軟化のために

も必要なものである｡その意味で､労働者が必要を感じていないとするだけで従業員

代表制度を無用とすることは一面的な判断ということになろう｡
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(2) 法的整備しても実態はかわらないか

過半数代表制の整備を中心として補完的従業員代表制を求めることに対する第 2の

批判は､<過半数代表制の選出手続きを整備 しても､過半数代表の現実が変わるのか､

変わると思われないのに果たして時間と費用をかけて手続きや形式を整備する必要が

あるのか>という認識ないし批判 13である｡過半数代表として登場する人物はいずれ

にせよ同じではないか､事業主が指名することがそんなに悪いことか､果たして多様

な労働者が従業員代表として積極的に手をあげてくるのかといった疑念を背景にして

いる｡

従業員代表制度は､労働組合と異なり､代表民主主義の原理を基礎にする｡この代

表民主主義が機能するか形骸化するかは民主主義を支える者の意識であるから､国政

選挙から自治体選挙における投票率をみても決して高くはないわが国の現状をみれば､

企業 ･職場における代表民主主義ルールの定着にさしたる期待を持ち得ないのもよく

理解できる｡しかし､代表民主主義への関心が薄いからといって代表民主主義を否定

することが早計であるように､労働者の予想される無関心､をもって無用な手続きとい

うのも早計である｡日常的には無関心であっても､いったん､必要とあれば発言しう

るメカニズムがあるというのはそれだけでも､民主主義を担保するはずのものだから

である｡

また､従業員代表制度は､必ずしも組合のない中小未組織事業所にのみ必要な制度

ではない｡過半数組合があるところにあっても､組合機能と従業員代表機能との整理

をもらすことにおいて有意味なものであることは繰り返し述べた｡したがって､小規

模の事業所における過半数労働者代表像のみで､従業員代表制度の整備を不要とする

のはここでもまた一面的といわざるを得ない｡

(3) 従業員代表制度は組合基盤を奪うか

従業員代表制度に対する懐疑論の第 3は､<従業員代表制度は組合にとって負の意

味しかもたないのではないか>という批判である14｡ たしかに｣現在の従業員組織に

お墨付きを与え組合化を阻害する危険が従業員代表制度にないわけではない｡ ドイツ

においても労働組合のコントロールを離れた従業員代表がいることは知られているし､
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フランスにおいても従業員代表の多くに組合員以外の者が登場しているといわれてい

る｡

しかし､法定従業員代表制度のもとでは､当然のことながら使用者の利益代表が排

除されざるをえないから､現在の社員会 ･親睦会のような従業員組織をそのまま法定

従業員代表としてお墨付きを与えるわけではない｡また､法定従業員代表の権限は限

定的 (賃金､労働時間についての規制力をもたず､争議の武器ももたない)であるか

ら､'インフォーマルに労働条件規制を行うことはあるにしても､従業員代表組織のみ

ですべての問題が処理しうるわけではない｡使用者との対抗関係において従業員の利

害を追求する必要がせまった場合には､組合にならざるをえないであろう｡その意味

では従業員組織の発言の拡大欲求は組合への転化をもたらすことの蓋然性が高いとも

いえるであろう｡さらに､多くの未組織事業所を考えた場合､従業員代表の設置活動

を通して産業別組織や地域の労働組合が組織化を行う手がかりをもっことも看過すべ

きではないであろう｡

(4) 従業員代表法制を促進する担い手はいるのか

従業員代表制度構想への第 4の批判は､<立法化を促進する政治的勢力はあるの

か>という点にある15｡確かに､労働組合があるところでは組合が従業員代表の機能

を果たし､労働組合のないところではそれなりの従業員組織があるとすれあば､従業

員代表制度の法定を求める声は下から聞こえてはこない｡また､論者が危倶するよう

に､従業員代表制度が労働組合の足下を掘-り崩すものであれば､中小企業を組感化す

ることの多い産業業別連合体がこれに反対することになろう｡しかし､すでに述べて

きたように､従業員代表制度は､決して労働組合組織を解体するものでも組織化を阻

害するものでもない｡むしろわが国の労働組合機能の拡大を求めて､産別組織やNC

がこれを積極的にこれを推進すべきでないかと思われるのである｡企業における産業

民主主義の拡大の任務を引受け､また､組合機能と組合組織の拡大をはかることが組

合の本来の任務と思われるからである｡

従業員代表制度への懐疑論者は､労働組合は未組織労働者の組織化と産別機能の拡

大に向けて正面から取り組むことが王道とされる｡これは正論である｡しかし､企業
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別組合を母胎とするわが国の産別組織が産別機能を高めるためには､産別組織の人的

物的基盤の強化をはかることが前提である｡そして､従業員代表制度はこのためにも

少なからず資するはずである｡第 1に､労働組合機能と従業員代表機能の整理をもた

らすことによって､組合本来の仕事をまず認識するはずであるからであり､第 2に､

企業内組合が担う従業員代表機能に関しては経営側の負担を当然に要請しうるもので

あり､その限りで企業内組合の財政的負担が軽減さてよいはずだからである｡もっと

も､それをどのように産別埠織や地域組織等の企業外組織に移転するかは一つの問題

である｡

む す ぴ

本稿では､現行労基法の過半数代表制度を基礎とする補完的従業員代表制度の整備

が､必ずしも未組織事業所における労働者の発言システムの整備問題だけではないこ

との認識をもとめることに力点をおいた｡従業員代表制度の整備は､同時に､日本の

労働組合機能を拡大するためのものであるし､また､そうでなければならないであろ

う｡日本の労働組合は､労使協議制度を通して労使関係の安定に寄与したことを自負

していいし､また､反面､労働者階層全体の利益代表としてはなお不十分であること

の負い目をもっていい｡従って､企業内の組合組織は､その活動の多くが従業員代表

としての活動であることを認識し､企業に対してその応分の費用負担を求めることに

おいて積極的であっていいし､反面､産業別組織や地域組織の活動に対してもっと多

くの人的物的な支援をすべきであろう｡他方､これらの企業外組織は､組合組織の本

体としての意識をもって､組合活動や従業員代表活動の担い手に必要な情報を迅速に

提供しうる情報センターとしての機能を拡充し､中小未組織事業所の従業員代表を含

む労働者利益代表者に対して教育訓練を行い､また､労働者の多様な個別紛争の処理

ニーズに答えるなど､社会的存在としての組合を実感できるようにその体力を強化す

べきではないか｡従業員代表制度は､その意味で､日本の労働組合の役割を再確認し､

再出発するための出発点ともいいうるのではなかろうか｡
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第 4章 組合機能と従業員代表制度

1 1991年労働法学会シンポジウム 『従業員代表制論』学会誌労働法79号｡諏訪他 『従業員代表制

を考える』 (上)日本労働研究機構 (1993)､従業員代表制をめぐる労働法学における議論の概

要 と整理については､藤川久昭 ｢労働法学における従業員代表制｣季刊労働法169号 (1993)

173頁以下参照｡

2 拙稿 ｢わが国おける従業員代表法制の課題｣日本労働法学会誌79号 (1992)129頁以下

3 枚井常喜 ｢労働保護法と ｢労働者代表｣制｣外尾健一先生古稀記念 ･労働保護法の研究(1994)

27頁以下｡中村圭介 ｢従業員代表制論議で忘れられていること｣ジュリス ト1066号 (1995)136頁

以下

4 前掲拙稿135頁｡

5 前掲拙稿では､労基法の改正の枠組ということでとりあえす専門委員会方式から出発すること

を提言 した｡

6 ドイツの従業員代表制度のもとでは､従業員20人以下が 1人､50人以下 3人､150人以下が 5

人､300人以下 7人､600人以下.9人1000人以下11人等々となっている｡わが国の場合､組合が

ある蓋然性が高い大規模事業場では従業員代表の人数を少なく設定することは可能であろう｡

7 ドイツの場合､300人以上の事業所で 1人､601人以上で 2人､1001人以上で 3人､10000人

規模で11人の専従が認められている (経営組織法38条)0

8 現行過半数代表の任務に関 してh､小鳥典明 ｢わが国における従業員代表制｣富山大経済論集

35巻 1号(1989)199頁以下､川 口美貴 ｢過半数代表制の性格 ･機能｣前掲学会誌79号48貢以下参照

9 協議権を超えた権限を与えたときの法的問題については前掲拙稿145頁以下参照｡

10 インフォーマルな合意事項がどのような法的意味をもつかについては､前掲拙稿148真参照｡

11 過半数組合が自動的に従業員代表となる現行システムを前提としているが､過半数組合がある

ときにも従業員代表選挙を実施することは排除されないので､過半数組合が従業員代表選挙を行

い従業員代表資格を取得 した場合には､かかる特別の付加手続きは不要となしうる｡

12 前掲籾井論文50頁｡

13 前掲諏訪他 『従業員代表制を考える』145頁､150頁｡中村前掲論文137頁｡

14 中村前掲論文139頁｡

15 中村前掲論文139､140頁

(専修大学法学部教授 毛 塚 勝 利)
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第 5章 個別紛争処理システムと労働組合

1.はじめに

労働組合の役割の一つは､.労使間において生 じる様々な問題の解決を図ることにあ

り､使用者と個々の労働者との問の雇用関係において発生する労働関係にかかわる個

別紛争についても(1)､労働組合がこれを取り上げて苦情処理や労使協議なり団体交渉

の場に出すことによって､組合が当事者となって紛争解決を図ることができることは

改めて指摘するまでもないことである｡ 組合が団体交渉や労使協議制あるいは企業内

苦情処理システムを通 して個別紛争をいかに解決を図るかというのは､本来､労働運

動の問題あるいは労使の自治の問題であって､解決の内容が労働法などの法規に反 し

ないかぎり法は関与 しないところである｡

しかるに､個別紛争処理と労働組合との係わりを改めて論 じる必要が生じているの

は､①低成長の時代を迎えて企業がさまざまなリス トラ策を行い解雇や出向による雇

用調整や労働条件の不利益な変更をめぐる紛争､②新たに導入された雇用管理制度､

例えば年俸賃金や業績給の運用における業績評価や職場配置と評価をめぐる トラブル､

③女性労働者の長期雇用の進展と労働法規の整備による女性の地位や待遇に関する紛

争､④パー トタイム労働者や派遣労働者のような非正規従業員をめぐる紛争といった

紛争の多様化が見られるにもかかわらず､組合の推定組織率が25%を割ってきている

ことから企業内における組合により行われてきた紛争解決システムの機能の低下が懸

念されているからである｡ 加えて､労働者の多数を占めている末組織労働者には組合

による紛争解決システムが存在 しないという状況にありなが ら､裁判所への訴訟の申

立件数は民事 ･行政事件の全審級新受件数は平成 6年に3877件とこれまでほぼ2000件

前後で推移 してきた状況から見ると増加 しているが(2)､ ドイツの30万件やフランスの

15万件といった数字とは比べようもない｡東京都の労働相談や労働基準監督署への申

立件数も増えており､平成 5年の件数はそれぞれ約 4万 2千件と約 2万 3千件もあっ
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第 5章 個別紛争処理システムと労働組合

て(3)､訴訟の潜在的な要求は高いと思われるにもかかわらず､裁判所への提訴件数が

少ないことからして､裁判所による紛争解決システムが労働関係の紛争について十分

に機能しているかを疑わせるものとなっているためである｡

基本的に個別紛争は労使の自主的な解決方法により解決が行われるべきものである

としても､それがうまく機能しなかった場合には裁判所などの公的な紛争解決システ

ムに頼らざる得ないし､判例などにより個別紛争解決のために公平で適正な基準が形

成されることは自主的な解決にとって有益であるから､裁判所が個別紛争解決につい

て機能不全に陥っているとすれば､組合にとってもそれを見過ごすことはできない問

題である｡ また､労働者という共通の立場にいる以上､企業内の紛争解決システムか

らの恩恵を受けることが難しい未組織労働者を労働組合として放置しておいてよいの

かということも､労働運動上の問題として意識せざるを得ないことであろう｡

2.個別労働紛争処理システムの現状と労働組合の関与

わが国では労働契約の解釈適用をめぐる紛争である権利紛争と､労働契約内容の変

更や新たな労働契約の締結をめぐる利益紛争とを区別して取り扱うという考え方がな

いため､基本的な紛争処理システムである企業内の自主的な紛争解決システムたる労

使協議なり団体交渉でも､裁判所による司法解決システムでも､包括的に紛争を扱う

ことができるのに対し､行政機関による紛争解決システムではそれが権利紛争か利益

紛争かということではないが､問題の内容や性質によって個別的な紛争解決の場を個

別的に与える形になっている(4)0

(1)私的自治システム

労使間の労働契約をめぐる紛争は当事者である労働者と使用者との個別的な交渉や

話合いによって解決されるのが基本であるが､こうした個別交渉は労使の関係が対等

とは言い難いために労働者にとって不利な解決を招きやすいため､労働法は団体交渉

を制度化して紛争解決の第一義的なシステムとしている｡

労使による自主的な紛争解決システムとしての団体交渉や労使協議制は､わが国で
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は広 く行われており｡特に定期的な労使のコミュニケーションの場とされる労使協議

制は従業員50人以上の事業所ではその設置率は約50%以上であり､組合を有す事業所

では約80%の設置率となっている(5)｡これに対 し､苦情処理制度の設置率は約20%､

組合を有す事業所でも約34%しかなく､苦情処理制度は制度自体の設置割合が低いと

いうだけではなく､あまり機能 していないと言われている(6)｡

企業別組合の主要な役割が､組合員の不満､苦情､不服を解決することにあること

は疑いがないが､現在は労使協議などを通して経営に参加 し､使用者との利害を事前

に調整 し､使用者との合意を形成することによって､個別紛争を含めて紛争を予防し､

処理していくことが重視されている｡ このような考え方の背景には､企業別組合が円

満な労使関係を維持 していくためにはできるだけ事前に不満や不平が起こらないよう

にしておくべきであるし､また終身雇用制度の下で企業と労働者の関係が密接であり､

企業別組合であることから組合と組合員との距離も近いため､組合員にどのような不

満や不平が起きるか組合に分からないはずはないとの前提があるかと思われる｡たし

かに､労使協議制が果たしている紛争予防の機能は高く評価されるべきであるが､必

ずしも当の組合員から一様に高い評価を受けているものでもないようである｡ 労働省

が行った労使コミュニケーション調査では労使協議機関の成果について､ ｢かなり成

果があったと｣との回答が33.3%であるのに ｢あまり成果がなかった｣との回答が

22.3%であり､ ｢どちらともいえない｣とした者が44.3%もある､同様な結果は他の

調査においても示されている(7)0

労使協議制が持つ紛争予防の機能は労働者の苦情や不満の発生を事前に抑えている

といえようが､労働者が労働契約にかかわって不満などを持っている場合には､組合

役員は能動的にもしくは受動的に組合員からの不満や苦情を受けて､問題解決のため

の助言を行ったり､組合役員が労働者の直属上司や使用者と非公式に接触 し､個別的

な協議や交渉を行ってインフォーマルな形で解決してしまうということがよく行われ

る｡したがって､組合が存在しているところで個別紛争が正式に苦情処理制度にのる

場合はインフォーマルな形で解決ができなかったものが少なくない｡実際､わが国で

はインフォーマルな解決が優先され､組合があるところでは苦情処理制度の利用率が

少なくなっているとの指摘がなされている(8)｡それでも､組合がないところで労働者
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第 5章 個別紛争処理 システムと労働組合

個人が苦情処理制度を使って問題解決を図るよりは､労働組合が苦情処理制度にのせ

て紛争解決を図るほうが労使の対等性が確保されやすいためか､救済や解決に至 った

割合は組合がある方が組合がない場合よりも多 くなっている｡反面､解決に至らない

場合も組合がある方が多く(9)､組合によるインフォー マルな解決がうまくいかなかっ

たものや組合の支持を受けない苦情の解決が難しいことを示している0

こ.のような労使の自治的な個別紛争の解決における問題は､多数派組合が労使協議

制を通して参加 ･調整によって労使の協調的な体勢を作り出している一方で､参加 ･

調整に加えてもらえない少数派組合の組合員や非組合員などの少数派の権利が無視さ

れ､彼らが裁判所や労働委員会といった外部の紛争処理機閑古羊訴えるといった事態を

生じさせていることである｡近年において裁判所や労働委員会などにおいて解決が難

かしかった事件のなかにはそのような性格を持つものが見受けれた｡したがって､公

正かっ民主的で少数者の権利を守る紛争処理システムを企業内でどう作るかが私的自

治による紛争解決システムの問題として存在 していると言えよう｡組合内部における

組合員の価値観の多様化や､複線的なあるいは個別的な雇用管理の下で組合員間の利

害の対立が生じてくることも考えられ､調整者としての組合の役割とその基本的なス

タンスとしての公正代表義務について検討が図られることも考えられる(10)

もとより､とれらの自治的紛争処理システムはそれらを有す企業内の労働者だけが

利用できるのであるから､それらを持たない企業外の労働者にとっては無縁の制度で

あることは言うまでもない｡しかし､わが国においては個別紛争は企業内でインフォ

ーマルな形で解されることが多く､また後述するように裁判所による紛争解決は労働

者にとって負担が大きく､アクセスしやすく効率的な紛争解決手段であるとは言い難

い面を有している｡だとすれば､組合が存在 しないところでも企業内における紛争解

決を可能にするために従業員代表制度を基礎にした労使協議制や苦情処理制度を導入

したり､企業オンブズマン制度を取り入れて組合がない事業所においても自主的な紛

争解決システムを制度化することを検討することも考えられる｡この場合､社員会の

ように組合に準じた従業員組織があるところでは､ある程度実効性のある紛争解決シ

ステムを構築することは可能であると思われるが､組織的な裏付けがない従業員代表

に紛争解決の役割を負わせることは､負担の増大や使用者の不興を買うことなどをお

125



それて従業員代表への立候補や就任の承諾がこれまで以上に得 られにくくなるといっ

たことも考えられるし､組織的な背景がないところで労働者の利益をどこまで主張で

きるのかという懸念もある｡

(2) 司法システム

個別紛争について外部の紛争解決システムの中心として機能してきたのが､裁判所

である｡しかし､わが国の裁判所による個別紛争の解決については､ ドイツやフラン

スのように個別紛争を扱う特別な労働裁判所を有す国々に比べて申立件数が大幅に少

ないことやql)､いくつか問題があることがこれまでも再三再四にわたって指摘されて

いる｡これまでにも､第 1に訴訟手続きが厳格であるため､訴訟による解決には時間

がかかり､労働関係民事事件の平均審理期間は地裁のレベルで20か月に及んでいるこ

と(12)｡第 2に､民事訴訟においては弁護士の関与は義務づけられているわけではない

が､法律や訴訟手続きが複雑で分かりにくいことから実際には弁護士に訴訟代理人と

なってもらわざるを得ず､そのために訴訟費用に加えて弁護士費用が必要となる｡し

かも､裁判所の審理が高裁､最高裁と係属した場合､最終的な確定判決を得るまでに

計り知れない時間と金額に労力を労使はついやさねばならないこと｡ 第 3に､裁判所

で確定的な判決を得たとしても最終的な解決とはならないことがある｡例えば､解雇

無効の判決が確定したとしても､解雇から無効確定までに時間がかなり経過している

場合､どのようなポス トにいくらの賃金で､どのような処遇なり身分で職場復帰させ

るかは判決で決定されるわけではないから､改めてこれらについて労使で協議しなけ

ればならないといったことが指摘されている｡これらの事情から､労働者にとって､

わが国における裁判所による解決への門は狭いものになっていると言わねばならない｡

ただ､平成 8年に民事訴訟法が改正されて少額訴訟手続きが設けられたことにより､

30万円以下の金銭の支払いを求める事件については､被告が通常裁判への移行を申立

なければ､少額訴訟に関する特則が適用されるようになった結果､原則的には1回の

期日審理で終了し(民訴 370条)､審理を行った裁判所への異議め申立はできるものの

上級裁判所への控訴は禁止される(民訴377-380条)ことになった｡したがって､個別

紛争についてもこの制度を利用して､裁判所がかかえている問題を幾分回避すること
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ができるようになった｡しかしながら､労働法上の権利においては年休権の侵害や休

息権の侵害のような金銭的価値で図ることが難しいものが少なくないことから､この

少額訴訟手続きの導入だけでは問題の解決にはならないように思われる｡

しかも､たとえ少額訴訟手続きを導入したとしても法律関係ないし権利義務関係を

事後的に確定することによって紛争を解決するという裁判所の紛争処理の特質は変わ

らないのであって､そこに労働契約をめぐる紛争解決にとって裁判所は必ずしも最適

な紛争解決システムとは言えないのではないかという疑念が今日の個別紛争の内容の

多様化から明らかになってきている｡というのは､労働契約や就業規則に規定された

労働者の権利義務の内容や範囲あるいは解雇や懲戒処分の効力をめぐるの紛争といっ

た従来型の権利紛争に加えて､最近は雇用管理の多様化や合理化を意図した就業規則

の不利益変更､新たな労働時間制度や賃金制度の導入､年俸賃金額の決定､変更解約

告知など労使の利益調整にかかわる利益紛争が増えており､これらの問題は権利紛争

の形で裁判所で判断されてはいるものの､本質的には雇用関係の存続を前提として妥

当な解決や妥協的あるいは調整的な解決が求められるものであり､権利義務の存在な

ど過去の法律関係を確定し一刀両断的に白黒の決着をつける裁判所の機能にそぐわな

い性格を有しているからである占かといって､調整的な解決手法を権利紛争における

判定的な機能に安易に持ち込むことは､労使の権利義務を法律等に基づいて明確に判

断すべき裁判所の役割と機能を弱めるおそれがあり望ましくないことも明らかである

(13).
ところで､このような司法による個別紛争の解決に労働組合はどのような形で関与

できるかであるが､陪審制も職業裁判官と素人裁判官の合議による参審制も採用され

ておらず職業裁判官によってのみ審理が行われるわが国においては､労働組合が関与

できる事柄はきわめて限られている｡労働者の相談を受けて組合外部の弁護士や研究

者への問い合わせを行ったり､弁護士の紹介をし､訴訟が提起された場合における支

援組織の結成と支援態勢の整備ということはできるとしても､それらは基本的に法廷

の外でのことがらである｡司法解決が個別紛争の解決にとって重要な機能を果たして

いる以上､法廷の外ではなく法廷の内側あるいはそれに代わり得る所で個別紛争の解

決に組合が寄与しうる制度が必要であるように思われる｡
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(3) 行政システム

労働関係の紛争に関与しうる行政システムとしては､主なものとして労働基準監督

署､婦人少年室､労政事務所､労働委員会があるが､多様な機関が限られた範囲の紛

争処理を限られた権限の中で行っており､それらは私的自治システムとも司法システ

ムとも有機的な結びつきがないという状況にある｡

労働基準監督署は保護法規違反を管轄するものであり､よく知られているように､

例えば､解雇手続き違反は取り扱うけれども､解雇の効力自体について判断するもの

ではない｡婦人少年室は､女性の雇用機会均等の実現や均等法制等に関する教育啓発

活動を主に行う機関であって､性差別の相談に対しては助言や指導､勧告という形で

の対応が行われているが､調停は労使双方の合意が必要■とされているためほとんど機

能していないことは､1986年に男女雇用機会均等法が施行されてから1回しか調停が

行われていないことから明らかであろう｡

各都道府県に置かれている労政事務所は､地方自治法 2条 3項10号の ｢労働組合､

労働争議の調整､労働教育その他労働関係に関する事務を行うこと｡｣との規定によ

って個別労働関係の紛争についての相談業務などがなされている機関である｡年間相

談件数は約 8万件近くにのぼるが(1亜､東京都の相談件数がそのうちの40-50%を占め

ており､東京以外ではいくつかの都道府県除き活発に相談業務を行っているわけでは

ない｡しかも､東京都では､紛争解決のために斡旋活動を積極的に行っているが､多

くの地方自治体では労働相談を担当する部署がそのような機能を十分に発揮できるだ

けの条件が整っていない状況にある｡

労組法上の組織としては労働委員会があるが､同委員会が取り扱うのは不当労働行

為事件と争議調整という機能に限られている｡また､労働委員会が抱える問題点は､

従来からさまざまなところで指摘されているように個､不当労働行為の審理が労働委

員会だけで終わらず､労働委員会の命令が裁判所で行政訴訟として争われ得る結果､

審理が実質的に5審制となって問題の解決までに時間がかなりかかることになってし

まっていることである｡

このような行政機関による紛争解決システムにおいて､労働者が紛争処理に関与で

きるのは2つの機関だけである｡一つは､労働保険審査会への立ち会いである｡この
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労働保険審査会は､労災保険および雇用保険に関する労働基準監督署および労働保険

審査官の決定に対 し､不服がある場合の再審査を行う機関である｡ここでの審理につ

き関係労働者を代表する者および関係事業主の指名するものとして､任期 2年で労災

保険につき各 4名､雇用保険につき各 2名が審理への立ち会いを認められており､労

使双方の代表は参与として審査に参加して意見を述べることができるとされている｡

ただし､労使の代表には決定権は与えられていない｡もう一つは､よく知られている

労働委員会の労働者委員としての関与である｡不当労働行為事件の審問に際して労使

委員は出席 して関係者に発問し､証人を尋問する参与としての活動が認められている｡

参与制度の趣旨は､公益委員のみが行使する判定的権限についても､労働委員会の三

者構成の理念を生かし､公正かつ適切な判定を期すところにあるとされており｣会長

は審問終結後､公益委員会議の合議を行うまでの間に.,参与委員の意見を聞いて審問

を再開することができ､公益委員会議は合議に先立って出席に応 じた参与委員の意見

を聴取する義務を負うとされている｡

わが国の行政機関による紛争処理システムにおいては､労働者の代表はフォーマル

にはこ甲二つの機関の審理で参与として関与できるだけであって､決定自体について

は関与することはできない｡ただ､労使間の和解への橋渡 しなど労使委員の参与とし

て果たす役割は実際には大きいとされている(16).また､労政事務所の労働相談におい

ては斡旋の過程で労働組合に話があった場合にインフォーマルな形で紛争解決に寄与

することがなされているようである｡

3.西欧諸国における紛争処理システムと労働組合の関与

わが国と比較 して西欧諸国における労働関係の公的な個別紛争処理システムでの労

働者ないし労働組合の関与を概観すると､次ぎのような点が注目される(17)0

(1)行政システム

個別紛争処理において行政機関の役割が大きいのはイギ リスである｡イギリスにお

いては個別紛争を一般的に取 り扱う機関としてACAS (助言 ･斡旋 ･仲裁局)が

1975年に設置され､個別紛争および集団的紛争の解決の援助を行っている｡ 個別紛争
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については労働審判所に申立 られるが､それはACASに移送され､斡旋による解決

がまず試み られる｡斡旋の結果､解決の合意に達 した場合は合意書が労働審判所に送

付記録され､この場合､斡旋によりなされた解決は最終的なものとなり､同一事件を

労働審判所に再度申し立てることはできなくなる(17)｡すなわち､行政システムと司法

システムは有機的に結合 しているという特色がある｡このACASによる斡旋作業に

は労働者の代表は参加 しないが､ACASの全体を指導 し監督するACAS理事会は

三者構成となっており､労働者代表が理事としてACASの運営に関与することがで

きるようにされている｡このイギ リスのように個別紛争処理のための行政 システムの

運用につき労使代表の関与を認めている国は少ないようである｡

(2ト司法システム

第 1に､労働裁判所や労働審判所において労働者側の参加が行われていることであ

る｡ イギ リスでは準司法機関である労働審判所は､原則 として職業裁判官の審判長 1

名に､労使の代表各 1名の非職業裁判官 2名を加えた 3名の審判官によって構成され

ている｡控訴審である雇用控訴審判所においても､同様に労使の審判官が原則的に参

加することになっている｡ ドイツの労働裁判所の場合 も同じく3名の裁判官のうちの

1名が職業裁判官で他の 2名は労使それぞれの代表とされており､控訴審の州労働裁

判所 も最終審の連邦労働裁判所においても労使の裁判官が入っている｡フランスにお

ける労働審判所では､職業裁判官がおらず労使各 2名の審判官によって構成されてい

る｡

第 2に､それ らの労働者代表が持つ裁判における発言権や評決権が､使用者側の代

表とはもとより職業裁判官とも平等であるとされていることである｡ただ､実際には､

職業裁判官が参加する場合は､その指導性が強 く反映され､全員一致による決定が多

いようであるけれども､少なくとも形のうえでは職業裁判官との対等性1平等性が認

められている｡

第 3に､審理期間については､イギ リスの労働審判所ではほとんどの事件が 1日で

審理を終えるとともに同時に判断も示されている｡ ドイツの労働裁判所においても1

回の開廷で終了するように求められており､迅速な審理がなされている｡
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第 4に､審判所あるいは裁判所での審理に先立って､調停ないし和解の試みがなさ

れていることである｡特にイギリスにおいては､前に触れたように労働審判所に対し

訴えられた事件は､行政機関であるACASに移送され､ACA･Sによる調停が不調

となった場合にのみ労働審判所で審理が行われることになっている｡このため､当初

提訴された事件の3分の 1ほどしか労働審判所では実際に審理されていない｡フラン

スの場合にも調停前置主義が取られており､労働審判所の中にある調停部による調停

による紛争解決ができなかった場合にのみ審理が行われることになっている｡ ドイツ

においても､裁判長が紛争に影響を及ぼす重要な項目につきその法的見解を示して､

和解を勧めることが行われている｡和解が失敗したとしても訴訟手続き中和解に導く

よう努力がなされ､提訴された事件の約 6割りは和解によって解決している｡

第 5に､個別紛争への関与は審判する側だけではなく､労働者が希望する場合､法

曹資格を持たなくとも組合役員が労働者の代理人として裁判ないし審判の席で労働者

側の主張を代弁することができるとされている｡

なお､これらの労働者代表の裁判官等の処遇については､■パー トタイマーの裁判官

とされ､その選出についてはイギリスおよび ドイツにおいては労働組合の推薦をもと

に政府が任命し､それに際しては当該地域での組合の組織割合を考慮することもなさ

れている｡これに対し､フランスでは直接選挙で選出されるが､実際には主に組合の

活動家や組合役員が選出されることが多いとされている｡彼らが企業に在籍している

場合､審判官として法廷に出る時間とその際の賃金の問題が生じることになるが､フ

ランスでは使用者は審判官としての職務を遂行するのに必要な時間を与えることと､

その時間の賃金を減額してはならないことが求められ､企業が支払った賃金について

は､後日､国により償還されることになっている｡

4.新たな紛争解決システムの可能性と労働組合

(1)新たな紛争解決システムのモデル

以上のようなイギリスなど西欧先進国の個別紛争処理システムの状況を考えると､

わが国においても西欧諸国と等しく簡易､迅速､低廉､公正に労働者の権利が守 られ
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るシステムが存在していると言い得るためには現行制度の改革が必要であるように思

われる｡加えて､わが国の個別紛争処理にかかわるシステムについてのこれまで検討

から考慮 しなければならないことは(19)､第一に､この問題は当事者による自主的な解

決を援助する形で公的な紛争解決システムが機能すべきであり､労働契約の特質であ

る継続性から考えて紛争はできるだけ労使間で平穏かつ円満に解決されるのが望まし

く､これを促進し援助するような調整を基本とした制度であることが求められるとい

うことである｡第二に､労使の自主的解決を援助し公正さを確保するために､労使関

係の実情に詳しい労使の代表者が解決に参加することが求められるべきである｡第三

に､公的解決機関のうち裁判所が最も権威あるものであるけれども､労働者にとって

裁判は時間的 ･費用的にコスト負担が高く､利益紛争については権利濫用や比較衡量

の手法で利益調整が図られてきたとはいえ､裁判官の判断に全面的に委ねられ白黒的

に決着されるため労働者にとってはその結果がどうでるかのリスクが高いという問題

がある｡したがって､新たな紛争解決モデルの条件としては､紛争処理手続きが簡易､

低廉かつ迅速であって労働者にとって低コス トでなければならないとともに､労働契

約の変更のような利益紛争については労働者にとって低 リスクになるようなものでな

ければならないということである｡

このような要素を考えると一つの魅力ある制度としては､イギリスにおけるACA

Sと労働審判所のように､司法機関と行政機関が有機的に連携しながら紛争処理を行

うというシステムであり､このような制度をわが国においても構築することが考えら

れる｡すなわち､三者構成による準司法機関である労働裁判所を地方裁判所のレベル

に新設し､労働裁判所に提訴された事件は労政事務所あるいは地方労働委員会を改組

した紛争処理機関に送致され､そこにおいて斡旋による解決がまず図られ､斡旋によ

る解決がなされなかった場合に労働裁判所で審理がなされ､そこでの決定は高等裁判

所に控訴されるとするものである｡労働事件だけを扱う特別裁判所であっても最終審

でなければ憲法上これを設置することは可能であり､このような制度にすれば現在の

不当労働行為の審査のように裁定や救済命令という行政処分の形で解決が図られるた

めに､その妥当性をめぐって行政訴訟の対象となって実質的に5審制となり解決の遅

延といった問題を抱えることを避けることができると考えられる｡このシステムは､
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裁判所での判断の前に斡旋により紛争の解決を図ることによって､自主的かつ円満な

解決を促進するとともに裁判所で扱う事件を少なくしてその負担を軽減し､労働裁判

所を三者構成とすることによって利益紛争への対応も可能にしようとするものである｡

ただ､この構想は､労働裁判所という特別裁判所を設置し､しかも労使の素人裁判官

による参審制度を導入するという点から現行司法制度にとりきわめて大きな改革とな

る｡したがって､近い将来に実現させることばかなり難しいと思われるが､わが国は.

先進国の中で司法制度において職業裁判官のみにその判断を全て委ねている数少ない

国であることからすれば､司法の民主化の観点からも検討に値する制度であるように

思われる｡

これに対し､日本労働研究機構の下で個別紛争処垣システムに関する研究グループ

が最近提案しているモデルは､労使の代表の参加と調停前置の考え方を採りながら制

度的変更をできるだけ小さいものにすることによって現実的な紛争処理機関を構築し

ようと試みたものである｡その提案は図5-1のように､裁判所の現行の民事調停に

雇用関係調停の規定を新設する司法型モデルと､図5-3のように労働委員会の機構

を改革して個別紛争処理も管轄に含ましめる行政型モデルであるCO)｡以下､この研究

グループの提案を基に労働者の関与の面を検討したい｡

イ)雇用関係調停制度の導入

まず､司法型紛争処理モデルは､現行の民事調停制度を労使代表を参加させること

によって個別紛争処理に適合させようとするものである｡すなわち､民事調停法の特

則として労働契約の紛争に関する事件について一般の民事調停制度から切り離して雇

用関係調停制度を創設し､雇用関係調停では現行の宅地建物調停のように調停前置主

義を採って､まずは調停により当事者間に●よる円満な解決を図るとするものである｡

その構成はおおむね図5-1のようになろう.そして､図5-2のように通常は裁判

官 1名と労使の調停委員2名で構成された調停委員会で調停作業を行い妥当な解決策

を示すことによって､その方向で合意が成立するよう努力するものである｡民事調停

法によると､調停が成立すれば調停調書に記載され､それは判決と同じ効力を持つこ

とになる｡調停が成立しなかった場合､裁判官は調停委員の意見を聞いて事件の解決

のために必要な決定を職権で行うことができ､この決定においては当事者の申立の趣

13JO



図 5-1 雇用関係調停制度

*司法機関 最高裁判所 (高等裁判所)

高等裁判所 (地方裁判所)

雇用関係-調停 調停不成立 調停成立

図 5-2 雇用関係調停の処理制度

取り下げ 地裁ないし簡易裁判所での事理 ､

調停打切り 異‡申立て亡より決定の失効

履行命令 ･強制執行

異‡申立てなく決定の確定 調停成立

調停に代わる決定

合意不成立

調停委員会

･事情聴取

･事実調査､証拠調べ

･利害関係人の参加

ノ〟

調停開始

･†
労働者の申立
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旨に反しない範囲で金銭の支払いといった財産上の給付を命 じることができるとされ

ている (民調法17条)｡この決定に対しては決定の告知から2週間以内に異議の申立

がなかった場合裁判上の和解と同一の効力が与えられるが､異議が申立られたときは

決定は効力を失うことになる (同18条)0

ただ､現在の民事調停では調停主任である裁判官があまり出席できないという実態

からすると､雇用関係の紛争においては労使の代表である調停委員の意見が必ずしも

一致しない場合も予想しうることから､専門委員として労働問題や労働法の専門家を

入れて調停を行うことも考えられる｡

ロ)雇用関係部の新設

もう一つの提案は､現在ある地方労働委員会に個別紛争処理の機能を持たせるとと

もに都道府県の労働相談部門を統合した図 5-3のような行政型モデルであり､これ

を仮に新労働委員会構想と呼ぶことにしたい｡この提案によれば､新労働委員会に労

使関係部､雇用関係部､労働相談部の三部を置き､労使関係部は従来通り不当労働行

為の審査と争議調整を担当し､雇用関係部は個別紛争を調停や仲裁といった調整的手

続きによって解決を図る機関とし､労働相談部は個別紛争のみならず集団的紛争も含

む幅広い労働相談窓口として､労働相談に応じるとともに労使間を仲介する斡旋によ

る紛争解決を図り､相談内容によっては労働基準監督署などの専門的な紛争処理機関

への紹介や連絡を行う機関とするものである｡労働相談部における相談や斡旋で解決

しなかった紛争については､図 5⊥4のように労使のいずれかかの申立により､雇用

関係部に問題が付託される｡雇用関係部では､双方の主張を聞いたうえで双方が納得

できる調停案を作成提示し､双方の受諾によって紛争の解決を図ることになる｡当事

者の事前の合意が得られていれば､公益委員は仲裁裁定によって紛争を終結させる｡

ただ､調停や仲裁は法的には契約上の和解にすぎないため､賃金支払いなど金銭の支

払いを命じるものについては合意内容を公正証書にしておけばこれを債務名義として

強制執行は可能であるが､職場復帰など金銭の支払い以外については受諾した調停を

使用者が履行しなかった場合には改めて訴訟を提起しなければならないことになるか

ら強制力を持たせるためには､裁判所に送付して民事調停調書とするなり裁判前の和

解として和解調書を作成するといった何 らかの方策を必要とすることになる｡
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なお､調停が不調に終わった場合の仲裁については､当事者の合意によらなければ

これをなし得ないとするよりも､虎事調停における調停不調に際しての決定のように

職権による仲裁を認めた方がいいと思われる｡というのは､わが国の実態か らすると､

面子や相手方への感情的な理由から合意の形では終結 したくないが内心は調停案に応

じたいという場合､当事者の意見の開きがそれほど大きくないのに体面や立場か ら合

意ができにくいという場合､当事者の意見の不一致が本質部分でなく付随的なところ

であるのにそれにこだわっている場合などがあることか らして､そのまま合意不成立

で調停不調 とするよりも､調停案を微調整 した仲裁裁定を提示することによって両当

事者の面子や立場を守る形で解決を図る方がそれまでの調停への努力を無駄にするこ

とがなく､調停の実効性 も高 くなると思われるか らである｡ただし､民事調停の場合

と同じように裁定とはいえその諾否は当事者の自由に委ねて､当事者の意思による解

図 5-3 雇用関係部制度

最高裁判所 (高等裁判所)

地方裁判所 (簡易裁判所)

*司法機関

′一■̀■ I

*一丁軟横関 I中央嘉働表 会 I I労働基準監督署 ll婦人少年室 l

新地方労働季長雇用関係部 労使関係部(㈱ 争噸甘.槻) (不当芳脈も.争耶 )T TI労働相談部(相談 .解決の斡旋)II.
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決の実は維持すべきである｡

このような行政型のモデルも司法型のモデルのいずれも労使の代表の参加と調停前

置の考え方を採っているところに特色があるが､これまで述べてきたように雇用の継

続性から考えて公開の法廷で対決の形で争わせるのはその後の円滑な関係の維持とい

うことを考慮すると望ましくなく､雇用関係における契約当事者間め利益の調整とい

う性格が紛争に伴う場合には法の画一的な適用を避けて､労使関係に専門的な知識を

有す者の意見を聞いて事件後の円満な労使関係の形成も含めて適切で妥当な解決を図

るために､加えて経済的に余裕がないことが多い労働者に低コス トで低 リスクな解決

を試みる機会を提供するという利点がある｡また､調停は非公開により行うことがで

きるため関係者の秘密が守られることから労働者にとって申立しやすくなり､また紛

争当事者を個別に呼んでその主張を聞いたり､双方を呼んで相違を確認したり妥協点

図 5-4 雇用関係部の処理制度

訴訟の振起

雇用関係部

取り下げ 一一 詞停申立なし 調停申立あり

労働相談部

仲裁付託合意

合意成立 合意不成立-- 取り下げ

解決への斡旋 (委員会職長)

I･事情の聴取等

受付相談

l

労由者
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を探るという柔軟な運用ができるという利点がある｡その意味では､新たな労働委員

会で調停を行う場合でも公開で行われる不当労働行為の審査とは手続きなどが全 く異

なるものとなる｡もとより､当事者が調停による解決を望んでいない場合や､例えば

懲戒解雇の効力を争うような権利紛争であって裁判所の判定的な機能の問題であり､

性質上互譲による調整になじまない事件については､調停によらず速やかに裁判所で

の審理に委ねるべきであって､そのことも可能である｡

(2) 労働者の関与のあり方

この二つの提案による場合､労働者代表はどのような役割を負うことになるであろ

うか｡

その前に労働者の関与が認められる場合､その者をどのように選出するかが問題と

なるが､わが国の状況からしてフランスのように直接選挙で選出するよりも労働組合

の推薦を受けて任命されるとした方がいいと思われる｡というのは､直接選挙とした

場合､立候補者の確保の問題､政党色の問題､それに選挙によって選ばれるとなると

国民の代表ということになり､労働関係に詳しい者の専門的知識により適切妥当な解

決を図るという当初の目的と異なってしまうからである｡

イ)雇用関係調停制度における労働者調停委員の役割

現行の民事調停法の定めによれば､原則的な調停機関は調停委員会とされている

(民調法 5条)｡調停委員会の構成は､調停主任たる裁判官 1人と調停委員2人以上

で組織するとされている (同6条)｡労働事件を取り扱うという性格からして､調停

委員は労使それぞれから1人づっとされようが､事件によっては労働問題の専門家な

どを専門調停委員として加えることも考えられる｡調停委員会は合議体であるので､

労使の調停委員は調停主任との評議に基づいて決定を行うことになる｡この決定に際

しては､調停主任も調停委員も平等な地位にあり､可否同数の場合には調停主任が決

するが､そうでない場合には過半数により決定される (同規則18条)｡したがって､

調停委員の二人の意見が一致すれば､裁判官である調停主任の意に反する決議を行う

ことができることになる｡調停委員会が評議して決議する事柄は､①調停期日前の事

前準備としてなされる､事件の内容や性質､進行状況を勘案して行われる調停の方針
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の決定､②調停進行中に随時行われる調停方針の検討ないし変更､③調停案の作成と

その提示方法､③調停の最終段階で調停を成立させるか否か､調停拒否処分をするか

否か､調停を不成立としたうえで調停に代わる決定をするか否かである｡加えて､裁

判官である調停主任は他の事件も抱えて調停の席に出席できない場合が多く､事実上

調停主任を除いて手続きが進行している現状からは窟1),当事者への和解の説得や実質

的な調停内容の取りまとめなどについて調停員は大きな役割を果たすことになると考

えられる｡

ロ)雇用関係部における労働者委員の役割

これまでの労働委員会では不当労働行為の審査において労使委員は参与としてこれ

に参加するとされている｡これを基礎にして雇用関係部における労働者委員の役割を

考えるならば､調停案の作成や仲裁裁定の判断は最終的には公益委員が行い､労使の

委員は参与としてこれに参加するということになる｡参与委員の役割のひとつは審問

に立ち会い､事件について意見を述べることである｡述べることができる意見として

は､事件の性格および見方､証人に対する尋問の重点､証言の信用性､検証すべき事

実､現場の慣行､救済の内容､損害賠償の程度や額､就業規則 ･労働協約 ･関係法規

の解釈適用などが考えられる｡しかしながら､不当労働行為のように裁判所の審理に

準じた形で公開の席で労使がその主張を裏付ける事実と根拠を明らかにし､公益委員

も裁判官と同じように不当労働行為の存否を判断するところでは､労使の委員がその

判断自体に参加することに問題が有り得たとしても､利益紛争のように黒白を決定す

るものではない事件の調停においては､公益委員と同等の立場で労使委員が調停作業

に参加しても特に支障があるとは思われない｡したがって､労使公益の合議体の調停

委員会でこれを行うとするのがよいと思われる｡ただ､仲裁については裁定として紛

争当事者に提示されることになるため､労使の委員がその作成に参加することは労使

の代表という性格から問題を生じさせるおそれがあることから公益委員のみで行い､

労使の委員は意見を述べ得るにとどまるとすべきかと思われる｡

また､労使の委員の調停におけるもうひとつの役割は､紛争当事者間の和解ないし

調停合意の援助である｡労使委員は労使関係についての専門的な経験や知識から､事

件の性格や対応､見通しについての相談を関係当事者である労働者や使用者と行った
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り､調停の状況や見通しから労使のいずれにどの程度の譲歩を求めるのが妥当か､紛

争の再発を防ぐためにはどうすべきかなど調停による解決の内容を説明して､調停合

意の橋渡しを行うという役割が期待される｡これは調停を円滑に進めるためのもので

もあるので､調停委員会の一員であったとしても､その役割と矛盾するものではない

と考える｡

いずれのモデルにせよ､労働者代表は労働者側の利益代表者としての性格を持つこ

とになる｡しかしながら､委員として任命された以上､常に労働者の利益代表者とし

て代弁者的な行動をとるべきなのか､あるいは中立的な態度を維持すべきかという問

題が生じることになる｡労働者委員が労働者の権利を守る立場から紛争解決に臨みそ

のように努力することは当然であるとしても､労働者の立場に固執することは紛争解

決を援助すべき委員としては問題があると思われる｡

5.おわりに

民事調停制度の司法型モデルの利点は､制度的な変革の程度が比較的小さく､法律

も民事調停法の中に雇用関係調停制度を設ければよく､調停であるので紛争処理の費

用が安く､成立した調停調書に強制執行力がある､地方裁判所あるいは簡易裁判所で

行うことができるのでアクセス ･ポイントが多いというところにある｡他方､これま

で民事調停で労働事件が利用されなかったのは､労働関係を取り扱うことができる調

停委員が置かれていなかったことにあるので､労使の調停委員の選任が問題となる留分.
労働委員会の改編モデルの利点は､不当労働行為の新規申立が減っている労働委員会

を活性化でき､労使の代表が参加 しやすく､労働委員会がこれまでに蓄積した紛争解

決のノウハウを引き継ぐことができること､労政事務所の施設や人員を転用でき､ア

クセス ･ポイントも多いというところにあるC3)｡また､この制度を導入するには労働

関係調整法を改正して､労働委員会が個別紛争についても相談や調停等を行うことが

できるようにすればよく大きな法改正は必要でない｡他方､労政事務所の労働相談へ

の取り組みは各都道府県でかなり差があり､労働問題への専門的知識を持つ職員を積

極的に育ててきた県とそのような配慮がなされてこなかった県とで紛争解決の能力に
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影響が生じる可能性がある｡しかし､基本的には両案ともその実現につき極めて高い

ハー ドルは法的にはないように思われるが､これまで団結の助成に立って労使関係を

形成してきた労働委員会が個別紛争を取り扱うことについては理念的な問題があるだ

けでなく､労働組合離れを促進することにならないかとして安易な機能拡張論には疑

問を提示する見解も示されている伽.なお､現在､民事調停においても労働委員会に

おける不当労働行為事件の審査においても弁護士の関与が一般的である｡そのため､

新たな紛争処理制度を導入するとしても弁護士の関与が現在と同じように行われるな

らば､労働者にとり費用が少なからずかかることになる｡このため､利益紛争の問題

については詳しい法的な知識は必ずしも必要でないであろうから法曹資格をもたない

組合役員でも一定の資格を持つ者については代理人として調停に出席できるとすると

か､弁護士費用の援助といった制度が伴わなければ新制度が作られたとしても実際に

はあまり用いられないというおそれがある｡

最後に､個別紛争処理の問題に組合が企業内の取り組みから企業外の公的紛争処理

にも関与を広げるとした場合､/=のことにより予想される問題を二点ほど指摘して本

稿を終わりにしたい｡まず､人の問題である｡民事調停委員及び家事調停委員規則に

よれば､調停委員として任命される者の資格は､①弁護士となる資格を有する者､民

事紛争解決に有用な専門的知識を有する者､社会生活のうえで豊富な知識経験を有す

る者のいずれかであって､②人格識見が高く､③年齢40歳以上70歳未満の者とされて

いる (民調法 1条)｡しかも､個別紛争の解決という事件の性格から公的紛争処理機

関で労働者代表として紛争処理に関与する人物は､労働法のセンスを持っとともに､

紛争当事者の妥協点を把握することができ､さらに十分な説得力を持って紛争当事者

にこれを伝えることができるような人でなければならない｡しかし､このような人物

はおそらく一朝一夕には出てこないであろうから､時間をかけて育てなければならな

いであろう｡また､そのような人物は組合にとっても貴重な有為な人物であると考え

られるため､組合の職務との両立や負担の増加という問題が生じることも考えられる｡

欧米のように組合に雇用され長年にわたり組合専従スタッフとして労働問題に取り組

むといった組合役員が少なく､企業別組合を母体にした組合専従システムの中でその

ような人物を育成することができるのかということもあり､それを可能とするような
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条件整備が必要とされるように思われる｡

労働組合にとって外部的な紛争処理機関に関与することのコス トをどう考えるかと

いうのが､次の問題である｡もとより労働組合が支援 していくべき個別紛争は少なく

ないと思われるが､今日､企業内における労使の共同体的な体制が出来上がっている

ところでは､組合が支持できるような労働者の不満はインフォーマルな形で解決され

てしまうことがほとんどである｡このような状況にあって､外部の紛争処理機関を利

用するのは末組織労働者か､会社内の労使体制か ら排除されている少数組合の組合員

もしくは非組合員が多 くなると予想されるC4)｡このような組織外の労働者の救済に努

力することが､個別紛争の公正な解決を図ることになり､それが組織労働者の利益に

資することになり､組合のコス トに見合うことだという理解が十分に得 られるかであ

る｡

(1) ここで ｢個別紛争｣とは､労働者と使用者との雇用関係において発生する紛争で労働法上の問

題にかかわる紛争を意味しているが､何をもって個別紛争として捉えるかについては議論がある｡

雇用関係上の多様な紛争を細か く性格づけたものとして､ 『個別紛争処理 システムの現状と課

題』 ｢序章 問題関心､方法､紛争処理に関する概念的整理｣ (毛塚勝利 ･執筆部分) 日本労

働研究機構 調査研究報告書 No.656-8頁を参照｡なお､本稿は同報告書にまとめられてい

る研究会で行われた個別紛争処理制度の調査に負うものである｡現在の紛争処理制度の問題を総

合的に詳細に説明したものとして､日本労働法学会誌80号特集 『労使紛争の解決システム』所収

の､安枝英諦 ｢労使紛争解決システムの現状と課題｣ 5頁以下､小鳥典明 ｢企業内における紛争

解決｣27頁以下､西村健一郎 ｢労使紛争の解決と和解｣53頁以下､浜村彰 ｢労働契約と紛争処理

制度｣日本労働法学会誌82号 131頁以下､同 ｢紛争処理制度と労働法学｣労働法律旬報1250号 5

頁以下､毛塚勝利 ｢労働紛争処理法一個別労働紛争システムの現状 と課題｣ ジュリス ト1066号

210頁以下を参照｡また､個別紛争処理にかかわる文献を整理 したものとして､直井春夫 ･成川

美恵子 ｢個別紛争と労働委員会の新たな役割をめぐる議論 (文献紹介)｣季刊労働法 180号 101

頁以下がある｡

(2)平成 2年の労働関係民事事件の新受件数は本案訴訟と仮処分事件を合わせたものが1000件であ

り､平成 6年は2310件である｡最高裁判所事務総局 ｢平成 5年度関係民事 ･行政事件の概要｣法
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第 5章 個別紛争処理システムと労働組合

曹時報47巻 7号144-145頁第 2表.

(3)東京都の労働相談件数は平成 2年 3万747件､平成 7年は4万2328件であり(東京都労働経済局

『労働相談およびあっせんの概要 (平成 7年度)』 4頁)､労働基準監督署への申告状況は平成

2年 1万5088件､平成 5年 2万3462件である (労働省労働基準局調べ､労働省編 『日本の労働政

策 (平成 8年版)』173真)0

(4)前掲 『個別紛争処理システムの現状と課題』 ｢行政機関による紛争処理の実情と今後の課題｣

′(浜村 ･執筆部分)29頁以下｡

(5)労使協議制の設置状況については､労働省 ｢労使コミュニケーション調査｣ (平成 7年版)37

頁｡苦情処理の設置状況については同62頁｡

(6)詳 しくは､小鳥 ･前掲論文31-46頁参照.

(7)労働省前掲調査81頁｡楠木俊詔/連合総合生活開発研究所編 『労働組合の経済学期待と現実』

59頁によれば､会社と労働組合との関係につき ｢会社のいいなりになりすぎている｣と ｢少 し協

力的すぎる｣との否定的な回答をしたものが､男子高卒 ･生産技能職41.4%､女子短大卒 ･事務

営業職37.5%､男子大卒 ･研究技術職66.3%である｡

(8) 小鳥 ･前掲論文42頁によれば､昭和59年の ｢労使コミュニケTション調査｣ではわが国では組

合がないほうが苦情処理の利用率が高く､組合があるところでも組合員よりも非組合員の方が利

用率が高いことが示されており､苦情処理機関が労働組合の代行機関としての要素をもっている

.ことの表れかとの指摘がされている｡

(9)労働省前掲調査67頁｡

(10) 公正代表義務については､詳 しくは日本労働法学会誌69号特集 『労働組合法理の新展開』.所収

の､道幸哲也 ｢労働組合の公正代表義務｣5頁以下参照｡

㈹ 前掲 『個別紛争処理 システムの現状と課題』 ｢ドイツ｣ (毛塚 ･執筆部分)179頁によれば､

1900年における判決手続き事件の申立件数は約32万6千件､決定手続き事件の申立件数は8659件

である｡同書 .｢フランス｣ (浜村 ･執筆部分)200頁によれば､フランスの労働審判所への1900年

における申立件数は約19万9千件である｡

(12)最高裁判所事務総局 ｢平成 5年度関係民事 ･行政事件の概要｣法曹時報46巻 7号 7表｡

(13)裁判所の機能･t権利紛争および利益紛争について､村中孝史 ｢個別紛争処理システムの検討｣

日本労働協会雑誌 436号 7真一9頁参照
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(14) 前掲 『個別紛争処理システムの現状と課題』 ｢行政機関による紛争処理の実情と今後の課題｣

(浜村 ･執筆部分)34頁｡

(15)不当労働行為制度に対する問題点を指摘する論文や著書は枚挙にいとまがない｡最近の代表的

なものとして､日本労働法学会誌72号特集 『行政救済と司法救済』所収の中窪裕也､原田賢司､

中嶋士元也､山川隆一各氏の論文､道幸哲也 『不当労働行為救済の法理論』､山川隆一 『不当労

働行為争訴法の研究』､山本吾人 『労働委員会命令と司法審査』などがある｡

(16) 前掲 『個別紛争処理システムの現状と課題』 ｢労働委員会における労使紛争解決のノウハウと

個別紛争処理の可能性｣ (高田正昭 ･執筆部分)97頁｡

(17) 諸外国の状況については前掲 『個別紛争処理システムの現状と課題』 ｢イギリス｣ (拙稿)､

｢アメリカ｣ (山川 ･執筆部分)､ ｢ドイツ｣ (毛塚 ･執筆部分)､ ｢フランス｣ (浜村 ･執筆

部分)､ ｢ケベック州 (カナダ)｣ (石井保雄 ･執筆部分)参照｡

(18) ただし､ACASにおける合意には強制執行力はなく､相手方が合意を遵守しなかった場合に

はあらためて契約違反の訴訟を提起 しなければならない｡

(19)~この点について詳しくは､安枝 ･前掲論文 ･日本労働法学会誌80号25-26頁､浜村 ･前掲論文/

･日本労働法学会誌82号143-145頁参照｡また､あるべき個別紛争システムについての基本的視

点を論 じたごく最近の文献として､山川隆一 ｢個別労働紛争処理のシステム設計｣季刊労働法

180号24頁以下がある｡

(20) 浜村彰 ･前掲論文 ･日本労働法学会誌82号146-155頁および､前掲 『個別紛争処理システムの

現状と課題』 ｢第 Ⅰ部 終章｣ (毛塚 ･執筆部分)108-112真､毛塚 ･前掲論文 ･ジュリスト214

-217頁参照.

¢1) 前掲 『個別紛争処理システムの現状と課題』 ｢民事調停による個別紛争処理の現状と課題｣

(小坪塵史 ･執筆部分)80頁｡

留分詳しくは､浜村彰 ･前掲論文 ･日本労働法学会誌82号 149頁および､前掲 『個別紛争処理シス

テムの現状と課題』 (毛塚 ･執筆部分)Ilo-111頁､毛塚 ･前掲論文 ･ジュリス ト215頁

C3) 詳しくは､浜村彰 ･前掲論文 ･日本労働法学会誌82号152-153頁および､前掲 『個別紛争処理

システムの現状と課題』 (毛塚 ･執筆部分)109頁､毛塚 ･前掲論文 ･ジュリスト216頁

C4)秋田成就 ｢労働委員会の労働争議調整としての 『個別的』紛争取扱いの問題点｣季刊労働法

180号 6頁以下参照｡
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第 5章 個別紛争処理システムと労働組合

窟5)前掲 『労働相談およびあっせんの概要 (平成 6年版)』4真によれば､東京都の労働相談にき

た労働者のうち事業所に労働組合がないものが82.9%であり､労働組合があるものは17.1%にす

ぎない｡

(関東学院大学法学部助教授 山 下 幸 司)
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終章 参加 ･発言型産業社会の実現に向けて

1.労使関係､労働市場を巡る動向

最近の 3つの変化､傾向における労使関係､労使市場を巡る変化は著 しく､かつ､

その内容は広範囲にわたっているが､労働組合の立場から重要と考えられる主たる変

化は次の 3点に集約できる｡

まず､第 1は労働組合の組織率の低下が続いていることである｡組合組織率は昭和

50年以降この20年間一貫して低下傾向を示 しており､平成 7年には23.8%となってい

る｡それでも平成に入 り組合員数自体は増加を続けていたが､昨年は組合員数 も約

85,000人の減少 (これは昭和25年に次 ぐ減少幅)となっており､組合にとっては労働

者の代表性についてその真価が問われている｡

第 2は､雇用問題の深刻化である｡平成バブル崩壊に伴う景気後退は､その後の急

激な円高などにより長期化し､労働市場に深刻な影響を及ぼしている｡失業率は平成

7年から8年初めにかめて史上最高の 3.4%を記録 し､失業者数も 136万人から平成

7年には 210万人へと約70万人増加 した｡特に製造業ではこの 3年間に74万人の雇用

が失われており､出向､転籍さらには解雇など企業を超えた労働移動圧力が急速に増

大 している｡

第 3は賃金､処遇制度の見直しの動きである｡我が国企業におけるいわゆる年功賃

金制度はもともと単純な意味での年齢､勤続に基づ く制度ではなく､査定を相当程度

伴うものであるが､最近､個々人の能力､業績をより重視 した賃金､処遇体系へと移

行する企業が増加 している｡また､労働時間制度の面においてもフレックスタイム制

や裁量労働制の導入に代表されるように時間管理の柔軟化､弾力化の傾向が顕著にな

ってきている｡
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終章 参加 ･発言型産業社会の実現に向けて

(1) 国際的共通性

以上のような我が国における労使関係､労使市場を巡る最近の特徴については主要

な先進諸国においても国による程度や内容の差異を含みなが らも共通する面がみ られ

る｡

① 組合の組織率については､1980年代に我が国同様､アメリカ (80年23%- 94年

15.5%)､イギ リス (80年56.4%-92年41.6%)､フランス (80年19%-89年11

%)などで急速な低下が生 じている｡こうした組織率の低下傾向の要因としては､

サービス部門の拡大､パー トタイム雇用や女性労働力の増大など労働市場における

構造変化に加え､国によっては､使用者による組織化に対する抵抗の増大 (アメリ

カ)､労使関係法制の改革 (イギ リス)などによる影響が指摘されている｡また､

従来低下傾向のみられなかった ドイツにおいても190年代に入ると､旧東独地域にお

ける失業の大幅な増加を主因として組合員数が減少 し組織率の低下が見られるよう

になっている (91年41.6%-93年38.4%)0

② 雇用問題は今や世界的課題となっており､特にヨーロッパの主要国においては高

水準の失業率､長期失業の慢性化などの現象が顕著となっている｡これまでEU諸

国の中では比較的失業率の低かった ドイツでも構造要因に加え景気後退の影響か ら

96年に入 り失業者は 400万人を超え失業率も11%台へと急上昇 している｡アメ リカ

は80年代前半まで失業率の高まりがみられたが最近では5%台半ばまで低下 してい

る｡ただ､アメリカでは低賃金雇用の増大により低技能者と熟年労働者の賃金格差

が拡大するなど雇用の質的な側面において大きな課題を抱えている0

③ 賃金制度についても近年､激化する国際競争､技術革新の進展などに柔軟に対応

するため､欧米諸国の企業においても見通 しが進んでいる｡ つまり､従来のような

職務の細分化を前提にしたいわゆる職務指向型賃金制度から能力指向型､パフォー

マンス指向型賃金制度へと転換を進めっっある｡もとより､能力指向とはあくまで

も実際に発揮された能力に対応 した賃金制度という意味であり､個人の潜在能力や

将来性を評価する日本型職能給とは性格を異にするものであるが､企業を取 り巻 く

環境が急速に変化する中で我が国を含めた主要先進国において賃金制度の見直 しに

向けた動きがみられるのは注目に値する｡
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2.労働組合の規制力を考える- 企業の内と外､個人と集団

(1) 2つの座標軸

以上のように､最近における労使関係及び労働市場を巡る状況はいずれも労働組合

に対 して厳 しい対応を迫るものばかりであるが､かかる状況を踏まえこれからの対応

の方向を検討するに当たってポイントとなる点は区別すれば以下の2点と考えられる｡

第 1は､企業の内と外における労働組合の労働条件規制力をどう強化していくかとい

う視点であり､いわば企業の内と外という座標軸である｡ 第 2は､個別的労働関係に

集団的労使関係による労働条件決定メカニズムを相互にいかに調和させ､機能させて

いくか､つまり､個人と集団にかかわる座標軸である｡

最近における雇用や処遇を巡る動きをこの2つの座標軸に照 らしてより具体的にみ

てみよう｡ 雇用の確保は言うまでもなく勤労者の生活の安定にとっての基本的条件で

あり､この面での組合の役割に対する期待は大きい｡従来我が国の失業率が国際的に

みて比較的低水準で推移 してきた主たる理由の一つとして､いわゆる内部労働市場の

有する柔軟性を背景とした雇用維持機能が指摘されてきた｡その意味ではこれまで少

なくとも企業 レベルにおいては､雇用の安定に関する組合の規制力が比較的有効に機

能 してきたと考えられていたのである｡しかし､90年代前半おける雇用調整と労使交

渉の実態についての連合のアンケー ト調査によれば､雇用調整全般について何らの労

使交渉も行われなかった企業が16.3%存在 しており､人員削減についてはこの割合は

22.6%にのぼっている｡ 労働協約においても休業､一時帰休､転籍､希望退職などの

項目については約半数の企業で規定は設けられておらず､解雇についても ｢規定な

し｣は3割強を占めている｡また､連合総研の調査では､出向者に対する労働条件の

説明は大半の企業において不明瞭さの程度の大きい ｢口頭説明｣にとどまっているこ

と､転籍者の人選基準､転籍後の雇用保障､教育訓練､退職金などについての規定を

もつ企業は極めて限られているといった実態が明らかとなっている｡以上の事実が示

唆 しているのは従来一定の評価がなされていた企業内における組合の雇用に関する集

団的規制力についても解決すべき多 くの課題が存在するということである｡ 既に連合

はこうした実態を踏まえ､労働協約の締結促進運動を開始 したが､改めて職場におけ
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る雇用､労働条件に関する諸問題を総点検し､今まで以上に深みと広がりのある組合

の交渉力､規制力の確立と明確なルール形成に向けた取り組みを進めることが求めら

れているといえよう｡

企業の枠を超えた組合の規制力については我が国の場合企業別組合が中心的形態で

あることから従来よりその弱さが指摘されていた｡周知の通り､ヨーロッパ諸国の労

使関係においては､総じて産業､地域レベルの労使交渉とそれに基づく労働協約によ

り企業横断的な組合の労働条件規制力が働いている｡確かに近年これら諸国の多くに

おいて労使交渉のミクロレベルの分権化が進行しているが､これは一部で言われるよ

うに単純な ｢日本化｣といった性格のものではなく､産業､地域レベルにおける労働

協約を通じた規制力には依然根強いものがある｡我が国においても､昭和30年代から

40年代にかけて､構造調整の円滑化 (繊維､鉄鋼､造船)や貿易､資本の自由化への

対応 (自動車､電機)などを契機として産業別労使会議が設置され､代表的産業にお

いて労使協議という形態を中心に産業レベルのコミュニケーションが図られている｡

これら労使会議の機能は産業によっては雇用､産業立法の成立に大きな影響を与えた

り､春闘時に構成メンバーによる労使交捗がもたれたりする例もみられるが､概して､

労使会議における決定機能や合意事項について強い拘束力があるとは言い難いのが実

情であり､とりわけ経営側においてはそうした受けとめ方が支配的である｡その意味

においても､労働組合としてはこうした労使会議等の場面が労働条件決定メカニズム

の一つとしてより有効に機能するよう粘り強く働きかけていくことが必要であり､産

業レベルのみならず地域レベルにおける取り組みについても同様の事が言えるのであ

ろう｡

次に賃金､処遇制度の変化について､個人と集団という座標軸とのかかわりから労

働組合にとっての課題を考えてみたい｡労働協約が使用者と労働組合の交渉により締

結されるのに対し､労働契約は個々の労働者と使用者の間の個別的な契約を指すが､

我が国の場合､労働契約の重要事項のほとんどすべては就業規則に委ねられているの

が実情であり､個別な契約であるはずの労働契約が集団的性格を色濃く有していると

いう特徴がある｡このように実質的な労働条件を規定する就業規則について労働基準

法においては事業場の過半数組合または労働者の過半数代表の意味聴取のみを使用者

149



に義務づけている｡この点､ ドイツを始めとするヨーロッパ主要国にみられるような､

就業規則が事業場の従業員代表委員会の同意を経た協定として制定される共同決定方

式とは対照をなしている｡ただ､実際上組合が組織されている比較的大きな規模の企

業では就業規則の制定､改正は組合との協議や交渉を経て行われるケースが多い｡こ

れまでのような年功的処遇を基本とした画一的人事管理の下においては､こうした個

別的労働関係と集団的労使関係による労働条件決定メカニズムはそれなりに機能して

きたと言える｡ こうした方式が最近における個別化､多元化をめざす人事処遇制度の

変化の中で､今後とも有効なのか､労働組合の規制力は維持しうるのかが問題となる｡

賃金､処遇制度のいわゆる能力主義化といわれる現象は潜在能力よりも顕在能力､仕

事の成果による評価を強めるものであり､これに伴う目標管理制度などの導入は企業

と個人による個別交渉領域の広がりを意味する｡特に最近大手企業の管理職層を中心

に採用されつつある年俸制は毎年の賃金について個別的契約をとりかわす制度といえ､

いくつかの企業ではこうした制度を管理職層以外にも適用しようとする動きもみられ

るようになってきている｡このような個別管理が進展すれば､勤労者個々人は労働組

合を通じた集団的問題解決メカニズムよりも個別的問題解決のメカニズムを通 じた処

遇の改善を今まで以上に重視することになると考えられる｡しかし､企業と個人の間

の交渉や調整で決まる領域が増大することが直ちに集団的交渉による解決メカニズム

を無意味化するわけではない｡適用される制度や交渉 ･調整ルールづ くりは企業と個

人の話し合いには馴染まず､例えば人事考課における評価基準などの制度づくりやそ

の適用ルールJさらには適用後の苦情処理の方法などは企業と組合との間で明確なル

ールづくりを必要とする｡ その意味においては企業と個人との問の個別的な交渉や調

整の領域が拡大すればするほど､労働組合による集団的問題処理メカニズムの重要性

が高まると言える (連合総研 ｢新 しい働き方の創造をめざして｣)｡連合は96-97年

度運動方針において労働条件改善ビジョンを検討するとしているが､雇用 ･処遇制度

に関するルールづくりについての指針を策定し､傘下組合に示す必要があろう｡
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3.労働組合の規制力と労働法制の課題-いくつかの提案

雇用や労働条件を巡る最近における変化､その中で労働組合の規制力をいかに維持

し､強化すべきか､その課題を中心にみてきたが､組合の規制力に対して労働法制の

側面からこれを支援､促進する方策は何かポイントを絞って論ずることとしたい｡

(1)過半数代表制の整備､拡大

労働基準法を始めとする労働法制に根拠を有する過半数代表制については､現行法

において労働者代表の選出方法､権限､任期等について限定されていないことからそ

の明確化を求める考え方が示されているが (労働基準法研究会報告)､ここでは別な

角度から過半数代表制の問題に触れてみたい｡現行の従業員の意向を反映させるしく

みとしては､労使協定､意見聴取､委員推薦などの形態があるが､その内容をみると

形式的な運用にとどまっている労働基準法上の三六協定から実質的に機能している労

働安全衛生法上の安全衛生委員会までさまざまである｡過半数代表制のあり方に関し

て特に注目されるのはこの安全衛生委員会に代表される労使構成の委員会方式である｡

最近では労働時間短縮促進法に基づき時短推進委員会の創設が規定されており､この

労使委員会の決議は労働時間や休暇に関する労使協定に代わる機能を法律上付上され

Lt
いての提案もなされている (｢裁量労働制に関する研究会報告｣)｡これら委員会の

規定はいずれも労働基準関連法制にかかわるものであるが､既にみたように､今後企

業の内外にわたる労働移動が増大すると見込まれる中にあっては雇用法制においても

こうした方式を導入していくことが組合の規制力の維持 ･強化という面から必要では

ないだろうか｡現行雇用法制では､各種助成金の支給要件として労使協定を定めてい

るもの (雇用条件法施行規則)､不況業種事業主が作成 (変更)､する雇用維持等計

画など雇用 ･能力開発に関する計画に関わる過半数組合又は過半数代表の意見聴取を

定めているもの (特定不況業種等雇用安定法など)の2種類である｡ したがって､例

えば､雇用安定 ･能力開発に関する計画を単なる意見聴取から労使委員会の設置を通

じた作成方式に改めることなどが検討されても良いのではなかろうか｡
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(2) 産業､地域における労使協議の枠組みの設定､促進

既にみたように産業､地域など企業の枠を超えたレベルでの労使協議は企業内の場

に比べ取り組みが遅れている｡本来こうした事態の改善は労使双方の自主的な話し合

いを通じてなされるべきものであり､法律によって直接的に強制する性格のものでは

ないことは言うまでもない｡したがって､既に実施されている産業別労使会議の活性

化などを通じてメゾレベルでの労使関係の成熟化に向けた努力が基本的前提となるで

あろう｡ただ､この場合､こうした労使の努力を法制度において側面的に支援してい

く方策は検討に値すると考えられる｡例えば､特定不況業種等雇用安定法では､個々

の不況業種等事業主に対する雇用､維持等計画の作成義務は規定されているが､当該

業界団の労使体については労働大臣の行う業種指定の際の意見聴取のみとなっている｡

したがって業界全体にまたがるような課題を視野に入れた業種別の雇用安定計画をま

ず､産業別労使で作成し､それを受けた形で個々の事業等の計画につなげる法律の構

成を検討することも必要ではないだろうか (同法では特に必要と認められる業種では

労働大臣が計画を作成するという規定があるが､やはり､実情を直接熟知している産

業別労使による計画をかませることが適当と考える)｡そうした枠組みを設けること

により､産業レベルの労使協議の実効性を挙げることができると考えられる｡

また､地域レベルにおいては､雇用問題の深刻化を背景として労使等を構成メンバ

ーとする円高等雇用対策協議会及び連絡協議会が県､安定所単位に設置され､平成 8

年度からは､雇用創出への取り組みを追加 して ｢雇用安定 ･創出対策協議会及び連絡

協議会｣として体制が強化された｡こうした措置は連合が従来より主張してきた考え

方が労働政策に取り入れられたという意味で高く評価されるが､将来的にはさらにこ

うした労使を含めた会議についてその合意により強い拘束力を付与するといった形で

地域雇用開発促進法の柱に明確に位置づけることも､労働組合の社会的機能の強化と

いう面から検討してもよいと思われる｡

(3) 個別紛争処理システムと労働組合

企業内外にわたる労働移動圧力の増大､人事管理面における能力主義化､個別化の

進展は､今後､雇用､労働条件を巡る個別的な紛争処理を今まで以上に増加させる可
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能性がある｡こうした点を勘案すれば､.労働組合にとっても個別紛争処理に係わる手

続きのルール化やシステムイヒといった問題に積極的に取り組んでいく必要がある｡我

が国における個別紛争処遇システムは①公的システムにおいては裁判所を中心とする

ものの個別紛争を対象とした特別の機関の設置や手続きがとられていないこと｡②行

政機関と労働基準監督署 (民事的処理は対象外)､婦人少年室 (機会均等調停委員会

は機能不全)､労政事務所 (相談的処理が中心)などが一定の役割を担っているが､

機能に限界があること｡③私的システムについては､企業内システムが中心であり､
●

かつ､企業外の紛争処理システムとの連携がみられないなどの特徴を有していること

が指摘されている (例えば日本労働研究開発機構 ｢個別紛争処理システムの現状と課

題｣)｡こうした我が国システムの問題点を踏まえ､いくつかの考え方が提案されて

いるが､本来集団的労使紛争の処理機関として生まれた行政委員会が個別､紛争処理

をも行う機関に改編されたイギリスなどの動向 (例えばイギリスのACAS(助言 ･

斡旋､仲裁局)の例)も勘案すれば､我が国の場合にも三者構成たる労働委員会に個

別紛争処理の機能を付与する方向が望ましいのではないかと考えられる｡いずれにし

ても労働組合としても早急に､将来の個別紛争処理システムのあり方について具体的

検討を始める必要があろう｡

(事 務 局)
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補論 労働組合の社会的機能
～労働組合活動の事例から～

本章では､労働組合活動の事例､とくに､いわゆる ｢企業内労組｣の通常の活動と

異なる領域の活動の例を紹介 し､労働法制に関する検討の材料を提供 しようと思う｡

ここで検討する事例は､労働協約にかかわる活動と､組織化 ･組織運営に関する活

動である｡労働協約については､地方産業別組織による統一労働協約､労働協約の地

域拡張適用､企業グループ間の労働協約について紹介する｡また､組織化 ･組織運営

については､企業グル.-プ組織化､地域ユニオン･クラフ トユニオンの組織化､労働

者供給事業を通 じた組織化などを検討する｡

1.労働協約を軸とする取 り組み

(1) 地方産業別組織による統一労働協約

一･- ゼンキン連合の統一労働協約締結活動 - 神奈川の場合 - 一･-

ゼンキン連合の組織の骨格は､中央執行委員会のもとに32の地方ゼンキン連合､ 8

業種別部会､大手労組会議の 3本柱が支えている｡

このうち､神奈川､東京､千葉､埼玉の 4地方ゼンキン連合は本部､単組､関係会

社 ･事業所間で統一労働協約を締結 している｡このような労働協約は 1企業内の労使

関係をこえた労働運動の社会的役割をになうものであり､産業別 ･地域別労働組合が

積極的に取 り組むべき問題である｡

以下では､ 4地方の統一労働協約のうち､歴史的には最 も長いゼンキン連合神奈川

の事例をとり上げ､現状､これまでの経過､今後の課題等の概要についてふれること

とする｡

1)統一労働協約の内容

ゼンキン連合神奈川の統一労働協約は昭和34(1959)年 9月の締結以来､24回の期

間更新を経て現在に至っている｡この間､協約内容､参加企業 ･単組は変化 している
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が､統一労働協約締結前史を含めたこれまでの経過は後述することとして､まず現行

(1995年9月～97年9月)統一労働協約の内容をみる｡

現行の統一労働協約書の本文は､前文と8章26条で構成され､.さらに協約附属覚書

9項目､議事録の保管として24項目の議事録抜草が付されている｡ 本文 8章の章題は

第 1条総則､第 2章ユニオンショップ､第 3章組合活動､第 4章統一労協委員会､第

5章経営協議会､第 6章平和義務､第 7章特別専従者制度､第 8章附則となっており､

以下､各条を追って､統一労働協約の内容を概観することとする｡

現在､統一労働協約に参加 しているのは､31社 ･事業所､ゼンキン連合神奈川 (本

部)､31単位労働組合 (単組)である｡ (参加企業数､参加単組数等の課題につい

ては後述)｡前文では､これらの統一労働協約参加者は ｢真に対等にして相互理解に

根ざす近代的労使関係を一段と高める為に､ここに統一労働協約を締結する｡近代的

労使関係は､高い生産性と高い労働条件と永続的な産業平和の唯一の基礎であること

を､ここに参加する労使双方は相互に深く確認する｣として､統一労働協約の目的は

｢近代的労使関係｣の確立にあることを明らかにしている｡

第 1条 (適用範囲)では ｢この協約は､原則として本部 ･単組の相手側である会社
●●●●●●●

･事業所並びに本部､単組の上に適用される｣として､本協約が個別の企業内労使協

約､協定に優先することを述べている｡

本協約の焦点の 1つである協定事項について第 2条は ｢この協約は組織的条項並び

に平和義務等債務的条項について協定する｡労働条件については､産業企業の実情に

かんがみ､各会社 ･事業所と単組の間で個別に協定する｣として､労働条件は本協約

では直接取り扱わないこととなっている｡これは､すでに前文で引用したように､近

代的労使関係が ｢高い労働条件｣の基礎であり､本協約の目的が近代的労使関係の確

立におかれていることから導かれる1つの帰結である｡ しかし､一方では､同じ神奈

川県内の機械金属産業という共通基盤をもつとはいえ､参加企業の業種､製品､企業

規模､産業構造上の位置等の相違が大きいという現実がここに反映されている｡

では､本統一労働協約の中心である債務的条項の内容はどうなっているのか｡まず､

組合員の範囲 (第 5条)について ｢会社 ･事業所の従業員は､すべて本部の組合員で

なければならない｡但 し､労働組合法第 2条第 1号に該当する従業員はこの限りでな
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い｡組合員の範囲の具体的な協定は､前項但書の公正な解釈にもとづき､各会社 ･事

業所とその相手側である単組との問で個別に協定する｡ ｣第 6条除名の効力 ｢会社 ･

事業所は､本部､単組が所定の手続きによって除名 した組合員を使用 しない｡会社 ･

事業所は､本部執行委員長名による除名通告を受けたときには､その日より14日以内

にその従業員を解雇する｡｣として､本部､即ちゼ ンキン連合神奈川がユニオ ンショ

ップの権限を担保 している｡

つぎに､組合活動については､第 7条組合活動の保障 ｢会社 ･事業所は､組合員が

この協約にしたがって組合活動にしたが うことを認める｡会社 ･事業所は､組合員が､

正当な組合活動にしたがったことを理由にして､一切の不利益な取扱いを しない｡｣､

第 8条組合活動の要領 ｢組合活動は､会社 ･事業所の就業時間に行 うことを原則

とする｡但 し､特殊な事情や､従来の慣行などにもとづき､特例は認める｡前項の特

例及び､会社 ･事業所の従業員である専従役職員の取扱い､構内活動の範囲､施設場

所の利用等､組合活動に関する要領については､各会社 ･事業所 と単組の問で個別に

協定する｡｣として､組合活動の保障と組合活動の時間外原則を定めている｡

第 4章は統一労協委員会にあて られている｡設置の目的は ｢--第 2条及び第 3条

ゐ趣旨と範囲にしたがい､この協約の運用のための機関として統一労協委員会を設け

る｡ ｣ (第 9条)とされ､その構成は ｢･･-･･会社 ･事業所並びに本部､単組を代表す

るもq)をもって構成する.｣ (第10条)､つまり､統一労働協約の署名捺印者全員を

もって構成されている｡実際の運営は､協約書の本文にはないが､統一労協委員会の

もとに常任委員会が設置され､この場を中心に活動が展開されている｡ 常任委員会の

構成は会社側､組合側各11名で､この中か らそれぞれ 1名の代表者､各 2名の幹事､

各 7名の常任委員､各 1名の監査が決められている｡統一労協委員会は年間 700万円

余の独立 した会計をもち (会費負担は会社側月額 5,000円､組合側大手月額 5,000円､

中小手月額 3,000円)､春季､夏季､研修会､県外工場見学会､海外労働事情視察の

派遣などを行なっている｡

第 5章は経営協議会である｡ ｢各会社 ･事業所とその単組は､この章の定めるとこ

ろにもとづき､労使双方の相互理解と民主的な協力を実現する場所として､経営協議

会を設けるものとする｡･･-･･｣ (第13条)として統一労働協約参加労使に企業毎の経
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営協議会設置を義務付けている｡経営協議会の協議事項は ｢･･--①賃金､労働時間､

休日､休暇､休職に関する事項､②解雇の一般事項､③懲戒処分の基準､④採用の大

綱､⑤異動､配置転換については､特にその人数が多数にわたる場合､あるいは労働

条件に低下を来たす場合に限ってその方針の大綱､⑥会社 ･単組間における協約ある

いは組合員の労働条件に直接関係のある諸規則の設置改廃､⑦安全衛生､福利厚生に

関する事項､⑧生産性向上に関する事項｣ (第14条)となっており､労働条件を中心

に､労働移動､生産など広範にわたっている｡また､協議事項とは別に､第15条は説

明事項として ｢次の事項について､会社 ･事業所側が必要と認めたとき及び単組側か

ら要求のあったときは､会社 ･事業所はすみやかにこれを経営協議会において説明す

るものとする｡ ①企業の全般的な計画､②人事の一般方針､③経理の実績と見通 し｣0

さて､第 5章全体を通 じて経営協議会と団体交渉の関係についではふれられていない｡

また､統一労働協約全体をみても団体交渉の位置付けが行なわれていない｡しかし､

実際には､経営協議会において解決しない事項は団体交渉事項として取 りあっかわれ

ている｡

第 6章は平和義務､争議行為の問題である｡ ｢会社 ･事業所並びに本部､単組は､

労使間の紛争を未然に且つ自主的に解決することに努力しなければならない｡会社 ･

事業所並びに本部､単組は､この協約の手続きを経ることなく､全部たると一部たる

とを問わず罷業､怠業､ロックアウト等一切の争議行為に入ることができない｣とし

て､第17条は統一労働協約参加者全体に平和義務を課 している｡ ｢--この協約の手

続き--｣とは事前通告の義務であり ｢争議行為に入るときには､会社 ･事業所ある

いは単組は､少なく･とも争議行為に入る48時間前迄にその相手に書面により通告する

義務がある｡単組の通告は本部を経由しなければならない｣ (第18条)として48時間

のコール ドタイムと本部の同意にもとづく単組の争議行為通告を規定 している｡労働

委員会への提訴と争議行為の関係について第19条は ｢前条の手続きによる争議行為開

始日時以前において労働委員会に提訴された場合､その期間中一切の争議行為を行な

わない｣とし､第20条は応訴の義務として､ ｢会社 ･事業所と単組のうち､いずれか

が労働委員会め斡旋､調停を依頼した場合､一方はそれに応ずる義務がある｣として

いる｡そして､第21条は ｢各会社 ･事業所は争議行為中において単組の同意なく一切
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新たな労務の供給をうけることができない｣として､いわゆるスト破りを禁じている｡

統一労働協約の内容の最後が特別専従者制度である｡第22条は ｢会社 ･事業所並び

に本部､単組の三者が同意した場合､特別専従者を置くことができる｣としている｡

ここでいう特別専従者とは､本部から単組に派遣する専従者のことであり､1954年

(昭和29年) 9月にまとめられた統一労働協約試案ではユニオンショップとともに中

心的な役割を担うものであった｡しかし､この制度に対する経営側の抵抗は強く､統

一労協運動全体が進まないため55年 (昭和30年) 6月の大会でこれを削除することを

決めた｡これが76(昭和51)年に部分的に復活 したものである｡

2)統一労働協約運動42年

全金同盟神奈川金属労働組合 (現ゼンキン連合神奈川)は1954(昭和29)年 6月の

大会で､近代的労使関係確立のため､現在結ばれている会社 ･事業所と支部 (単組)

の毎協約の上に ｢統一完全ユニオンショップ締結と特別専従者制度の採用｣を骨子と

する統一労働協約締結の方針を決議した｡同年 9月､大会決議を根幹とした8章29条

からなる試案がまとまり､各支部に配布､関係する会社 ･事業所に参考として提出さ

れた｡更に試案を神奈川県経営者協会に公式に提出､同協会に加盟する神奈川金属関

の経営者と神奈川金属本部との問で数回の統一労働協約研究会､あるいは大懇談会が

開催された｡翌 5年 3月にかけて､会社 ･事業所別懇談会､神奈川県経営者協会との

研究会が行なわれている｡

この ｢試案｣は､ある意味で理想主義にそったものであり､これを2点についてみ

てみよう｡まず､前文と協約の適用範囲をみると､ ｢神奈川金属労働組合 (以下組合

と呼ぶ)と神奈川金属経営者協会 (以下協会と呼ぶ)とは､産業平和と労働者の地位

向上の根本は､近代的な労使関係の確立にあるとの相互理解の上に立って､次のよう

に労働協約を締結する｣､ ｢この協約は､原則として協会を構成する会社 ･事業所

(以下会社と呼ぶ)並びに組合を構成する単位組合 (以下支部と呼ぶ)の上に適用さ

れる｡但 し､会社並びに支部の代表者はこの協約書の末尾に署名捺印しなければなら

ない｣｡つまり､協約の相手は､現在は存在しない神奈川金属経営者協会である｡こ

れは､労働組合が神奈川金属に結集しているのに対応して､経営者も協会を組織する

べきである､との主張である｡ このことは ｢試案｣に一貫しており､ユニオンショッ
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プに関する除名の効力について ｢--会社は組合長名による除名通知を受けた日より

10日以内にその従業員を解雇する｡除名通知は協会を経由しなければならない｣とし

て､除名の効力が協会構成全会社に及ぶようになっている｡

また､統一労協委員会の構成は ｢･･･-協会､組合を代表する委員10名-･-｣となっ

ており､争議行為の事前通告も ｢--協会あるいは組合を経なければならない｣とさ

れている｡

つぎに､先にもふれた特別専従者制度である｡ ｢試案｣の第 9条は･｢会社は､組合

の派遣する特別専従者に対して､会社の従業員である支部幹部に対 して認めている範

囲と同等の連絡に要する構内通行､文書の配布､建物施設の使用等の組合活動の自由

を認める｣こととし､第10条は ｢組合は､支部に､特別専従者を派遣せしめた場合､

その本人の履歴及び支部において就 くべき地位等を明らかにして通知する｣としてい

る｡この文面からは､通知する相手がだれであるのかは明示的ではないが､支部及び

会社に対してであろう｡55年 9月にまとめられた ｢統一労働協約の第 1次解釈｣によ

れば ｢--特別専従者制度 (現行専従者制度を職業幹部制度の方向に於て改革する)

--｣とあり､従業員である支部専従制度を改革して職業幹部を支部役員とし､企業

内労使関係を社会的労使関係に導びこうと意図したのではないかとみられる｡

55年 6月､･特別専従者制度を試案から削除して要求案とし､関係全会社に提出､説

明会､研究会､各支部と会社の個別交渉が重ねられ､ 7社､ 7支部､本部による三者

懇談会､ 7社労務首脳と本部三役による小懇談会の開催に至って協約の内容について

具体的な労使の対立点が明確になったのは56年 4月であった｡

会社側は､完全ユニオンショップ､経営協議会における全事項を協議事項とするこ

と､コール ドタイム48時間の 3点に強い難色を示した｡56年 9月には､ユニオンショ

ップとコール ドタイムについては覚書を置く､経営協議会の協定事項のうち数項は説

明事項に移す､という折衷案がまとまった｡さらに､57年 2月には､仮想の条項であ

る経営者団体について削除した最終案がまとまった｡

この最終案に対して会社毎の仮調印を進めたが57年内に14社､58年内に通算21社､

59年 8月までに28社が仮調印に参加 した｡当時､神奈川金属関係の全会社 ･事業所は

46社あり､仮調印会社がその 6割を上回ったことをふまえ､59年 9月26日､統一労働
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協約第 1回調印式が開催された｡その後71年までは協約の有効期間が 1年であったの

で毎年 9月26日には期間更新の調印式が行なわれた｡その後､有効期間を2年に改め

たのでこれまでに24回の調印式が行なわれている｡

3)これからの課題

統一労働協約締結運動に取り組んで42年を経て､①労使関係の基本ルールが確立さ

れ､②無協約組合が大幅に減少 し､③経営側の連携が良 くなり､④経営側が企業の外

から企業内を見る目が育った､などの成果をあげている｡

しか し､問題点も生 じている｡ 第 1に､統一労協参加率の低下である｡ゼンキン連

合神奈川の加盟単組は80であるが統一労協参加は31社､31支部であり参加率は38.8%

にとどまっている｡ これにはいくつかの要因がある｡ 1つは企業合併によって､当初

参加者が他産別に移行 して統一労協から脱退 したこと､ 2つには 1企業に複数の組合

がある場合､参加できない､ 3つには､神奈川県以外にも事業所､支部がある大手組

合の一部が神奈川だけが統一労協に入ると単組としての統一が保ちにくいために参加

しない､などである｡

第 2に､債務的条項の統一労協であり､最近の労使関係の変化の中で､統一労協の

有効性を発揮する機会が減少 している｡その結果､統一労協活動の活性化が図りにく

くなりがちである｡ しかし､規制緩和が進むなかで組織労働者による労働諸条件の社

会的規範形成力の充実が社会的に求められている｡ その意味では最低賃金協定をはじ

めとする労働条件の最低水準協定を統一労働協約に加える等の検討が望まれる｡

(2)労働協約の地域拡張適用

1)拡張適用の事例

労組法第18条に基づ く労働協約の地域的拡張適用の決定は1947(昭和22)年以来今

日まで50年間に全国で 8件にとどまっている (旧労組法第24条による拡張適用決定は

ない)｡ このように､ 5件は1958年までのもので､60年代､70年代には無く､80年代

に入って愛知県地方労働委員会による3件 (実質 1件)のみとなっており､同条はほ

とんど活用されていない｡

また､同条に基づ く拡張適用の申し立てはこの間に24件であり､このうち15件は打
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切 り (取 り下げ)であり､不適用となったのは2件である｡申し立て件数 も少ないが､

そのうち62.5%が､労働委員会の決議以前に取 り下げ られている (注 1)｡

以上の事実は､同条の適用が申し立て者 (労働組合)にとっていかにきびしいもの

であるかを示 している｡中小末組織労働者の労働条件向上 と組織労働者が締結 した労

働協約の実効性確保のために設けられたとみられるこの制度は､労働組合にとってま

ことに使いにくい仕組みであるために生かされていないということができる｡

1958年までに拡張適用が決定された 5件をみると､業種別には木材 ･木製品製造業

(製材) 3件､ガラス ･土石製品製造業 (石灰)､亜炭採掘業各 1件である｡また､

適用対象労働者数は249名～750名と小規模であり､拡張適用の有効期間は 5カ月～21

カ月と比較的短期である｡これに対 して､1983年 9月にはじまるゼ ンセン同盟による

愛知県尾西地区の綿状繊維 ･糸染色整理業に対する休 日協定の拡張適用は対象全労働

者が 2,000名をこえ､有効期間は三次にわたる申し立てを通 じて実質 9年間に及んで

いる (注 2)0

以下､ゼ ンセン同盟による休 日協定地域拡張適用の取 り組みの特徴について検討す

る (注 3)0

2)ゼ ンセン同盟による休 日協定の拡張適用

① 申し立てまで

愛知県北西部､一宮市こ尾西市等を中心とする尾西地区は濃尾平野の中央にあり､

木曽川の水を利用 した綿織物､染物､糸染が古 くか ら盛んであった｡ しか し､地下水

の汲み上げによる地盤沈下が進み､1959(昭和34)年 9月の伊勢湾台風では満潮時と

台風上陸が重なったことに加えて地盤沈下が被害を大きくしたといわれている｡ この

ため､地下水汲み上げは規制され染色業はさびしい立場におかれた｡一方､ ｢尾張工

業用水｣の導入が進められたがその使用量基準の設定のためには年間稼動 日数を決め

ることが､県の行政上 も業界全体 としても不可欠 となっていた｡

1977年当時､尾西地区には 140社前後の綿状繊維 ･糸染色整理業者があり､ この う

ちゼ ンセン同盟加盟の組合を擁する会社 (42社)を除いては､著 しく劣悪な労働条件

の下に雇用されており､こうした現況は (i) レーバーコス トの抑圧､ (立)過当競

争の激化､ (ii)加工賃のダンピング､ (iv)仕事量の地域外流出等の弊害を もた ら
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し､労働組合のある事業場の競争力を弱め､業界の環境秩序のぴん乱を招き､末組織

労働者をますます悪環境へおいやる結果となっていた (ゼンセン同盟 ･申立理由書)0

この現状の中で､77年､ゼンセン同盟尾州地方労働組合連合会 (尾州労連)と尾西染
I+

色工業協同組合 との間で繊維問題懇談会 (染色部会)を発足させ休日協定の拡張適用

問題を含め業界 とのコンセンサスを求める努力を行なった｡

80年 2月頃より､労組法第18条による休日協定の拡張適用に対する業界側の積極的

な賛同を得るようになり､81年 8月､前記協同組合加盟の42社の経営者とゼ ンセン同

盟との間で､常用労働者の年間休日を86日以上とする協定書が締結された｡この間､

協定書への同意署名を集めるために､ゼンセン同盟愛知県支部､尾州労連役職員､業

界団体役員､労政事務所職員が一体となって関係企業を歩いたという｡

② 拡張適用の申し立て､決定

81年 9月 9日､ゼンセン同盟は愛知県知事に対 し､前記の年間休日に関する協定を

尾西地区の 4市 4町内において綿状繊維 ･糸染色整理業 (当時の日本標準産業分類番

号F2066､産業細分類)を営む者及びその事業場に雇用されている全常用労働者に拡

張適用の決定をするよう申し立てた｡県知事より申し立ての送付をうけた県労働委員

会は公 ･労 ･使各側 2名による小委員会を設置､ ｢二の地域｣､ ｢同種の労働者｣､

｢大部分｣､ ｢-の労働協約｣等に関する調査を行なった｡この中で明らかになった

年間休 日数の平均は協定締結事業場91.2日､非締結事業場76.1日であった｡このため､

82年 4月12日の労働委員会決議書は ｢-協定非締結事業場の経営に多大の負担を課す

ることになるのでこの点を配慮 して-｣拡張適用の効力発生始期を約 1年 5ヵ月後の

83年 9月 1日とした｡これをうけて県知事は82年 5月 6日､決定の公告を行なった｡

決定か ら施行までの問､現地では施行実務上のいくつかの問題が起 っていた｡ 1つ

は､休日変更に伴なう就業規則の変更についての労働基準監督署の指導の強化であり､

10人以下の事業場でも休日86日以上とするよう指導することとなった｡ 2つには､日

給労働者の場合の賃金保障について協定書は ｢-当該労働者に法定休 日 (労基法第35

条の規定により与えなければならない休日をいう)を除いた日数分の休 日1日につき､

その者が受けることとされている日給額に相当する額を保障するものとする｣とあり､

｢日給額に相当する額｣とはなにか､ということであった｡これについては､労基法
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上の賃金であり､

86日以上-52日-34日以上

となり休日増加分34日以上について賃金を支給 しなければならないこととなった｡

③ 第 2次申し立て､決定

第 1次拡張適用期間が終了した翌日の84年 9月 1日､ゼンセン同盟は､拡張適用施

行後の 1年間をふり返り ｢-業界の環境および秩序の安定と労働条件の平準化促進と

いう面か ら､この画期的な決定は各界に大きな関心を呼び起 し｣た､ としなが らも

｢-実質的には緒についたばかりであり､実効は今後に期待されるのが現状｣ (第 2

次申し立て理由書)であるとして､同一内容の協定の拡張適用の申し立てを行なった｡

84年12月21日に決定された第 2次拡張適用では適用全労働者は2,140名 (第 1次2,013

名)に増加 し､協約適用労働者の全労働者に対する比率 も74.7% (同74.2%)に上昇●

した｡また､適用期間は88年 8月31日までと3年 8ヵ月に延長された｡

④ 第 3次申し立てと拡張適用の終結

88年12月 2日､ゼンセン同盟は第 3次の拡張適用の申し立てを行なった｡第 2次の

適用終了か ら3ヵ月を経過 していた｡ この間の事情を申し立て理由書か らみると､

(i)第 1次申し立て (81年 9月)か らすでに 7年を経過 し､実効はほぼ定着 しつつ

ある､ (ii)88年 4月から労基法が改正され､週労働時間の短縮､年次有給休暇の増

加等､経過措置があるとはいえ､漸進的な改善が行われている､ (ii)ゼ ンセン同盟

加盟の事業場では､愛知地労委の斡旋により､89年度か ら年間休 日が 104日ないし

105日となった､などの情況変化があった｡本来､休日格差を縮めるべきであるが､

零細企業の多いこの業界の実態を踏えると年間86日を今後暫 く業界の休 日最下限とし

て設定する必要がある､として第 3次申し立てを行なっている｡

第 3次拡張適用は89年 3月21日に決定されるが､この間に出された労働委員会小委

員会報告書は拡張適用の終期にふれている｡ ｢本件労働協約は､有効期を 2年ずつと

する自動更新条項を含み､-これをこのまま適用すれば拡張適用の終期が明確でなく

なるおそれがあり､また拡張適用後相当期間経過すると社会経済情勢の変動に伴い拡

張適用の前提条件となる諸要件に変化を生 じる可能性がないとはいえないことか ら､

･･-･･拡張適用の終期は--次の自動更新に係る有効期間が満了する平成 4年 8月31日
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までとすることが適当である｣として､92年 8月が終了時期とされた｡

第 3次拡張適用にあたって､協約締結使用者数は41と第 1次､第 2次に対して 1社

滅となった｡全適用対象使用者は 125(第 2次は137)に減少した｡休廃業､他業種へ

の転換､移転等が進展していたのである｡さらに､第 3次申し立て理由書にみた ｢情

況変化｣が加わり､ゼンセン同盟の尾西地区における休日に関する労働協約の拡張適

用は92年 8月末をもって終結し､9年間にわたる役割を終えた｡

3)地域拡張制度の課題

労組法第18条による労働協約の地域的拡張適用制度がほとんど活用されず､92年 9

月以降､適用事例は皆無となった｡その要因はこの制度の ｢-の地域｣､ ｢同種の労

働者｣､ ｢大部分｣､ ｢-の労働協約｣の条件が申し立て者､労働組合にとって､そ

れぞれさびしく､このうちの 1つが欠けても成立 しないところにある｡特に ｢大部

分｣については労組法第17条の ｢-同種の労働者の四分の三以上の数の労働者-｣を

基本とするため､労働組合組職の現状では､この制度活用に挑戦することは不可能に

近い｡ゼンセン同盟においても､尾西地区の第 1次拡張適用後､いくつかの地域､業

種が挑戦したが ｢四分の三｣の条件をクリアーできないために断念している｡当時の

ゼンセン同盟の担当者は ｢18条による拡張適用の条件は憲法改正の条件よりもきびし

いのではないか｣と述懐しておられたが､これらの条件を緩和することによって労組

法第18条の活用を進めることが中小末組織労働者の労働条件向上､公正競争の促進の

ために必要である｡なかでも ｢大部分｣を過半数に､少なくとも三分の二とすること

が必要である｡ ､

また､労働条件の最低規制としての最長労働時間協定の拡張適用の場合の労組法第

18条条件の緩和を時短促進法との関連で検討することも今後の課題であろう｡これは､

もう一方の労働条件最低規制である新産業別最低賃金の新設､金額改定の申請要件が

関係労働者のおおむね三分の一となっていることにてらしても十分な検討が加えられ

るべきであろう｡

注 1.これらの数値は ｢第43回全国労働委員会連絡協議会総会資料｣ (昭和63年11月)所載の ｢労

働組合法第18条に基づく労働協約拡張適用取扱い状況｣をもとに､その後の労働委員会年報等
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によって補足 したものである｡

注 2.<別紙>

注 3.なお､このケースの概要については ｢中央労働時報｣688号､725号に愛知県地方労働委員

会事務局による報告がある｡また､ ｢月刊労委労協｣89年 5月号に ｢労働協約の地域的拡張に

ついて-適用実践例から-｣下村登 (愛知県地労委公益委員)がある｡

(3)企業グループと労働協約

1)企業グループと労働協約の現状

これまで､地域の産業別の労働協約､労働協約の地域拡張適用について検討 してき

たが､わが国の労使関係の一つの特徴である企業グループの状況に関して､労働協約

の現状をみてみよう｡

企業グループに関する労働協約の実態は､近年の企業行動や持株会社解禁の動向と

も関連してその解明が待たれる分野であるが､その把握は十分ではない｡労働組合サ

イ ドの調査としては､平成 3年の連合総研調査 (｢企業内雇用諸施策の形成過程にお.

ける労使関係のあり方に関する調査研究｣)がある｡同調査によれば､企業グループ

に適用される労働協約の有無については､ ｢有り｣が13.2%､ ｢無し｣が84.2%であ

る｡この数字は､企業規模や製造業 ･非製造業の区分による大きな違いが見られない｡

労働協約の前段としての労使会議の状況はどうか｡上記の連合総研調査では､企業

グループ内の労使関係の状況を尋ねている｡それによれば､ ｢グループ内労使会議｣

等を持つとの回答は全体平均で37.1%である｡これを製造業､非製造業別にみれば､

35.1%､40.4%であり､大きな差異はみられない｡また､企業規模別にみても､千人

未満が40.0%､千人以上 1万人未満が35.7%､ 1万人以上が38.3%とほぼ同じレベル

である｡

この調査が示すものは､現在の企業グループでは､企業規模や製造業 ･非製造業の

区別にかかわらず､何らかの労使会議を持つものは約 4割､労働協約を持つに至って

いるところは約 1割という現状である｡

2)企業グループの労働協約の現場から-M社の事例

企業グループの労働協約に関して､分社化への対応を中心に形成された代表的なケ
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-スとしてM社の状況を見てみよう｡M社は､建設業と不動産業を中心とする企業で

あり､本社に約三千名､十数社のグループ内企業に約二千名の社員を持つ.同社は建

設業を主としていたが､1970年ごろから不動産業などへ進出し､経営の多角化ととも

に分社化を進めてきた｡同社では､1988年に ｢グループ人事制度｣が導入され､グル

ープ内での個別の採用､人事管理を転換し､本社が一括して採用し､グループ内企業

へ出向することとなった｡

｢グループ人事制度｣の導入に伴い､労働条件のあり方が課題となったが､企業グ

ループに共通の労働協約により､一部の特殊な分野を除いて､賃金､年間休日数､労

働時間など基本的な労働条件を同一とすることが確認された｡

｢グループ人事制度｣とそれに対応する労働協約の整備が進められた背景には､

1985年の労働組合結成がある｡企業グループによる経営多角化､分社化により､出向､

転籍などが増加したが､この問題をきっかけとして､企業グループを横断する単一労

働組合が作られた｡労働組合では､本社をはじめ､グループ内との交渉をすすめ､今

日の労働協約が締結されることとなる｡

M社の場合は､企業グループの経営が拡大し､新たな分社化が進展する中で労働組

合が結成され､労働協約が形成された事例であり､比較的スムースに進行した例と考

えられる｡低成長下で､企業の吸収合併などを多用した企業グループ形成などの場合

には､労働協約の締結に応じないグループ内企業との関係が問題になると思われる｡

わが国における企業グループ内の人事や労働条件の連関の深さを考えるとき､基本的

な労働条件に関しては､企業グループ内で､労働協約の拡張適用のような考え方も必

要であろう｡

2.労働組合の組織化 ･組織運営

(1)企業グループの組織化

1)企業グループ組織化の現状

わが国の労働組合の組織化の特徴の一つに､系列企業､企業グループを舞台とする

労働組合の展開がある.企業グループ内の労働者移動が広がる傾向にある今日､労働
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条件向上 と雇用確保の観点か らも､企業グループ組織化の意義と課題を改めて検証す

る必要があろう｡

企業グループの組織化が進展をみたのは､企業の系列化が本格化 した昭和30年代後

半か らである｡オイルショックなどを経て､昭和50年代までには､製造業の主力グル

ープでは､グループ内の労働組合組織が一通 りの進展をみる｡現在は､製造業の独立

中堅企業､非製造業において､グループ内の組織化が進められつつある段階である｡

グループ労組の組織の現状については､連合総研の調査がある｡ (｢企業内雇用諸

施策の形成過程における労使関係のあり方に関する調査研究｣平成 3年 3月)｡この

調査は､280の民間企業 (製造業 163､非製造業 117)の民間企業別労組を対象とし

たものである｡企業規模では､ ｢1万人以上｣が61｡ ｢5千人以上 1万人未滴｣が49､

｢3千人以上 5千人未満｣が29､ ｢千人以上 3千人未満｣が80､ ｢千人未満｣が60と

なっている｡

この調査で､企業グループに対応する労働組合組織を持つとしたものは53.9%であ

り､民間の一定規模以上の企業においては､企業グループを対象とする労働組合組織

が ｢市民権｣を得ていることが示されている｡ とくに､ 1万人以上の製造業では､

93.9%に達 しており､労使協議会と同 じ程度に一般化 していることが示されている｡

なお､企業グループ組織化には､製造業 と非製造業では大きな差異があり､企業規模

平均で､それぞれ57.7%､48.7%､ 1万人以上規模企業では､それぞれ93.9%､57.1

%である｡なお､連合総研調査では､グループ組織化について､ ｢グループ労協､系

列労連､系列労協の有無｣として質問 している｡

2)企業グループ組織化の レベル

一口に企業グループ組織といって も､組織化の状況にはさまざまな レベルがあり､

それ らが混在 している状況である｡

第 1は､ ｢懇談会型｣組織である｡ これは､企業グループ内の労働組合間の情報交

換を主たる目的とするもので､労働組合法上の労働組合としての要件は満た していな

い｡組織運営上は､常設の事務局や専従スタッフを持たないことを通例 とする｡

第 2は､ ｢協議会型｣組織である｡ このタイプの組織は､メンバー労組の情報交換

に加えて､労働条件の維持向上を目的とすることが普通である｡組織運営上は､一定
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の襲務を伴う規約を持ち､小規模の常設事務局や少人数の専従者を持つことがある｡

労働組合法上の連合団体であるものの､いわゆる ｢法外組合｣であることが多い｡

第 3は､ ｢連合会型｣組織である｡このレベルの組織は､傘下労働者の労働条件の

維持改善を主な目的とし､整備された規約､常設事務局､専従役員 ･スタッフを持つ

ことが通例である｡労働組合法上の労働組合の連合団体であり､ ｢法内組合｣である

ことが少なくない｡なお､名称は丁連合会｣であっても､実態は第 2段階の ｢協議会

型｣であるものがある｡

第 4は､ ｢単一型｣組織である｡これは､企業グループに働 く労働者を単一の労働

組合に組織したものである｡グループ組織化としては最も ｢進化｣した形態である｡

3)-J社労組連合会のケース

グループ組織化に真剣に取り組んだ典型的な例としてJ社労組連合会の場合を見て

みよう｡同社は従業員約 3万人強､多数の直接､間接の関連会社を擁する企業である｡

J社本体では､昭和26年に労働組合が結成された｡グループ内組織化が始まったのは

昭和37年であり ｢J社関連労組懇談会｣が結成された｡この段階での活動は､労働条

件などに関する情報交換が主なものであった｡

高度成長期に入り､J社は順調に事業規模を拡大 し､同時に､関連企業の系列化を

推進した｡労働組合はそれに対応する組織化と組織の整備をすすめ､昭和45年に ｢J

社関連労働組合協議会｣を結成する｡ ｢協議会｣は､事務局を常設するとともに､統

一要求､統一ス トライキなどの活動を通じて､ ｢グループ労組｣としての主体性を強

め､次第に ｢連合会｣レベルの実体を備えるようになる｡関連会社の労働条件､福利

厚生の向上も進められていく｡

昭和48年のオイルショックは､J社グループの中にも､人員整理や企業閉鎖をもた

らしたが､その際の取り組みが､従来から論議されていた ｢連合会｣への移行を加速

することとなる｡昭和57年､グループ26社､ 6万人弱による ｢全 J社労働組合連合

会｣が結成され､名実ともにグループ組織化の第 3段階を迎えた｡また､ ｢連合会｣

結成大会では､組織の最終的な姿を ｢単一組織化｣とすることを確認 した｡′(ただし､

その後､単一化には至っていない)0

J社におけるグループ組織化の評価はどうか｡グループ内の組合員がらみれば､①
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労働条件の上位平準化による関連各社の労働条件､福利厚生の改善､②グループとし

ての雇用確保や労使交渉の強化､③グループに関する経営関係､労働条件関係の情報

共有の進展､などが主なところであろう｡また､社会的にみれば､労組組織化の進展､

｢本社｣労働条件の一定規模の社会化､などに大きな意義があると考えられる｡

4)企業グループ組織化と労使関係､制度の課題

企業グループ内の労使関係について､親会社と子会社の問題などについては､これ

までにも論議が行われてき.た｡親会社が小会社を実質的に支配できる場合には､親会

社に使用者性を認めることが判例上も確立している｡ しかしながら､従来の親会社､

子会社の問題に加えて､事実上企業グループに雇用されているような ｢グループ雇

用｣が拡大 し､また､持株会社の解禁が論じられる今日､一定の要件のもと､親会社

の使用者性を認めるよう.な法制度を検討する必要があるだろう｡

また､不当労働行為制度についても､現在は､影響力のある他企業の使用者の行為

についての争いは､労働委員会により個々のケースについて不当労働行為の成立の有

無が審査される｡ しかし､一定レベル以上の状況に関しては､そのルールをより明確

にする必要があろう｡

また､企業グループ内の労働協約について､一定要件のもと､一種の拡張適用が必

要と考えられる｡これは､とくに､ ｢グループ雇用｣型の場合に必要であると思われ

る｡

労働組合運営に関する規定についても検討の余地がある｡たとえば､総会の開催を

｢1年毎以上｣とする要件であるが､これが､単位組合から始まる重層的組織にすべ

て必要なものかという点である｡ ｢2年｣などに変更した場合に､連合団体の民主的

運営の確保にマイナスであるかどうか再検討すべきであろう｡

5)グループ組織化のあり方について

なお､付言すれば､わが国の労働運動において､グループ組織化の評価は今日にお

いても一定ではない｡

欧米型の個人加盟の産業別組織を原則とする立場からは ｢グループ組織化｣の機能

は､本来､産業別組織に統合されるべきものと判断される｡また､中小組織化に苦労

する現場からは､グループ組織化は資本系列に基づ く組織化に傾斜し､本来の産業別
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組織への参加を阻み､運動の自主性を損なう恐れがあるとの指摘もある｡

しかしながら､現在までのグループ組織化が､雇用､労働条件､組織化などの面で

一定の実績を持つこと､民間企業においては一定の定着をみていることなどから､グ

ループ組織化そのものの是非についてではなく､その適正かつ積極的なあり方につい

ての論議を深めるできであろう｡

(2) 地域ユニオン･クラフ トユニオンの組織化

1)地域ユニオン･クラフトユニオンの状況

企業別の組織や､企業グループ型の組織は､ ｢正社員｣か､それに近い勤務を行う

基幹的パートタイム労働者には適しているが､パー ト･派遣労働者､零細企棄労働者

などの組織化には困難が少なくないことは以前から指摘されていた｡これは､企業別

労組の組織が､職場の ｢終身雇用型｣を核とするある一定規模以上の労働者の結集を

基礎に設計されているためである｡ (ここでいう企業別組織とは､大企業労組のみを

指すものではなく､中小企業労組を含むものである｡)

地域ユニオンは､このような企業別組織の活動の限界を超えて､新しいタイプの組

織化をねらいに鹿開しているものである｡現在､さまざまな地域ユニオンが活動して

いるが､連合では､結成以来､地方連合会を中心にトライアルを続けてきた｡

一方､クラフトユニオンは､いわゆる技能別 ･職能別組合であるが､現在のわが国

では､全建総連を除いて､大規模な組織化が行われていない分野である｡しかし､個

々の職能分野では､音楽家ユニオン､航空パイロット労組､プロ野球選手会､労働者

供給事業労組などの活動があり､個人の能力をより重視する社会の流れともあいまっ

て､潜在的なニーズは一層高まる分野と考えれる｡

なお､連合は､1996年 6月の中央委員会で､ ｢地域ユニオン､クラフトユニオンを

地方連合会の加盟対象組織とする｣という新しい組織方針を採択した｡これは､産別

組織のみを構成単位とする従来の原則を転換したものである.ナショナルセンターが､

地域ユニオン､クラフトユニオンの組織化を掲げたことにより､労働組合の組織化戦

略は新しい段階にあると云える｡
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2)連合の地域ユニオン

連合は､前述の新方針採択以前にも､地方連合会を中心に地域ユニオンの育成を行

ってきた｡代表的な例として､ ｢連合大阪ハー トフルユニオン｣､ ｢連合秋田おおだ

てユニオン｣のケースを検討 してみよう. ｢連合大阪ハー トフルユニオン｣ (ハー ト

ユニオン)は､連合大阪のそれまでの活動を引き継いで平成 5年に地域ユニオンとし

て結成されたものである｡現在､200名強の組合員数であるが､30をこえる職場を持

つ｡組織の形態としては､ ｢-- トユニオン｣自体が個々の組合員の使用者に対する

交渉権を持つ単位組合であり､連合大阪の特別加盟組織である｡ ｢ハー トユニオン｣

の下には､交渉権を持たない分会と､交渉権を持つ支部 (単位組合)とがあるが､そ

の多くは ｢分会｣であり､ ｢ハー トユニオン｣が直接メンバーのケアをするケースが

中心である｡組織運営は経費面を含めて連合大阪が全面的に支援するかたちであり､

主要な役員には連合大阪の役員が選出されている.I

連合秋田おおだてユニオンは､平成元年に結成され､現在は10組合､約 180人の組

織である｡大阪の場合と異なり､ここでは､おおだてユニオン自身は交渉権を持たな

い ｢地方ユニオン｣である｡その下に､大館､大曲､秋田の 3つの ｢地域ユニオン｣

があり､交渉権を持つ｡それぞれの職場は地域ユニオンの下の ｢分会｣であり､この

点は大阪と同様である｡分会のなかには､個人加盟の一般分会も用意されている｡組

織運営､経費面や役員体制では､連合秋田が全面的にサポー トしている点は､連合大

阪のケースと同様である｡

ノ3)連合の新しい組織方針

1996年 6月の連合の新 しい組織方針は､これまでの経験と実績を踏まえたも･のであ

るとともに､低落傾向にある労働組合の組織率を回復しようとする試みである｡連合

は､規約において､ ｢連合への加盟は､産業別全国組織とする｡職業別全国組織､お

よび一般組合の全国組織は､産業別全国組織とみなす｣ (第 5条)としているが､規

約のいずれにも含まれない地方の小規模労組などについては､ ｢地方特別参加組織｣

の基準を設けて対応してきた｡今回の新方針は､この ｢地方特別参加組織｣に､ ｢地

域ユニオン､地域クラフ トユニオン｣を加えたものである｡

今後､全国の都道府県連合会やその下の地域協議会において､地域ユニオンを拡大
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する取組みが進められる予定であり､組織化の状況は逐次中央の執行委員会に報告さ

れることとなっている｡大きな課題の一つは組合費であるが､ ｢賃金の 1.5%程度を

2-3年以内で確保する｣とし､連合 ･地方連合会費は､一般の70%の水準としてい

る｡

4)クラフトユニオンの組織化

連合の新しい組織化は､クラフトユニオンに対してはよりス トレー トである｡それ

は､結成時の規約が既に全国クラフトユニオン (職業別全国組織)を対象としている

ためで､今回の方針は､①中央クラフトユニオンの設置をめざすこと､②地方クラフ

トユニオンについて､全国組織が整備されるまで､地域ユニオンとならんで ｢地方特

別参加組織｣とした点が新しい部分である｡

また､方針は､クラフ トユニオンの組織対象として､デザイナー､ガイ ド､カメラ

マン､レポーター､訪問販売員､検診員､アーチス ト､スポーツマンなどをあげてい

る｡組織化の方埠の一手段として､社会保険への適用除外を共通の課題とすることも

示唆している｡現在の加盟組織との関係については､ ｢加盟組織がクラフトユニオン

を直接組織化することもありうるが､雇用契約の有無からすると､クラフトユニオン

を単位労働組合として位置づけることが一般的であると考え考.特定のクラフトユニ

オンが産業別組織の中に存在することは当然考えられることである｣としている｡

5)新しい組織化と制度の課題

地域ユニオンは､労働組合のこれからのあり方に本質的な意義を持つものであるが､

組織運営上､クリアすべき課題が少なくない｡中心的な課題は､これまでの産業別の

組織化との調整と､組織運営に関する財政や ｢人｣の問題である｡したがって､現時

点で､労働組合法等に関しては､本章の労働協約の部分で述べている地域的拡張適用

の問題を除けば､直ちに改善を求めるものは多くはないと思われる｡ただ､中期的に

は､パー ト･派遣の組合員などに関して､欧州や ILO条約などで時間比例的に扱わ

れている投票のウエイ トなどの問題が生じて来るであろう｡

一方､クラフトユニオンに関しては､より大きな制度的な課題がある｡欧州などの

例をみても､社会 ･労働保険と連動 し､全国的クラフトユニオンや産業別労働団体が

活躍しているケースを参考にすべきであろう｡ 例えば､わが国の国民健康保険組合に
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ついて､労働組合関係では､全建総連による建設国保組合以降､行政は不認可の方針

であるが､クラフトユニオンに関する基本的な労働条件に関する問題であり､今後の

重要課題として検討すべきものであろう｡

また､より大きな課題としては､欧州に見られる労働者会議所の問題がある｡欧州

のいくつかの国では､労働組合の全国センター､ローカルセンターと平行 して､商工

会議所に対置する労働者会議所が法律に基づく公的制度として設置されている｡わが

国では､地域的な労使団体に関しては､使用者団体 (商工会議所､商工会)のみが､

立法 (商工会議所法､商工会法)に基づく団体として設置され､公的サポー トを受け

ている｡ しかし､現在の商工会議所法は､条文のなかの ｢商工会議所｣､ ｢商工業｣

などを､ ｢労働者会議所｣､ ｢労働組合｣などに置き換えれば､ ｢労働者会議所法｣

として使える内容である｡ これは､労働組合を､不可欠の社会的インフラとしてとら

えるかどうかの問題でもあり､わが国の産業民主主義の今後のあり方に関わる課題で

あろう｡いずれにしても､地域ユニオン､クラフトユニオンの問題と連動 して､労働

組合のローカルセンター､地域組織の本質的な役割が問われる時代を迎えつつあるも

のと思われる｡

(3) 労働組合の労働者供給事業とその課題

1)労働組合の労働者供給事業の現状

わが国の職業安定法は､労働者供給事業を原則として禁止しているが (第44条)､

労働組合の行う無料の事業は例外として認めることとしている (第45条)｡これは､

従来とかく中間搾取の問題が指摘されていた労働者供給事業について､勤労者の民主

的な組織が行うことにより､公共の職業紹介を補完する機能を発揮することが期待さ

れているものである｡

1995年度における労働組合による労働者供給事業の状況は､許可組合数が73組合で

あり､職種は､別表のとおり､自動車運転手､看護婦 ･家政婦などを中心に14である

(表 1)｡労働者供給人員 (実人員)は､自動車運送が 106,911人､看護婦 ･家政婦

が 3,025人､港湾関係が 1,124人､その他が12,407人で､合計では 123,467人 (のべ

人員では約 147万人)である｡労働者供給事業の対象となる労働組合員数は､合計で
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表 1 労働者供給事業の供給人員の推移

年 度.職 .種 項 目 平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度

自 動 車 運 送 需要延人員 (入日). 1,203,54.9 I,218,.267 1,363,627 1,307,709

供給延人員 (入日) 1,125,004 1,153,142 ~1,292,-720 1,~267,276

供給実人員 (人月) 81,043 75,593 77,077 106,911

3月末現在対象者数 9,156 6,728 9,812 ll,464

3月末現在組合数 31 32 35 3,8

港 湾 運 送(除 6大 港 ) 寓要撃人員 (入日) 20,950 20,216 25,969 17,768

供給延人員 (入日) 20,251 19,301 24,315 17,495

供給実人員 (人月) 1,276 1,228 1,514 1,124

3.月末現在対象者数 122 111 131 93

3月末現在組合数 4 4 4 4

看護癖 .家政婦 需要延人員.(入日) 291,006~ ･164,250 103,635 46,_275

供給延人貞一(人目) 259,688 152,083 96,378 42,857

供給実人員 (人月) 13,573 8,399 6,043 3,025

･3月.末現在対象者数 2,227 1,606 1,351 384

3月末現在~組合数 ll 10 8 7

そ の 他合 計 需要延人員 (入日) 231,797 187,764 136,206 139,594

供給延人員 (入日) 276,136 219,636 134,893 140,831

供給実人員 (人月) 15,452 12,829 9,758 12,407

3月末現在対象者数 5,404 5,941. 5,177 8,8p25

3月末現在組合数 22 22 21 24

需 要 延 人 員 1,747,302 1,590,497 1,629,437 1,511,346

供 給 延 人 員 1,681,079 1,544,162 1,548,306 1,468,459

供 給 実.~人 員 111,344 98,049 ~94,392 123,467
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20,766人となっている｡

現在､労働組合の労働者供給事業が行なわれている業種のなかで､自動車運転手､

看護婦 ･家政婦､港湾労働者､調理師､技能工などの職種は､第二次世界大戦前の改

正職業紹介法 (昭和13年)に基づ く労務供給事業の対象業種であり､現行職業安定法

のねらいとする労働者供給事業の民主化について一定の役割を果たしていることが示

されている｡

また､コンピュータ技術者､通訳､添乗員などの業務は戦後新たに生まれた､ある
●

いは､大幅に拡大 した業務分野である｡これらについての労働者供給事業は､今後の

拡充が期待される分野であるが､現状では､労働市場における主要なプレイヤーとし

ての機能を担うには至っていない｡伝統的な業種と併せてみても､労働組合の労働者

供給事業制度のねらいの一つである ｢公共の職業紹介を補完する機能｣については､

自動車運転手など一部を除いて不十分な状況である｡

労働組合の労働者供給事業は､以上のように､全体としては未発達の様相が強いが､

その理由としてはつぎの2点であると考えられる｡

まず､第二次世界大戦後の労働運動が､企業別の労働組合の組織化を基本戟略とし､

労働者供給事業の分野において､実態として､これまで大規模かつ集中した組織的な

取り組みを行っていないことがあげられる｡

つぎに､制度上､供給事業の組合員が例えば雇用保険ではそれぞれ ｢日雇保険｣と

しなければならないなどの社会労働保険の問題や､組合員のメリットに結びつくよう

な社会労働関係制度や共済制度などと連動した運営がしにくいことがあげられる｡

これらが､労働組合の労働者供給事業が､戦前から供給事業の存在する職種での一

定の機能にとどまっている大きな理由であろう｡

このような状況に対して､連合では､労働者供給事業を行っている労働組合により､

｢連合労供連絡会議｣を組織して対応を強めている｡組織面では､給新しい組織化方

針により (18ページ)､クラフトユニオンの組織化の取り組みを強化する方針を打ち

出しており､ この運動を適切に推進することにより､今後の労働者供給事業の拡充 ･

強化をはかる必要がある｡

制度面では､社会 ･労働保険における事業主性を認めるよう求めているが､基本的
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な給付等のみならず､関連する助成､支援制度が適用されることが望まれる｡また､

保険以外の社会 ･労働関係制度や共済関係制度との連動について十分な検討と制度の

改善が求められる｡

2)自動車運送における供給事業の現状と課題

労働組合による労働者供給事業許可組合のうち､職種別には自動車運転手が23組合

と最多職種であることは既にみたところである｡

このうち､最も長い歴史を持つ新産別運転者労働組合 (新運転 :組合員 4,500人)

における労供事業の現状と課題を検討することとする｡

新運転は1959年 2月､日本運転者組合として結成された企業によらない横断的職業

別労働組合であり､60年 3月に､労働者供給事業許可組合となった｡

新運転の労供事業許可申請は､東京､埼玉､関西､北海道の各地方本部が行い､ 3

年毎に更新されている｡日常の労供事業は各地本のもとにおかれている支部が行って

いる｡したがって､供給先企業の開拓､営業活動は支部の重要な活動の-うとなって

いる｡支部は ｢諸手続きの取り扱い､支部組合員の掌握､組合費等および支部運営費

の納入､組合員の指導､教宣､苦情処理等を､執行委員会指導のもとに行う｣ (新運

転東京組合規約第28条)とされ､日常活動の中心をになっており､支部長は支部組合

員の直接選挙によって選出されて組合活動に専従している｡

供給先企業数は 1,000企業をこえるが､ 1年に1回程度の供給先もあり､企業数を

特定することは難しいという｡

新運転の組合活動の中心の一つであり､労供事業を支える運動は統一労働協約の実

施である｡これを東京地方本部 (新道転東京)の場合でみてみよう｡組合は､東京旅

客自動車協会､生コン協会､清掃協会などの業界団体と交渉を行い､賃金をはじめと

する労働条件を協定し､同一内容の協定を労働者供給先企業と新運転東京との間で締

結する.統一労働協約書は､タクシー､乗用車 ･バス ･トラック､生コン車､清掃車

･吸上車､重機 ･特殊車と､車種､業態別に作られており､組合員の労働条件などの

交渉権は､組合にあること､組合が発行する就労票なしに企業は組合員を使用するこ

とができないこと′など､組織的条項のほか､勤務時間､基本賃金､諸手当､交通費､

事故､社会保険､法定外補償などの労働条件を定めている｡
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労供事業を支える活動の一つに組合員の教育訓練がある｡新運転の組合員になると､

まず､加入講習が行われる｡組合規約､規定､労働協約などの基本教育である｡さら

に､春､秋の交通安全講習のはか､車両系建設機械講習､玉掛講習､フォークリフ ト

講習､クレーン講習などが行われ､組合員の資格取得､技能向上のための教育訓練が

積極的に進められている｡

これ らの活動を進めるために､組合員は 1か月に組合費 3,700円､共済費 1,800円､

事故共済費 300円を負担する (他に支部運営費がある)｡ 共済給付は就停､傷病､慶

弔の 3種類であるが､97年 4月か ら新たに火災共済をスター トさせるというと

政策､制度の課題として､①社会労働保険､②労働者派遣法､③高齢者対策がある｡

社会保険は､タクシー (日雇ができなくなり､供給先企業の社会保険が適用されて

いる)を除いて､ トラック等の場合 (日雇)､政管健保､国民年金が適用されている｡

健保は就労 日毎に供給先事業が手帳に印紙を貼ることになるが 1一か月に13日未満就労

の場合､政管健保受給資格がな くなって､国民健保に加入 しなければならなくなり､

政管健保 と国民健保の二重加入をする実態がある｡この問題に対応するためには､税

制上の問題 (労組は営利事業を行わない)があるにせよ､労供労組に一定の事業主性

を与える必要があるだろう｡

派遣法に関 しては､教習所の送迎バス運転､会社役員付乗務員など､懸念されてき

た自動車道転業務への進出が部分的にせよ既成事実化 しつつあるが､労働者供給事業

の拡大やクラフ トユニオ ン組織化の観点か ら､派遣法の業種拡大は十分慎重な検討が

必要であろう｡

さらに､新運転組合員の約15%が60歳以上と組合員の高齢化が進んでいる｡新運転

に定年制はないが､供給先企業で定年制が実施されている場合に､高齢組合員に通常

の就労形態を組合として保障することが困難となっており､制度面の支援 も検討すべ

きであろう｡

これ らの制度課題は､労供労組だけではなく､わが国全体の社会制度のあり方にか

かわる問題であり､企業に属さない労働者､国民の生活を向上させる立場か ら､制度

全体を検討する必要性を提起 している｡

(ゼ ンキン連合労働政策委員会参与 小 宮 源次郎)

(連合労働対策局局長 熊 谷 謙 一)
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第 1章 イギリスの労使関係と労働法制

第 1章 イギリスの労使関係と労働法制

1.はじめに

近年までのイギリスの集団的な労使関係にかかわる労働立法は､労使の合意を原則

として尊重し､法は労使関係に干渉しないとするボランタリズムの思想により特色づ

けられてきた｡しかし､英国病とまで言われたス トライキの多発や経済力の低下を背

景に｣このような法の態度は組合の組織や交渉力を助長し､組合の指導者を無責任で

非民主主義的な存在のままに放置するものであるとして使用者側からの批判を生 じさ

せることになった｡例えば､法は組合がス トライキおよびその他の争議行為を行うこ

とにつき無制限な保護を与えている､あるいは､法はクローズ ド･ショップを促進し､

使用者から採用の自由を奪っているとの批判である｡

1979年に誕生 したサッチャー首相の下での保守党政権は市場原理に基づ く労働政策

を取り､これまでの組合の力は法的な特権によるものであり､労働組合の労働市場の

支配力や行動を規制し､組合の影響力を減少させることによって､労使間のこれまで

の歪んだ市場を是正 し､自由な市場を機能させることができるとして､集団的な労使

関係にかかわる労働立法を次々に制定 したのであった｡具体的には､1980年雇用法

(EmploymentAct)､1982年雇用法(EmploymentAct)､1984年労働組合法(TradeUnion

Act)､1988年雇用法(EmploymentAct)､1990年雇用法(EmploymentAct)､1992年労働

組合 ･労働関係(統合)法(TradeUnionandLabourRelations((Consolidation))Act)､

1993年労働組合改革 ･雇用権利法(Tra′deUnionReformandEmploymentRightsAct)

といった諸法である(1)0

2.80年代以降の主要な労働立法による労働運動への規制

保守党政権による80年代以降の労働立法が改革の対象としたのは､主に次のような
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領域と内容であった(2)0

第.1に､組合加入を強制するクローズ ド･ショップの実質的な無効化が図られた｡

すべての被用者には労働組合に加入するか否かを決定する自由があるとして､まず､

1980年雇用法は組合員でないことを理由として雇用を拒否されない権利を求職者に与

え､88年雇用法は入職後クローズ ド･ショップが存在していても組合員資格を持たな

いことを理由とする解雇は常に不公正解雇になりうるとした｡さらに､90年雇用法は

入職前クローズ ド･ショップの下で組合員資格を有しないことを理由とする労働者の

雇入れ拒否を違法としている(3)0

また､1993年労働組合改革 ･雇用権利法(Trade･UnionReformandEmployment

RightsAct;以下TURERAと略す)は(4)､組合員の権利について組合員が他の組

合に移ろうとしても､組合の縄張り争いの自主的な調整を規定 した ｢ブリッドリント

ン原則(BridlingtonPrinciples)｣は組合員の意思を考慮するよう求めていないため､

労働者は自らの選択によって組合に加入することができないという事態を生 じさせて

いるとして(5)､労働者が組合選択および組合費の支払いについて自由な選択をできる･

ようにするため､労働者に労働組合から合理的な理由なしに排除されずもしくは除名

されないという一般的な権利を与えるとともに(TURERAs.14)､労働者が書面により

チェックオフに同意 していないにもかかわらず使用者が賃金から組合費を控除するこ

とを違法としている(TURERAs.15)(6)0

第 2に､組合運営の民主化の確保である｡すべての組合員には自らの指導者を選出

し､争議行為の前に秘密投票でその可否を投票する権利があり､ス トライキに参加す

るか否かをみずから決定する自由があるという考えによるものである｡まず､1984年

労働組合法は組合指導者の選出とス トライキに対する秘密投票の実施を規定 し､次い

で､88年雇用法は正当な投票が行われていないス トライキについては､組合が組合員

に対 し参加を呼びかけることの停止を求める訴えを行う権利を組合員に与えるととも

に､ス トライキに参加することを不当に労働組合に強制されない権利､および組合運

営について訴訟を行う権利を組合員に与えた｡88年雇用法によって設けられた ｢組合

員の権利委員(CommisionerfortheRightsofTradeUnionMembers)｣に､90年雇

用法は組合が組合規約を順守しなかったことについての訴訟を組合員が提起する場合､
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これに援助を与えることができるようにしている｡また､90年雇用法は組合が非公認

ス トの責任を回避するためには､そのス トライキを非公認ス トと宣言するだけでは十

分でなく､実質的に非公認ス トを拒絶 しなければならないとした｡

さらに､これまでの法の実効性をより確実にすることを意図して､93年TU.RER

Aは､ 7日前の書面によるス トライキ通告の義務づけており(TURERAs.21)､50名以

上の組合員がいる場合におけるス ト投票の完全郵便化を定め(TURERAs.17)､ス ト投

票の独立した監査人による監査を実施するとともに(TURERAs.20)､ス ト投票に関す

る情報を受け取ることができるとする権利を使用者に与えている(TURERAs.19)0

第 3に､組合承認および団体交渉の自由化である｡す なわち､すべての使用者は労

働組合を承認し､交渉するか否かを決定する自由があるとして､1975年雇用保護法に

よって定められていたACASによる組合承認手続きを1980年雇用法が廃止 し､組合

承認問題は労使の自由に委ねられている(7)｡

第 4に､適法とされる争議行為の範囲がス トライキを行う労働者が雇用されている

企業内柱制限された｡フライング ･ピケット､セカンダリー ･アクション､非公認ス

トライキ､その他の労使関係上の力の濫用から事業および仕事を保護するとして､二

次的行動に対する組合への免責を廃止し､1980年雇用法は二次的行動を厳 しく制限し､

1990年雇用法は二次的行動を事実上違法とした｡その結果､雇用契約のある職場での

争議行為以外はすべて二次的行動であるとされ､職場での適法などケを除き二次的行

動は禁止され､組合は二次的行動の責任を問われるとされている｡また､同じ企業の

中であっても雇用契約以外の契約で働いている労働者への組織行動も､二次的行動と

して禁止されている(8)0

さらに､一般市民へのサービスに影響を与える不法に組織されたス トライキから社

会を保護するとして(9)､公益事業において争議行為が不法に組織されることを防止ま

たは禁止するために訴訟手続きを行う権利を公的サーゼスの受給者である市民に与え

ている(TURERAs.22)｡

このような1980年代の労働立法の目的について､り土ッダーバン教授は法による組

合による集団的な規制状況の排除であり､具体的には､集団的な労使関係の領域にお

いては､①産業別全国紘一交渉を支える条件の除去､②組合の民主化と個々の組合員
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の権利の保障､③二次的争議行為の制限による労使紛争の対象の限定､④労働組合や

個人に対する制裁の回避､個別的労働関係の領域においては､⑤弾力性を重視 した法

の制定であるとされている｡すなわち､これらの立法は集団的な労使関係を形成 して

きた産業別全国統一交渉を形骸化 し､労働者の個別的権利を重視することによって職

場における労働組合の影響力を低下させ､集団的労使関係から個別的労使関係への転

換を目指 したとものであると指摘されている(10)0

3.80年代以降のイギリス労使関係の変化

保守党政権による､80年代以降における労働組合に対する規制立法によって､イギ

リスの労使関係には､次のような変化が生 じている｡

第 1に､ス トライキの減少が見られる｡1975年から1979年までの 5年間の年平均労

働損失日数は116634千日であり､年平均争議件数は2345件であるが､1980年か ら1989

年の10年間の年平均はそれぞれ7213千日および1129件､そして1990年から1995年まで

の 6年間の年平均は756千日と317件と大きく減っている(ll)｡このようなス トライキの

減少とともに60年代および70年代に見られた制限的労働慣行などの生産性の低下をも

たらしていた慣行も排除され､フライング ･ピケットや二次的争議行為も無 くなった

といわれる(12)0

第 2に､労働組合の組合員数が著 しく減少 している｡80年代を通 じて組合員数は減

少 し､1979年に1328.9万人であった組合員数は1989年には1015.8万人となり､1990年

に1000万人を割り込み､1994年には 830万人まで減少 している(13)｡これはショップ協

定が法的な効力を実質的に失い､組合への規制が強化されて組合の力が低下 したとい

った法現象によるだけでなく､近年の雇用状況の変化によるものでもある｡雇用は概

して組合員の比率が高く､従来から長年にわたって団体交渉の枠組みを維持 してきた

製造業で減少 し､組合による組織化が困難で使用者が伝統的な労使慣行を採用 したが

らない新 しい産業や事業で増えている｡また､自営的就業者(selトemployment)やパ

ー トタイム労働者の雇用が大幅に増加 し､パー トタイム労働者の雇用者数に占める割

合は1971年の15%から1994年には28%とはぼ倍増 している(14)｡組合員の減少によって
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使用者による組合承認が得 られない､あるいは維持できないといった状況も生 じてい

るといわれる個｡

第 3に､全国および産業レベルでの交渉の比重の低下である｡組合員数の減少など

により伝統的な全国あるいは産業 レベルでの団体交渉の適用範囲が減少 し､被用者と

個別的に直接交渉する使用者の数が増加 している｡職場労使関係調査(Workplace

lndustrialRelationsSurveys:WIRS)によれば､1980年には賃金が労働協約によって

カバーされている労働者は70%であったのに､1984年には60%､1990年には50%と減

少 しているし､産業あるいは地域の複数の使用者との賃金に関する団体交渉の割合は､

1980年には30%であったものが､1984年に20%､1990年には10%と低下 しているのに､

会社や工場など個々の使用者との交渉により決定される割合は1960年に30%､~1970年

に35%､1980年には40%と伸びてきて､以後も40%台となっている(16)｡

4.労働組合活動と労働法制

これまで述べてきたように､近年のイギリスの労働法制は労働組合に対する規制の

色合いが強 く窺われるが､組合活動を支援するための法制度 も存在する｡ただし､そ

れらを享受するためには一定の要件を満たしておく必要があるとされていることに注
コとこ三.EヨItlヽしなければならない｡

(1) 制定法上の諸権利を得るための労働組合の要件

労働組合の法的な定義は､1992年労働組合 ･労働関係 (統合)法(TradeUnionand

LabourRelations((Consolidation))Act1992;以下TULRCと略す)の 1条に規

定されているが､それによれば法律上の労働組合というためには次の 3つの要素を含

んでいなければならないとされている｡①ある程度フォーマルに構成された組織であ

って､組織と目的に関する一定の要件にかなう組織であること､②組織が主に労働者

あるいは労働組合およびその連合によって組織されていること､③組織の主要な目的

の一つが､労働者と使用者との間の関係を規律することである｡それらの要件を満た

す労働組合は､認証宮 (CertificationOfficer)により管理されている組合名簿に登
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録することができるとされている｡登録は任意的であるが､登録されることによる利

点がいくつかある｡すなわち､登録組合だけが､団体交渉に際 しての情報開示な

どの重要な制定法上の権利を取得するのに必要な条件 とされている自主性の証明

(Certificateoflndependence)の発行を認証官に求めることができ､税法上の優遇､

財産の婦属や有価証券の譲渡に関する法規定 (TULRCss.13-14)の便宜を受けること

ができる｡また､名簿に登録されていることは､確定的なものではないにしても､そ

の組織が労働組合であることの証明となる｡ なお､登録の申立が適正になされていて､

法律上の組合の定義を満たしている場合には､認証官は名簿に登載するよう義務づ

けられている (TULRCs.3)0

自主性を有す組合とは､使用者の支配やコントロールの下にない組合であって､財

政的または物質的な援助など使用者からのコントロールを受けるような干渉を受けて

いない組合である(TULRCs.5)(1恥 自主性を有す組合は､①投票実施に際して要する費

用への公的基金からの償還金を受給すること (TULRCs.115)､②組合員資格協定を締

結すること (TULRCs.174)､③ノース トライキ協定を締結すること (TULRCs.180)､

④解雇手続き協定を締結すること (1978年雇用保護((統合))法;EmploymentProtecti

on((Consolidation))Acts.65)､⑤組合員資格や組合活動を理由とする解雇や差別的

取扱いに対 して救済を求めることができる (TULRCs.146,S.152)0

名簿への登録および自主性の証明だけでなく､使用者から団体交渉の相手方として

承認 (recognition)を受けることも､制定法上認められた諸権利を享受するための条

件とされている｡ここでいう承認とは､TULRC178条 2項に掲げられている団体交渉事

項について交渉するためになされるものであって､使用者と組合との問の明示もしく

は黙示の合意がなければならず､しかも合意の内容がただ単に代表権を認めるもので

あったり､諮問ないし協議権 (righttoconsult)を認めるというものでは足りず､

交渉権 (righttoneg6tiateorbargain)を認めるものでなければならないとされて

いる｡ 自主性に加えて承認を要件として組合に対 し付与される制定法上の権利は､①

団体交渉のための情報開示を求める権利 (TULRCs.181)､②予定されている剰員整理

についての協議(TULRCs.188,1993年労働組合改革 ･雇用権利法;TradeUnionReform

andEmploymentRightsAct1993S.34)､③営業譲渡についての協議 (1981年営業譲
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準((雇用保護))規則;TransferofUndertakings((ProtectionofEmployment))

Regulations)､④職場年金制度に関して協議を行う権利 (1986年職場年金制度((情報

開示))規則);OccupationalPensionSchemes((Diselosureofinformation))

Regulations)､⑤被用者からの安全代表の任命権 (1974年労働安全衛生等法;Health

andSafetyatWorkActs.2)､⑥使用者の施設内における投票実施権 (TULRCs.116)､

⑦労働組合の政務や組合活動のためにタイムオフを取ることができる権利 (TULRC

s.168,S.170)である｡

なお､前に触れたようにイギリスでは組合が使用者から団交の相手方として承認を

得ることは､1971年労使関係法(ⅠndustrialRelationsAc.t)および1975年雇用保護法

(EmpldymentProtectionAct)において組合承認制度が一時期設けられたことがある

が､それ以前および1980年雇用法(EmploymentAct)によって前記の承認制度が廃止さ

れた後は､労使の自主的な交捗によるものとされている｡

(2)制定法上認められている労働組合の主要な権利

現行法制で組合に対して認められている制定法上の諸権利のうち､わが国の労働組合

の活動に関連して､参考になると思われるものについてだけ､簡単に触れておきたい｡

i.団体交渉のための情報開示を求める権利

団体交渉のために使用者に対し一般的な情報開示を義務づける規定は､1971年労使

関係法の下で初めて設けられたが､現在の法制は1975年雇用保護法の規定を引き継い

だものである｡この制度は､団体交捗への支援と拡張を目的とした一連の措置の一つ

として設けられたものであり､その後の保守政権の誕生によって労働政策が変わった

後も維持されている｡

1992年TULRCAの181条によれば､開示すべき情報は､事業に関し使用者が保有する情

報であって､団体交渉を継続するのに無ければ重大な支障をきたすことになり､開示

することが良き労使関係慣行(goodindustrialrelationspractice)に沿うものであ

るとされている｡労働組合が使用者に情報開示を求め得るのは､その労働組合が団体

交渉を行うことについて使用者から承認を受けている範囲の事項および労働者に関す

るものである｡なお､ACASより出されている情報開示に関する行為準則 (ACAS
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CodeofPracticeonDiscrlosureoflnfometiontoTradeUnionforCollective

Bargaining)によれば､開示に適切な情報の例としては､賃金構造や職務評価などの

賃金に関する事項､採用の方針､教育訓練､機会均等､昇進などの労働条件に関する

事項､時間外､異動､時間外労働､人事計画などの労働力利用に関する事項､生産性

や販売状況などの経営状態に関する事項､利益や借入金などの財政に関する事項が挙

げられている(para.ll)｡組合からの開示の要求かあったにもかかわらず使用者が情

報を提供 しなかった場合には､組合は中央仲裁委員会(ConciliationandArbitration

Committee;CAC)に対し､不服申立を行うことができるとされている (TULRCs.183)0

ただし実際には､CACへの申立はあまりなされていない｡申立が少ないのはイギ

リスの使用者が情報を積極的に公開しているからということではなく､情報開示を求

めるには組合はその開示が必要であり良き労使関係慣行に沿うものであることを立証

しなければならないということに加えて､開示を求め得る情報についてかなり幅広い

制限があるためである｡ すなわち､国家安全上の利益に反する情報､法律に触れるこ

となしには開示できない情報､使用者が内準にあるいは第三者の信頼から得た情報､

当該個人の同意が得られていない個人にかかわる情報､団交の席での効果以外の他の

理由で使用者の事業に実質的な損害をもたら可能性のある情報､訴訟の提起や防御の

ために得た情報､これ らの情報については使用者は情報公開を拒めるとされている

(TULRCs.182)｡また､同条 2項は情報開示のために用意された文書以外の文書の作

成や閲覧を許したり､写 しや抜き書きを作成したりすることを情報開示にあたり使用

者は求められないとするとともに､団交の遂行上の情報の価値に照らして合理的な均

衡を欠 く作業量や経費を要するような情報の整理や収集までも求められるものではな

いとしている｡

註.剰員整理に関する事前協議

剰員整理により労働者を解雇するに際して組合代表と事前に協議(consult)するよ

う義務づける制度も1975年雇用保護法により導入されたもので､現在はTULRC188条に

規定されている｡イギリスのこの制度はEC指令 (75/129)に従って設けられたもの

であるが､指令が剰員整理を企画する(contemplating)段階での協議としているのに

TULRCの規定は提案する(proposing)段階での協議というように後退していると思わ
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れる点がいくつかあると指摘されている(19).この制度の目的は､使用者と組合との間

に協議の機会を与えることによって､剰員整理解雇の回避や被解雇者の削減をもたら

し､協議期間中に求職の機会を与えることにあるとの理解が示されているeO).

使用者が剰員整理にういての情報を開示し組合との協議をなすべき時期は､剰員整

理が予定される人数によって分けられており､ 1事業所(establishment)において

100名以上の場合は最初の解雇が行われる90日前､100名未満10名以上の場合は30日前､

それ以外の場合にはできるだけ速やかに協議 しなければな らないとされている

(TULRCs.188subs.2)｡ 協議に際し使用者が明らかにしなければならない事項は､整

理解雇を提案する理由､解雇が提案される労働者の人数および種類､当該事業所で雇

用されている解雇対象者となる者の総数､被解雇者の選定方法､解雇実施のために計

画されている方法であって､これらを文書で明らかにすることが求められている

(TULRCs.188subs.4)0

協議においては､組合の代表者によってなされた提案を使用者は考慮しなければな

らず､なされた提案に対 し回答を行い､提案を拒否する場合にはその理由を示さねば

ならないとされている(TULRCs.188subs.6)｡しかし､使用者に法律上求められてい

るのはここまでであって､組合が行った提案についての協議や交渉を行うよう法的に

強行されるわけではない｡また､協議を行うことができない特別な状況がある場合に

は､合理的に実行可能な措置を行えばよいとされている(TULRCs.188subs.7)0

剰員整理に際しての協議義務を使用者が行わなかった場合､組合は労働審判所に対

し申立を行うことができ､労働審判所は申立に十分な理由があると認めたときには､

その旨の宣言と保革裁定(protective.award)を行うことができるとされている(TULRC

s.189)0

ii.営業譲渡についての協議

営業譲渡についての協議もEC指令(77/187)にしたがって導入されたものである｡

事前協議の対象となるのはすべての営業譲渡ではなく､譲渡前にイギリスに存在 した

企業の全部または一部を他に譲渡する場合であり (1981年営業譲渡((雇用保護))規則

;TransferofUndertakings((ProtectionofEmployment))Regulations:以下TUPER

と略すS.1)､譲渡は売却､贈与､交換､承継などによるものを含むが(TUPERs.3)､

ノ♂7



株式の取得による買収は含まれない｡また､営利的な(commercial)事業を扱わない企

業の譲渡については適用が除外され､譲渡は事業としての譲渡とされているので､企

業の一部の財産の譲渡とされる場合には適用されないとされている(TUPERs.2)｡

開示が求められる情報は､営業譲渡が行われる事実 ･時期 ･理由､営業事実が被用

者に与える法的 ･経済的 ･社会的意味､営業譲渡に際して譲渡人もしくは譲受人が行

うと予想される措置についてである(TUPBRs.10)0

協議においては､組合の代表者によってなされた提案を使用者は考慮 しなければな

らず､なされた提案に対 し回答を行い､提案を拒否する場合にはその理由を示さねば

ならないとされ(TUPERs.10subs.6)､剰員整理の際の協議の内容と同じになってい

る｡ 使用者がこの義務を守らなかった場合は､組合は労働審判所に対 し申立を行うこ

とができ､労働審判所は申立に十分な理由があるとして認めたときには､その旨の宣

言と補償金(compensation)の支払いを命 じることができる(TUPERs.ll)｡

iv.被用者からの安全代表の任命権

1974年労働安全衛生法 (HealthandSafetyatWorkAct)は安全代表委員(safety

representative)と安全委員会(safetycommittee)の制度を設けたが､同法では安全

代表委員は被用者か ら選出することができるとするにとどまっていた01977年安全代

表委員および安全代表委員会規則(SafetyRepresentativesandSafetyCommittee

Regulations;以下SRSCRと略す)が､承認組合に健康および安全問題についての使用

者との協議に際して被用者を代表する安全委員の任命権を与えている0

安全代表委員の任務は､職場での健康､安全､福祉に影響を与える問題を継続的に

検討することであり､使用者は安全問題について安全代表委員と協議 しなければなら

ず､また安全代表委員に対してその任務を果たすのに必要な情報を提供することが義

務づけられている｡安全代表委員の具体的な任務は､事業場で発生したあるいは発生

するおそれのある危険の原因追及､被用者か ら申し立てられた安全 ･衛生 ･福祉につ

いての苦情の調査､前記原因追及および苦情の調査より判明した事実の使用者への申

立､職場における安全 ･衛生 ･福祉に影響を与える一般的事項について使用者への申

立､使用者に事前通知 したうえでの事業場の査察､行政機関との協議に際 しての被用

者の代表､査察官からの情報開示の受領､安全代表委員として安全委員会に出席する
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ことである(SRSCRs.4)｡なお､使用者は安全委員代表に対 してその任務を行 うため

と､訓練を行 うための有給のタイムオフを与えねばならない(SRSCRs.4subs.2)｡こ

れらについては､安全衛生委員会(HealthandSafetyCommission)によって出された

行為準則がさらに詳細な規定を行っている｡

Ⅴ.労働組合の任務や組合活動のためにタイムオフを取ることができる権刺

タイムオフ(timeoff)は､就業時間中に職場を離れることを使用者に請求できる権

利であり､1975年雇用保護法により導入されたものである｡請求できるのは現行制度

では公務を行うため､剰員整理の被解雇予定者が求職活動を行うため､安全代表とし

ての活動のため､妊娠 している女性労働者の出産前の受診のため､組合活動のためと

いった事由において認められている｡有給と無給の場合があり､ここでは組合活動に

関するものについてだけ触れるが､この点についてはACASの行為準則(ACASCode

ofPracticeonTimeOffforTradeUnionDutiesandActivities)が､1978年に最

初のものが､次いで1989年雇用法の制定に伴い改正 した行為準則が1991年に出されて

いる｡組合活動に関するタイムオフは､承認組合の役員の場合と一般組合員とではそ

の内容に違いがある｡

なお､使用者がタイムオフを与えなかった場合や有給のタイムオフを与えるべきで

あるにもかかわらず賃金の支払いがなされなかった場合には､労働審判所に申立を行

うことができ､労働審判所は申立に理由があると認めた場合には､その旨の宣言と損

害賠償を命 じることができるとされている(TULRCs.172)0

イ)組合役員に対する有給のタイムオフ

承認組合の組合役員に対 しては､当該組合が関係するTULRC178条 2項に掲げてある

団体交渉事項に関する交渉を行うため､その規定の範囲内にあって当該使用者が合意

した事項に関連する組合の任務を行うため､また､それらについて教育訓練を受ける

ために請求があった場合は､使用者は有給のタイムオフを与えねばならない(TULRC

s.168)｡なお､1989年法によってこの組合役員の有給のタイムオフの範囲が狭められ､

以前は使用者だけではなく関連使用者と被用者との問の労使関係に関する任務につい

ても認められていたのが､関連使用者との関係の任務は含まれなくなるとともに団体

交渉事項および使用者が承認 した事項に関連するものに限られるようになった｡教育
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訓練についても､同様の枠づけがなされているとともにTUCまたは組合により認め

られたものに限られている(TULRCAs.168subs.2)0

有給のタイムオフが与えられる組合役員は､組合支部(branch)や部門(section)の

執行委員および組合規約に従って組合員の代表として任命ないし選出された者であり

(TULRCAs.119)､ショップスチュワー ドなども含まれると解されている｡使用者が与

えねばならないタイムオフの長さや時期は､ACASが出している行為準則を考慮 し

全ての状況で合理的なものであることが求められており(TULRCAs.168subs.3)､A

CASの行為準則は組合役員には交渉もしくは使用者の合意に関する任務､および関

連事項に関する任務のための合理的なタイムオフが与えられるべきであるとしている

(para.12)0

ロ)組合員に対する無給のタイムオフ

承認組合の組合員は､組合活動に参加するために就業時間中にタイムオフをとるこ

とができるとされている(TULRCs.170)｡ ただし､組合役員の場合と異なり､無給で

あって賃金は保障されていない｡組合活動についてACASの行為準則は､使用者と

の交渉結果についての議論と投票のための職場集会への出席､職場に関連する問題に

ついて話 し合うための組合専従役員との会合､争議行為や役員選挙の投票を挙げてい

る(para.21)｡また､当該組合員が組合代表として活動 している場合には､組合支部

や組合の地区会議に参加 したり､執行委員会や年次総会のような正式な方針を決定す

る会議への出席も含まれるとしている(para.22)｡ 他方､争議行為に関する活動につ

いては企画であれ実行であれタイムオフから除外されているし (TULRCs.170surbs.

2)､改正前の行為準則が産業訓練委員会(IndustrialTrainingBoard)への参加や緊

急時の組合活動を挙げていたのにそれらは削除されている｡ 与えるべきタイムオフの

長さなどについての定めは､組合役員の場合と同じである｡

(3)その他の組合活動にかかわる法制

他の西欧諸国における労働組合法制との比較を通 して本研究会で共通して関心項目

とした事項で､上記以外の項目についての英国における法制の状況は次のようになっ

ている｡
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第 1章 イギリスの労使関係と労働法制

i.労働協約法制と運用の実態

周知の如くイギリスでは伝統的に労働協約は法的拘束力を持たず､紳士協定である

と理解されてきた｡1971年労使関係法は労働協約の法的効力を協約当事者が原則とし

て認めるとの意思を推定する規定を設けたが､1974年労働組合 ･労働関係法により改

められ､以後､労働協約の法的効力は協約当事者の意患により契約としての法的効力

を付与することができるとされているものの､原則としてはそのような意思は推定さ

れないという態度が取られている(TULRCAs.179)｡実際には､協約に法的効力を与え

る旨の合意はほとんどなされていないel)｡最近において､71年法の時点とは状況が変

わって労使関係における法の役割が一般に受け入れやすくなっており､争議行為に対

する組合の責任が明確にされ､ノース トライキ条項が増加していることに加え､近年

の企業レ.ベルの協約ではその遵守が全国協約よりも容易であり､イギリスの労働協約

の法的地位を他の先進国の協約の法的地位と同じにするのは海外からの投資のための

有益な条件整備であるとして､書面の協約は法的に強行性を持たない旨の明示の規定

がないかぎり法的に強行されるものとすべきであるとして､71年法のように協約の取

扱いを変えようとの提案がなされたが鋤､この提案に基づく法改正は反対が強くて見

送られた｡

協約の拡張適用はかつて制裁的な措置として行われたことがあるがC3)､廃止されて

現在は制度としてはない｡しかし､労働協約に規範的効力がなく､慣習的に組合員の

雇用契約の中に労働協約条項が編入されるとの見解が取られていることから､非組合

員であっても協約に従って雇用契約を締結すれば協約で定められた労働条件が雇用契

約の条件となる｡したがって､イギリスでは協約締結組合の組合員数よりも労働協約

がカバーしている労働者の数が多いといわれている｡

註.労使協議制

民間企業80社および公共企業における労使協議会(companycouncilorconsultive

committee)に関して1995年にIRSが発表した調査によれば､40%以上が労使協議会

を有しており､そのほとんどで毎月あるいは4か月ごとに定期的な協議がなされてい

るとされているe5)｡しかし､常設的な労使協議会の設置を求めている制定法の規定は

1974年労働安全衛生法の規定しかなく､労使協議会の多くは法定外の制度として自主
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的に設置されたものであり､その機能や形態も多様であるe6)0 IRSの調査によれば､

労使協議会を有す企業のうち3分の 2は組合を少なくとも一つは承認しており､組合

組織との共存を見ることができるようである｡協議会での協議事項は様々であり､安

全 ･衛生問題だけのところもあれば､事業にかかわるあらゆる問題とするところもあ

り､賃金､懲戒､苦情などについては取り扱わないとするところもある｡多 くの協議

会では､従業員代表者の数の方が使用者側の出席者よりも多 く､半数以上の所では従

業員代表の中に労働組合員が入るようにされている｡このように､イギリスにおいて

は労使協議制は自主的な制度であり､法の外で機能している｡

ii.労働組合の財政､規約についての法的規制

組合規約に関していえば､前に触れたように組合役員や争議に際しての投票につい

て詳細な制定法の規定が定められているし､組合規約が組合と組合員との問の組合員

契約の内容となることから､1975年性差別禁止法12条や1976年人種関係法11条は性や

◆人種を理由として組合員資格などで差別的な扱いをすることを禁止 している｡これに

加えて､法は詳細に組合の運営や財政についての規定を設けており､これに従わなか

った場合の不利益や組合員からの裁判所への訴訟提起権などが定められセいる｡労働

組合の財政運営については､1974年労働組合 ･労働関係法が組合会計手続きに関する

諸規定を定めたが､これを補完するものとして､88年法および90年法に規定が設けら

れている｡88年雇用法は､組合基金が不適切な目的または不正な目的のために使用さ

れないよう､組合員が閲覧可能な会計記録をっける義務を組合に課すとともに､組合

員に対 しては組合基金が不法な行為に支出されないようにする措置を取ることができ

るとし､組合の受託者が組合基金もしくは組合財産が不法に使用されたことを認めた

場合には､組合員に制定法上の救済を受ける権利が付与されている｡

しかも､このような規定があったにもかかわらず全国坑夫組合の上級役員が不正行

為を行っていたことが明らかになったため､組合の財政運営についての組合員の権利

はさらに強化されるべきであるとしてe6)､93年TURERAは､認証官に組合の会計

記録その他の書類を審査することを可能とする権限を与え､組合の財政運営に重大も

しくは広範な不正行為があったと見られる場合においては､査察官を通しての調査権

限を政府に付与している(TURERAs.10)｡また､組合財政について書面の概要報告を
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第 1章 イギリスの労使関係と労働法制

組合員に毎年提供する義務を創設し､認証官に提出される組合の年次報告の中に明記

しなければならない事項を拡大している(TURERAs.8)0

Iiv.労働契約をめぐる紛争処理システムと労働組合の役割

雇用保護(統合)法上の労働者の権利については､紛争解決のための行政機関である

助言 ･斡旋 ･仲裁局(AdvisoryConciliationArbitrationService;ACAS)ならびに準

司法機関としての性格を有す労働審判所(ⅠndustialTribunal)､その控訴審である雇

用控訴審判所(EmploymentAppealTribunal)といった紛争処理システムがある即.A

CASの運営についてはACAS理事会が三者構成とされているため､労働組合の代

表が理事会メンバーの一員となってACASの運営や行為準則の作成などに発言する

ことかできるが､斡旋による紛争解決の場に組合代表者が出るわけではない｡

紛争解決を法的に行う労働審判所および雇用控訴審判所では審理に際しての審判官

が原則として三者構成となっていて､レイ ･メンバーと称されるアマチュアの審判官

がプロの裁判官とともに出席 して審理にあたっている｡ 2名のレイ ･メンバーのうち

1名は労働組合の推薦による者でありもう1名は使用者側の代表であり､労使の審判

官は紛争解決に際して労使関係に素人の職業裁判官に労使慣行などを説明して公平な

解決が図られ亭ようにしている.なお､レイ ･メンバーとなった労働者側出身の審判

官が審理に出席するについては､タイムオフの権利が労働者に認められている｡

5.おわりに

80年代を通 して労働組合の力の濫用が抑えられス トライキが減少し､企業や個人お

よび社会全体の利益が守られたとして､保守党政権は労使関係における法の有効性が

立証され集団的な労使関係に対する法規制は成功したものと捉えている｡保守党政権

の労働運動に関する法による規制策はサッチャー政権からメージャー政権に変わって

も受け継がれ､これまで述べてきたところから明らかになったようにさらに強化され

ている｡さまざまな所で指摘されているように保守党政府の狙いは､組合の民主化の

いっそうの強化と組合員の個別的権利を強化することによって集団的労使関係の個別

労使関係化を図るとともに､雇用創出に対する障害を除去 し､外国からの投資を増や
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させるような労働環境を整備することによってイギリスの経済競争力を回復させよう

とするものであったということができよう｡そして､この目的の実現のためには組合

の支配力の低下を引き続き意図していると言えるようである｡ただ､使用者と保守党

政府との考えが必ずしも一致していないことを窺わせたのは､前に触れた労働協約の

法的効力をめぐっての動きであった｡労働協約の法的効力承認に対する反対は､労働

側からだけではなく使用者側からも強くなされた｡使用者の反対理由は､集団的な労

働関係の規制に関連して労働協約に法的効力を認めることにより保守党政権は企業内

の個別的労使関係についても規制しようとしたと考えられるが､使用者は集団的労使

関係においては組合の支配力の低下を歓迎しつつも､個別的な労使関係においては使

用者主導による労使関係の形成を望み､個別的な労使関係の領域に協約の法的効力を

認めることによる政府の介入を嫌ったと考えられる｡ここに､保守党政権を主導とし

た労使関係への介入と規制への一つの壁を見ることができるようである｡このように

個々の組合員の権利を強化するということを名目に､労働組合への規制が強められた

イギリスにおける80年代以降の労使関係の動きは､わが国の労働組合運動についても

警戒すべきものがある｡他方､わが国においては団体交渉における誠実交渉義務とし

て議論されるような団体交渉における情報開示の考え方や幅広い組合活動に対するタ

イムオフの権利などについては参考になるところがあるかと思われる0

(1) 近年のイギ リスにおける労使関係と法とについて解説 している邦語文献としては､古川陽二

｢現代イギ リスの労使関係と法｣労働法律旬報 No.1223･418頁以下､田口典男 ｢90年代前半の

イギリス労働政策｣大原社会問題研究雑誌 No.43739頁以下､山田省三 ｢イギリスにおけ･る労使

関係と労働法の動向｣ 労働法律旬報 No.137018頁以下､藤川久昭 『現代イギリスの労使関係法

制』､鈴木隆 ｢イギリス労使関係改革立法と労働組合改革｣島大法学39巻 3号 1頁以下などがあ

る｡

なお､本稿を脱稿後イギリス労働法について個別的労働関係をも含めて包括的に説明した小宮

文人 『イギ リス労働法入門』が上梓された｡同種の邦語文献はないので､イギリス労働法に関心

のある方は参照 していただきたい｡

(2) 80年代のイギリス労働法制について政府の立場から振り返るとともに､90年代前半の法制につ
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第 1章 イギリスの労使関係と労働法制

いて提言 しているグリーンペーパーとして､雇用省 (EmploymentDepartment)が出したIndustri

alRelationsinthe1990Sがある.このグリーンペーパーの翻訳として古川陽二 ｢翻訳 :英政

府緑書 『1990年代の労使関係』 1･2｣沖縄法学22号 124頁以下､同23号81頁以下がある｡

(3)入職前クローズ ド･ショップ自体は遵法ではないが､その法的効力は否定されている｡80年代

のクローズ ド･ショップの取扱いについては､中村和夫 ｢イギリスにおけるクローズ ド･ショッ

プの軌跡と現状｣横井芳弘編 『現代労使関係と法の変容』327頁以下が詳 しい｡

(4)93年法の詳 しい紹介は､鈴木隆 ｢イギ リス1993年労働組合改革 ･雇用権利法 1-3｣島大法学

37巻 4号 245頁以下､同38巻 1号 173頁以下､同38巻 2号85頁以下になされている｡

(5)Industria己Re乙ationsinthe1990s para2.15

(6) チェック･オフ制度の変化については､鈴木隆 ｢イギ リスにおけるチェック ･オフ制度とその

法的規制｣島大法学39巻 1号37頁以下が詳 しい｡

(7)組合承認問題について詳 しくは､廃止の過程につき拙稿 ｢企業内団交促進政策と組合承認問

題｣ 妻沼謙一編 『企業レベルの労使関係と法』89頁以下､現在の状況につき藤川久昭 ｢イギリス

における組合承認法制｣日本労働研究雑誌 407号18頁以下｡

(8)･80年代のイギリスの争議法制に関しては詳 しくは､山田省三 ｢イギリスにおける労使関係の変

革と労働｣横井芳弘編 『現代労使関係と法の変容』169頁以下｡

(9) IndustrialRelatioTLSinthe1990s para4.1-4.3

(10)LordWedderburn,`̀FreedomofAssociationandPhilosophiesofLabourLaw"Industrial

LawJour花a己Vol.18No.1pp.17-38

(ll) LabourMarketTre7Lds1996Junepp.27卜273

(12)IndustrialRelationsinthe1990s paral.7

(13)LabourMarketTrends1996Februarypp.49-53

(14)IndustrialRelationsLawBuHetin1995Julyp.5

(15)IndustrialRe己atio71Sinthe1990s paral.12

(16)WilliamBrown,PaulMarginson良Janetwalsh, "Management:PayDeterminationandColl

ectiveBargaining"paulEdwards(ed.)I71dustria己ReLationspp.134-142

(17) 自主性の要件について詳しくは､藤川 ･前掲書14頁以下｡

(18)現在の組合承認問題について詳 しくは､藤川 ･前掲書63頁以下｡
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(19)GarethThomas,TheTradeUnionActs1992and1993p.193

00)藤川 ･前掲書143責

任1)近年のイギ リスの労働協約の法的効力に関 して詳 しくは､鈴木隆 ｢労働契約と労働協約｣秋田

成就編 『労働契約の法理論 イギ リスと日本』27卜273頁､拙稿 ｢英米両国における労働協約の法

的地位 1｣関東学院法学 4巻 2号70真以下

窟オIndustrialRelations i7L the1990s para8.卜8.24

C3)1975年雇用保 護法 附則11に 基づいて 行 わ れ た協約の拡 張適用に つ いて詳 しくは､ Micha e l

Jones,"C.A.C.andSchedulell:TheExperienceofTwo Years"Industria l LawJourna l Vo l.

9 No.1p29

(細IRSEmployme7LtTrends 5901995Augustpp.9-16

e5)『従業員代表制を 考える(上巻 ) 』 ｢イギリス｣(小鳥 典明 ･執筆 部分 日本労働研 究機 構

調 査 研究報告書 No.3838頁

e6)IndustrialRelationsiTLthe1990s para7.9

即 イギ リスの紛争処理 システムについて詳 しくは､野沢浩 ｢労働委員会の三者構成 システムと英

国の労働審判 システムおよびACAS (助言 ･あっ旋 ･仲裁機関)の調整システム 第 1報～第

3報｣労働科学70巻 5号 203頁以下､同 6号257頁以下､同 8号355頁以下､藤川久昭 ･李金延

『イギ リスの労働審判所その法制と実態』､麦田充生 ｢イギ リスにおける労働審判所｣同志社法

学47巻 6号 322頁以下､ 『個別紛争処理システムの現状と課題』 ｢イギ リス｣ (拙稿)日本労働

研究機構 調査研究報告書 No.65122頁以下などがある｡
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

1.はじめに

アメリカ合衆国の人口はおよそわが国の2倍｡1995年現在､16歳以上の雇用者だけ

でも1億1000万人強を数える｡しかし､労働組合 l)に組織された組合員の数は､現在

1636万人と､わが国の組合員数1･261万人の約 1.3倍というレベルにとどまっている｡

わが国の場合､組合員数それ自体はむ しろ増加傾向にあった (94年の1271万人が最

多)が､その伸びを雇用者数の伸びが上回ったため､組織率の低下を余儀なくされる

ことになった｡しかし､合衆国の場合には､組合員数そのものが1980年代に入って大

きく減少｡これがピーク時 (74年の2281万人)の約72%にまで落ち込んだ結果､組織

率が現在では15%を切る､というところまできた (図 2-1参照)0

図 2-1 組合員数および組織率の推移

1968 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 95

出所) 合衆国労働統計局 (BLS)統計 年
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そこで､組織率の問題を中心に､その現状をもう少 し詳 しくみると (表 2-1参

照)､まず年齢別では､24歳未満と65歳以上層の組織率が低 く (10%未満)､45-54

歳の層で最 も高 くなっている (20%超)ことがわかる｡ また､男性の組織率は女性の

それを 5ポイント程度上回っており､これに関連 して､フルタイム労働者の組織率は

パー トタイム労働者のそれを約 9ポイント上回るものとなっている｡ さらに､人種別

では､黒人､白人､ヒスパニックの順で､組織率が低 くなる傾向にある｡

蓑 2-1 年齢 ･性 ･人種等でみた組織化の現状 (1995年)

雇用者数 組 合 員 協 約 適 用

人 数 組織率 人 .数 l適用率

16歳以上 計 千人 .千人 % 千人 %110,038 16,360 14.9 18,346 16.7

16-24歳 18,205 1,022 5.6 1,199 6.6

25歳以上 ~91,833 15,337 .16.7 17,148 18.7

25-3.4歳 29,761 3,596 12.1 4,090 13.7

35-44歳 29,800 5,254 17.6 5,883 19.7

45-54歳 20,623 4,483 21.7 4,964 24.1

65歳以上 2,448 203 8.3 231 9.4

男 性 57,669 9,929 17..2 10,868.18.8

女 性 52,369 6,丞o 12.3 7,479 14.3

フルタイム労働者. 89,282 14,790 16.6 16,531◆ 18.5

パー トタイム労働者 20,550 1,537 7.5 1,781 8.7

白 人 92,760 13,149 14▲2 14,747 15.9

黒 人 12,644- 2,519 ,19.9 2,819 22.3

出所) 図2-1に同じ
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一方､産業別にこれをみると (表 2-2参照､以下同じ)､政府職員の組織率が群

を抜いて高 く､40%にせまるものがある｡ しか し､民間部門の組織率は約10%と低迷

しており､製造業でも現在では20%をかなり下回るものとなっている｡また､職業別

では､卸売 ･小売業やサービス業の組織率が 5-6%台と低 くなっていることに連動

する形で､販売､サービスの職業 (保健サービスを除 く)における組織率がいずれも

10%を下回っていることが注目される｡

表 2-2 産業別 .職業別にみた組織化の現状 (1995年)

雇用者数 組 p合 員 協 約 適 用
人 数 組織率 人 数 適用率

産業別 千人 千人 % 千人 %
農 業 1,575 33 2.1 43 2.7
民間部門 (農業を除 く) 90,121 9,400 ･10.4 10,318- ll.4

鉱 業 609 84 13.8 88 14.4
建設業 .5,135 908. 1-7.7 963 18.8.
製造業 19,520 3,440 17.6 3,657 18.7
運輸 .通信その他の公益事業 6,573 1,792 27.3 1,911 29.1
卸売 .小売 業 23,028 1,401 6.1_ 1,-550 6.7
金融 .保険 .不動産業 6,745 139 2.1 173 .2.6
サービス業 28,511 1,636 5.7_ 1,976 6.9

政府職員 18,342 6,92.6 37.8 7,985 43..5

職業別 千人 千人 % 千人 %
管理的 .専門的職業 29,827 4,116 13.8 4,909 16.5

経営､管理職 13,840 804 5.8 1,017 7.4
専門職 15,987 3,312 20.7 3,892 24.3

技術的職業 .販売 .管理補佐 33,842 3,364 9.9 3,883 ll.5
技術者および関連補佐 3,795 448 ll.8 526 13.9
販 売 12,427 561 4.5 651 5.2
事務を含む管理補佐- 17,620 2,355~13.4 2,706 15.4

サービスの職業 15,648 2,112 13.5 2,356 15.1
保健サービス 2,236 ･900 40｣2 978 43.7
その他のサービス 13,412 1,213_ 9.0 1,378 10.3

精密作業 .技能 .修理の職業 ll,563 2,692 23.3 2,866 24.8
操作工 .組立工 .労務作業者 17,304 3,983 ･23.0 4,229 24.4

機械操作､組立､検査 7,639 1,780 23.3 1,892 24.8
運輸､資材運搬 4,736 1,224 25.9 1,294 27.3
手作業､清掃､単純労務 4,929 978 19.9 1,044 21.2

出所) 図 2-1に同じ
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ところで､図 2-2にみるように､OECDの加盟国には､労働協約の適用範囲が

組合員の範囲をはるかに上回る国が少なくないが､アメリカは､隣国のカナダと同様､

協約の適用率が組合組織率とあまり差のない国の一つとなっている｡ただ､アメリカ

の場合も､排他的交渉代表制 (交渉単位内の労働者を組合員であると否とにかかわら

ず､過半数組合が排他的に代表する制度)が採用されているため､前者は後者を2%

程度上回るものとなっている (表 2-1をあわせ参照)｡わが国のように協約適用率

が組合組織率を下回っている国は､むしろ例外に属するのである｡

図 2-2 主なOECD加盟国における組合組織化と協約適用の現状 (1990年)
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出 所 ) OECD, Employmen t Ou tlook 1994,p.173, Chart 5.1
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なお､労働組合の組合員数を労働協約の適用者数で割った比率 (以下 ｢組合員化

率｣とよぶ)は､1995年現在､公共部門 (政府職員)では86.7%､民間部門では91.1

%となっている｡つまり､これを逆算すれば､.公共部門では13.3%､民間部門では

8.9%の者が､非組合員としての地位を維持 したまま労働協約の適用を受けている

(ただし､エージェンシイ･ショップ制が採用されている場合には､非組合員にも組

合費相当盛の支払義務はある)2)ことになる｡

図 2-3にみられろように､こうした組合員化率の格差は総じて縮小する方向へと

むかっているが､それは公共部門における組織化の成熟度を示すものともいえよう｡

なお､この図からもわかるように､過去10年間に､公共部門の組合員数は 100万人を

超える増加をみたのに対して､民間部門では組合員数が逆におよそ 160万人減少 して

いる｡一方､公共部門の協約適用者数はこの間90万人ばかり増えたものの､民間部門

の協約適用者数はその倍にあたる約 180万人の減少を経験することになった｡

図2-3 部門別にみた組合員数と協約適用者数の推移
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こうした傾向がつづけば､民間部門における労働組合のカバリッジは､その組織率

ばかりではなく､協約適用率においても､早晩10%を下回ることにならざるを得ない

(図 2-4参照)0 21世紀を目前にして､アメリカの労働組合は､今まさに正念場を

迎えようとしているのである｡

図 2-4 民間部門における組合組織率および協約適用率の推移

1984年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年

山所) 図2-1に同じ

参考) 公共部門における組合組織率､協約適用率の推移
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2.労使関係

労使関係の現状を労働協約を通 してみる｡以下では､そうした作業を合衆国の労使

関係について行ってみたい｡

現業職を適用対象とする企業別ないし事業所別の労働協約｡少 し古いが､1988年に

オハイオ州立クリーブランド大学労使関係センターが実施 した有名な協約調査 (分析

対象は､民間部門における適用労働者 500人以上の労働協約 500件)か らは､アメリ

カ労働協約のそうした特徴が浮かび上がってくる3)｡

まず､表 2-3にみるように､企業別協約の割合は協約数で約 8割､適用労働者数

では●6割強を占めるものとなっている｡製造業の場合､適用労働者数においでもその

シェアが 9割を超えているが､大企業が多いせいか､労働者の 3分の 2近 くが複数の

事業所を対象とした協約の適用を受けている｡また､非製造業の場合には､建設業の

ウェイ トが高いこともあって､約 6割の労働者が複数の企業を締結当事者とした協約

の適用下にある､という結果が出た｡

また､表 2-4からは､協約数､適用労働者数のいずれでみても､ 8割前後の労働

協約が､その適用対象を現業職 (生産労働者)に限定 していることがわかる｡ 専門職

に適用される労働協約は､労働者数でおよそ 1割′l)｡事務職ではこれが 5%台となり､

販売職にいたっては1%にも満たない｡ブルーカラー主体の労働協約｡そういっても

誤りはないのである｡

表 2-3 労働協約の締結単位

(単位 :%)

単独企業 (singleemployer~) 複数企業(multiple-employer)小 計 単独事業所 複数事業所

協約数 適用労働者数 協約数 適用労働者数 協約数 適用労働者数 協約数 適用労働者数

全 産 業 79.2 62.0 51.0 24.0. 28.2 38.~0 20.8.. 38.0
製 造 業 97.9 93.4 66.2 29.0 ･31.6 64.4 2｣1 6.6

出所)CSU｣RC,Charact
Agreements(1988e)

risticsofMajorPrivateSectorCollective
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表 2-4 労働協約の適用対象

(単位 :%)

現 業 職 尊,門 職. 事 務 職 販売級 ま.たは

(brod~ucti.on) (professionq,1) (clerical) ･現業職+販売職

協約数 適用軍働者数 一協約数 ･適用労@%& 協約数 .適用労働者数 偏約数 適用労働者数

ー全 産 業 76.4 80.9 4.2 3..7 0.8, 0.3 0.6 0.7

製 造 業 82.9 91.0 3.4■ 1.9- 0.8 0._1 - -

現業職+専門職 現業職十事務職 現業職+専門廟+事務職 そ の 他

~協約数 適甲労働者数 協約数 -適用労 1働者琴 協約数 適用労働者数 協約数 通園労 ~働者数

全 産 業 6.2 3.0 1.0 0∴3 5.0 4.9 5.8 6.:4

製 造 棄 7.7 4.0 0.4 b-..1 2.1 1.3 2.6 1.5

出所) 表 2-3に同じ

このように､労働協約が一般に企業 (事業所)を単位として結ばれるなど､合衆国

の労使関係にはわが国と共通 した面がある｡ しかし､労働協約の適用対象 (同一交渉

単位に含まれる者の範囲)が多 くの場合､生産 ･保全労働者に限られるなど､わが国

との違いも小さくはない｡たとえば､工員と職員の双方からなる工職一体の労働組合

は､通常､アメリカにはみられないのである5)0

一方､労使関係法 (NationalLaborRelationsAct)が､その保護を受ける労働者

か ら管理監督者 (Supervisorsandmanagerialemployees)を広 く除外 していること

もあって6)､労働組合が現に組織対象とする者の範囲はわが国と比べてもかなり狭い､

という現実がある｡たとえば､小池和男教授によれば､係長クラスはもとより ｢職長
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も非組合員で､組合には入れない｣という｡また､アメリカの大卒は入社時からこの

非組合員層(exemptemployees)に属する､とのことでもある7)｡つまり､ホワイ トカ

ラーの場合､その組織対象は､結局のところ､事務職員(clericale叩loyees)に限定

されるのである｡

では､アメリカの労働協約は､具体的には何をどう規定 しているのか｡以下では､

同国の代表的な民間調査研究機関であるBNAの1995年調査 (労働協約のサンプル数

は400)8)をもとに､その概要について記すことにしたい｡

① 組合保障 (unionsecurity)条項

労働協約の82%がショップ制について何 らかの定めをおいている｡チェック.･オフ

について規定 した協約は95%､採用手続き (組合運営の紹介機関の利用)等について

定めた協約は23%となっている9)｡

全 産̀ 業 64 10 4 4~ 23 9-5.

製 造 業 61 13 2 5 10 98

非製造菓 67 7 7 3 43 90

② 先任権 (seniority)条項

労働協約の91%が先任権条項をおき､その89%は勤続年数のみを先任権の決定基準

としている｡先任権は､ レイオフ､昇進､配転の順位を決定する際に考慮されるが､

決定要素としての比重はレイオフの場合が最も大きい｡

なお､労働協約に定める試用期間の長さは､90日が最 も多 く (25%)､60日 (22

%)､30日 (14%)の順でこれにつづいている (試用期間について定める協約中の比

率)0
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先任権に関する規定 試用期間 先 任 権リス トの~開 示 等 重 きポス トめ掲 示 先任権が考慮される場合レイオフ 罪 _. 進 配 転

全 産 業 83 65 67 88 67 57

製 造 業 94 76 73 96 .73 66-

非製造業 65 49 57 75 57 4.3

先任権の比重 先任権を考慮要素とするもの 唯 一 の決定要素 一 次 的決定要素 二 次 的決定要素 他の要素と同 じ比重

レイオフ 88 (100) (49) (33) (17) (-)

昇 進 67 (100) (5) (49) (40) (2)

③ レイオフ (一ayoff)関連条項

レイオフに関する定めは､94%の労働協約にみ られる｡ また､50%の協約が先任権

ルールの例外を これに認めている (その 4分の 3は組合役員に対する特別先任権条

項)｡ さらに､49%の協約が レイオフの予告について規定 している (対従業員18%､

対組合10%､双方21%)が､協約で定める予告期間にはバラツキがある10)｡

レイオフの予告規定 汁 予告期間 1 日 3 日 5 日 7 日
の ま た は ま た は ま た は

限定な し 2 _日 4 日 それ以上

対従業員対 組合 49(100) (13)(16) _(16)(14) (16)(10) (14)(7) ･(19)(13)

206



第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

一方､レイオフ終了後の リコールについては､85%の労働協約が定めをおいている｡

その他､ レイオフに代えて先任権順位の低い仕事に移動すること (bumping)を認め

た協約が63%､ レイオフに代わるワークシェアリングについて規定 した協約が17%存

在する｡

④ 労働時間 (hoursandovertime)に関する協約条項

サンプル協約のうち2件 (いずれも金融保険業)を除き､すべての労働協約が労働

時間や時間外労働について規定 している｡その典型例は､ 1日および 1週の労働時間

(1日8時間､ 1週40時間が通例)のほか､割増賃金､時間外労働の配分､休憩時間､

不就労時間に対する手当等に関する規定か らなる11)0

⑤ 職場環境 (workingconditionsandsafety)に関する協約条項

安全衛生や差別禁止に関する規定.これが職場環境に関する協約条項の中心 となる｡

まず､職場の安全衛生については､労働協約の89%が何 らかの定めをおいており､

安全衛生委員会について規定 したものも､全協約の53%と過半数を占めるにいたって

いる-2) ｡また､その一方では､95%の･労働協約が職場における差別を禁止 した規定

(労働組合による差別を含む)を設けている｡

安全衛生委員会に関する規定 全産業53(100) 製造業67(100) 非製造業32(100)

委員会の定期的開催 (73) (75) (67)

定期的な巡視 (41) (51)- (35)

委員会の活動時間に対する賃金 (40) (41) (37)
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-差別禁止に関する規定 全 産 業95 製造業∴98 非製造業91

差 ■人種､肌の色､宗教､性､出生国､年齢 87_ 92 78

別 妊娠､障害､従軍 (退役軍人)_､性的噂好 57 61 49

事 組合員資格の有無 ~58 56 61

由 組合活動 40 37 46

均等な雇用機会の宣言 p18 16 20

⑥ 労使の権利義務 (managementandunionrights).に関する協約条項

労働協約の80%が経営権について定めており､87%の協約がその制限について規定

している｡一方､組合掲示板の使用等､労働組合の権利については､94%の労働協約

が規定｡35%の協約が就業時間中の組合活動の制限について定めをおいている｡

経営権に関する規定 全産業89(100) -製造業85(100) 非褒造業 .72(100)

従業員に対する指揮命令 (76) (77) (73)

企業運営の自由 (74) (77.) (69)

作業規則の作成 (43) (43) (43)

生産の管理 (99) (50) (18)

従業員の義務の決定 ･(28) (24) (33)

事業所の閉鎖や移転 (1-7) (19) (14)
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

経営権の制限に関する規定 全産業87 製造業90 非製造業83

一般的な言及 57 60 52

刺 下請け 55■ 54 58
梶 監督者による作業の遂行 58 ウ5 32
辛 _機器の導入や変更 26 27 24
項 事業所の閉鎖や移転 23 29 13

労働組合の権利 全産業 製造業 非製造業 備 考
一手関する規定 94 94 94

従業員以外の組合 . 54 48 64 うち88%は業務妨害 となる役員による■会社 立入 りを禁止したり､立入
施設への立入 り りの事前通告を要求

掲示板の使用 -使用目的による 71 81 55 うち65%は会社による掲示板の提供､17%は掲示板の労使共用､ 6%は組合によ

制限 十 注 る掲示版の設置.について規定 .

組合への情報提供 56 47 70 うち63%は従業員の新規採(先任権 リス ト 用､24%は賃金情報､12%

荏) 掲示版の使用に関する規定をもっ協約の94%が使用制限について規定 (組
合の事業に限定 :83%､掲示に使用者の許可を要求 :42%､定期的な内容以
外につき許可を要求 :14%､政治的内容の掲示を禁止 :14%)｡また､使用
制限規定の 9-12%が紛争の原因となったり会社を誹誘 したりする内容の掲
示を禁止｡

就業時間中の組合活動の 全産業 製造業 非製造業
･制限に関する規定 35(100) 42 22

-組合活動の包括的禁止 22(63) 28 12
組合員の勧誘の禁止 16(46) 2_0 9
_組合費徴収の禁止 8.(23) ll 3
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60

⑦ 争議行為 (strikes.and一ockouts)に関する協約条項

労働協約の96%が争議行為について定めている｡その代表的なものが､協約の有効

期間中における争議行為の禁止 (平和義務)について定めた条項 (ノー ･ス トライキ

条項､ノー ･ロックアウ ト条項)である13) ｡なお､組合員によるピケットライ ンの

遵守を認めた協約 も25%み られる｡

ノ- .不 トライキ条項 全産業94 製畠業96 .非製造業9~1

無条件の禁止 63 66 58

条件付き巻本 計 ･31 3_0 33

仲裁裁定に違反する行為があった場合 12 ll 14

会社側が仲裁付託を拒否 した場合 p5 4 4

協約違反があった場合 12 .5 22

フJて止 協約改言丁交渉が決裂 した場合 2 2. 1
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

ノー .ス トライキ条項違反の場合 全産業 製造業 非製造業

における組合の免責 43 50. 30

免 ス トライキ開始における組合役員の不関与 13 15 10

畠_貝. 組合による作業再開の命令 -33 38 25

要 組合によるス トライ キの否認 12 13 ll

ノー .ロックアウ ト条項 全軍業89一 製造業93 非製造業84

無条件の禁止 7.0 74 64

秦件付きの連奉 計 19 1~8 20

･争革イ丁p為が諺な望仁一 苦情処理手続き終了後 7■ 8 6

仲裁裁定に達反する行為があった場合 .7 7- 8

組合側が仲裁付託を拒否 した場合 ･3 3 3

協約革反があった場合 . 3 2 -4

⑧ 解雇その他の懲戒処分 (dischar9eanddiscipHne)に関する協約条項

労働協約の98%が解雇その他の懲戒処分について規定 している｡ただ､退職手続き

について定めた協約は8%ときわめて少ない｡
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解雇理由に関する規定 全産業98 製草葉99 非製造業95

正当事由 (causeorjustcause) ･~92 95 88

特 計 82 86 74

無 断退社 (violation~ofleave) 52 61 ~36

無断欠勤 (unautrhorized.bsence) 49_ 6? 29

別 組合の承認 しないス トライヰへの参加 41 ･47. 31

の 詐欺｣窃盗 (dishonestyortheft) 28 24 34

解 酷 酉丁(ihtoXication) 24 19 33

雇 標準的な能力の欠如 21 21 21

理 不正行為 (misconduct) 20 20 20

作 筆規則 違 反(Violationofcompanyrules) 19 22 14

安全規則 違反(failuretobbeysafetyrules) 14 ..14_. 15

解雇手続きに関する規定 全産業67 製虚業72 非製造業60

通告 組合への事前通告 (同時通告を含む) 31 3_7. 21組合への事後通告 26 23｢ 29

従業員や組合に対する解雇通告書の交付 _43 42 45
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

解雇に関するその他の規定 全産業 撃造業 非製造業

不服申立 89 92 84

不当解雇の場合の救済 (バ ックペイ付きの復職) 47 51 40

解雇にいたらない懲戒処分 69(100) 74 61

休 職 (96)
代表例 ､レイオフ (22)

⑨ 苦情処理仲裁 (9rievanceandarbitration)条項

すべての労働協約が､苦情処理仲裁に関する規定を設けている14) ｡ただ､斡旋や

調停について定めた協約は4%と､ごく少数にとどまっている｡

苦情処理手続のステップ 1段階 2虚階 3段階 4段階 5̀段階

全 産 業 8_ 21 51_ 19 ･1

製 造 業 4 13 56L 26. 1

非 製 造 業 16 ◆32 年3 9 1

荏)苦情処理手続のステップについて明記 した協約 (全体の99%)を 100とする

協約締結当事者による申立 仝 産.莱 製 革 業 非製造業

組合による申立を認めるもの -38 -37 3-9
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組合側の苦情処理担当者f羊関する規定 全産業 製造業 非製造業.

制限規定 45(100) 57 27

人数のみの制限 (58~)

就業時間中の活動制限 (13)

人数および活動時間双方の制限 (27)

雇用保障 (特別先任権を除 く) 29(100) 29 28

不利益取扱や活動妨害の禁止 (53)

活動時間に対する賃金の支払 50 63 28

仲裁人の選任方法 全産巣 製造業 非製造業

1名の仲裁人を協約で指定 4 6 2

恒常的な仲裁委員会を協約で規定 5 5 6

仲裁人 リス ト (ローテーション)を採用 6 6 6

ア ド.ホックに当事者が決める 47 46 .49

ア ド.ホッグに中立的な第三者が決ゆる 25 26 25.

荏)仲裁人の選任方法について明記 した協約 (全体の96%)を 100とする

そゐ他 仲裁人の人数について規定 したもの 95(100).(g2)1人 (ll)3.人
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

⑲ 賃金 (wages)条項

賃金に関してもすべての労働協約が例外なく規定をおいているが､その内容は多岐

にわたっており､時代の流れにともなう変化も大きい｡

賃金条項の内訳 全産業 製造喪 ~非製造業

賃金の段階的引上げ (defertedincrease) 88 86 90

生計 費調整(actiVeCos卜oトliVing~adjustment) 24 31 14

一時金 (lu叩 SumS) 2? 26 _14

賃金交渉の再開 (wagereopPning) 8 7 9

二本立ての賃金 (two-tierpay) 29 33 24

同一格付け内の昇給 (wageprogression) 47 45 50__

労働不能の場合の賃金保障(reporting.'pay) 80 91 ･62

臨時の呼出の際の就労保障(call｢back,calトin)- 69 77 -56

･一時的な配転の場合の調整(temporarytransfer) 66 79 52

出来高給 (wage.incentive) 28 42 ■̀7

職務の格付けとその変更 (jobclassification) 579 7b 40

勤務シフトによる割増 (shiftdifferenti_al) 86 93 75

危険作業時の特別手当 (hazard/dirtypay) 15 16 28

旅費等の支給 .(traVeleXp~enses_.) 33 ~18 56

安全具を除く作業着の支給等 (.workclothes) 37 23 59

荏) 賃金の段階的引上げは複数年協約ということから起こる (2年目から引上げ

を始めるものが多数)｡初年度は一時金 (クリスマスや年末のボーナスを含ま

ない)で支払うところもある｡また､二本立ての賃金とは､新規採用者の賃金

を既存の従業員より低く設定することをいう｡なお､生計費調整条項 (COLA)

には失効状態にあるものを含まない｡
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注) 生計費調整条項には､事実上機能を停止 し､失効状態にあるものも含む｡

⑪ 所得保障 (incomemaintenance)条項

労働協約の53%が所得保障について定めをおいている｡一定期間における賃金保障､

退職金､失業給付の上乗せ等に関する規定がその代表例である｡

所得保障条項の内訳 全産業53 製造業54 非製造業52 備 考 _

週等の一定期間に 16 9 26 正規従業員を対象として､週おける労働時間 40時間の労働時間を保障する

または賃金の保障 ものが典型例

退職金(seve;ancepay) 39 43 52 勤続年数 1年につき1週間分の賃金が最 も多い○工場閉鎖やレイオフの場合等に支給
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第2章 アメリカの労使関係と労働法制

所得保障条項の推移 1971 75 79 83 86 89 92 95
年

一定期間における労働時間またげ賃金の保障退職金 5 6 9 11 13 13 13 .1634 39 37 ■39 41 40 40 39

⑫ 各種の保険給付 (insurancebenefits)に関する協約条項

保険給付については､ほとんどの労働協約が何らかの規定を設けている｡ ただし､

なかには使用者の保険料負担についてのみ定めるものもあり､詳細な規定をおくもの

はその約半数(205/400)にとどまっている｡なお､以下の分析 も､そうした詳細な規

定を有する協約に限定 して行われている｡

保険給付に関す◆る規定 全産業 褒造業 非製造業 備 考

生命保険(life~insurahce) 99 96 100. 最高保障額が 1万 ドル以_上のものがその86%を占めるO.余りの大半は5000-9000ドル○

事故死亡 T.障害保険 75 78 67 死亡時の保障額は｣生命保険
(accidentqldeath と同額とするものが多いが､

･?nddisme血berment 下回るものもあるo障害時の

insurahce)- 額はその半額か多いo
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入院保険(occupationalac- 30 30 32 その98%が扶養家族の入院もカバー0 本人の入院の場合､使用者のみの保険料負担は74
cidentinsurance) % (扶養家族69%)o

手術保険(surgical 30 29 32 その97%が扶養家族の手術もカバー○ 本人の手術の場合､使用者のみの保険料負担は75
insurance) % (扶養家族68%)o

高額医療保険 24 2̀3 28 その86%が事前に定額を引き(major.medical 出すことを認める (1回につ
insurance) き100 ドルが最多)o

出産に関する給付(maternity 2L7 30 20 主に､入院および分娩費用をカバー (すべてが配偶者を含む)○ 使用者のみが費用を負
･be.nefits) 担するものは80%○

包括保険(comprehensive 70 70 69 この12年間に急増 (83年 9%86年21%､89年37%､92年48%)o扶養家族も対象o使用
insurance) 者のみが保険料負担は48%○

歯科医療保険(compreh叩SiVe 85 82 94 その96%が扶養家族中治療もカバー0 本人の治療の場合､.使用者のみの保険料負担は71
insurance) % (扶養家族63%)o

医療関係費用の削減(healthcarecost 8-3 85 76 手術が 2回以上にわたる場合に給付内容を逓減させていく等､高騰する医療費の削減を

注) 本文でも記 したように､分析の対象とされた 205協約を 100とする｡

以上のほか､処方薬 (prescriptiondrugs)の代金や､眼科検査 ･眼鏡の
代金等に関する保険給付に言及したものが､それぞれ43%ある｡ また､アル

コール中毒や麻薬中毒の治療に関する保険給付について定めたものが69%と､
最近増加傾向にある (86年32%､89年49%､92年58%)｡ なお､公的医療保
険に言及したものも20%みられる (その大半は､立法がなされた際に協約内
容をそれに適合させるための交渉の再開を定めたもの)0
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

⑬ 年金給付 (pensions)に関する協約条項

保険給付と同様､年金給付についてもほとんどの労働協約が何 らかの規定を

おいている｡そのうち詳細な定めを有するものは全協約の約半数(202/400)に

とどまっているが､通常の引退 (normalretirement)のほか､早期退職(early

retirement)および労働不能による退職(disabilityretirement)の各場合古手

つき､年金の受給資格 と給付内容を定めたものがその典型といえる15)｡なお､

このような協約の30%強 (62/202)は､複数の使用者が協約の締結当事者 とな

っている｡

年金給付に関する 規定 .

通常の引退の場合 通常の引退年齢につい七定めるもの (132)
65歳(127) 62歳■.(4) 60歳 (1)

受給に必要な最低勤続年数を定めるもの (83) [10田

5年 [71] 10年 [25]
給付額の算定方法について定めるもの (200 ) [100]

給付月額-勤続年数 ×一定額 (Y) [ 50]

- Yの中央値は21.75_ドル
給付月額は基本賃率や格付けによって異なる [ 12]

給付月額主勤続年数 不賃金の一定割合 [.32]

早期逼職の場合 任意の早期退職について定めるもの (198)[100]
早期退職年齢について定めるもの [95]く100〉

55歳 く65〉 60歳 .く14〉 50歳 く1.1〉 62歳 く6〉
受給に必要な最低勤続年数を定めるもの [87] (100)
10年 (53) 5年 l(16)~ 15年 (16) .20年 110)

給付内容については､退職年齢に応 じて逓減されるのが普
通oただし､減額されない年金を65歳か ら受給すること
を選択肢として認めるもの [28] もあるo

労働不能による 労働不能による退職について定めるもの (180)[100]
退職の場合 年齢要件を明記するものもあるが､大半は通常の退職年齢

または早期退職年齢に達 していることを要求
受給に必要な最低勤続年数を定めるもの [95]く100〉
10年 く57〉 15年 く20〉

待機期間について定めるもの [36] (100)
6ケ月 (61)

約半数の制度 [51]は､通常の退職時における算定方法に
より給付額を決めるが､通常の退職年齢まではこれを上~
回る額を支給するもの [12]や､反対に下回る額 しか支
給 しないもの [10].もある○

欠格事由について定めるもの ~'[32] (その79%は診断の拒
香)や､給付額の減額について定めるもの [17] (社会
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⑭ 有給休暇 (vacations)に関する協約条項

労働協約の92%が有給休暇に関する定めをおいており､その期間は近年長期化する

傾向にある｡休暇期間は一般に勤続年数によって決まるが､必要勤続年数を満た して

いない者に対 して も部分的な休暇を付与すると定めた協約が22%存在する 16) ｡なお､

休暇手当の額は､時間給 (52%)か平均賃金 (34%)によって算定されることが多い｡

休暇期.間の長さ .6週間超
1週間 2週間 3週間 4週間 .5.週間 6週間 を含むもの

全 産 業 73 88 89 86 60 22 3

･製 造 業 80 96 97 94 64 24 2

非 製 造 業 63 75 75 74 53 20 3

荏) 勤続年数によって休暇期間が異な らないものを除 く
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

休暇に関するその他の規定 全産業 製造業 非製造業 備 考

出勤要件 56 65.. 41 半年未満 (17)半年-3/4年 . (59)

(100) 3/4年超 (25)

休暇日の設定 87 計画的または使用者の選択による休業 ~(49)
先任権にもと■づ く労働者による休暇白の設定 (13)

労働者の選択と先任権考考慮 して使用者が決定 (64)
_(100). 使用者が労働者の意向を配慮 (15)

休暇日の設定~は使用者の経営権に属する (~4).

中途退職者の 79 比例案分 した休暇手当の支給 (53)取扱い 取得可能であった休暇に限定 した手当の支給 (■28)
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⑮ 祝祭日 (holidays)に関する協約条項

労働協約の99%が祝祭日について規定し､90%の協約がその全部または一部を有給

扱いとしている｡日数の中央値は11日であるが､10日以上とするものが72%を占める

(1966年は7%､過去30年間に大きく増加)0

主な祝祭日 全産業 要道業 非製造業

クリスマス 9畠 99 96

レイバー .デー (9月の第 1月曜日) 98 100 95

感謝祭 (11月の第 4木曜日) 98 ■99 96

独立記念日_.(7.月 4日) 97 98 96

1月 1日 97 ･98 94

戦没将兵記念日 (5月の最終月曜日) 96 97 94

感謝際の翌日 60 81 28

聖金曜日 (復活祭の前の金曜日､GoodFriday) 52 72 19

クリスマス .イブ 50 69 19

12月31日 31 46 8

ワシントン大統領記念日 (2月の第 3月曜日) 30 25 36.

従業員の誕生日 20 15 27.

創立記念日 (floatingday) _20 20 ~20

キング牧師の日 (1月15日) 16 12 ･23_

個人の記念 日 16 ll 24

復員軍人の日 (11月11日) 16 ll 24ll

クリスマス週間におけるクリスマス以外の日 14 22

±ロシブス記念日 (10月の第 2月曜日) 9 722



第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

⑯ 特別休暇 (leav･eofabsence)に関する協約条項

労働協約の92%が特別休暇について定めを設けているが､期間等その内容は休暇の

種類によって異なっている (原則無給)｡

特別休暇に-関する規定 仝産要 製造業 非製造業 備 考

個人休暇(personal-leave) 76 85 61 家族の病気等､合理的理由のある場合に琴められる0..期間は 1ケ月ない.し3ケ月とするものが多いo約半数が延長可o

.組合休暇(unionleaVe) 78 87 63 協約の70%が組合役員に就任 した場合の長期休暇について規定し､46%が大会等に出席するための短期休暇について定めるo

家族休暇(fapilylQaVe) 36 39 30 その94%が出産休暇について規定○家族介護のた吟の休暇について定めるものは21%とそう多くはないo

忌引をJ(funera■日LeaVe) 86 95 70 3日間の忌引きを認めるものが最も多い (82%)_o以下､ 5日(11%)､.4日 (5%)の順でこれにつづ くo

陪審等の義務を履 83 ･95 63 陪審員としての義務をはたすた行するための休暇 めの休暇が中心.,公職に就いた
(ciVicduty 場合の休暇につい.て規定 したも

･leFv.e) のは協約の19%o

有給q)病気休暇(paidsick 315075 205384 4945.59 その汀%が一定の勤続を要求(1年31%､ 6ケ月18%､p6ケ月未満20%)0 30%が 1-10日

leave)無給の病気休暇 の待機期間に?いて規定○一恵の勤続を要求するものはそ
(unpaidsick の~19%と､有給の場合に比べ少
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⑰ 協約の改訂および有効期間 (amendmentandduration)に関する条項

労働協約の64%が協約の有効期間を 3年としているが､その割合は減少傾向にある

(1989年 :80%､92年 :74%)｡また､期間満了前の交渉再開について定めるものは

9%と少ない｡一万､90%の協約が自動更新について規定 しており､ 1年ごとの更新

とするものがその81%を占める (1年超 :1%､･無期限 :18%)｡ なお､46%の協約

が経営主体に変更があった場合に備え､新 しい経営主体が協約当事者としての義務を

引き継 ぐ (協約は有効なものとして存続する)旨を定めている｡

労働協約の有効期間 1年 2年 3年 4年以上

全 産 業 1 5 64. 30

製 造 業 1 2 67 30

非 製 造 業 1 9 60 30

このように､労働協約か らは合衆国のユニオン･セクターにおける労使関係の特徴

がある程度明らかになる｡先任権や苦情処理仲裁制度を重視するといった姿勢がそれ

であり､現在なおそうした姿勢には大きな変化がみられない｡ただ､医療費の高騰に

ともなう協約内容の見直し等､社会経済環境の変化によって協約の世界も徐々にその

姿を変えつつある｡ こうもいうことができよう｡

では､未組織セクターをも対象とする労働法制の世界には､現在どのような動きが

み られるのか｡以下では､連邦議会における最近の動向を中心にこれを概観すること

としたい 17)0

3.労働法制

(1)最低賃金の引上げ

1996年 8月20日､クリントン大統領は､連邦議会の可決 した ｢最低賃金引上げ法
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

案｣に署名｡公正労働基準法 (FairLaborStandardsActof1938)の定める最低賃

金は､現行の時給4.25ドルから､96年10月 1日には4.75ドルに､97年 9月 1日には

5.15ドルに､これが段階的に引き上げられることになった (なお､顧客からチップを

受けとる労働者については最低賃金を2.15ドルに据えおく [余りの額についてはチッ

プの算入を認める]とともに､20歳未満の者を新たに採用する場合には雇入れ後90日

間に限り､最低賃金を4.25ドルとする等の法改正があわせて行われた) 18)0

労働統計局 (BLS)の調べによれば､時給5.15ドルという最低賃金のレベルは､

これを実質ベース (1995年 :4.25ドル)でみると､1982年以前の水準を依然として下

回っている (図2-5参照)｡しかし､現在5.15ドルに満たない時間給で働いている

労働者が約 970万人おり､このような低賃金層に与える法改正の効果にはやはり

相当大きなものがある (蓑 2-5参照)｡プラスに転じた実質賃金の上昇カーブを今

後とも維持していくという点においても､最低賃金の引上げに期待するところは大き

い19)｡こういっても誤りではあるまい｡

図 2-5 最低賃金の推移

96
年

9492908886糾28807876円277Ol～+
i

名目ペース - ト ー実質ペース

195658 60 62 64

出所) 図2-1に同じ

i:025



表 2-5 最低賃金引上げの効果

1)最低賃金の引上げによって影響を受ける者

総計 約 970万人 うち男性 約 575万人 (時間給労働者の17%)

うち女性 約 394万人 (時間給労働者の11%)

① 最低賃金が4.75ドルに引き上げられることによって影響を受ける者

時間給4.25ドルの者 約 200万人

時間給4.26-14.74ドルの者 ･約 220万人

小計 約 420万人 (時間給労働者の 6%)

② 最低賃金が5.15ドルに引き上げられることによって影響を受ける者

時間給4.75-5.14ドルの者 約 540万人 (時間給労働者の14%)

2)最低賃金の引上げにともなう年収の増加額

J 1,800ドル (0.9ドル×2000時間)

国の助成(taxcredit,foodstamps)を合わせると､家族を含め30万人

の者を貧困線 (4人家族で年収15,600ドル)以下の生活から引き上げる

効果を持つ｡

出所) 合衆国労働省 (DOL)調べ

(2) ティーム ･アク トの挫折

一方､1996年 7月30日には､連邦議会を通過 した ｢ティーム ･アクト｣ (Teamwork

forEmployees_andManagersAct)が､クリントン大統領による拒否権の行使により､

いったんは挫折をみることになる｡ 拒否権を打ち破るためには､上下両院において､

再度3分の 2以上の賛成多数で法案が可決される必要があり､両院を最初に通過 した

際の得票状況 (下院 :221対202､上院 :53対46)か ら判断して､それが不可能である
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

ことは自明というはかなかったか らである｡

ティーム ･アク トは､使用者が ｢労働組合の結成若 しくは運営を支配 し､若 しくは

これに介入すること､又は当該組合に経理上その他の援助を与えること｣を不当労働

行為として禁止する労使関係法 8条(a)(2)に､次のような但書を追加することを主な内

容 としていた｡ ｢ただし､製品の品質､生産性､効率性及び安全衛生に関する事項そ

の他相互の関心事について労使が協同 して取 り組むための機関を､使用者が設置 し､

若 しくはこれに援助を与え､又はこれに参加することは､当該機関が労働者の排他的

交渉代表としての地位を求め､使用者 と団体交渉を行い､労働協約を締結ないし改訂

しようとするものでない限り､使用者の不当労働行為には該当せず､かつ､その証拠

ともならないものとする｡なお､この但書は､ 9条(a)に定める労働者の [排他的]代

表として認められた労働組合が存在する場合には､これを適用 しないものとする｣0

(Providedfurther,Thatitshallnotconstituteorbeevidenceofunfair

laborpracticeunderthisparagraph,foranemployertoestablish,assist,

maintain,Orparticipateinanyorganizationorentityofanykind,inwhich

employeeswhoparticipatetoatleastthesameextentpracticableasrepre-

sentativesofmanagementparticipate,toaddressmattersofmutualinterest,

including,butnotlimitedto,issuesofquality,productivity,efficiency,

andsafetyandhealth,andwhichdoesnothave,claim,Orseekauthorityto

betheexclusivebargainingrepresentativesoftheemployeesortonegotiate

orenterintocollectivebargainingagreementswiththeemployerortoamend

existingcollectivebargainingagreementsbetweentheemployerandanylabot

organization,exceptthatinacaseinwhichalabororganizationisthe

representativeofsuchemployeesasprovidedinsection9(a),thisproviso

shallnotapply.)20)

アメリカの場合､労使関係法に定める上述の支配介入禁止規定は､労働組合の定義

規定 (2条(d))21) と相まって､苦情その他の労働条件について使用者 と話 し合 う
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(dealingwithemployers)のための機関を使用者がみずか ら設立 した り､その設立

や運営に使用者が関与 した場合には､これが不当労働行為 となるという解釈を確立せ

しめ､現在にいたっている｡カンパニー ･ユニオ ンの一掃 という法 目的が､1935年の

同法制定以来､60年以上にわたってほぼそのまま維持されてきたのである (最近の例

につき､表 2-6を参照) 22)0

表 2-6 労使関係法 8条(a)(2)をめぐる最近のケース (95年 9月～96年 9月)

決定の年月日 事 件 の 概 要

95年12月18日 RenoHilton,152LRRM1245,319N.LRBNo.~140

JQualityActionTeams(QATs-)は ｢労働組合｣にあたり､嘩用者

が これ を組織 し､その構成や日程等を決定 したことは仮に従業員

の参加が任意であ~つたとして も支由介入の不当労働行為に該当す

るとして､_-その解散が命 じられた例oなお､QATsは労働者の報酬

-その他労働条件に関する事項を会議の議題 とし､かつ使用者が労

働者の要望を取 り上げる意思のあることを表明o一部の要望に応

えて､~使用者が実際にアクションを起 こしたこともあったo

9 5年12月 18日 Webco r Packag ing Ⅰnc., 15 1 LRRM 122 1, 3 19 NLRB No. 1 42.

経営側の代表 3名と従業員によって選ばれた従業員代表 5名で構

成され､就業規則の改訂等に際 して意見を述べること等を任務の

一部 としていたPlantcouncilを使用者が設立 した等の行為が支

配介入の不当労働行為にあたるとして､そ功解散 と交渉代表選挙
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第 2章 アメリカの労使関係と労働法制

95年12月18日 DillonStoreS,151LRRM1225,319NLRBNo.1.49

従業員によって選出された代表で構成され､一労働条件に関する

Associates'Committeeが ｢労働組合｣にあたるとして､当該委

員会q)構造や機能､~代表の任期や選出手続き等を使用者が決定
･し､委員会の開催にあたつてもイニシアティブを発揮したこと等
が支配介入の本当労働行為に該当するとざれた例○

95年12月18日9 5̀ 年 1 2 月 18.冒96年 5 月 20日 StoodyC0.,151LRRM1169,320NLRBNo.1

｢就業規則の内容が現在の慣行に合致しているか否か｣に関する
情報を収集するため使用者が招集したemployeecommitteeは､労
働条件に関する話合いを目的としていたとはいえず､ ｢労働組
合｣には該当しない (それゆえ｣支配介入の不当労働行為も成立
しない)とされた例oなお､本件の場合､上記委員会は1時間程
度､休暇の事前予告手続きの変更について議論 したにすぎず､工
場長は委員会が引き続き労働条件について話し合うために存続す
ることを認めようとはしなかつたこと (即解散)､委員会が労働
組合の結成を妨害するために設けられたとい う証拠は認められな

参加のqualitycircleは､たまたまある機会に､参加グループが
服装規定や事故点数制度について提案を行うたことがあるという
だけでは､制定法上の ｢労働組合｣に該当す~るとはいえない (そ

事管理担当課長からなる安全委員会(S_afetycom血ittees)を使用
者が設立した行為が支配介入の不当労働行為にあたるとされた
例O-なお､本件の場合､当該委員会は､工場内の安全衛生と関わ
る事項以外の問題を取り上げたことはなかった (注 :安全衛生に
関わる事項も労働条件の一種であ.り､使用者とq)問で ｢話合い
｣が行われた-という事実があれば､.安全委員会も ｢労働組合｣と
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一方､わが国においては､.現行労働組合法の制定に先だって､労働基準法が過半数

代表制を導入｡労働者の過半数を組織する労働組合 (過半数組合)が存在しない場合

には､労働者の過半数を代表する者 (過半数代表者)が労使協定の締結等を通して､

労働条件の決定に関与する道が開かれることになった23) ｡ 労働組合の存在にも配慮

しつつ､労使の話合いの場を末組織労働者に対 しても提供する｡その絶妙のバランス

感覚には､今さらながら感嘆するほかはない｡思うに､このような法的支えがあった

からこそ､労使協議制はそ.の後広 く未組織部門をもカバーするにいたったともいえる

のである24)0

そして､ティーム ･アクトもまた､先に引用 した法案の内容が示すように､かかる

バランス感覚をベースとして未組織部門における労使協議制の適法化を図ろうとする

ものであったということができる｡たしかに､今回は大統領による拒否権行使という

形でその幕を閉じることになったが､これで法改正の道が完全に断たれたと判断する

のはやや早計にすぎる｡ 今後の展開次第では､わが国が半世紀前にたどったのと同じ

道を将来､アメリカ合衆国が歩む可能性も十分にある25) ｡こういっても､おそらく

大過はないであろう｡

注)

(1)労働組合には､laborunionsのはか､これと機能的には異ならない employeeassociations

を含む｡

(2)なお､こうした組合費相当額の支払義務のみを負う非組合員 (financialcoremembership)の

場合､その範囲は団体交渉の対価といえる部分に限定され､それを超える部分については支払義

務がないとされている｡ SeeBeckv.Communications Workers,487US735(1988)･

(3)以下､より詳しくは､小鳥 ｢アメリカ合衆国の労働協約｣ 『 [日本的雇用制度研究会]欧米諸

国の労働協約を通じた貨車 ･雇用制度の調査研究報告書』 (1994年､三和総合研究所) 5頁以下

参照｡

(4)なお､専門職がそれ以外の者と同一の交渉単位を構成することは､原則としてない (専門職の
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第 2章 アメリカ･の労使関係と労働法制

過半数が同意 した場合にのみ可能)｡労使関係法 9条(b)但書参照｡ちなみに､労働統計局の調査

では､専門職の協約適用率は24.3% (蓑 2-2参照)と比政的高い水準にあるが､教員等の公務

員がその大半を占めるものと考えられる｡

(5) その一方で､パー トタイム労働者は､フルタイム労働者と利害を共通にするとの考え方から､

同じ交渉単位を構成することが原則とされている｡詳 しくは､小鳥 ｢アメリカ合衆国におけるパ

ー トタイム労働対策の現状｣ 『諸外国のパー トタイム労働対策の概要』 (1988年､労働問題 リサ

ーチセンター)195頁以下､208-209頁参照｡

(6)より詳 しくは､小鳥 ｢労使関係の変化とアメリカ労働法｣ 『アメリカ法』1987-1号 (日米法

学会)58頁以下､76-82頁参照｡

(7)小池和男 『アメリカのホワイ トカラー』 (1993年､東洋経済新報社)86頁参照｡

(8)以下､BNA,1CollectiveBargainingNegotiationsandContracts,Tab.24BasicPatterns

inUnionContracts(September12,1996) による｡

(9)なお､ユニオン･ショップ条項にもとづく解雇は､組合費 (組合加入費を含む)の不払いを理

由とする場合にのみ許されていることに注意 (労使関係法 8条(a)(3)但書参照)｡また､州法でシ

ョップ制 (エイジェンシィ･ショップを含む)を禁止することが認められており (同法14条(b)参

照)､現在､クリントン大統領がかつて州知事を務めていたアーカンソー州を含む20余の州で､

ショップ制を制限禁止する法律 (Rightstoworklaws)が制定されている｡

(10)なお､連邦法 (WorkerAdjustmentRetrainingNotificationAct,WARN)は､工場閉鎖 (6ヵ

月以上継続 し､その結果50人以上の労働者が30日以上失職するもの)や大量のレイオフ (6ヵ月

以上継続 し､500人以上の労働者が影響を受けるもの､または従業員の3分の 1以上 [50人以上

499人以下]の労働者が影響を受けるもの)が行われる場合には､原則としてその 6ヵ月前に､

交渉代表組合 (またはこうした組合がない場合には影響を受ける労働者)および州の関係機関に

対 して､その旨を予告することを使用者に義務づけている｡

(ll)なお､連邦法は､ 1週の最長労働時間を40時間と定めている (それを超えると､50%増の割増

賃金の支払が義務づけられる)が､ 1日の労働時間の上限については定めをおいていない｡詳 し

くは､山口浩一郎外編 『変容する労働時間制度』 (1988年､日本労働協会)307頁以下の ｢アメリ

カの労働時間制度｣ (中窪裕也)を参照｡

(12)なお､わが国とは異なり､アメリカの場合､安全衛生委員会等の設置が法律上 (連邦法)義務
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づけられていないことに注意｡

(13) なお､合衆国における平和義務違反の争議行為については､小鳥 ｢幹部責任と不当労働行為｣

『労働法学の理論と課題 (片岡先生還暦記念論文集)』 (1988年､有斐閣)220頁以下､221-232

頁を参照｡

(14) なお､アメリカの苦情処理制度については､小鳥 ｢企業内における紛争解決｣ 『日本労働法学

会誌』80号 (1992年)27頁以下､29-31頁を参照｡

(15)なお､年齢差別禁止法 (APEA)の1987年改正によって､定年制は全面的に禁止される (従

来は70歳以上の定年制については認める)ことになった｡ただし､1986年 6月30日現在有効で87

年 1月1日 (改正法施行日)より後にその期間が満了する労働協約については､当該満了日また

は1990年 1月1日のうち､いずれか先に到来する日まで､この禁止規定を適用 しないものとされ

た (猶予措置)0

(16) なお､アメリカの場合､年次有給休暇の付与がそもそも法律上使用者には義務づけられていな

いことに注意｡

(17) なお､合衆国における労働法制の現状については､中窪裕也 『アメリカ労働法』 (1995年､弘

文堂)を参照のこと｡ ちなみに､アメリカ労働省の所管する法律は､現在 180件を超えている

(わが国の約 3倍)が､その中にはNLRB (労働委員会)やEEOC (雇用機会均等委員会)

が法律の執行にあたる､労使関係法や公民権法第 7編 といった重要立法が含まれていない｡

SeeU.S.DOL,SmallBusinessHandbook:Laws,RegulationsandTechnicalAssistanceSer-

vices(1995).

(18)その他の改正点としては､時給 27.63ドル以上のコンピュータ関係の専門職に対して時間規制

(割増賃金の支払義務)等の適用除外を認めたこと (従来は規則で時給ベースの場合には最低賃

金の 6.5倍の報酬を要求)などが挙げられる｡なお､従前の状況につき､筆者が執筆を担当した

『1993年版労使関係白書』 (日本生産性本部)109頁以下､112-113頁を参照｡

(19)実質賃金が最近 6年間で初めて上昇に転じたこと (家計収入の中央値が1994年から95年にかけ

て､2.7ポイント上昇 し､34,076ドルとなったこと等)については､1996年 9月26日にリリース

された合衆国商務省センサス局のリポー トIncomeandPovettyStatusofAmericanslmprove,

HealthlnsuranceCoverageStableに詳しい｡

(20) なお､労使関係法 8条(a)(2)は､現在その但書で､わが国の経費援助禁止規定と同様､ ｢使用者
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が就業時間中に時間または賃金を失うことなく､労働者と協議することを妨げるものではない｣

と､その例外について定めている｡

el) なお､労使関係法 2条(5)は､同法にいう ｢労働組合｣を次のように定義 している｡ ｢『労働組

合』とは､労働者がこれに参加 し､苦情､労働争議､賃金､賃率､労働時間その他の労働条件に

関して､使用者と話し合うことをその目的の少なくとも一部とする､あらゆる種類の団体､機関､

従業員代表制度をいう｣0

銅従来の判例や労働委員会 (NLRB)の命令については､小鳥 ･前掲 [注(6)] ｢労使関係の変

化とアメリカ労働法｣68-76頁を参照｡

脚 より詳しくは､小鳥 ｢わが国の従業員代表法制 (過半数代表制)の沿革と現状｣ 『従業員代表

制を考える (上巻)』 (1993年､日本労働研究機構) 9頁以下のはか､同 ｢三六協定に関する覚

書｣ 『阪大法学』45巻3･4号 (1995年)79真以下､同 ｢補論 :労働時間に関する協定をめぐる

法的課題｣ 『労働時間制度における労使の関与に関する調査研究』 (1996年､連合総研)91頁以

下を参照｡

糾 小鳥 ｢産業民主制の行方｣ 『新 しい働き方の創造をめざして』 (1995年､連合総研)56頁以下､

64-65頁､76頁注(9)を参照｡

e5) たとえば､ブルース ･バークレー (弁護士) ｢従業員の経営参加求める､米国のチームワーク

法｣ 『週刊労働ニュース』1996年10月7日号を参照｡

(大阪大学法学部教授 小鳥典明)
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第 3章 ドイツの労使関係と労働法制

1.はじめに

ドイツの労使関係は､ひとつには､世界でも最も大きい組合である金属労組に代表

される､大産業別労働組合を主体とした労働組合と使用者団体との間に成立する労使

関係 (協約自治)を基軸としていること､二つには､これを補完するかたちで､企業

内には従業員代表を主体として個別使用者との間に形成される労使関係 (経営自治)

をもフォーマルな労使関係としてもっところにその特徴があるといってよい｡

両者の労使関係に対する法の関わり方からみると､両者は対照的である｡前者に対

しては､それが歴史的に形成されてきた団結(Koalition)を基礎にした自生的労使関

係であることから､基本的に不介入の立場をとる｡これまで労働法制としては唯一労

働協約法しかなく､労働組合の内部関係や活動を規制ないし保護する法律や団体交渉

の枠組みを決める法律は存 しない｡その意味では協約自治はもっとも純粋な形で労使

自治(Autonomie)の形態を維持している｡これに対して､後者は法律によって設けら

れた人為的な労使関係であるから､その設置から活動方法まですべて法律が定める｡

事業所の従業員全員の投票によって選出される従業員代表が､法が予定する範囲内に

おける参加権の行使として労働条件の形成をおこなうものである｡そこでは平和義務

が課され争議行為が認められず､労使間の合意形成がないときには第三者機関による

調整 (仲裁)に委ねられる｡その意味では経営自治は本来的な ｢自治｣とは性格を異

にする｡

なお､両者の労使関係は自生的な労使関係としての前者が人為的な労使関係として

の後者に優先する形で整序されている｡従業員代表の労働条件形成権能は労働組合の

労働条件形成機能を侵害しないかぎりで認められるから､賃金と労働時間という本来

的協約-団交対象事項を除く労働条件で､かつ､協約の対象事項以外のものに限定さ

れる｡しかしながら､両者の労使関係が組織的かつ機能的に法律上明確に峻別されて
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第 3章 ドイツの労使関係と労働法制

いるにもかかわらず､実際には従業員代表組織が労働組合の企業内支部としての性格

(インフォーマルな労使関係)をもつことで両者は密接な関連を取 り結んでいる｡

以下､このような労使由係システムを組合機能の観点から概観 し､最近の動向を記

すことにする｡

2.企業外労使関係～協約システム

(1)協約交渉の構造

ドイツの団体交渉 (協約交渉)は､産業別労働組合と使用者団体による全国交渉や

地域交渉が一般的形態であり､企業別交渉は例外的事例にとどまる｡法律的には､協

約当事者として労働組合と使用者ないし使用者団体であることが明記されている (協

約法 2条 1項)｡労働組合や使用者団体の上部団体も､規約上その任務の一部となっ

ているか構成員によって授権されている場合には､労働協約を締結する権限を もつ

(同 2､ 3項)｡理論的にいえば ドイツ労働総同盟 ～(DGB)や ドイツ経営者連盟

(BDA)であっても､その加盟構成団体の授権があれば労働協約を締結できること

とになるが､それぞれのそのような役割を引き受けていないし与えられていない｡

ドイツを代表する金属労組の場合､協約の交渉と締結の権限は組合規約上中央執行

委員会とその授権をうけたものだけがもつ｡一般には地方本部(Bezirksleitung)が協

約交渉と締結の主体である｡地区支部はたとえ企業別交渉といえども､交渉権限は一

切持たない.使用者側の交渉主体は､一般に使用者団体である｡金属労組が組織対象

とする金属産業の うち金属工業には地域別の使用者団体があり､それが金属連盟

(Gesamtmetall)という上部団体をつ くっているが､交捗主体は各地域の使用者団体で

ある｡これに対 し鉄鋼業では全国組織である鉄鋼業使用者団体 (Arbeitgeberverband

Eisen-undStahlindustrie)が交渉主体になっている｡

交渉単位となる一つ地域はきわめて広い｡金属労組の場合､統一前で全国16､統一

後で22の協約地域(Tarifgebiet)に分け､これを 9の地方本部が管轄 している (旧東

独地域はすべて旧西独地域の地本が管轄)｡伝統的には南 ドイツのシュ トゥットガル

ト地本のある北ヴユルテンプルク北バーデン地域がパターン･セッターとなってきた
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が､近時ではハノーバー地本が指導的役割を果たしている｡交渉対象となる業種も広

範である｡金属労組の場合､一般的には金属工業､鉄鋼業､金属手工業の三つの業種

に分れて交捗が行なわれる｡

協約交渉はこのように､産業別ないし業種別に地域 レベルでおこなわれるから､企

業レベルで協約交渉が行なわれることは基本的にないが､使用者団体に加盟していな

い場合には使用者との間で企業別の交渉が行なわれる｡ただし､この場合でも､労働

者側の当事者は地方本部で,bって末端組織の地区支部が交渉当事者となるわけではな

い｡また､その交渉は一般に､地域 レベルでの交渉結果を企業レベルでの協約として

まとめるためのもの (承認協約の締結)であって､独自な協約政策をそこで展開する

ものやはない｡ただし､なかにはフォルクスワーゲン社のように協約政策としても独

自性をもつ例外的事例もある｡

(2) 労働協約の種類と内容

労働協約は､団体交渉の当事者と同様､労働組合の中央ないし地域本部と使用者団

体との間で締結される団体協約が中心､である｡したがって､その適用は広 く､広域協

約(Flachentarifvertrag)といわれるゆえんである｡化学産業､印刷業の一般協約は

全国一本の協約であるが､金属産業では､州規模の地域協約が支配的形態である｡

労働組合と個別使用者間で締結される企業協約の比重はきわめて小さい｡1990年末

における旧西独地域の有効労働協約約 3万3500のうち､約8800が企業協約であったと

いられるが､適用をうける労働者の数で言えば企業協約の適用者はわずかである｡い

ずれにせよ､旧西独地域でみるかぎり9割以上の労働者を労働協約がカバーしている

といわれる｡他方､1990年 7月以降､旧東独地域で約1500の協約が締結され､雇用労

働者の75%が協約適用下にあるといわれる1｡

労働協約は通常､一般協約(Manteltarifvertrag)と賃金基本協約(Lohnrahmenab-

kommen)及び賃金協約(Lohnabkommen)の3つからなる｡賃金基本協約は､賃金等級と

賃金格付けの原則を定め､賃金協約はこれを前提にした具体的な賃金額を定める｡一

般協約は､賃金以外の労働条件､すなわち､労働時間､超過労働の割増賃金率､年次

有給休暇､労働契約の締結 ･試用期間 ･解雇等の労働条件一般を包括的に定めてい
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る｡

このように労働協約がわかれているのは､労働条件の性格からする交渉度合いの必

要性が異なるからである｡労働協約の有効期間は金属産業の場合､通常は､一般協約

と賃金基本協約が3年､賃金協約が 1年である｡ もちろん､賃金協約でも複数年協約

が締結される場合がある｡なお､伝統的に工員 (現業労働者)と職員とでは協約は別

協約であったが､一般協約では職工一本の協約多く現れるに至っている｡

労働協約には､通常地域的適用範囲､業種別適用範囲､人的適用範囲が定められて

いる｡適用地域は､協約交渉の規模に応じてきわめて広い｡協約の種類によっては全

国協約もある｡企業協約であればもちろんその企業内となる｡業種別適用範囲も､金

属産業の場合､鉄鋼業､金属機械工業､金属手工業とかなり広いが､商業労組や化学

労組の協約は比較的細分化されている｡人的適用範囲に関しては､現業労働者か職員

かその双方か､あるいは管理職層等適用にならない範囲 (協約外職員)が明記される｡

労働協約の内容は､横断協約の性格からして､最低労働条件を定めるものであるか

ら､個別労働者が有利な約定をなすことは排除されない (いわゆる有利原則)｡ただ

し､これはあくまでも個別契約による有利な約定であって､従業員代表である経営協

議会との労使協定によって有利な労働条件を企業内で設定することに対しては､後述

のように､法的な制約が課されている｡

労働協約に定められている現在の労働条件水準を法律との関係でみたものが表 3-

1である｡協約が法を補完 ･代替する重要な役割を果たしていることが知れる｡
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表 3-1 協約労働条件と法定労働条件との対比

3.企業内労使関係～従業員代表システム

(1)企業内交渉の構造

(イ)経営協議会の設置及び選出手続

企業内労使関係の担い手は､従業員代表機関としての経営協議会である｡経営協議

会は､労働者が 5人以上の規模の事業所に設置されることになっている｡従業員代表

の選出は､ 4年ごとに (かつては3年おき)､ 3月 1日から5月31日までの問に全国

で行うことになっている｡選挙は選挙管理委員会を設置することからはじまる｡すで
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に経営協議会があるところでは､現在の経営協議会がその任期が終了する8週間前ま

でに選挙管理委員会を設置するが､はじめて経営協議会を選出しようとする事業所で

は従業員総会 (単純多数決)で設置する｡この総会は選挙権を有する労働者 3人で招

請できるし､当該事業所を組織対象とする労働組合 も招請できる｡総会の招請にもか

かわらう総会が開かれなかったり､開かれても選管を設置できなかった場合には､こ

れらの労働者や組合が労働裁判所に選任を求めることもできる｡

選挙管理委員会は､通常選挙権を有する労働者 3人で構成されるが､必要があれば

人数を増やすことができる｡事業所に現業労働者と職員の双方がいる場合には必ず両

者の代表が入ることになっている｡選挙管理委員会の任務は､選挙権を有する労働者

の選挙人名簿を作成すること､選挙を公示すること､提出された候補者名簿に遺漏が

ないかチェックすること､選挙の秘密制を保持すること､選挙結果を従業員に公表す

るとともに使用者側と当該事業所に組合員をもつ労働組合に通知することである｡

表 3-2 規模別経営協議会委員及び同専従役員数

事 業 所 規 模

5- 20人
21- 50

51- 150

151- 300

301- 600

601-1000

1001-2000

2001-3000

3001-4000

4001-5000

5001-7000

7001-9000

9001-

以下3000人毎に+2人

人1

3

5

7

11

15

19

23

25

27

29

31

事 業 所 規 模

300- 600̂
601- 1000

1001- 2000

2001- 3000

3001- 4000

4001- 5000

5001- 6000

6001- 7000

7001- 8000

8001- 9000

9001-10000

以下2000人毎に+1人
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選挙は直接の秘密投票でおこなう｡経営協議会の委員が 2人以上の場合には原則と

して現業労働者と職員が別個に選挙を行なう｡ただし､経営協議会の選挙前に現業労

働者と職員がそれぞれ別個に秘密投票で共同選挙に賛成した場合には共同選挙を行な

うことができる (14条 2項)｡分離選挙､共同選挙を問わず､原則として比例選挙で

ある｡選挙 リス トが 1つである場合と経営協議会委員が 1人しかいない場合には多数

決の原則で選出される｡

経営協議会の構成員数は表 3-2が示すように事業所の規模に応じて増える｡従業

員数が 300人を超えると､専従の代表が置かれることになるから､この規模以上の事

業所において実質的な従業員代表活動を期待することができることになる｡なお､規

模の大きい事業所では､法定の専従数を超え労使間の合意で専従を増やしているとこ

ろも少なくない｡

(ロ)設置状況

I1990年現在の経営組織法適用下の全業種で約33,000事業所､委員数で約18万人であ

る (表 3-3)｡経営協議会設置義務を負う従業員 5人以上の事業所からみればきわ

めて設置比率は低い数字である2 0 81年には､設置事業所数が 36000事業所､委員が

約20万人のいたことからみると､やや減少していること､また､委員に占める非組合

員の割合がこの間18.6%から20.6%へと2ポイント上昇していることが注目される｡

しかし､それでも､雇用労働者数でいえば6割は経営協議会のある事業所で働いてい

るといわれている｡

金属産業でみると､1990年で9877事業所 (従業員 343万人)に6万1908人の経営協

議会委員が選出されている｡
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表 3-3 経営協議会設置状況

設 置事業所数 ,組合帰属委 員 数 D G B P A G そ の 他 未 組 織

1972 29,283 173,670 77.6 3.P 0.5 18.9
1975 34,059 191,015 77.5 3.1 0.5, 18.9.

1978 35,29.4 194,455■ 78.1 9...3 0.5 18.1

1981 ･36,307 199,125 77.5 p3∴4 0.5 18.6

1984 35,343 190,193 77.4 3.0. 0.6 19.0

1987 34,807 189,292 76.6 2.p8 0.6 20.0

1990 33,012 183,680I 76｣.3 2∴6 0.5 20._6

出所 :DieQuelle4/1988,S.222,Gewerkschaftsjahrbuch1990,S.428はか

(ハ)従業員代表の機関と活動保障

まず､従業員代表組織の機関をみると､経営協議会の委員が 2名以上になると委員

長と副委員長がおかれる｡選出は経営協議会でおこなう｡委員数が 9人以上の経営協

議会では日常の業務を執行する機関として常任委員会(Betriebsausschuss)を設置す

ることになっている｡このメンバーの数も経営協議会規模が大きくなるにつれて増え

る (法27条 1項)0

経営協議会の決定機関である経営協議会会議は委員長が召集する｡会議は就業時間

中に開かれる｡ 会議には必要とあれば使用者や労働組合代表の出席を求めることもで

きる｡

従業員全員が参加する会議として事業所総会(Betriebsversammlung)がある｡四半

期毎の定期総会が開かれることになっているが､これ以外にも､経営協議会や使用者

が望めば､または従業員の 4分の 1以上の申請があれば臨時にも開催される｡経営協

議会の活動の報告や使用者の報告がなされるが､総会の決議等が法的に経営協議会を

拘束するものではない｡総会は､経営協議会議長が司会をっとめる｡使用者､労働組

合 もこれに出席することができる｡

複数の事業所をもつ企業には､各経営協議会か ら派遣された経営協議会委員で構成

される中央経営協議会(Gesamtbetriebsrat)が設置される｡個々の事業所では解決で
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きない問題､企業 レベルで統一的な規整を要する問題を取扱う機関である｡また､株

式会社法にいうコンツェルンには中央経営協議会の決議にもとづきコンツェルン経営

協議会(Konzernbetriebrat)を設置することができる｡

つぎに､従業員代表組織の活動保障をみると､経営協議会委員はその職務を遂行す

るに必要な時間労働義務を免除されるし賃金も保障される｡ 任期が終了した後でも一

年間は任期期間中に本来の職務についていれば得 られたであろう職務の配置をうける

権利が保障される｡

従業員数 300人を超える事業所では専従委員が認められる｡専従員数は事業所の規

模に応 じて増える (表 3-2)｡ これを上回る専従を協約や経営協定で定めることも

可能である｡

経営協議会委員はその活動に必要な知識を得るため.に教育研修のための有給の休暇

をとることができる (37条 6号)｡研修に必要な費用 (参加費用､旅費宿泊費)も会

社が負担する｡さらに､各経営協議会委員にはその 3年の任期中に3週間の教育休暇

が付与される｡こちらは労働組合と使用者団体の中央組織の協議のうえ州の労働官庁

が承認した研修に参加するためのものである (37条)｡その多 くは､労働組合の主催

する研修である｡

経営協議会の活動を保障するためにわが国の不当労働行為に類似した制度がとられ

ている｡経営協議会の活動を妨害すること､あるいは､経営協議会委員をその職務に

就いている故をもって不利益な取扱いないし優遇をすることは､刑罰をもって禁 じら

れている (78条､119条)｡ また､解雇についても特別な保護がある｡

従業員代表制度の設立､運営にかかる費用は使用者の負担である (40条)｡･専従者

の賃金保障や勤務時間中における会議が有給であるのはもちろん､事務所や電話､什

器の供与と維持費､タイピス トなどの費用も会社が負担することになっている｡ この

ほか､経営協議会委員の研修参加も会社の負担である (37条 6項)｡選挙管理委員会

についても同様である｡反面､経営協議会の活動にかかる費用を労働者から徴収する

ことは認められない (41条)0

(ニ)従業員代表の権限

従業員代表機関として経営協議会は､自主的団結としての労働組合と異なり､その
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設立､任務､権能等がすべて法律によって定められていることに特徴がある｡従業員

規模に応じて従業員が選出した経営協議会が法律で定められた範囲での任務を遂行す

る｡その際､労使間で意見の対立をみたとしても､その解決手段として争議に訴える

ことはできない｡

したがって､経営協議会の労働条件規制は参加権(Beteiligungsrecht)の行使とし

て現われる｡この参加権は大きく分けて､最終的決定権を使用者に留保したまま意思

形成過程に経営協議会を関与させる関与権(Mitwirkurgsrecht)を与えるものと､決定

を共同で行なう共同決定権(mitbestimmungsrecht)とからなる｡

さらに従業員代表の発言力の程度､労働条件規制力の程度に応じて参加権を分類す

れば､関与権は情報権(Ⅰnformationsrecht)､聴取権(AnhOrungsrecht)､̀協議権

(Beratungsrecht)とわかれ､共同決定権も､経営協議会が異議を申し立てれば一方的

に決定できない異議申立権(Einspruchsrecht)､経営協議会の同意がなければいかな

る措置もとれない同意権(Zustimmungsrecht)､さらに､従業員代表の側から意思形成

を強制できる発案権(Initiativrecht)に分類することができる｡

そして､経営組織法は従業員代表が参加権を行使できる3つの対象領域のうち､社

会的事項については完全な共同決定権､つまり同意権を､人事的事項については限定

的共同決定権としての異議申立権ないし拒否権を主体に､経済的事項については関与

権中心の参加を認めることにしている｡

賃金に関しては､社会的事項として､①企業内賃金制度(betrieblicheLohngesa1-

tung)の問題､特に賃金計算原則(Entlohnungsgrundsatz)の定立および新しい賃金計

算方法(Entlohnungsmethode)の導入 ･適用並びにこれらの変更と②出来高 ･割増賃金

およびこれに類似する成績リンク賃金の､貨幣係数を含むところの決定にいっいては

完全な共同決定権が承認されている｡

2LJ3



表 3-4 経営組織法上の従業員代表の主な権限

( )内の数字は条文
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しかし､賃金に関する企業内規制に対しては､労働組合の労働条件規制権能を保護

する観点から協約優位原則が採 られている3 ｡すなわち､労働協約で定めている､ま

たは､定めるのが慣例となっている賃金その他の労働条件は､経営協定の対象となし

えない (法77条 3項)｡また､社会的事項についての共同決定権について､法律また

は協約による定めが存在 しないかぎりみとめられるとしている (同87条)0

(2)労働組合と従業員代表との関係

(イ)従業員代表に対する組合のコントロール

従業員代表である経営協議会は､組合とは異なった組織原理によって設置されるが､

実際には､多くの場合､経営協議会は労働組合の企業内における支部としての役割を

果たしている｡1990年の経営協議会選挙の結果でいえば､全経営協議会議席の76.3%

をDGB傘下組合､2.6%をDAG､0.5%をその他の組合と､計 8割を組合で占め

ている｡

また､法的にも､労働組合は経営協議会活動に対する強力な介入､監視権限を認め

られている｡①当該事業所に組合員を有する労働組合の委任をうけた者は､使用者に

通告をおこなって事業所に立入りをする権利を有すること (経営組織法 2条 2項)､

②経営協議会の設置のイニシアチブをとること (同14条 7項､16条 2項､17条 2､ 3

項､18条 1項)③経営協議会の会議に参加すること (同31条､46条､51条 1項､59条

1項､71条)④経営協議会が活動していないときに事業所総会を開催させること (43

条 4項)⑤経営協議会が経営組織法に違反する場合に委員の免職や経営協議会の解散

を労働裁判所に申請すること､(参使用者が経営組織法に違反する場合に強制措置をと

ること (同23条 3項)等である｡

(ロ)職場委員制度

金属産業を中心に､比較的規模の大きい事業所には､従業員代表としての経営協議

会委員の他に､組合の職場委員が配置されている｡ その任務は､一方で､従業員代表

である経営協議会を支えるとともに､他方では､経営協議会の活動を間接的にコント

ロールするためのものである｡ 無用な対立をもたらさないように､経営協議会の委員

は自動的に職場委員である (金属労組の場合約14万人の職場委員がいるがうち6万人
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は経営協議会委員)とともに､経営協議会議長も同時に職場委員会議長であることが

一般的であるが､事業所によって両者の議長は別な者が着くこともある｡日常的には､

経営協議会を支えるが､経営協議会委員の選挙や協約闘争などの場合は職場委員会が

イニシアティブを発揮することになっている｡しかし､職場委員は選出されていても

独自の執行部体制をとることは必ずにも多 くないことから､ ｢帆のない帆船｣である

との指摘もある｡したがって､経営協議会から相対的に独立した存在というより､経

営協議会の補佐役というのが一般的な姿である4｡

(ハ)協約優位原則による労使関係の整序

従業員代表が労働組合の機能を蚕食しないように､ ドイツ労使関係法制には､協約

優位原則がとられている｡これは､従業員代表は､労働組合の本来的な任務である､

賃金 ･労働時間等の規制については､協約で認められている場合でないかぎり､共同

決定ができないこと (経営組織法78条)､また､従業員代表と使用者で締結する経営

協定では､協約に定めている事項､また､協約で定めるのが慣例となっている事項に

ついては､定めることができない (同87条)というものである｡

4.労働組合の社会的機能

(1)労働市場と労働組合

(イ)労働協約の拡張適用

労働協約は原則として協約拘束力をうける労使間 (使用者団体に加盟している使用

者と労働組合に加盟している労働者との間)にのみ適用があるが､実際にはそれ以外

の労使間にも拡張適用されるのが一般である｡ただし､拡張適用といっても､協約の

地域的適用範囲や人的適用範囲が拡張するものではなく､協約の拘束力がその適用範

囲内で拡張するものである｡

これは労働協約の適用対象が限定されることで､特に不況期などに､協約の適用を

うける労働者やうけない労働者に不利益が生じることを避けるために設けられたとい

われる｡同じ仕事をしながら安い賃金の支払で済む非組合員が存在することは､組合

員の職場が奪われると同時に非組合員の労働条件の引上げを阻害するからとされてい
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る｡一般的拘束力宣言が実務上重要な意味をもつのは､建設 ･建設資材業､卸売小売

業のように小規模企業が多い業種である｡

一般的拘束力宣言の手続は､協約の一方当事者が連邦社会労働省に申請し､労働者

および使用者の上部団体の代表それぞれ 3人ずっで構成される委員会での意見を聴取

のうえ､連邦または州の労働大臣がおこなう｡この委員会は単純多数決で決定を行な

うから､どちらの側でも協約の拡張適用を拒否することができる｡

表 3-5 業種別 ･協約内容別 にみた一般的拘束力をもつ協約(1990.7.1)

容内の約協働労
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小売
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出所:Halbach/Mertens/Schwedes/Woltzke,UbersichtderArbeitS.288
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一般的拘束力宣言が認められる要件は､労働協約の拘束力をうける使用者のもとに

少なくとも協約の業種的､地域的適用範囲内にある労働者の少なくとも50%が雇用さ

れていることと､公的な利益をになうことである (協約法 5条 1項)｡

1990年 7月 1日現在､一般的拘束力をもつ労働協約は約 500あり､一般的拘束力を

有する協約がある業種で就労する労働者は 400万人にものぼる｡業種的には､建設業､

繊維産業､金属手工業のような小規模事業所をかかえる業種で多 くみ られる｡また､

一般的拘束力の対象となっているものは､一般的協約と賃金協約が多 く､ついで一般

協約中の労働時間､年休 ･年休手当､財産形成給付､クリスマス手当などが目立つ

(表 3-5参照)｡ 1994年 1月 1日現在において､一般拘束力をもつ労働協約は 632

協約である5 ｡ 毎年 200協約が新たに一般的拘束力宣言を受けるとともに､同じ数の

協約が毎年失効するといわれている｡一般的拘束力をもつ労働協約の数は､1994年末

の団体協約数約9000と比べるときわめてわずかな比率となる｡ しか し､一般的拘束力

を もっ協約め適用下にある労働者は西独地域で約 550万人､そのうち､約 120万が一

般的拘束力を通 して協約の適用を受けるものとなっている｡ 一般的拘束力をもつ協約

の適用を受ける労働者でみると､業種的には､小売 ･卸売業と建設業で全体の約 3分

の 2を占める (表 3-6参照)｡ また､最低賃金としての意味をもつ､一般的拘束力

を受ける賃金協約の適用を受ける労働者でみると､同じく旧西独地域で約 280万人､

うち一般的拘束力によるものが約70万人となっている (表 3-7参照)｡その意味で

は､ ドイツの労働者の 9割は協約の恩恵を受けているといっても､必ず しも一般的拘

束力を受ける労働者が大きいというわけではない｡
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表 3-6 一般的拘束力をもつ労働協約の適用下にある労働者 (西独協約地域1995)

協約地域 雇 甲 労 働 者

人 -数 地域での比率 累積比率

小売業 1,718,000 31.5~ 31.5

建設業 (付属事業を含まない) 926,800 17.6 49.1

卸売 .貿易業.(4州) 720,500 13.2 62.3

ホテル .旅館業 (6州) 420,500 p7.7 78.6

製パ ン手工業 176,000 3.2

理髪業 124,000 2.3

衣服業 116,000 2.1

塗装業 109,100 2-.0

製パン.製菓業 ･94,500. 1.7 89.~9
警備業 64,900 1.2.

農林業 64,600 1-.2

金属 .電機手工業 (3州) 61,500. ･1.1

精肉手工業 (3州) 55,700 1.0

造園 .スポーツ広場整備業 53,000 1.0

クリーニ ング業等 ･48,360 0.9

屋根修理業 45,700- 0.8

彫版 .金屑研磨業 24,600 0.5

繊維業(5地域) 23,20.0 0.4 100.0
その他の小さな27協約地域 105,1.00 2.0

計 5,456,860 100.0

JoachimKremier-deFries,DieAllgemeneinverbindlicherklarungYon
Tarifvertragen,S.213
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表 3←7 一般的拘束力をもつ賃金協約の適用下にある労働者 (西独協約地域1995)

JoachimKremier-deFries,DieAllgemeneinverbindlicherklarungYon
reVnu●lrTa tragen,S.219

(ロ)非典型雇用と協約政策

ドイツにおいてもパー トタイム労働者の増加はみられる｡ 1995年の ミクロセンサス

によると､1991年か ら1995年に52万5660人に増え､530万人に達 していると全就業者

(dieErwerbstatigen)の約16%である｡そして､これ らの労働者の組合組織率が低

いことはわが国における事情 とあまり異ならない｡ しか し､これ らの労働者 も労働組

合の交渉成果である協約賃金の恩恵を受ける点では､大きな相違がある｡ 協約賃金は

企業の枠を超えたグループ職務等級による横断的賃率であるか ら､職務等級が同じで

あるかぎり､基本的には､典型労働者との賃金格差は生 じないか らである｡ したがっ

て､協約政策としては､短時間パー ト (社会保険加給義務のない週15時間未満のパー
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第 3章 ドイツの労使関係と労働法制

卜)の制限､パー トタイム労働者のフルタイム労働者への優先的転換権の保障や他の

企業でフルタイム職場が見つかったときの労働者の解約予告期間の短縮といった政策

が中心となる6｡

(ハ)失業問題と協約政策

労働組合の社会的存在感は､組合の協約政策が､常に､労働者の雇用の確保と雇用

の創出に向けた協約政策をとってきたところにもみることができる｡80年代初頭に始

める週35時間労働の実現に向けた時短政策の柱は､時間短縮によって雇用の創出をは

かろうとする､基本的にマクロの雇用政策であった｡90年代に入ると､時短政策は､

企業内における雇用の維持を図るミクロの雇用政策に転換するが､そこでも基本的に

は､労働組合が労働者の連帯を基礎にして雇用の調整を行うとするものであらて､決

して､一部労働者の犠牲において基幹労働者の雇用の確保を図ろうとするものではな

い7 ｡ 1995年から96年にかけては､VW社の経験を基礎にして､金属労組を中心にし

て､ ｢雇用のための同盟｣を呼びかけ､政府､協約当事者､企業のそれぞれのレベル

での雇用創出の方法を考えること､その際､時間外労働の削減､賃金補償なき時短､

パー トタイム職場の拡大､失業者の入職賃金の特別規定等の方法を提示している｡ま

た､東独地域においては失業者の吸収と再訓練､新規事業の立ち上げ支援として雇用

会社(Beschaftigungsgesellschaft)の設置と運営にも努力してきた｡

(2)個別紛争処理における労働組合の役割

(イ)紛争処理システムの概要

個別紛争の処理システムとしては､公的システムである労働裁判所が中心_的な役割

を果たしている｡労働裁判所は司法機関であるが､その成立上の経緯から主務官庁は

労働省であったり､労使の代表が名誉裁判官として関与するなど行政機関的性格をも

もっている｡わが国の労働基準監督署に相当する営業監督署 (Gewerbeaufsichtsamt)

の業務は､現在､安全衛生労働災害の監督を中心とし､賃金や労働時間に関する労働

条件基準監督を対象としていないので､相談業務といった広い意味においても個別紛

争処理機関としての役割はもっていない｡

私的システムとしては､従業員代表機関である経営協議会の苦情処理や労働組合の
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相談業務をあげることができる｡経営協議会の権限は日常的に企業内で発生する紛争

処理の第 1の窓口である｡ただし､その権限は法律上限定されていることもあって権

利紛争は､外部の公的システムとして労働裁判所にその処理を委ねることが多い｡そ

の際､労働組合の地域支部の法対書記が行なう訴訟代理は､労働者が組合員になる直

接的な利益の一つとなっている｡ 他方､アメリカなどにみられる協約制度上の仲裁な

どのような､個別紛争に関する自治的システムはほとんど発達していない｡これは､

仲裁契約にもとづく仲裁裁判所(Schiedgericht)の設置は労働裁判所法によって制約

されていること (同法 4条､101条 2項)､そして､以下にみるように､労働裁判所

に労使代表が参加していることや､労働裁判所へのアクセスがきわめて容易であるこ

とによるであろう｡

(ロ)労働裁判所制度と紛争処理の実状

(a)労働裁判所制度の特色と組織の概要

ドイツの労働裁判所制度 (Arbeitsger 00Fり上川u
●lkerba上川HH

hC●l
(A.

.言IT盲 は､司法機関であるが､労使

代表の非職業裁判官が一審から三審まで審理に参加する̀点において､大きな特徴をも.､.1≡Li_･､■
っ｡フランスの労働審判所に沿革をもっが､フランズと異なり､職業裁判官が中心を

しめること､三審制をとる点において大きくことなる｡ただし､所轄官庁は､一般に

司法省ではなく､労働省であるところに､その沿革の名残をみることができる｡現在

でも一般の裁判所制度と異なるつぎのような特色をもっている｡

第 1に､非職業裁判官が一審から上告審までの全ての段階において関与しているこ

とである｡ 和解弁論において和解に至らず合議体に審理が移された後では､労使の代

表である非職業裁判官も審理に参加する｡第 2に､和解弁論手続が争訟弁論手続に前

置され､和解中心､主義ともいうべき方式が取られていることである｡第 3に､裁判所

費用は､訴額にかかわらず上限は 500マルクであり､決定手続 (経営組織法上の紛争

等を処理する手続)は無料と費用の低廉化が図られていることである｡第 4は､迅速

な処理で､和解弁論を争訟弁論に前置していることが迅速な処理に大きな役割を果た

しているほか､いっでもアクセスできるように裁判所休暇がないこと､判決は一般に

争訟弁論が終了した時点で直ちに口頭で言渡されること､特に解雇事件には弁論が訴

えの提起後 2週間以内に行なわれるなどの措置がとられている｡第 5に､労働組合や
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第 3章 ドイツの労使関係と労働法制

使用者団体の代表が訴訟代理をする非職業的訴訟代理の制度がとられていることであ

る｡

労働裁判所の構成をみつと､一審の労働裁判所(AG)と二審の州労働裁判所(LAG)は､

1つまたは複数の部 (拡ammer)からなり､部は職業裁判官たる裁判長と使用者側代表､

労働者側代表の非職業裁判官各 1人の計 3名で構成される｡ 連邦労働裁判所(BAG)は

基本法95条にもとづき設置される5つの最高裁判所のひとつで､カッセルに設置され

ている｡連邦労働裁判所は小法廷 (Senat)と大法廷とで構成されている｡小法廷は統

一前までは8つであったが､統一に伴う業務量の増大にともない､現在では11を数え

る｡各法廷は､例えば､第 1小法廷が団結権と争議権事件､第 2小法廷が解雇事件と

それぞれ任務分担か決められている｡小法廷は､職業裁判官 3人と使用者側代表およ

び労働者側代表の非職業裁判官各 1人の計 5人で構成される｡大法廷は､連邦労働裁

判所長官(Pras'ident)と裁判長裁判官､連邦裁判官 4人､使用者側と労働者側代表の

非職業裁判官各 2人の計10人で構成される｡

労働裁判所は､1988年には､全国に-117ヵ所､州労働裁判所は16ヵ所であったが､

東独地域の拡大によって現在ではその数を増やしているはずである｡裁判官は､1988

年には､職業裁判官が､労働裁判所に 545人､州労働裁判所に 150人､連邦労働裁判

所に28人の計 723人であったが､1993年末には､労働裁判所に 859人､州労働裁判所

に 189人､連邦労働裁判所に34人で､計1082人に増加している｡

(b)労働裁判所における紛争処理の実情

もともと､先進経済帯国のなかでは法的紛争が飛び抜けて多い国であったが､80年

代以降の経済的環境の悪化もあって､この間かなり増えてきた｡また､東西 ドイツの

統一と東独地域における経済再建の遅れ､そして東独地域における労働裁判所の整備

にともない､90年代にはさらに増大 している｡

一審の労働裁判所における1995年の新規受理件数みると､判決手続で62万7935件､

決定手続で 1万0224件となっている9 ｡二審の州労働裁判所の新受件数は､同じく

1995年で､判決手続に対する控訴手続が 2万5336件､決定手続に対する抗告 (法87条､

98条 2項にもとづく抗告手続)が1520件､判決手続 ･決定手続に対する即時抗告 (同

78条､83条 5項にもとづ く抗告)が5662件となっている｡
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表 3-8 労働裁判所の新受件数

判決手続1) 決定手続2)

AG LAG BAG AG LAG BAG

1965 178,287 6,270 542 507 80 19
1970 20.1,166 7,269 418. 281 116 26
1975 301,625 13,732 797 4,487 849 87

1985 367,725 ..18,048 792 7,236 1,288 80
1990 325,969 15,827 .658 8,654 1,303 85
1991 342,183 14,881~ 574 8,704 1,2.52 80
1992 402,013 17,075 720 8,503 1,577 69
1993 477,788 19,813 989 8,330 1,212 68
1994 610,572 27,309 1,066 10,440 1,384 63
1995 627,935 _25,336 910 10,224 1-,520 61

注1)但 し､LAGについては控訴手続､BAGについて上告手続を意味する｡

注2)但 し､LAGについては抗告手続､BAGについて法律抗告手続を意味する｡

出所 :連邦労働省 Bundesarbeitsblatt

連邦労働裁判所の新受件数は､上告 910件､法律抗告61件､上告不許可処分抗告が

1004件､上告不服抗告13件､訴訟費用援助申請 3件等となっている ｡

処理の方法を一審の判決手続 (一般の労働民事事件の紛争処理手続)でみると､既

済件数62万1460件のうち､争訟判決(streitigesUrteil)によるものが 4万8452件で

全体の 1割に満たない(7.8%)のに対 して､和解によるものが24万9734件で40.2.%を

占める｡ また､訴えの取下げ等のその他の方法による処理 も24万7990件で39.･9%にの

ぼる｡二審段階では､当然のことなが ら争訟判決が大幅に増える (31.8%)が､和解

と訴えに取下げ等のその他の方法 もともに 3割程度ある｡連邦労働裁判所段階では､

争訟判決が 7割を占める､判決以外では和解よりも取下げが増える｡

同じく1995年の一審の判決手続既済件数をとり､その紛争事項をみると､解雇等雇

用関係の存否に関する争いが約30万件で紛争事項総数の42%､賃金に関する争いが21

万件で30%で､両者で全体の 7割強を占めている｡
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労働裁判所に持込まれた個別紛争の処理日数を､解雇等雇用関係の存否に関する紛

争 (法61条 a)でみると､29万6674件のうち､23.1%が 1ヵ月以内に､ 3ケ月以内で

は62%が処理されている｡ 1年以上に及ぶものは 3.6%である｡州労働裁判所におけ

る処理でも､ 3ヵ月以内で 3割 (29.5%)､半年以内で 6割強 (62.4%)が処理され

ている｡連邦労働裁判所になると処理期間はさらに長 くなるが､それでも半数は67.5

%は 1年以内に手続が終了している｡総 じて､迅速な処理が行なわれているというこ

とができるが､最近までは､一審では 3ケ月以内が 7割､二審で半年以内で 8割､三

審で 1年以内が 7割弱であったことからすると､紛争の増大に伴いかなり処理スピー

ドが落ちている｡

表 3-9 紛争事項 (一審､既済件数)

1995

賃金 211,-412( 30.0)

年次有給休暇 .年休手当 16,533( ,2.3)

雇用関係存否の争い 296,67 4 ( 41.5)
うち解雇 287,008(40.1)

証明書の発行 .訂正 14,085(~2.0)

損害賠償 5,204( 0.7)

協約上の格付け 15,061(~21.汁
その他 155,892( 21.8)

計 71 4,865 (100..0)

(ハ)紛争処理における労働組合の役割

(a)従業員代表の苦情処理

労働組合は､従業員代表組織としての経営協議会を通 して､間接的に､労働者の企

業内における権利の確保のために活動 している｡もちろん､大規模事業所の経営協議

会の場合であれば､地区支部の組織によることなく､自前で労働者の面倒をみる人的

物的な基盤をもつ｡その活動は､ほぼ､日本の大規模事業所の組合を想起すればよい

であろう｡ したがって､日常的な労働者の苦情に関して､特に､賃金の格付け (協約
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等級､企業内等級)や配置の問題にかんしては､経営協議会の専門委員が会社人事部

門との交渉によって解決をはかる｡しかし､中規模事業所以下の従業員代表組織の交

渉権限は多 くの場合､法律上定められている以上のものではないから､賃金の格付け

や配置 ･解雇等の問題に関しては､企業内での交渉による処理よノりも､企業外の紛争

処理制度である労働裁判所に委ねる場合の方が多いと思われる｡

(b) 労働組合の法律相談 ･訴訟代理

したがって､労働組合の個別紛争処理との関わりでもっとも重要な役割をもつのは､

権利保護活動 (Rechtsshutz)である｡金属労組のような大産業別組織の場合は､地区

支部に権利保護書記と呼ばれる専門職員を配置している9 ｡また､規模の比較的小さ

な組合ではDGBの地区支部にこの専門職員が配置されている｡これらの権利保護書記

は､組合員の日常的な法律相談を行うとともに､賃金不払いや解雇をめぐる法的紛争

について訴訟代理を行う10｡組合や経営者団体の職員が訴訟代理活動を行うことがで

きることは､労働裁判所制度の大きな特徴の一つである｡基本的には一審及び二審の

みでの代理である (労働裁判所法11条)が､労働裁判所が労働者にとってアクセスし

やすいものとなっている背景でもある｡

金属労組の場合､1991年に権利保護活動に支出した費用は､人件費を別として､

221万マルクとなっている11｡

(C)非職業裁判官

労働組合は､労働裁判所制度に名誉裁判官を送ることで紛争処理に間接的に関与す

ることになる (なお､社会裁判所にも労使代表が参加している)｡名誉裁判官であるr

労使代表の非職業裁判官は､管轄地域内の労働組合､一定の他の労働団体､使用者団

体が提出する候補者リス トの中から労働大臣が任命する｡通例､候補者を推薦する組

織の有する構成員数にしたがってなされる｡任期は4年である｡一審レベルでの非職

業裁判官は､労働側でいえば､経営協議会の委員などがなっている｡ かなりの数の非

職業裁判官を有する (やや古い1988年の数字ではあるが､労使あわせて､労働裁判所

に 1万4642人､州労働裁判所に2946人､連邦労働裁判所に 170人の計 1万7758人い ･

る)ので､一人の名誉裁判官が期日に参加するのは年間8回程度をいわれている｡法

律 (非職業裁判官の補償に関する法律)により交通費及び時間あたりの日当が支給さ
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第 3章 ドイツの労使関係と労働法制

れる｡

5.労使関係 ･労働法制の変化と労使関係システムのゆくえ

80年代における時短闘争が示 したように､ ドイツの労働組合は､先進経済諸国の中

では､もっとも強い闘争力と発言力を誇りつつも､二元的労使関係のもつ柔軟性のな

かで､安定的な経済の発展と公正な社会の形成甲バランスをとってきた｡それは､労

働組合の存在感を示すものであった｡国民の多 くもまた労働組合の必要性を認識 して

いる (表 3-10参照)｡しかし､90年代以降､社会的公正という国民的コンセンサス

表 3-10 労働組合のイメージ

｢組合については色々な意見があると思います｡あなた個人の組合観はつぎの見解

のどれにもっとも近いですが｡｣ (1992年調査､複数回答)

旧西独地域2114 旧東独地域･1398 計3512

無用やある組合の支持者ではないが､わが国の経済と社

会の重要な一部である組合はわが国の経済社会秩序の不可欠な構成

要素である労働者として無条件に組合員となるべきであ

ると思う組合員であるだけでなく､できるだけ､積極

W a i ter N icke l , Taschenbuch d e r deu tschen Gew e rk scha f ten, 19 9 5 , S.7 1
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も､協約自治を根幹とするドイツの労使関係 もきしみを見せ始めてきている｡東西 ド

イツの統一にともなう特需景気が一巡 した後の､経済の停滞は､400万にも達しよう

とする失業者 (失業率10%)を抱えるなかで､労働組合の組織率に逓減傾向があらわ

れる一方､政府と経済界からは､規制緩和政策と従来の労使関係の枠組みの見直しを

求める圧力が強まっているからである｡

(1) 労使関係の変化

(イ)労働組合員数の減少

まず､労働組合の組織率の低迷が見られるにいたっている｡ 東西 ドイツの統一後､

DGB所属組合だけで一時は1180万人に達 した組合員数も､1995年末には､約 938万人

までに減少 している (表 3-11参照)｡その要因のほとんどが東独地域における経済

の低迷と失業の増大に起因するものであるとしても､労働組合が雇用労働者や失業者

からその存在意義を問われている状況には変わらない｡冬の時代を迎えて､ ドイツの

労働組合もまた､自らのリス トラに取 り組まざるをえない状況に追い込まれている｡

例えば､金属労組は､1995年の組合大会で従来の 9の地方本部を 7つに減 らし､専従

職員 150人の減員を決定している｡ ドイツの誇ったDGBのシンクタンクである経済社

会研究所も縮小され､ハンスペックラー財団に吸収統合された｡組合の再編も行われ､

金属労組は､1996年夏には繊維労組を統合 したほか､今後､木材プラスティック労組

との合併を予定している｡このほかにも､商業労組と郵便労組､情報労組の合同や､

化学労組と鉱山労組､皮革労組との統合も日程にのぼっている｡他方､長年､競合組

織として企業内ので経営協議会選挙や協約交渉の進め方をめぐって対立関係にあった

ドイツ職員組合(DAG)は､DGB傘下の商業労組や化学労組と＼協約政策に関しては共

闘することを確認している｡
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表 3-ll DGB傘下労働組合組合員数

(12月31日現在,1000人)

1965 1975 1985 1990 1991 1993 1995

-1 金属 2,011 2,556 2,553 2,727 .3,624 3,146 2,869

2 公務 .運輸 .交通 979 1,059 1,179 1,253 2,138 1,996 1,771

3 化学 .紘 .窯業 54■2 644■ 650 676 877 779 723

4 -建設土石 510 509 508 463 777 667 641

5~p商業 J銀行 .保険 129 257 371 405 737 584. 523

6 郵便 331 420 461 479 612 578 ~529

7 鉱山エネルギー ー445 378 3声7 323 507 403 ■378

8 鉄道 434 448 354 312 527 450 423

9 金串 .噂好品 .欣食業 281 2,49 267 2-75 431 356 322

10 教育 .科学 一 97 139 194 186 360 330 306

11 繊維 .衣服 336. -283 259 250 348 256 216

12 情報 (印刷)* 149 158 141 185 245 224 206

(芸術) 36 36 27

13 警察** 166, 193 201 198 199

14 木材 .プラスチック 137 132 145 153 239 193 171

15.造園 .農林業 77 391 42 44 p135 104 84

16 皮革 80 56 49 43 42 p27 23

出所 :Gewerkschaftsjahrbuch1987S.64ff,DieQuelle7-8/1991S.19,7-8/1993S.12,
6/1994S.13,2/1995S.10,2/1996S.14. *1988年に印刷労組と芸術労組は情報組合

を結成｡ **警察労組は1978年結成｡

(ロ)労働協約の柔軟化圧力

しかし､労使関係システムにかかわる問題の深刻さということであれば､90年代以

降における顕著な特徴として､協約自治に対する懐疑と批判が生 じたことであろう｡

すなわち､企業経営側から広域協約(Flachentarifvertrag)に対する反発が強まった
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ことと､ ｢使用者団体から逃亡｣という､企業が使用者団体に背を向ける現象がみら

れるにいたったことである｡

ドイツの労使関係の基軸は､既述したように､産業別組合と使用者団体による､地

域､全国レベルの交渉に基づき､州レベルないし全国レベルの広い適用範囲をもつ広

域協約にある｡この協約は､もちろん､最低の労働条件を設定するものではあるが､

例えば､金属産業の週労働時間が35時間であることに代表されるように､かなり高水

準の最低労働条件であるこ.とも事実である｡したがって､80年代の時短闘争の終結後

(週35時間への移行は1990年)の経済環境の悪化とともに､.企業経営側は､協約労働

条件の弾力化を求めることになる｡ 下方硬直的な ドイツの広域協約は､国際競争力を

奪い､企業経営を困難にし､結果的に失業を増大させるというのがその論拠である｡

具体的には､労働協約のなかに個別企業のなかで経営協議会と使用者が協約と異なる

定めをなすことを認める包括的な開放条項を軍くことを求めている13｡

これに対して､労働組合は労働時間に関しては､変形労働時間規制や変動労働時間

制を取り入れることで､企業内の労使関係当事者に多様な労働時間規制をみとめる柔

軟化を認めてきた 14が､賃金その他の労働条件に関して広く開放条項を置くことにつ

いては､広域協約ないし団体協約の機能を失わせ しめるものとして､反対の立場をと

っている｡しかし､一部では､労働協約の柔軟化がみとめる動きもある15｡

(ハ) ｢使用者団体からの逃亡｣

労働協約の弾力化以上に大きな問題は､使用者団体の危機である｡広域協約の柔軟

化を実現することができないことに不満をもつ企業のなかには､使用者団体からの脱

退を行うものがみられるにいたっている｡この ｢使用者団体からの逃亡｣はヾ当初は､

東 ドイツ地域の企業が､企業の立ち上げに際して､西 ドイツ地域の協約労働条件の適

用を回避することを目的としてとった方策 15であったが､やがて､この戦術は､西 ド

イツ地域にも拡大することになる｡

使用者団体からの脱退状況を分析した調査 1日こよれば､金属産業の西 ドイツ地域の

三つの使用者団体から脱退した企業は､90年から95年の間に88社にのぼる｡ 協約の適

用から離れた雇用者数は3万8357人であるから､加盟企業の雇用労働者数の減少であ

る22万1849人との対比でみると､約17%を占めることになる｡ つまり､加盟企業の雇
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用労働者数の減少の 6分の 1が使用者団体からの脱退に起因することになる｡しかし､

1990年の加盟企業の雇用労働者数98万6822人に対する比率でみれば､約 3.9%であっ

て､量的には大きな意味をもつものではないと分析者はみている｡事業所規模でみる

と､脱退は､100人から 500人の中小規模事業所や 500人から1000人の中大規模の事

業所で多いとされ､また､多 くはオーナー企業であり､脱退理由も必ずしも経営が苦

しいというだけに理由に基づくものでないとしている｡

表 3-12 使用者団体加盟企業の従業員数の減少

協約地域 脱退事業所事業所 従業員数 加盟企業従業員数1990 加盟企業従業員数1995 減少数1990-1995 減少率

NW/NB金属電機 28 19,630 544,584 421,976 -122,6.08 -22. 5

南西金属電機 39 12,090 200,080 153,886 -46,194 -23.I

ヘ ッセン金属電機 21 6,637 242,158- 189,111 -53,047 -21.9

西独地域 3団体の合計 88 38,357 986,.822 764,973 -221,849 -22.5

SchrOder/Ruppert,AustrittausArbeitgeberverbanden,WSIMitteilungen5/1996S.319

(ニ)組合の支配を離れた経営協議会の出現

/

すでにみたように､経営協議会の活動に対しては労働組合が､法律上のコントロー

ルを及ぼす余地が認められ､また､多 くは事実上その統制の下にあるが､傾向的にみ

れば､経営協議会委員に占める組合員の割合はわずかとはいえ減少 しており､労働組

合の経営協議会に対する支配力は後退 している｡とくに､一部の先端技術企業におい

て､組合の影響力の及ばない経営協議会の存在が指摘されている｡さらに､この間の

経済環境の悪化のなかで週35時間の協約労働時間の実施が求められたこともあって､

協約を離れた時間規制をおこなう企業も登場するにいたっている｡その際､経営協定

で労働協約に達反することはできない反面､協約よりも有利な個別契約を締結するこ

とは可能とするドイツ協約法理のもとならでの事件が発生 している｡

大手の暖房器具メーカーであるヴィ-スマン社 (従業員3760人)は､週35時間労働
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を定める金属産業労働協約の拘束力を受けるにもかかわらず､時間外労働の割増賃金

を支給することなく週38時間労働するかわりに､向こう3年間は経済的理由による解

雇 (整理解雇)は行わないとする旨の労働契約を個別労働者と締結した｡経営協議会

は､外国での新工場の設立を阻止するためにこれをのみ､従業員の96%は個別契約に

署名した｡これに対し､金属労組は､使用者が週35時間労働を維持すべきことの確認

と経営協議会委員24人のうち組合員でない委員14人の委員資格の停止を求めて訴訟を

提起したといわれる18｡

(2) 規制程和政策の展開と労働法制の変化

1985年び就業促進法 (BeschaftigungsfOrderungsgesetz)の制定に代表される､

1980年代半ば以降の労働法分野における規制緩和の動き18は､1990年代に入っても解

消されない大量失業の前にさらに加速されている｡ 労働時間規制の弾力化をはかった､

1994年の新労働時間法の制定 19についで､1996年には､ ｢成長と雇用の拡大綱領｣に

もとづ く労働法における規制緩和政策が進められた｡1996年 9月､労働組合やSPDの

反対を押 し切り､ ｢成長及び雇用促進の法｣ ｢労働法による就業促進法｣ ｢負担軽滅

法｣の三つの法律が成立した｡この成立過程で､コーポラティズムの労使関係の象徴

的存在でもあった､労働組合と政府の円卓会議も中止され､政府と組合の関係も冷え

切ったものとなている｡

｢成長及び雇用促進の法｣は､賃金外労務コス トの削減をするために年金法を改正

すするもので､女性の退職年齢を引き上げ､などがその内容である｡ ｢負担軽滅法｣

は医療保険法の保険料及び給付内容の引き下げ内容とするものである｡ここでは､労

働法にかかわる ｢労働法による雇用促進法｣(ArbeitsrechtlicheBeschaftigungs-

fOrderungsgesetz)をとって､その主な内容をみておこう｡-

まず､解雇制限法に関して､①解雇制限法の適用事業所を 5人以下から10人以下

(パー トタイム労働者は比例換算)に引き上げ､②解雇制限法 1条 3項を雇用契約終

了の場合における社会的相当事由としては､勤務期間､年齢､扶養義務のみを考慮す

るようにしたこと､③会社が必要とする人材については､優先的解雇対象者となる場

合でも対象者からはずことができるようにしたことである｡
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つぎに､連邦休暇法に関しては､①労働者が医学上の予防措置やリハビリのために

5日休むごとに､使用者は最初の2日については年休として処理することを認めたこ

と (ただし､法定年休日数を超えて処理することは認められない)､また､②年休手

当 (過去 3週間の平均賃金)の算定基礎には時間外労働手当は入れないとしたことで

ある｡

賃金継続支給法に関しては､①病気欠勤の場合の使用者賃金保障 (賃金継続支給)

を従来の 6週間 100%から6週間80%に減額すること､また､②適用労働者に勤続 4

週間以上の要件をおいたこと､そして､年休法でみたように､③病気休暇に先立ち年

休取得による欠勤を行うことができるにようにしたこと､④付加的給付 (特別賃金)

については病気休暇中にカットすることも可能にしたこと (ただし､1日当たりのカ

ット額は､年平均での 1労働日あたりの賃金の4分の 1以内･)である｡

第 3に､就業促進法を改正 し､有期契約に関する規制の緩和をさらにはかったこと

である占すなわち､①従来､合理的理由のない有期労働契約を締結することができる

期間は18ケ月であったが､これを2年までに延長するとともに､計 2年の範囲内であ

れば有期契約 3回までの更新を認めること､②60歳以上の労働者には有期契約の締結

を右の限定なく認めた.

これらのうち､病気休暇制度の見直しは､政治的争点及び協約交渉上の争点として

労使関係の混乱をもたらした｡また､10人未満の事業所に対 して解雇保護の適用をは

ずしたことに対して､それが果たして雇用促進に働 くかは全 く疑問であるとして､組

合のみならず一般からも批判がある21｡

(3) 労使関係システムのゆくえ

このような政府の規制緩和政策と経営側の協約政策の見直し要求に対して､労働組

合は現在のところ従来の広域協約を中心とした協約政策を堅持する姿勢をとっている｡

経営側は､賃金継続支給法の改正にともない従来の労働協約を破棄して､病気休暇制

度の見直しを図ろうとする政策をとったため､96年から97年にかけての労使関係はき

わめて先鋭な対立をもたらした｡しかし､金属労組や食品労組では､すでに､従来の

協約水準同様､100%の賃金保障を獲得する形で収束しつつある22｡ その意味では､
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ドイツ労働組合の健在ぶりが示された形となっているが､個々の企業にとってみれば

使用者団体の無策がぶりが示されこととなり､さらに使用者団体離れを起こすことに

なりかねない｡そして､使用者団体の弱体化は労働組合にとっても深刻な問題である｡

産別 ･地域交渉のパー トナーがいなくなることだからである｡もちろん､理論的には､

使用者団体から離脱した企業に対しては､組合は争議圧力をもって交渉にあたるとす

ることで､団体への復帰を促すことや広域団体協約の受入を求めることができる22｡

だが､その前提は当該企業において労働組合の組織的基盤が確立していることである｡

組織化が低迷する一万､400万の失業者を抱える雇用危機のなかで､企業エゴイズム

に労働者や従業員代表が走る危険がないとはいえない以上､現実にはそれが容易では

ないことは想像に難くない｡とすれば､これまで堅固にみえた ドイツの組岳や､社会

的公正と柔軟性 ･効率性のバランスを誇った二元的労使関係も､経済のグローバル化

とEU統合に直面するなかで､大きな試練をむかえていることは確かなようである｡今

後の動向が注目される｡

1 Halbach/Paland/schwedes/Wlotzke,UbersichtderArbeit,4.Aufl.1991S.281

2 明確な統計はないため､推定値は様々であるが､1978年の労働省の解雇実務に関するある調査

では16.7%としている｡

3 この問題については蓉沼謙一編 『企業 レベルの労使関係と法』 (勤草書房､1986)所収の毛塚

｢組合規制と従業員代表規制の補完と相克｣を参照｡

4 組合の職場委員制度については､毛塚 ｢西 ドイツ金属産業における組合地区支部の組織 と活

動｣法経論集 (静岡大学法経短期大学部紀要)58号 (1986)37頁 (74頁)以下参照｡

5 日本労働協会編 (毛塚) 『西 ドイツの労働事情』(1989)所収の化学産業の協約参照｡

6 毛塚 ｢時短協約10年後の ドイツ協約政策の現在｣労働法律旬報1336号 (1994) 6頁以下参照｡

7 ドイツの労働裁判所制度の詳細については､毛塚他 『個別紛争処理 システムの現状 と課題』

(1995､日本労働研究機構)､毛塚 ｢ドイツの労働裁判所制度の現状と課題｣中労委時報 897号

臨時増刊 (1995)等を参照｡

8 統計資料は､以下､Bundesarbeitsblatt1995S.172ffによる｡
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9 金属労組以外の産別組合も､自己の組合機能の拡大のために､DGBに委ねてきた紛争処理を､

今後は独自の権利保護書記を置くことで対応することを考えているといわれる｡

10 組合地区支部の権利保護活動の状況については､前掲拙稿 (注 4)84頁以下参照｡

ll IG淑etallGeschaftsbericht1989bis1991S.341

12 1996年 4月27日に発表した5賢人委員会報告書は､産業別協約の弾力化につ早てつぎのような

提言を行っている｡経営協定によっても賃金に関する規定をおくことができるようにするとこと､

失業者の採用については協約賃金を下回ることを認めること､労働協約の予後効に関して､使用

者団体を脱退しても協約の有効期間中は協約が適用されるとすることを改め､基本協約には 1年､

賃金協約は半年で協約拘束力を免れるようにすべきとしている (海外労働時報1996年 7月号43頁)

13 柔軟な労働時間規制のモデルには､わが国における変形制 (労働時間の平均的規制)のはか

に､協約で定められた労働時間の範囲内で所定労働時間を弾力的に設定できる､労働時間回廊

(Arbeitszeitkorridor)という方式をとられるにいたっている｡

14 金属労組の協約政策を指導 してきたリースター副委員長は､ ドレースデンで行われたDGB大

会において､広域労働協約の多様な可能性を認め比較的柔軟な立場をとったが､情報労組や公務

労組は､このような改革によって企業が使用者団体に戻ってくるかは疑問として､協約に開放条

項を改革に反対したといわれる (DieWelt16/ll/1996)

15 東独地域では､経営基盤の弱い中小企業に対して例外的な協約労働条件を定める中小企業条項

(Kleinbetrieb-undMittelstandsklausel) (例えば､印刷業の一般協約はとくに経営状況の悪

い10人未満の事業所では､年休手当やクリスマス手当を一定比率減額支給することを認める)､

同一協約地域内であっても経済基盤に格差があることが著しいいため､協約労働条件に差異を設

ける埠域的格差条項 (東独地域の金属 ･電機手工業の協約)､経済情勢の予測が困難なことから､

･将来労働協約の規定の見直すことを予定する修正条項 (ガラス工業､金属電機)などを置いてき

た｡

16 1994年から1995年にかけて､地域別使用者団体 4団体の活動領域のもとにある金属労組 147の

地区支部で聞き取り調査したもの｡WSIMitteilungen 4/1996S.316ff

17 マールブク労働裁判所は､使用者は金属労組の協約当事者ではないこと､また､経営協定が締

結されていないという形式的理由で訴えを却下したが､内容的には､組合に加入していない従業

員には協約と異なる定めがなしうるこれを肯定したが､組合員にはこのような契約を結ぶことは
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できないとしたいうDieWelt8/8/1996､BerlinerZeitung8/8/1996

18 ドイツの規制緩和の動向については､前掲 『西 ドイツの労働事情』212頁以下､西谷敏 ｢ドイ

ツ労働法の弾力化｣法学雑誌 (大阪市立大学)39巻 2号42巻 4号43巻 1号 (1993-6)参照｡

19 新労働時間法については､藤原稔弘 ｢ドイツの新労働時間法と労働時間規制の弾力化｣労働法

律旬報1354号 (1985) 6頁以下､和田肇 ｢ドイツの新労働時間法｣日本労働研究雑誌 422号

(1995)45頁以下参照｡

20Wochenpost25･7･1996なお〕組合は小規模事業所での経営協議会の拡大に力をいれることで対

応 しようとしている｡

21 金属産業のニーダーザクセン地域が締結 した協約によれば､従来通 り､病気による欠勤に賃金

の 100%が保障されることになった｡ただ し､クリスマス手当や年休手当､病気休暇手当の算定

基礎に時間外労働手当を入れないことを認めた｡6-7/12/1996･Handelsblatt

22 1995年に南西金属使用者団体を脱退 した後､会社を分社化 し､車両製造部分は再び金属産業の

使用者団体に加盟 したが､プラスティック製品を製造 している部門の会社は加盟することなく､

化学産業のプラスティック業の協約の適用 し､賃金の30%カットと労働時間の35時間から38時間

への延長を図ろうとした｡経営協議会は､工場閉鎖の圧力の前にかかる内容の経営協定をのんだ

が､金属労組がこれを無効として金属協約の適用を求めて企業と交渉をもとめたものの､会社側

が拒否 したため､ス トライキ投票を行い､組合員の 9割 の賛成でス トライキを準備｡会社は､金

属労組はプラスティック製造部門には管轄権はないとしてス ト停止の仮処分を申請するが却下｡

結局､ス トライキ開始直前に､金属産業の協約を承認す る協約を締結す ることで決着する｡

Metallpressedienst19/4/1996

(専修大学法学部教授 毛 塚 勝 利)
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第 4章 フランスの労使関係と労働法制

1.フランスの労使関係と労働法制の特徴

(1) フランス労働法制の特徴と最近の改正動向

フランスは､労働法制に関して､おそらく先進諸国の中でも最も法的規制が進んだ

制定法王国であるということができる｡労働時間制やパー ト等の非典型雇用などに関

する細かな法的規制､組合代表や従業員被選出代表が織りなす企業内労使関係の複雑

な法システムなど､個別的あるいは集団的労働関係法のいずれの領域をみても､他国

に比類のないほどの手厚い立法上の整備がはかられているからである｡しかし､その

反面､こうした膨大な法規定を擁するフランス労働法典は､そ一れだけフランスにおい

て労使間の集団的自治が十分に機能していないことを象徴するものともいえる｡労働

組合が､あるいはそれと使用者との問の団体交渉や労働協約が､労働条件等を規整す

る自律的ルールを十分に定立しえなかったからこそ､国によ.る立法的規制に頼らざる

をえなかったと評価することもできるのである｡

しかし､近時にいたってフランスでは､こうした労働法典による過度の法規制に対

する批判が高まっている｡現在の労働法典は､労働法のエキスパー トである労働監督

官すらもその適用に頭を悩ませるほど､あまりにも肥大化 ･複雑化しすぎている､あ

るいはフランス労働法はあまりにも国家統制的で厳格すぎることから､それがかえっ

て企業の活力を滅殺 し､結果的に新たな雇用の創出を妨げている､といった批判がそ

れである｡たとえば労働時間法については､最近､その雇用創出効果に関して強い疑

念が出されている｡フランスでは､1936年法以来一貫して､雇用創出の一方策として

労働時間の短縮が図られてきた｡しかし､最近の統計分析によると､1970年代後半以

降､特に1982年法によって労働時間の短縮がなされた時期にかえって失業率が増大す

るなど､労働時間の短縮が必ずしも失業率の低下に結びついていないこと､むしろ雇

用創出に直接効果を持っていたのは､労働法の規制ではなく企業や経済の成長であっ
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たことが明らかにされている(I) ｡そして､このような従来の労働法的規制の見直し

論議が高まる中で､現在､あらためてスポットライ トを浴びているのが社会的パー ト

ナーによる集団的自治 (1'autonomiecollective)である｡つまり､労働法典による

一律的規制よりも､労使間の団体交渉の方が､それぞれの産業あるいは企業の多様性

やそこで雇用される労働者のニーズにより適合した柔軟なルール設定を可能とすると

いう考え方である｡

もとよりフランスにおける団体交渉の奨励 (契約)政策は最近にいたってはじめて

浮上 したものではない｡1968年法による企業内組合活動権の法的承認以来､一貫 して

とられてきた法政策でもある｡ 本法を端緒として､その後､1971年協約法による団体

交渉権の法的承認､1982年のオルー法による使用者の団体交渉義務の創設というよう

に､社会的パー トナーによる全てのレベルでの対話-団体交渉の促進は､近時のフラ

ンス労働法の政策的主柱をなしているといっても過言ではない｡そして､このことは､

本年10月10日に可決された団体交渉に関する法規定の一部改正 (正式には ｢企業およ

び欧州共同体規模の企業グループにおける労働者への情報開示と諮問に関する法律｣

の第 6条)の中においてもあらためて確認することができる｡ 本改正においても､特

に中小企業 レベルでの団体交渉を促進することによって､全てのレベルでの社会的対

話を活性化することが目的とされているからである (本改正の内容については(4)で詳

述する)｡

しかし､ここで注意すべきことは､本改正の政策目的が単なる団体交渉の奨励にあ

るわけではないということである｡ むしろ本改正の主眼は､中小企業 レベルにおいて

も労働法典の規定 (最低基準)に違反する特例協定の締結可能性を開いたところにあ

る｡ つまり､これまで企業 ･事業場協定の締結権限は企業内の組合代表委員が独占し

ていたために､組合代表委員を任命することができない50人未満の中小企業では､労

使協定を締結することができなかった｡これに対 し､本改正法は､組合代表委員のい

ない中小企業においても､右代表の代わりに従業員代表委員に労使協定の締結権限を

与えることによって､これらの企業においても､労使協定を通 じて労働時間や賃金に

関する労働法典の規定とは異なる特例的取扱いを行うことを可能としたのである｡

このように近時のフランス労働法制は､従来の制定法による画一的な法規制から､
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社会的パー トナーの交渉によって設定された協約規範による弾力的規制へと､労働条

件の規制方式の比重を次第に後者へ移す方向に向かっている｡しかし､他方において､

こうしたいわば法律規範を契約規範に置き換える手法に対 して強い危倶の念が表明さ

れていることも看過できない｡というのは､現在のフランスの労働組合がはたしてこ

うした責任を果たせるほどの社会的力量を備えているかというと､率直な疑問を禁 じ

えないからである｡ ｢まさにそこに問題がある｡フランスのように労働組合が---代

表性の危機に直面 しているような国において社会的パー トナーによる自治を奨励する

ことは幻想にすぎないのではないか｣ (2) と｡

(2) 労働組合の代表性の危機

これまでフランスの労働組合や労働運動の.特徴を表すものとしてつとに指摘されて

きたのは､その政治性 ･イデオロギー性である｡事実､歴史的にみてもフランスの労

働組合は政治的問題を契機にしばしば分裂を繰り返 してきたし､また現在においても

フランスの全国労働組合組織 (ナショナルセンター)は政治傾向別に別れている (C

GT一共産党系､CFDT一社会党系､CFTC-キリス ト教系､CGT-FO一反

共 ･改良派)｡とはいえ､当然のことであるが､フランスの労働組合は団体交渉につ

いて全 く無関心であったわけではない｡とりわけ､1960年代後半以降､企業内組合活

動権の獲得と合わせて企業 ･事業場 レベルの団体交渉慣行の定着に大きな力を注いで

きたし､かかる裏付けが合ったからこそ前述 した政府の団体交渉奨励策が今日にいた

るまで展開されてきたといえるのである｡そして､また本年10月に成立した前記団体

交渉に関する法改正が､全国レベルの労使交渉に基づいて実現されたことも忘れては

ならないであろう｡

とはいえ､こうした政策展開とは裏腹に既存の労働組合の代表性に対 してこれまで

少なからぬ疑念が提示されてきたばかりではなく､今日においては ｢労働組合の代表

性の危機｣あるいは ｢労働運動の危機｣が声高に叫ばれている｡そこの論拠として､労

働組合の指導 ･闘争能力の低下とか労働者の脱イデオロギー化といった点が上げられ

ているが､なによりもそれを端的に示すものは､ ｢労働組合の組織率の低下｣と ｢労

働組合の影響力の低下｣であろう｡
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フランスの労働組合の組織率の低下は著 しい｡特に図 4-1に示されているように､

フランス労働組合の最大手とされるCGTの組合員数の減少は劇的である｡また､労

働組合全体の組織率 も極めて低 く､データが若干古いが表 4-1にみられるように全

体でわずか 8.2%と低迷 している (ただ し､フランスの組合員数に関するデータは信

頼性が乏 しいか ら割 り引いて考える必要があるが､現在の組織率が10%を切っている

ことはほぼ間違いがない)｡このことを言い換えれば､フランスでは､労働者全体の

たかだか10%す らも組織化 していない労働組合が労働者全体を代表するものとして､

後述するような法律上の様々な特権を与え られているのである｡

もう一つの労働組合の労働者に対する影響力の低下は､この組織率の低下か らも容

易に想像 しうるが､それだけはなく従業員被選出代表の選挙結果で も端的に現れてい

る｡フランスでは､従業員代表委員や企業委員会委員の選出は代表的労働組合の提出

した候補者名簿に基づいて行われるか ら､代表的組合の推薦候補がきわめて有利な立

場に立っ (ただし､投票者総数が有権者の半数に満たないときには､第 2回投票が行

表 4-1:企業規模別組織率 図 4-1:1946年 以 降のCGTの組合員数の推移

企業の規模 組織率

10-19人 6.7%

50-99人 12 %

100-499人 8.2%■

500人以上 8.1%

(出典 :SondageIFOp-Forum
socialeuropeen,realise
les29,30,31mai1990
etle√ juin1990)

270

(出典 :Liaison s Soc ia les,Le s organ isat ions

synd ica les, No 11 320, 19 nov. 1992 )



第 4章 フランスの労使関係と労働法制

われ､その場合には右組合名簿に記載されていない労働者にも投票できる)｡それに

もかかわらず､代表的組合とされる5団体への投票率は年々低下する傾向にある｡表

4-2は､企業委員会についてのそれを示 したものであるが､とくにCGTの凋落が

著 しく､その他の 4団体 も停滞または伸び悩んでいるのに対 して､他組合推薦候補者

と非組合員候補者への投票率がほぼ倍増 していることが分かる｡

蓑 4-2:1966年から1993年までの企業委員会の選挙結果

(選挙登録者の投票率と有効投票の組合組織別得票率)

選挙実施年度■1966-67 1970-71 1974-75 1978-79 1982-83 1986-87 1990.-91 1992-93

全体の投票率 71.9 72.1 71.2 70.3 69.0 67.3 64.4 66.4

CGT 48.8 44.4 40.7 36.8 3b.7 27.0 22｣7 22.5

CFDT 18.6 19一 19.1 20.5 22.4 2■1.3 20.2 20.7

CFTC 2.3 2.4 2..7 2.9 3.5 4.3 4.0 4.6

FO 7_.9 7.4- 8.4 10.0 ll.5 12.8 12.2 ll.9

CGC 4.1 5.2 ･5.5 6.3 6.■岳 6.7. 6.5 5.7

他組合 3.6 7.8 6.4. 5.i 4.7 5.5 5.6 6.6

非組合員 14.6 13.8 17.2 18.5 2d.5 22.5 28.7 ?8.I

(出典 :L ia ison s Soc i a les,Leg i s la tion,No 72 78 du lundi 12 juin 1995か ら 作 成)

このように､今日､フランスの労働組合は､組織と運動の両面において深刻な危機

状態に陥っている｡政府が社会的パー トナーによる対話の促進を掲げ､労使間の団体

交渉を労働条件規制の中軸に据えようとしているにもかかわらず､その労働者側の担

い手である労働組合の代表性がまさに動揺 しているのである｡
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2.フランスの労働組合の組織と労働組合法制

(1)労働組合の組織

フランスの全国組合組織としては､CGT (労働総同盟)､CFDT (フランス民

主労働総同盟)､CGT-FO (労働者の力)､CFTC (フランスキリス ト教労働

者間盟)､CGC (幹部職員総同盟)の 5団体の他に (これらの 5団体は後述するよ

うに全国レベルで代表的な労働組合とみなされている)､これのいずれにも加盟して

いない自治系 (FEN､FGAF等)t､独立系 (CSL, UFT等)､革命的サンジ

カリズム系 (CNT)といった全国組織が多数存在する｡

これらの組合組織の単位組合をなしているのは､通常､特定の地域において職業ま

たは産業部門別に組織された地域組合(syndicatlocal)である｡これらの地域組合は､

当該職業 ･産業部門に属するそれぞれの企業の中で組合支部を設立し､また､県､地

方または全国レベルで設立された上部団体､すなわち職業または産業別に組織された

連合(federations)と､全職業を対象として地域または地方別に組織された連盟

(unions)の二つの上部団体に二重加盟している｡ そして､これらの上部団体がCGT

や CFDTといった全国組合組織(confederations)を構成している (図4-2参照)0

なお､企業内組合支部は､通常は､それを設立した地域組合の企業レベルにおける下

部機関として位置づけられ､単位組合としての独立性を持たないが､大企業の組合支

部のように労働法典の設立手続きに従い独立した単位組合として設立される場合もあ

る｡

使用者団体の場合も､労働組合の組織形態にほぼ対応して､個別企業が業種 ･産業

別に設立された地域または全国レベルの使用者連盟に加入し､右連盟が全国使用者団

体を構成するという形をとっている｡ 全国レベルの主要な使用者団体としては､CN

PF (フランス使用者全国協議会)とCGPME (中小企業経営者総連盟)があり､

主にこの二つの使用者団体が､全国労働組合組織を相手方として全国レベルの団体交

渉を行い､全国職際協定などを締結している｡
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図 4-2:フランス労働組合の組織構成図

全国組合組織 (Confepderation)(Feder禁莞n',&r慧誉g莞ennele) (Union讐 e'rEe歪慧讐 onnele )地域組合 (Syndicatlocal)

/

企業内組合支部 企業内組合支部 企業内組合支部

(2)労働組合法制の特徴一代表的労働組合の特権的地位
′

フランスの労働組合法制の最大の特徴をなすのは､労働組合の代表性 (representa

tivite)である｡わが国では､団結権はむろんのこと､組合活動権や団体交渉権､労

働協約締結権などは全ての組合に等 しく保障されているが､フランスの場合にはこれ

は当てはまらない｡もとよりフランスでも､職業上の ｢結社の自由｣として団結権が

保障され､組合多元主義 (pluralismesyndical)に基づき組合間の平等取扱いの原則

が確立されている｡また､労働法典の定め (L.41ト3)に従い､組合設立に際 して､組

合規約と組合役員の氏名を組合の設立された市町村役場に届出た場合には､当該組合

に対 して､法人格 (L.41ト10)のほか､訴訟当事者能力が認められ (L.41ト11)､動

産または不動産を組合財産として取得 しうる (L.41ト12)など､様々な法的権能が与

えられる｡ しか し､結社の自由のコロラリーとして全ての組合に等 しく認められるの

は､これらの民事能力にとどまるのであって､それを超える企業内組合活動権や団体

交渉権などの具体的権利は代表的組合に対 してしか与え られていない｡

この労働組合の代表性という概念は､拡張適用の対象となる労働協約を締結 しうる

ための資格要件として､1936年の協約法によってはじめて導入されたものである｡ 労

働協約が当該職業に従事する全ての労働者に適用される以上､労働者に代わってかか
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る協約を交渉 し､締結する労働組合は､当該職業の全ての労働者の代弁者 (porte-

parole)としての資格を備えていなければならないという考え方に基づいている｡そ

して､かかる組合の代表性要件は､ ｢強力なサンディカリズム｣を交渉当事者とする

社会的対話の促進という政策目的に基づき､労働協約一般の締結権限や企業内組合活

動権などにも拡大されて今日にいたっている｡

代表的労働組合に限定して与えられた主な特権あるいは法的利益としては次のもの

がある｡

-全国 ･地方 丁地域レベルでの特権

･経済社会審議会 (社会 ･経済立法等についての政府の諮問機関)への参加

･社会保障金庫や失業保険制度の管理 ･運営

･公企業または国有企業での労働者側代表理事の任命

･全国団体交渉委員会への参加

･全国職際協定の交渉と締結

｡全国 ･地方 ･地域レベルでの職業 ･産業部門別協約の交渉と締結およびその効力拡

張の請求

一企業 ･事業場レベルでの特権

･企業委員会委員や従業員代表委員の選挙の第 1回投票での候補者リス トの提出

･企業委員会付け組合代表の任命

･企業内組合活動権 (組合支部の設立､組合集会 ･ビラ配布等の組合活動､組合代表

委員の任命)

･企業 ･事業場レベルでの企業 ･事業場協定の交渉と締結

･企業利益参加協定の交渉と締結

そして､このような権利を独占的に享受しうる労働組合の代表資格は､次の三つの

場合に認められている (L.132-2)0

① 全国レベルで代表的な組合組織

② 全国レベルで代表的な組合組織に加入している労働組合

③ 当該レベルでの代表性を証明した労働組合

①の全国レベルで代表的な組合組織については､1966年 3月31日のアレテがこれを
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定めており､それによると現在､CGT､CFDT､CGT-FO､CFTC､CG

Cの五つの全国組合組織が代表的とされている｡また､②のこれらの5団体に加入 し

ている組合は､当該レベルにおいて自らの代表性を証明する必要はなく､たとえ当該

レベルにおいて組合員がごくわずかしかいない場合でも､当然に代表的とみなされる

(たとえば企業内に1名の組合員しかいない場合でも当該企業内で代表的とみなされ､

企業内組合活動権を享受することができる)｡これは､全国レベルで代表的な組合組

織をそれぞれのレベルで社会的パー トナーとして定着させることを目的として設けら

れた政策的誘導措置であり､ ｢反証を許さない推定｣と呼ばれている｡ これに対し､

これらの5団体に加入していない組合については､③でいうように当該レベルにおい

て自らが代表的であることを立証しなければならない (実際には､地方 ･地域 ･企業

レベルでの労働協約 ･労使協定の交渉 ･締結権限や企業内組合活動権などに関してし

ばしば問題となる)｡

その場合に､組合の代表性の認定基準となるのは､労働協約に関する1950年法によ

って定められた次の五つの基準である(L.133-2)｡すなわち､①組合員数､②自主性､

③組合費､④組合の経験と歴史､⑤被占領中の愛国的態度である｡しかし､このうち

の⑤の基準は､現在ほとんど意味を持っておらず､また､④の基準も､1969年以降､

新しく設立された組合に対して代表性を承認する小審裁判所の判決が相次いで出され

たことから､もはや決定的な基準たりえないとされている｡したがって､今日､残り

の三つの基準が実際上の意義を有しているわけだが､判例の多くは､これらの基準の

他に､従業員代表委員や企業委員会委員の選挙の際に､各組合の推薦する候稀者が獲

得 した得票数 (率)を一般労働者に対する組合の影響力を表す指標として (組合の

audienceといわれる)考慮する傾向にある (これは､最も重要な基準である組合員数

について信頼しうるデータが揃っていないことに起因している)0

3.団体交渉と労働協約法制

(1)産業別労使交渉から企業別労使交渉へ

フランスの労働協約法制はもともと産業または職業レベルを労使交渉の場として措
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定していた｡しかし､1960年代に入ってから企業または事業場 レベルの労働条件規制

の必要性が高まるとともに､それに呼応して1968年法により企業内組合活動権が承認

され､1971年法によって企業 ･事業場協定の対象事項が拡大される (｢賃金 ･手当に

関する事項｣という限定が撤廃された)に及んで､労使交渉の中心軸は産業レベルか

ら企業レベルに移行したということができる｡ そして､1982年のオルー法による企業

レベルの使用者の年次交渉義務の創設は､こうした流れを決定的にしたといってよい｡

というのは､そこでは､企業内労使交渉を促進することを通じて､かつてのルノー協

定のように企業レベルの労使協定が産業レベルのそれのリー ド役となることが政策的

に期待されていたからである｡もちろん､だからといって産業レベルの労使交渉の存

在意義が喪われたわけではない｡一部の企業協定で実現された労働条件を産業部門の

労使協定が当該部門の労働者全体に適用される労働条件の最低保障としてこれを取り

入れ､そして､企業協定がそれぞれの企業の特殊性に適合させながらその具体的適用

をはかると同時に､さらにはそれを超える労働条件を実現する､というように､二つ

の交渉レベル問の有機的連結 (フィー ドバック)がはかられているからである｡

(2)労働協約法制の基本的特徴

フランスの労働協約法制の基本的特徴として次の点を指摘することができる｡まず

第一に､労働協約または労使協定は､すでに触れたように大きく分けて企業横断的に

適用されるものと特定の企業を単位として適用されるものの二つに分かれる｡前者の

労働協約または協定には､一つの産業部門を適用範囲として交渉 ･締結される産業部

門別協約のほかに､一つの職業を対象とする職業別協定と複数の職業を対象とする職

際協定の三つがある｡また､これらの協約または協定は､地理的適用範囲としては､

全国､地方､地域の三つのレベルで交渉 ･締結することができる｡ これらのいずれの

領域またはレベルで協約または協定を交渉 ･締結するかは､交渉当事者の選択にまか

されており､法的取扱いの上では特に差異はない｡後者の特定の企業を単位として適

用される企業別協約または企業別協定は､一つの企業を単位として締結されうること

はむろんのこと､一つの事業場または複数の事業場からなる一つのグループを単位と

して締結することもできるが､法的効力としては同一である (これらは､通常､企業
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または事業場協定と呼ばれる)0

第二に､これらの様々なレベルの協約または協定は､適用対象についてオーバーラ

ップする場合があるから､法的効力の上で次のように整序されている｡すなわち､前

者の産業部門別協約等は､地理的または職業的により広い範囲に適用される協約また

は協定の定める規定よりも､労働者に不利な規定を含むことができない (L.132-13)0

したがって､たとえば特定の地域レベルで締結される産業部門別協約は､全国レベル

の産業部門別協約の規定を下回るような条項を定めることができないし､職業別協定

は職際協定の規定よりも不利な規定を締結することができない｡しかし､その反対に

より有利な規定は定めることができる｡企業または事業場協定の場合についてもほぼ

同様であり､企業または事業場協定は､当該企業に適用される産業部門別協約､職業

別または職際協定の規定については､当該企業または事業場の特別な条件に適合させ

るか､またはより有利な条項しか定めることができない (ただし､これには重大な例

外があり､後に詳述する)｡しかし､産業部門別協約等に特に定めがない事項につい

ては､新たな規定を自由に定めることができる (L.132-23)｡このように､フランス

の労働協約は法的効力の上で一種の階層構造をなしているといえるが､第四で述べる

ように有利性原則が一般的に認められている点を合わせ考えると､それぞれの協約ま

たは協定はいわば最低基準的な効力しか有しないものということができる｡

第三に､これらの労働協約または労使協定は､前述したように代表的組合しか締結

することができない｡全国レベルで代表的な組合組織に加入していない組合で､当該

協約が適用されるレベルにおいて自らの代表性を証明することのできない組合は､た

とえ使用者との問で書面の協約 ･協定を締結した場合でも､労働法典上の労働協約と

しての法的効力は認められず､せいぜい私法上の契約としての効力しか認められない｡

第四に､フランスの労働協約または労使協定は､締結当事者たる労働組合の組合員

のみならず､他組合または非組合員労働者にも適用される｡すなわち､使用者が一つ

または複数の代表的組合と労働協約または労使協定を締結するか､または締結使用者

団体の構成員であるかもしくはそれに加入するかして､当該協約の適用を受けるにい

たった場合には､かかる協約条項は､当該使用者と締結されたすべての労働契約に適

用される (L.135-2)｡つまり協約締結組合の組合員であろうとなかろうと､使用者が
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協約の適用を受ける場合には､その雇用する全ての労働者に対して当該協約が適用さ

れることになるのである｡これを協約の自動的効力 (effetautomatique)といい､フ

ランス労働協約法の最大の特徴をなすものである｡代表的労働組合は当該職業の全て

の労働者を代表する資格を有すると前に述べたが､その実質的裏付けの一つがここに

ある｡ただし､個別労働契約の条項が協約の規定よりもより有利な場合には､当該協

約は適用されない (同上)｡つまり､フランスではいわゆる有利性原則が認められて

いるのであり､したがって､産業部門別協約であろうと企業協定であろうと､個別労

働契約との関係では最低基準的効力しか有しないことになる｡

(3)産業別団体交渉と労働協約法制

前述したように､企業協定の比重が相対的に高まったとはいえ､産業部門全体の規

整者としての産業別協約の役割を軽視することはできない｡企業協定がいかに発展し

たとしても､それによってカバーされる企業や労働者の範囲には自ずから限りがある

からである _(特に中小企業の場合)｡したがって､産業 ･職業レベルの労働条件の統

一的規制 (最低基準規範の設定)という産業別協約の伝統的機能は依然として重要な

位置を占めている｡ それに加えて､産業別協約の役割として最近特に強調されている

のは､企業協定の枠組み設定という機能である｡同じ産業部門に属するといっても､

それを構成する各企業間に業績等の格差が存在する以上､それに応じて企業協定によ

って実現される労働条件の内容にも不均衡が生じることは避けられない｡そこで､こ

うした企業協定の発展によって発生しうる労働者問の不平等と企業間競争の歪みを防

止するために､産業別協約が企業協定に対して一定の限界付けを行うことが求められ

ているのである (契約政策に関する1995年10月31日の全国職際協定の中でもこのこと

が強調されている)｡

ただし､このような政策的見地から産業レベルの団体交渉が奨励され､実際､1982

年のオルー法によって職業 ･産業レベルの団体交渉についても団交義務が創設された

とはいえ､その内容はかなり緩やかである (L.132-12)｡まず第一に､団体交渉義務

が課せられるのは､職業 ･産業別労働協約によってすでに拘束されている使用者団体

および労働組合に限られる｡したがって､個別の使用者や協約の適用を受けていない
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使用者団体については団体交渉義務は課せ られない｡第二に､団体交渉の発議の手続

きや交渉期間等に関わる団体交渉の具体的方法については､特に定めがなく､交渉当

事者の自治に委ね られている｡第三に､交渉義務の対象事項 とされているのは､賃金

と職務分類 (classifications)の改訂の必要性についてだけであり､ しかも､前者に

ついては少なくとも一年に一回､後者については 5年に 1回とされているにすぎない｡

第四に､団体交渉義務といって も､義務違反について特別な制裁が科せ られるわけで

はなく､団体交渉に応 じなかった当事者についてせいぜい損害賠償責任が発生するに

すぎない｡

実際､このような法制度上の限界 もあってか､職業 ･産業部門別労働協約は､ ここ

10年め間､さほどめざましい進展を見せていない (図 4-3参照-1995年で968協定)0

政策上の建て前とは裏腹に､産業別労使交渉の停滞状況は否定することができない｡

図 4-3:最近の職業 ･産業部門別協約の締結状況

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

- 1- 全国 レベルの協定 地域 ･地方 レベルの協定

(出典 :Ministeredutravailetdes､affaivessoclales,Lanegociationcollect

iveen1995,tome,LadocumentationFrancaise,1996)

(4)労働協約の拡張 ･拡大適用

たとえ全国 レベルで職業 ･産業部門別労働協約が締結されたとして も､また労働者

が右協約締結組合の組合員であったとしても､肝心の使用者が協約締結使用者団体の
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構成員であるかまたは右協約に加入するなどして右協約の適用を受けなくては､そこ

で働 く労働者には右協約は適用されない｡そこで､フランス労働協約法は､こうした

協約適用上の空自を埋め､労働協約を本当の意味での職業法たらしめるために､労働

協約の拡張 ･拡大制度を設けている (拡張<extention>とは､当該協約所定の職業

的 ･地域的適用範囲内に含まれるすべての使用者と労働者に右協約が適用されること､

拡大<elargissement>とは､すでに拡張された協約が右協約所定の適用範囲外にあ

る使用者と労働者にも適用されることを意味する)｡

第一に､全国､地方または地域 レベルで拡張 ･拡大適用されるための条件として､

当該職業 ･産業部門別協約は､当該適用 レベルでそれぞれ代表的な使用者団体および

労働組合の代表者によって構成される労使同数委員会で交渉され､締結されたもので

なければならない (L.133-1)｡第二に､労働協約の拡張 ･拡大手続は､右代表的な使

用者団体 もしくは組合の一つからの申請または労働担当大臣の発議により開始され

(同上)､労働担当大臣は､拡張 ･拡大を決定する前にそれに関する告示を官報に公

表 し､利害関係人の意見を聴取する必要がある (L.133-14)｡第三に､労働担当大臣

は､拡張 ･拡大の決定を行う前に､全国団体交渉委員会の理由を付した意見を求めな

ければな らない (L.133-8)｡第四に､拡張 ･拡大の決定は､労働担当大臣の命令

(arrete)によって行われ､官報に公表される｡これにより当該協約は､その適用範

囲内に含まれるすべての労働者および使用者に対 して適用される (同上)｡

ちなみに､前掲 した1995年度の労働省の団体交渉に関する報告書によると､1995年

度において全国で 795件の拡張または拡大に関する申請が行われ､そのうち 528件の

協約 ･協定が拡張 ･拡大適用されている (拡張 505件､拡大23件)0

(5)企業レベルの年次交渉義務と企業 ･事業場協定

前述したように1968年法による企業内組合活動権の法的承認以来､企業内労使交渉

の推進策がとられてきたが､実際に古事その当初から政策サイ ドの思惑通りに労使交渉

が進展 したわけではない｡企業協定の数が次第に増加 したことは確かであるが､内容

的には休暇制度や勤続手当等の周辺的な労働条件に関するものが多く､実質賃金や労

働時間､人事などの労働条件の中核的部分については十分な規制を及ぼしえなかった
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といわれる (3) ｡ そこで､1982年のオルー法は､組合の交渉機能の活性化のために企

業内組合活動権を拡大するとともに､企業内の年次交渉義務 (negociat阜IOnannuelle

obligatoire)を新設することによって､団体交渉を労働条件決定の基本方式と明確に

位置づけるにいたった｡

まず第一に､年次交渉義務が課せられるのは代表的労働組合の組合支部が設立され

た全ての企業である (L.132-27)｡組合支部の設立については企業規模に関する制限

がないから､中小企業でもかかる交渉義務が課せられることになる｡しかし､組合側

の交渉担当者の多 くは冥際には組合代表委員であるから､組合代表委員を任命するこ

とのできない50人未満の企業においては団体交渉を行うことが事実上困難となる (4)｡

第二に､こうした交渉の組合側当事者は代表的労働組合 (地域組合)であるム企業

内組合支部は､通常､地域組合の下部機関 (独立した法人格を持たない)として位置

づけられているから､交渉当事者たりえない｡実際上は､地域組合によっセ任命され

た組合代表委員が使用者との交渉に当たることになるが､労働法典上も､代表的組合

の交渉担当者の中に必ず当該企業の組合代表委員を含むことが義務づけられている

(L.132-20)｡

第三に､年次交渉義務の対象事項とされているのは､ ｢実質賃金､実労働時間およ

び労働時間の編成｣である (L.132-27)｡実質賃金とは職務 (Categories)毎の額面

賃金であり:ヽ･･･諸手当や現物給付等を含むが､労働者毎の個別的賃金決定は交捗事項と

はならない｡実労働時間とは､労働者が実際に労働する日･週労働時間､時間外労働､

有給休暇､休日､祝祭日等を意味し､また､労働時間の編成の中には週労働時間の配

分､交代制労働､フレックスタイム制､変形労働時間制などが含まれる (5) 0

第四に､年次交渉は､毎年一回､使用者の発議かまたは前回の交渉から12ケ月以上

経過した場合には代表的組合の要求に基づき､15日以内に開始 しなければならない｡

また､第 1回目の会合のときに､交渉事項に関して組合側に提供される情報と次回以

降の会合の場所 ･交渉スケジュールが決定されなければならない(L.132-27､28)｡

第五に､使用者が年次交渉義務を発議 しないまたは組合の要求にもかかわらず団体

交捗を開始 しない場合は､ 2ケ月から1年の禁固および 25000フランの罰金またはそ

のいずれかの一方が科せられる (L.153-2)｡
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第六に､使用者は団交が行われている問､団交事項について一方的に決定すること

はできない (L.132-29)｡ しかし､団交事項につきどの程度まで交渉を尽くすべきか､

といういわゆる誠実交渉義務に関してはなにも定めがない｡ただし､1983年10月25日

付けの行政通達では､交渉は形式的であってはならず､組合によって提起された交渉

事項や要求は､使用者からも対案が提出されるなどして､徹底的に分析 ･協議されな

ければならないとされている｡

第七として､年次交渉の.成果としての企業協定は､前述 したように産業別労働協約

などの上位の協約で定められた事項に関して労働者にとってより不利な規定を定める

ことができないが､この点について重大な例外が定められている｡ つまり､次の場合

に限って､企業協定は､法令または産業別労働協約等よりも労働者に不利な規定を定

めることができる (これを特例協定という)｡すなわち､そのひとつとして企業協定

は､産業別労働協約等において定められた賃金引上げについて特別の方式を定めるこ

とができるとされ (L.132-24)､それによると､たとば上位の職階の労働者について

産業別協約の定める賃上げ率よりも低率のものを定め､その代わりに下位の労働者の

賃上げ率を引き上げてそれを増額することなどが可能となった｡その二つとして､企

業協定は､法令の定めに従い､労働時間の編成と配分に関する労働法典上の規定に違

反することができる (L.212-2etc.)｡具体的には､日最長時間 (10時間)の延長

(12時間限度)､週単位の労働時間の配分､喪失労働時間の集団的回復の方式､時間

外労働の割増賃金の代償休暇による代替､企業の業務の変動に合わせた年間変形労働

時間制などであり､これらの事項について､企業協定は法令の定めとは異なる特例的

措置を講ずることが認められている｡ ただし､こうした特例的取扱いが当該企業のご

くわずか しか組織 していない少数組合によって実施されることを防ぐために (前述L

T=ように全国レベルで代表的な組合組織に加入している組合は､たとえたった一人の

組合員しかいない場合でも当該企業内で代表的とみなされるため)､当該協定に署名

しなかった他の代表的組合に対 して､右特例協定の効力発生を阻止する拒否権を認め

ている (L｡132-26-ただし､当該組合が直近の企業委員会または従業員代表委員の選

挙において有権者総数の過半数の得票を獲得 していることが条件とされる)｡

以上のように企業内労使交渉システムが整備される中で､企業 ･事業場協定は､と
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くに1982年以降､飛躍的発展を見せている｡オルー法制定以前の1981年には､企業協

定の数は全国で1477件にとどまっていたが､それ以降は図4-4にみられるようにめ

ざましく増加し､1995年には8550協定が締結されている (うち､企業協定5380件､事

業場協定3170件)｡

図4-4:1984年から1995年までに締結された企業協定の発展
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(出典 :図4-3と同じ)

とはいえ､1995年度の労働省調査によると､企業協定でカバーされる労働者数は

300万人を超えるが､そのうちの60%以上は1000人以上の大企業で働 く労働者であり､

しかも製造業の協定が全体の60%以上を占めているから､企業協定の多 くは製造業の

しかも大企業で締結されたものである｡それと反対に､商業 ･サービス業においては

雇用労働者数を最も多 く抱えているにもかかわらず､中小企業が多いことから企業協

定がなかなか普及しえない現状にある｡ 企業協定の対象事項の トップは､賃金 ･諸手

当に関する事項であり､1995年度で全体の49.1%を占めている｡ 次いで労働時間が

42.1%であり､この二つで全体の90%以上を占めている｡

4.企業内従業員代表制度の多元構造と組合代表の優越的地位

(1)従業員代表制度の多元構造

今日､フランスの企業内労使関係の法システムは､主に企業委員会､従業員代表委
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員､組合代表委員の三つの従業員代表制度と直接代表制としての労働者の表現の権利

から構成されている｡しかし､これらの制度が担う法的役割は､それぞれ別個の法令

(1945年のオル ドナンス､1946年法､1968年法および1982年法)によって法制度化さ

れてきた歴史的経緯もあって､法規定上必ずしも整然と体系立てられていない｡とは

いえ､それぞれの担う役割と機能の面からその概略を述べると次のようになる (図 4

-5参照)0

まず､従業員代表委員は､11人以上の事業場において選出され (10人以下の企業に

ついては注 4で述べたように区域代表委員を選出することができる)､賃金､法令お

よび労働協約 ･協定の適用に関する労働者の個別的または集団的なすべての苦情を使

用者に申立てる権限を有する (L.422-1)0

企業委員会は､50人以上の企業または事業場 (事業場委員会)において設置 ･選出

され､従業員を企業の管理 ･運営に参加させることを目的とするが､福利厚生事項

(退職年金､企業内の社員食堂､保育園､保養施設､図書館等の運営等)については

共同決定権が付与されているものの､経済的事項と職業的事項に関しては､情報提供

と諮問あるいは意見を述べる権限だけが認められているにすぎない (L432-1以下)｡

とはいえ､情報提供と諮問権限の対象領域はかなり広く､企業の経営状態に関する報

告書の提出､新技術の導入や生産設備 ･方法の改善等に関しての諮問､人員削減計画

･雇用の格付けや労働編成 ･技術 ･雇用条件 ･労働時間の編成 ･報酬形態等に関する

労働条件についての情報提供と諮問など､企業内の労働者に関わる広範囲に渡る問題

について関与することが可能とされている｡

組合代表委員は､50人以上の企業において代表的組合により任命され､企業長に対

して右組合を代表する資格を有している (L.412-ll)｡したがって､団体交渉権限や

協約締結権限など､もともと組合が有する全ての権限を企業内において組合に代わっ

て行使することができる｡

労働者の表現の権利は､企業規模を問わず､すべての労働者に対して保障されてお

り､労働の内容､労務遂行の条件および労働の組織編成ならびに労働条件､業務の編

成および当該労働単位における生産物の品質を改善するためにとられるべき措置につ

いて､直接的かつ集団的に発言することが認められている｡
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図4-5:企業内従業員代表制度の基本構成図

(2)従業員代表制度と労働組合の関係

これらの制度の設置や運営については､労働組合に対 して中核的役割が与えられて

いる｡たとえば､従業員代表委員と企業委員会の選出は､ 2年毎に企業長の発議かま

たは労働者もしくは労働組合の申立により行わなければならないが､その際に使用者

は､代表的組合との協定により選挙の実施要綱や選挙入団毎の議席の配分等を決定 し

なければならない (協定が締結されないときには労働監督官が決定)｡しかも､委員

の選出に関しては､前述 したように第 1回目の投票において代表的組合の提出した選

挙人名簿に基づき投票 ･選出される｡この結果､実際に企業委員会委員や従業員代表

委員の多 くは､組合員労働者から選ばれている (ただし､最近組合の影響力が低下 し
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ていることについては(1)で述べた)｡また､従業員代表委員や企業委員会の運営につ

いても同様であり､企業委員会には､代表的組合によって任命された企業委員会付組

合代表 (組合代表委員が兼任する場合が多い)がオブザーバー参加する (企業委員会

の審議に参加 して意見を述べる権限を有するが､議決権はない)｡従業員代表委員に

ついても､労働組合 (組合代表委員)は､従業員代表委員が苦情申立等を行うために

使用者と会合するときにそれに同席できるなど､従業員代表委員の活動に密接に関与

している｡

労働者の発言の権利についても､代表的組合は大きな役割を果たしている｡その具

体的な実施方式については使用者と代表的組合との間で締結される労使協定によって

定められ､また､ 3年毎にその見直しのために労使交渉を行うことが義務づけられて

いる｡

このように企業内の従業員代表制度は重畳的に構成されているとはいえ､その制度

全体の要石となっているのは労働組合であるということができる｡

(3)組合代表委員の優越的地位

それでは､これらの従業員代表制度は､それぞれの機能や具体的活動の面でどのよ

うな棲み分けがなされ､またどのような相互関係に立っているのであろうか｡この点

については､法規定に基づき､一応次のように整理することができる｡ すなわち､組

合代表委員は､企業委員会を通じて入手した企業の経営 ･管理等に関する情報をもと

に､使用者との間で団交を行って企業または事業場協定を締結し､従業員代表委員が

その適正な解釈 ･適用を監視すると｡

しかし､これはあくまでも法制度上の図式であって､実際にはこのように裁然と区

別できるわけではない｡その前提と一して､フランスでは､労働組合は組合員の利益だ

けではなく､非組合員を含めた労働者全体の職業利益を代表するものと考えられてい

る点に注意する必要がある (6) ｡つまり､企業内において労働組合を代表する組合代

表委員は､組合支部の組合員の利益ばかりではなく､当該企業内のすべての労働者の

利益を使用者に対して代表する資格を有しているのであり､その意味でもともと従業

員代表としての性格を備えているといってよい｡もちろん､そうはいっても､たとえ
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ば企業委員会は､従業員の経営 ･管理への参加を目的としている点で､団体交渉を主

たる任務とする組合代表委員とは一応の区別をすることができる｡しかし､企業委員

会が､雇用 ･労働条件全般にわたる問題について労働者を代表し､しかも諮問的権限

とはいっても当該問題について使用者サイ ドと実質的に協議を行うような場合には､

実際の機能の面で組合代表委員と競合することが避けられないことになる (事実､後

述するように企業委員会での協議の結果として非公式の労使協定一非典型協定が締結

されることがある)｡また､それ以上に機能の競合が避けられないのは､労働条件の

集団的 ･個別的苦情申立を行う従業員代表委員と組合代表委員との関係である｡もと

より従業員代表委員は労働協約を締結する法的権限を有していないから､その限りで

組合代表委員との競合は生じない｡しかし､従業員代表委員が労働条件の苦情申立と

称して新たな労働条件の設定や変更に関して使用者と協議を行い､そこで合意された

事項が使用者によってたとえ一方的にでも実施された場合には､まさに組合代表委員

の権限と競合することになる｡また､そのように解されると､使用者としても､労働

条件の設定や変更に関して､組合代表委員と並行 して従業員代表委員とも協議するこ

とを法的に義務づけられることになる (協議拒否は妨害罪となる)から､実務的にも

看過しえない問題が提起されることになったのである｡

しかし､この問題について結論を先にいうと､シトロエン事件破穀院刑事部判決

(1973年 5月24日)やボノナ事件破穀院刑事部判決 (1993年 1月26日)等で示された

判例理論によって次のような決着がはかられている｡すなわち､従業員代表委員は､

①組合代表委員が存在しない企業または事業場においては新たな規範の設定 (労働条

件の設定 ･変更)について使用者に協議を要求することができるが､②組合代表委員

と競合する場合には､あくまでも既存の規範の解釈 ･適用 (法令や労働協約等の解釈

･適用)について苦情申立をなしうるにすぎないと｡ これを比愉的にいえば､組合代

表委員は､企業内の職業法を排他的に制定しうるという意味で､それを執行する職務

を担うにすぎない従業員代表委員に対 して優越的地位に立つということができる｡実

際､1982年オルー法の制定に際して､企業委員会や従業員代表委員に対しても協約締

結権限を付与することが修正案として提出されたが､企業内の労働者全体に適用され

る法の創造に関しては､あくまでも組合､すなわち組合代表委員が排他的交渉当事者
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と位置付けられるべきであるとして右修正案が退けられている｡

しかし､こうした判例理論の実際の意義は､②よりもむしろ､組合代表委員が存在

しない企業において従業員代表委員に対し労働条件の設定や変更に関して使用者と協

議することを認めた①の部分にあるといってよい｡というのは､とりわけ中小企業の

多くではそもそも組合代表委員が存在しないから､実際には従業員代表委員が労働条

件の設定 ･変更に関して使用者と協議を行い､そこで形成された合意内容に従って実

質的に労働条件が決定される場合が少なくないからである｡まさに右判例法理はかか

る実態を法的に追認したものにはかならない｡

(4) 非典型協定と従業員代表委員への協約締結権の承認

こうした従業員被選出代表とのインフォーマルな労使交渉は､1968年法が企業内組

合活動権を承認する以前はむろんのこと､それ以降に企業別交渉が奨励され､年次交

渉義務が創設された今日においてもなお､少なからず行われているといわれる｡この

ような代表的組合以外の協約締結権限を持たない従業員被選出代表等との問で締結さ

れた労使協定のことを非典型協定 (accordatypique)と呼ぶが､1995年度に労働省に

届出られたものだけでも 207件にのぼる (これは届出義務がないにもかかわらず届出

られた協定件数であるから､実際には相当数の協定が締結されていると思われる)0

こうした非典型協定が締結される背景には､なによりも中小企業において労働組合

-組合代表委員の浸透度が低いことに起因している (資料が若干古いが1989年度の労

働省の調査によると､組合代表委員を擁する事業場は1000人以上では92.3%であるの

に対して､10人から99人までの事業場では35.9%にすぎない)｡先の判例でも示され

ているように組合代表委員の存在しない中小企業では､従業員被選出代表が事実上組

合の交渉機能を代替しているのである (実際､先の労働省に届けられた非典型協定の

多くは中小企業のそれである)｡ しかし､そればかりではなく､たとえ組合代表委員

が存在する場合でも､それとの交渉を忌避する使用者側の態度も看過できない｡使用

者の多くは､企業外の地域組合によって任命された組合代表委員よりも､企業内の従

業員によって直接選出された従業員代表委員等と交渉することを好む傾向があるとい

われ､1992年の労働省の調査でも､従業員代表委員や企業委員会との交渉を望む使用
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者が40%であるのに対し､組合代表委員との交渉を望む使用者はわずか 1%足らずと

いう結果が出ている (無回答59%)｡こうしたことから非典型協定は､代表的組合を

交渉当事者とする企業内労使交渉の促進という法政策が掲げられているにもかかわら

ず､その肝心の担い手たる労働組合の組織力や代表性が十分ではないというアンビバ

レントな状況の中で生まれた一種のあだ花ともいうことができる｡とはいえ､労働条

件が使用者によって一方的に決定されるよりも､どういう形であれそこに労働者の集

団的意思が何ほどか反映されることの方が望ましいことはいうまでもない｡だか らこ

そ､学説 ･判例の多く昼､こうした非典型協定を法的に無意味なものとして一蹴する

のではなく､それに対 して労働条件を規律 しうる一定の法的意義 ･効果を認めてきた

のである｡すなわち､非典型協定を使用者の労働者に対する一方的な債務負担行為

(engagement)と法的に構成して､そこから非典型協定の法的拘束力を導き出そうと

する試みがそれである｡

しかし､こうした変則的な問題状況は､すでに冒頭で紹介 したように本年10月に成

立した団体交渉に関する法規定の一部改正によって一定の解決をみるにいたった｡本

改正は､ ｢企業および欧州共同体規模の企業グループにおける労働者への情報開示と

諮問に関する法律｣の中の一部規定の新設 (第 6条)という形で実現されたものであ

るが､実際には､それに先行して1995年10月31日に締結された ｢契約政策に関する全

国職際協定｣の内容を確認したものにはかならない｡本協定は､CNPF､CGPM

Eという二つの使用者団体と三つの全国労働組合組織 (CFDT､CGC､CFTC｡

これに対しCGTとFOは締結拒否)との間で締結された全国､全職業を適用対象と

する全国職際協定であり､そこでは特に中小企業 レベルの団体交渉を促進することを

通 じて､全てのレベルでの社会的対話を活性化することが目的とされている｡より具

体的には､組合代表委員の存在 しない中小企業においても､それに代わって従業員代

表委員 (または組合から授権された労働者)に対 して団体交渉権と企業協定の締結権

限を与えることを狙いとするものである｡前述 したようにこれまで50人未満の企業で

は組合代表委員が存在 しないことから､これらの中小企業で働 く労働者は企業 ･事業

場協定の恩恵に浴することができなかった｡そこで､本協定は､中小企業 レベルでも

組合代表委員に代わって従業員代表委員を通じた団体交渉の道を切り開いたのであり､
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また､それを受けて本改正規定は労働法典の規定 (L.132-2､L.132-19およびL.132-

20)の特例として､例外的に従業員代表委員に対 して労働協約締結権限を認めること

としたのである｡もちろん､労働組合の独占権というべき協約締結権限を例外的とは

いえ従業員被選出代表に対して認めた点で大きな物議をかもしたことはいうまでもな

い (事実､CGTとFOは組合から団交権の独占を奪うものとして右協定の締結を拒

否 し､議会審議の段階でも社会党と共産党は反対投票を行った)｡とはいえ､そこに

は､代表的組合による労働協約の締結という､従来の労働法の大原則に風穴を開けて

までも､中小企業 レベルにおいて団体交渉秩序を確立しようとする協定当事者の強い

意志をみることができる｡

しかし､本改正については以下の点に留意する必要がある｡まず第一に､すでに触

れたように本改正の狙いは単に中小企業の団体交渉を促進することにあるのではない｡

労使交渉にあまり積極的ではなかった中小企業の使用者があえて本改正に同意 したの

は､組合代表委員ではなく､従業員被選出代表との間で産業別協約や労働法典に達反

する特例協定を締結 しうることに大きな魅力を感 じたからにはかならない｡とりわけ

労働時間法の特例や弾力化措置を中小企業においても適法に導入できるメリットは少

なくない｡本改正の反対者のもっとも懸念することのひとつがここにある｡

第二に､本改正が永続的なものではなく､ 3年間の期限付きであることに注意する

必要がある (それゆえ本規定は労働法典には編入されない)｡つまり､ 3年間実験的

に適用され､その実績を評価した上で再度法改正が検討されることになっている｡そ

のために､毎年､本協定の締結当事者は定期的報告書を作成し､それをベースに政府

は､最終年度である1998年10月31日までに本法の適用に関する最終報告書を議会に提

出することが義務づけられている｡

第三に､本法の規定はダイレクトに中小企業に適用されるわけではない｡この新た

な制度を実施するか否か､それを具体的にどのような方式で実施するか (たとえば従

業員代表委員にどのようなテーマについて交渉を行わせるか)については､それぞれ

の職業 ･産業部門レベルの交渉当事者がこれを決定する｡当該職業 ･産業部門レベル

のすべての代表的組合が参加する労使同数委員会がこの点について協議 し､そこで締

結された職業 ･産業部門別労使協定の枠組み内ではじめて企業別交渉が行われうるの
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である｡

第四に､かかる職業 ･産業部門別労使協定が締結された場合でも､労使同数委員会

を構成する代表的組合 (末署名組合)の過半数がそれに反対したときには､右協定の

効力は発生しない｡代表的労働組合の過半数による拒否権がここでも設けられている｡

第五に､職業 ･産業部門別労使協定の授権に基づき､従業員代表委負 (または労働

者)が企業別交渉を行い､企業協定を締結した場合でも､前記労使同数委員会がそれ

を追認しなくては右企業協定の速的効力は発生しない｡つまり､企業協定の具体的内

容についても職業 ･産筆部門レベルのコントロールが確保されている0

このように､従業員代表委員に対して労働協約の締結権限が与えられたとはいえ､

それには二重､三重の制限が課せられている｡期限付きの実験的試みであること､職

業 ･産業部門レベルでの授権が必要であり､しかも交渉テーマなどに関して枠組み設

定がなされ､さらに協定の内容についてまでチェックを受けるなど､従業員代表委員

の交渉権限に裁量の余地があまり残されていないといっても過言ではない｡その意味

で､本改正により､従業員被選出代表に対して協約締結権-労働条件の集団的規制権

限が与えられたと一般化して考えることはすこし早計であろう｡

5.まとめにかえて

以上述べてきたように､法政策として社会的パー トナーの対話-労使交渉の促進が

掲げられているにもかかわらず､その一方の担い手たる労働組合の組織力が低迷-代

表性が危機状態に陥っていることから､政策サイ ドが期待 したほどの成果が上げられ

ていない､これが労使関係と法をめぐるフランスの今日的問題状況であるといえよう｡

しかし､労働組合-組合代表委員を企業内従業員代表制度の要石とし､それによる団

体交渉を中軸として労働条件の集団的規制がなされるべきとする法政策の基本スタン

スは将来も変更をみることはないと思われる｡ とりわけ､従来の労働法典による一律

的 ･硬直的規制から､それぞれの産業 ･企業レベルの実情や労働者のニーズの多様性

に対応した弾力的規制へと､労働法的規制方法の見直しがはかられる中で､労使間の

集団的自治-労使交渉秩序の確立があらためて求められているのである｡そして､そ
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のひとつの回答が､1995年の契約政策に関する全国職際協定であ.ったのであり､それ

を立法的に追認したのが1996年の団体交渉に関する法改正であった｡それは､従来マ

ージナルな状態にあった中小企業レベルにおいても､労使交渉秩序を形成 ･確立する

ことによって､すべてのレベルでの社会的パー トナーの対話を貫徹 ･促進しようとす

るものにはかならない｡

もっとも､そうであるならば､50人以上の企業という組合代表委員の任命要件を撤

廃することの方が本筋であるはずである｡しかし､中小企業において労働組合の組織

力が極めて脆弱であること､組合代表委員の導入に対して中小企業の使用者に根強い

抵抗があることなどの事情から､組合機能を補完するものとして従業員代表委員によ

る労働条件決定という新たな方式がまさに妥協的に選択されたのである｡そして､こ

れにより､従来の協約締結権限の労働組合による独占-組合代表委員の優越的地位と

いう大原則が､例外的とはいえ一部崩れたことは確かである｡ それではこうした従業

員被選出代表の労働条件規制権限が今後も拡大される方向に向かうのであろうか｡そ

の答えはおそらく否であろう｡今回の法改正は､中小企業レベルで組合組織がほとん

ど浸透していないという現実を踏まえて例外的にとられた措置なのであって､従業員

被選出代表に対して労働協約の締結権限を一般的に開放する方向に向かうものではな

い｡産業部門レベルの労使協定による授権を必要としていること､産業部門別協定が

設定した枠組み内でしか交渉を行えず､しかも企業協定の具体的内容についてまで産

業部門レベルのコントロールが及ぼされることなどを考えると､従業員代表委員に協

約締結権限が与えられたとはいえ､それはいわば組合の ｢ロボット｣としての役割 し

か与えられておらず､実質的な交渉当事者はやはり代表的労働組合なのである｡

とはいえ､これはあくまでも法制度上の仕組みにすぎないのであって､実際に新法

が適用されたときに､産業部門レベルの労使協定が法の額面通りに企業協定に対して

コントロールを及ぼすことができるのかというと､それはまた別の話である｡はたし

て前者が後者に対してどこまで枠組み設定を行うことができるのか､中小企業レベル

での労使交渉の開放により特例協定が氾濫 したときに､それをどこまで適正にコント

ロールすることができるのか､′あらためて産業部門レベルの労使協定の存在意義が問

われることになる｡ また､他方においてあまり締め付けを厳しくしすぎると､またぞ
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ろインフォーマルな労使交渉が行われ､非典型協定が労働条件決定について大きな役

割を果たすことにもなりかねない｡その意味でまさに本改正は実験的性格を有 してい

るのである｡
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の企業についても､同一の区域(site)で事業を営み､全体で継続的に50人以上の労働者を使用し

ている複数の企業 (商店街や事務ビル等)に関しては従業員代表委員 (区域代表委員)を任命す

ることができるから､これに組合代表委員の職務を兼任させることによって企業レベルの団体交

渉に当たらせることが可能である｡しかし､実際にはこれらの中小零細企業においてそもそも組

合組織それ自体が十分に浸透していない (組合員がいない)ことから､これらの非選出代表に組

合代表委員の任務を兼任させることができなく､その結果､団体交渉がほとんど行われていない

といわれる｡特に後者の区域代表委員の場合は､右代表が職種の共通性を欠いていることもあっ

て､ほとんど設置されなかったといわれる｡

5.なお､その他の義務的交渉事項として､1993年の雇用5カ年計画法などにより次のような事項

が追加されている｡労働者の要望に基づくパートタイム労働の導入に関する事項､企業内の雇用

の発展に関する事項で､特に家族手当の拠出金が全額または一部免除される労働者の数､期間の

定めのある労働契約や派遣労働の数､労働日の日数および当該企業内の1年間または数年間の雇

用の予想などである (L.132-27)0
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能力を有し､たとえば使用者が労働法令に違反した場合には､当該職業の労働者の集団的利益を

侵害したものとして損害賠償等の訴訟を提起することができる｡また､労働協約に関してすでに

述べたように､代表的労働組合が締結した労働協約は､組合員労働者のみならず当該使用者によ
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って雇用されるすべての労働者に適用される｡
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No54/96,1996,p.1.

･浜村 ｢フランスにおける企業内組合活動権の生成と発展(1)､(2)｣法志82巻 1号､82巻 2号｡

･同 ｢フランスにおける企業内組合活動権の展開(1)｣流通経済大学社会学部開校記念論文集｡

･同 ｢企業内における従業員委員代表と組合代表委員の競合｣労旬1339号｡

･大和田敢太 『フランス労働法の研究』 (出版社不明)0

･長都重康 ｢フランスにおける労使関係の変貌 と労働運動の危機(1)(2)｣大原社会問題研究所雑誌

420号､421号｡

･労働省労政局労働法規課編著 『フランスの労使関係法制』 (日本労働研究機構)0

･日本労働研究機構編 『フランスの労働事情』 (日本労働研究機構)0

･佐藤香 『フランスの』

･野間賢 ｢フランスの｣法志 号｡

(法政大学法学部教授 浜 村 彰)
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第 5章 EUの労使関係と労働法制

1. EC労働法制の展開

従来EC-(EuropeanCompunities)とよばれてきた欧州共同体は､1992年のマース

トリヒト条約によって､欧州連合 (EU､EuropeanUnion)と呼ばれるようになった｡

しかし､従来の欧州石炭鉄鋼共同体 (ECSC)､欧州原子力共同体 (EURATO

M)､欧州経済共同体 (EEC)の3共同体の総称としてのECはマース トリヒト条

約以後も複数形のEC(EuropeanCommunities)が正式名称である (ただし､それま

でのEECが単数形のEC [EuropeanCommunity]に改称された)｡そしてEU自体

は立法権限を持った機関ではなく､いわゆるEU (EC)立法 1 といわれる諸法規は､

EC (EuropeanCommunity)の枠組みで制定されるものである｡

以下では､まずEC (EU)の労働立法権限の変遷とマース トリヒト条約下の現行

の立法権限枠組み､および労使関係に関する唯一のEU立法である欧州従業員代表指

令を中心に検討する｡

(1)ECの労働立法権限

ECは､あくまで加盟国が主権を委譲 した範囲内でのみ立法権限､規制権限を有す

る｡したがって､労働立法に関してもEC設立諸条約にその立法の根拠がなければな

らない｡EEC条約における労働立法の根拠規定については以下のような変遷がみら

れ､これがEC労働法制の展開を理鹿する際には不可欠の前提となる2｡

1)単一欧州議定書による改正前

①EEC条約の起草者は､共同体の目的を主として経済的分野におき､社会政策､

労働政策について共同体が積極的任務を負うべきものとは考えていなかった｡1955

年に出されたECSCの加盟国が ILOとの協力の下に設置した専門家グループの

多数意見は､公正競争は､社会政策に依存するものではなく､それを統合するもの

296



第 5章 EUの労使関係と労働法制

であるという理由から､特別の社会的条項がEEC条約に含まれるべきではないと

の立場を発表していた3 ｡ また､1956年にECSC構成 6か国の外相によって出さ

れた ｢スパーク報告｣は､社会政策の漸進的融合を共同市場の 1つの要素とみなし

ていたが､それはあくまで2つの目的､すなわち､労働の移動の障害除去と競争の

歪曲の除去に関係付けられたものでしかなかった｡これは､労働の自由移動が保証

されているかぎり､低賃金地域では労働需要が増大し､賃金上昇をもたらし､雇用

条件の均等化が達成される､し七がって､労働立法がなされるのは､特に競争の歪

曲が存する場合に限零されるべきであるとの考え方 (ネオ リベラリズム)に依拠し

たものである｡

②このような起草者の意図を反映して､1957年に調印されたEEC条約 (ロ｣マ条

約)においても､社会政策は､経済政策に従属する形でしか認められていない｡E

EC条約は､前文で､加盟国の経済的進歩と共に ｢社会的進歩を確保すること｣お

よび ｢これらの諸国民の生活及び雇用の条件を絶えず改善することを努力の主要目

的と｣することをEEC設立の目的として挙げている｡しかしながら､本文の 2条

は､共同体の任務として ｢生活水準の一層速やかな向上｣を挙げてはいるものの､

同条が規定するように､それはあくまで ｢共同市場の設立と漸進的な加盟国の経済

政策の接近によって｣達成されるべきものである｡また､EECの活動を列挙した

3条においても､社会政策は正面から取り上げられておらず､ただ､(C)人の自由移

動に対する障害の除去､(i)労働者の雇用の機会を改善し､かつ､その生活水準の

向上に貢献するための欧州社会基金の創設､が挙げられているのみである｡

具体的な条文では､労働者の自由移動 (48条～51条)と ｢社会政策(social

policy)｣とタイ トルを付けられた第 3部第 3編の･117条～128条 (このうち､

123条～128条は欧州社会基金(EuropeanSocialFund4)に関するもの)がある｡共

同市場の設立のために必要と考えられた労働者の自由移動に関しては､その条文に

｢直接的効力｣が認められており､加盟国の私人が直接依拠することができるとと

もに､ECの機関にこれを達成するための立法権限を与えている (49条 [労働者の

自由移動実施のための指令 ･規則]､51条 [自由移動に関わる社会保障分野におけ

る措置])｡これに対して､労働立法の全領域に関わるはずの117条～122条は､具
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体的立法権限をECの機関に与えるものではなかった｡

すなわち､117条は ｢加盟国は､労働者の生活および労働条件を向上させつつ均

等化することができるように､これらの条件の改善を促進する必要性について合意

する｣といった抽象的規定で何らECに立法権限を与えるものではない｡

118条はEC委員会に社会的領域､すなわち､雇用､労働法および労働条件､初

級 ･上級職業訓練､社会保障､労働災害職業病の防止､職業衛生､団結権および使

用者と労働者問の団体交渉､における加盟国間の緊密な協調を促進する任務を課し

ている｡しかし本条も､Etに立法権限を与えるものでも､直接的効力を与えるも

のでもない｡

唯一例外的に明確な規定は男女平等賃金を定めた 119条である｡これは､自国の

先進的労働立法が､女子の差別的低賃金を維持している他国との競争による不利益

を恐れたフランスと､起草者の基本的スタンスであるネオリベラリズムの妥協によ

るものといわれている｡本条には判例法により直接的効力が認められることが確立

している5｡

③このように､EEC条約は労働者の自由移動を除いて､社会政策に関して十分な

立法権限を設定 してはいなかった｡もっとも､EEC条約は具体的な立法権限が言

及されていない場合でも､一般条項による立法の余地を認めている｡すなわち､

100条は ｢共同市場の設立または運営に直接影響/を及ぼす加盟国の法令および行政

規則を接近させるため｣の立法権限を､235条は ｢共同市場の運営の過程において､

共同体の目的の 1つを達成するために共同体の行動が必要と判明し､かつ､本条約

が必要な権限を定めていない場合｣の立法権限を認めている｡単一欧州議定書によ

る改正前の労働立法は､これらの一般条項の､全会一致の手続きによらざるをえな

かった｡これは､換言すれば､各加盟国が労働立法に関して拒否権を持つというこ

とである｡実際､EC委員会が多くの労働立法を提案したにもかかわらず､理事会

で､特にイギリスの拒否にあい､立法に至らないという事態が頻発することとなっ

た｡
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2)単一欧州議定書による改正

①1987年 7月 1日に発効した ｢単一欧州議定書(SingleEuropeanAct)｣は､EE

C条約の重要な改正を行った｡すでにEC委員会は1985年 6月に ｢EC域内市場統

合白書｣を策定し､EC域内においてまだ多く物理的､技術的､財政的障害が存す

ることを指摘し､それらを除去するために約 300項目の提案を示していた｡そして､

1986年 2月に調印された単一欧州議定書は､域内市場の完成期限を1992年12月31日

と定め､それまでにすべての物理的､技術的､財政的障害を除去し､物､人､役務

および資本の完全な自由移動を確立することがEEC条約に明示された (EEC条

約 8a条)｡さら･に､従来全会一致が原則化していた理事会の議決に大幅に ｢特定

多数決6.｣が導入された｡すなわち､共同市場の設立､運営に直接影響を及ぼす加

盟国の法令接近のためには従来 100条により理事会の全会一致が必要とされていた

が､単一欧州議定書は新たに 100a条を追加し､ 8a条の目的 (域内市場の達成)

のためには､100条にかかわらず､特定多数決により法制の接近に関する措置をと

りうることとされた(100a条 1項)0

しかし､100a条 2項は､ ｢第 1項は､--･･-人の自由移動ならびに被用者の権

利及び利益に関する規定には適用しない｡｣と規定し､労働 ･社会立法の分野では､

やはり､従来の全会一致原則が存続することとなった｡

②もっとも社会政策の推進をその目的のひとつとする単一欧州議定書は､118a条

を新設し､ 1項で ｢加盟国は､とりわけ労働者の健康と安全に関する労働者の健康

と安全に関する労働環境の改善促進に特別の考慮を払い､すでに達成された改善を

維持 しつつ､この分野における諸条件の調和をその目的とする｡｣とし､2項で

｢第 1項に定める目的の達成に寄与するために､理事会は､委員会の提案に基づき､

欧州議会と協力して､かっ､経済社会評議会との協議の後､各加盟国に現存する諸

条件や技術的な諸規則に留意しつつ､指令により､漸進的に実施される最低条件を､

特定多数決により採択する｡｣と規定した｡この規定により､ ｢労働者の健康と安

全に関する労働環境｣に関しては､理事会の全会一致ではなく特定多数決で指令を

採択できる道が開かれた｡これは一歩前進であり､安全衛生関係について多くの立

法がなされている｡
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本条は労働立法に利用できる唯一の特定多数決条項であった｡そして､何が労働

者の ｢健康と安全｣あるいは ｢労働環境｣に該当するかは解釈問題であり､それに

よってECの立法可能性に大きな差異が生ずる (全会一致か特定多数決でよいか)0

そこで､労働立法を促進するた吟に ｢健康と安全｣を拡大解釈 しようとする立場 7

と､条文の構造に忠実に解釈 しようとする立場8 とが対立していた0

③他方､単一欧州議定書はECレベルの労使交渉および労働協約に明文の根拠を与

える 118b条 ｢委員会は､双方がそれを望ましいと考える場合には契約に基づく関

係をもたらし得る欧州レベルでの労使間の対話を発展させるべ く努力する｡｣も新

設した｡この条項は､118a条と異なり具体的立法措置に触れていないものの､後

述するECレベルの ｢労使対話 (socialdialogue)｣の法的基礎を提供 したという

点では大きな意義を持った｡

④以上みてきたように､結局､マース トリヒト条約発効以前のEEC条約の下での

労働立法は､労働者の自由移動と安全衛生を除き､理事会の全会一致によらねばな

らないという状況にあった｡これは､理事会において 1か国の反対で立法が阻止さ

れるというのみならず､このような事態をおそれて､EC委員会が法案立案の段階

から､全会一致が可能な程度に稀釈化した法案を策定するといった影響をももたら

した｡

(2)EC社会憲章から社会政策協定へ

上記のような立法権限の枠組のなかで､EC労働法はいくつかの時代区分で特徴的

な展開を示 してきた｡まず､EEC発足から1972年頃までは､EEC条約締結当初の

ネオリベラリズムの濃厚な影響のもとに､労働者の自由移動を除いては見るべき進展

がなかった｡1972年の拡大パ リ･サミットでECの社会的側面における積極的な行動

の必要性が初めて強調されてから1980年までは､労働者の権利保護立法､男女雇用平

等､安全衛生等の局面で重要な立法がなされ､統合の黄金期とも呼ばれる時代を現出

させた｡しかし1980年代になると､ネオリペラーレズムを信奉するイギ リスのサッチャ

ー首相の登場 (79年)により､労働安全衛生以外の多くのEC労働立法の提案がイギ

リス 1国の反対により阻止され9 ､全会一致という法的枠組の限界が強く認識される

300



第 5章 EUの労使関係と労働法制

ようになった｡

しかし､1985年 1月にフランスの蔵相であった ドロールがEC委員会の委員長に就

任してからは､新たな動きが始まる｡ここでは後にマース トリヒト条約に付属された

｢社会政策に関する議定書｣および ｢社会政策協定｣に連なる意義をもったものとし

て､89年のEC社会憲章の制定と85年から始まったいわゆる ｢パル ･デュシュスの労

使対話｣に触れておく必要がある

1)EC社会憲章

ドロールEC委員会埠､1985年に ｢域内市場統合白書｣を発表し､単一欧州議定書

の86年調印､87年発効と経済統合を進めると同時に､EC統合がそこに生きる人々を

顧慮 しない経済のみの統合であってほならないとして ｢社会的ヨーロッパ (岳ocial

Europe)｣の確立を唱えた｡この動きは87年に理事会議長国となったベルギーが社会

的権利の基本方針の策定を提唱して以来より具体化 し､1989年にイギリスを除く11か

国によって採択されたEC社会憲章 (正式には ｢労働者の基本的社会権に関する共同

体憲章(TheCommunityCharterofFundamentalSocialRightsofWorkers)｣)に

結実することとなった｡

EC社会憲章は､あくまで政治宣言であって､EC設立条約を改正するものでもな

ければ､それ自体､EC法の一部を構成するものでも法的拘束力を持ったものではな

い｡しかし､イギリスを除く11か国により､92年市場統合の不可欠の前提の 1つとし

て社会政策の重要性が承認されたという政治的意義は大きく､EC社会憲章の採択直

前にEC委員会により採択されていた同憲章の行動計画にしたがって､EC委員会か

ら理事会へ社会立法の具体的法案が提出されることになった｡1992年12月 4日の時点

で､行動計画に基づき企図されている49の措置のうち､約60%に当たる29が採択され

たが､全会一致の合意を得 られにくい事項､例えば､労働時間､非典型労働者､欧州

レベルの労使協議会等に関する措置は採択されずにいた｡EC社会憲章は､社会労働

立法への政治的弾みをっけたが､同時に､EEC条約の全会一致による立法枠組の限

界をも常に認識させることとなった｡

2)パル ･デュシェスの労使対話

もう1つの重要な動きとして､単一欧州議定書で導入された 118b条により条約上
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の根拠を与えられた ｢労使対話｣の進展がある｡

①ECの社会政策に関して労使の意見を反映させるための制度としては､種々のも

のがある｡まず､EEC条約上の機関として各経済社会分野の代表 189名か ら構成

される ｢経済社会評議会 (EconomicandSocialCommittee)｣がある｡この代表者

は使用者､労働者､その他の 3つのグループの分けられている｡ しかし､その権能

は諮問的なものに限定されており､その地位 も必ず しも高 くない｡

｢産業別合同委員会 (jointsectorcommittees)｣と呼ばれる労使同数の代表者

からなる委員会が1960年代半か ら70年代前半にかけて設置された｡これは当該産業

部門の社会経済発展を監視 し､労働協約締結とECのとるべき措置の提案を行 うこ

とを目的としたものであった｡ しかし､こうした期待は裏切 られ､実際に協定締結

に至ったのは農業部門のみで､ECが拡大された後の70年代後半になると活動 も停

滞して しまった｡ しか し､80年代後半になると､EC委員会のリー ドにより､これ

らの産別 レベルの労使対話は再活性化されつつある｡現在活動中のものとして､石

炭鉄鋼共同体管轄下の石炭と鉄鋼部門のほかに､農業､漁業､民間航空､鉄道､海

上運送､内陸航行､道路運送､通信がある｡これらの公式の対話に加えて､EC委

員会は､80年代前半か らインフォーマルな場を設定 し､労使対話の促進を図ってい

る｡

このほか､ECの社会政策の形成 ･実施を助ける機関として職業訓練､労働安全

衛生､欧州社会基金､社会保障､労働者の自由移動､雇用平等といった分野につい

ての ｢諮問委員会(AdvisoryCommittee)｣､1970年には加盟国の労働市場政策の調

整を助けるために､理事会､EC委員会と労使の問で恒常的対話､懇談､協議を行

うことを目指 して ｢雇用常任委員会(StandingCommitteeonEmployment)｣が設置

された｡ しかし､実質的意見の交換は行われず､一定の決定がなされる等の成果 も

収めていなかった｡1970年代には､数回政労使の トップによる会合が持たれたが､

これも78年11月を最後に開催されなくなって しまった｡

70年代および80年代前半のECレベルの労使対話が団体交渉 ･協約締結に至 らな

かった要因としては､70年代の石油危機等による経済停滞､使用者側の抵抗､組合

側の組織的弱点等が指摘されている｡
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②こうした中で､社会的ヨーロッパ創造の要となるのは労使のECレベルでの対話

にあると考えていたジャック･ドロールは､EC委員長に就任 した直後の85年 1月

に､労使の対話を再開させるためブラッセル郊外の古城パル ･デュシェスへ欧州産

業連盟 (UNICE)､欧州公共企業センター (CEEP)､欧州労連 (ETV

C)の議長､事務局長を招き､会合を設けた｡以後､この労使対話は継続 して行わ

れ､ ｢パル ･デュシェスの労使対話 (ValDuchessetalks)｣と呼ばれるこ･とにな

る｡この会議は､継続的かつ建設的対話を可能とするため作業部会を設け､また､

合意に達 した事項が丁共同宣言 (jointopinion)｣の形で公表される等､EC委員

会の積極的な支援の下に実のある労使対話への努力が重ね られた｡

しか し､この労使対話の成果である ｢共同宣言｣は､単一欧州議定書によって根

拠を与えられたECレベルの労働協約(118b条)には程遠い内容のものであった｡

この背景には､ECレベルの労使組織の未成熟といったこともあるが､最大の原因

は､使用者側が､パル ･デュシェスの労使対話をあくまで団体交渉とは異なる対話

にすぎないものとする態度をとっていたことにある｡

しか し､マース トリヒト条約の作業が具体化 し､そこでは社会政策に関して､従

来の全会一致原則から特定多数決を原則とする方向への移行が高度に現実味を帯び

てきた｡これは使用者側にとって従来イギ リスの反対により阻止 してきたEC労働

立法を阻止 しえなくなることを意味した｡そうであれば､むしろ自らが参加 し影響

力を行使 しうるECレベルの労働協約によりECの労働立法をチェックするほうが

得策であるとの重大な態度変更を行った｡その結果､欧州産業連盟､欧州公共企業

センター､欧州労連は､1991年10月31日に､後にマース トリヒト条約における社会

政策協定の労使参加の関する部分の原形となる極めて重要な合意に到達 したのであ

る｡

2.マース トリヒト条約以後のEU労働法制の枠組み

(1) 社会政策に関する議定書と社会政策協定

①1991年12月11日､ベルギーの国境に近いオランダの地方都市マース トリヒトで開
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かれたECサミットでは､当初､労働法制に関するEEC条約 (ローマ条約)の第

3部第 3編 ｢社会政策｣の諸条項は､マース トリヒト条約では第 3部第 8編 ｢社会

政策､教育､一職業訓練､青少年｣のタイ トルのもとに､大幅に改正されるはずであ

った｡ところが､社会条項は通貨問題とともにマース トリヒト条約交渉妥結の最大

の障害となり､最終的にイギリスの拒否により条約には盛り込まれないこととなっ

てしまった｡そこで､イギリスを除く11か国は､この改正社会条項をマース トリヒ

ト条約に付属する ｢社会堺策に関する議定書(ProtocolonSocialPolicy)｣およ

びそれに付属する ｢イギリスを除く欧州共同体加盟国より締結された社会政策協定

(Agreementonsocialpolicyconcludedbetweenthememberstatesofthe

EuropeanCommunitywiththeexceptionoftheUnitedKingdomofGreatBri-

tainandNorthernIreland)｣ (以下 ｢社会政策協定｣)という形で存続させた｡

マース トリヒト条約は､デンマークの国民投票による批准否決などにより､93年

1月発効という当初の予定より遅くなったが､1993年11月 1日に発効し､これと同

時に､社会政策協定も発効した｡その結果､EC内部において､12か国に適用され

る従前通りの社会条項と､イギリスを除く11か国に適用可能な新たな社会条項とい

う2種類の制度が併存することとなった｡

(塾まず､ ｢社会政策に関する議定書｣において､イギリスを除く11加盟国が､EC

社会憲章に定められた方向を継続するため協定を採択し､この協定が効力を発揮す

るに必要な行動､決定を行い､これらを適用するためにEC条約の機関､手続､機

構を使用する権限を11加盟国に与えること (1項)､その場合の特定多数決はEC

条約 148条 2項にかかわらず､44票以上 10､全会一致は､イギリスを除く構成員の

全会一致とすること (2項)が合意された11｡

③この議定書を受けた ｢社会政策協定｣では､従来にない新たなEC労働立法の枠

組が設定された｡

すなわち､社会政策協定 1条は､ ｢共同体および加盟国は､雇用の促進､生活労

働条件の改善､適切な社会的保護､労使対話､高い雇用水準の維持と失業の除去を

意図する人的資源の開発をその目的として設定する｡ この目的のため､共同体およ

び加盟国は､多様な各国の慣行形態､特に､契約関係(contractualrelations)の
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分野におけるそれと､共同体経済の競争力の維持の必要性 とに配慮 した諸措置を実

施する｡｣とし､この目的を達成するための共同体の権限を 2条において次のよう

に規定する｡

まず､特定多数決により理事会が指令を採択できる事項 12として (i)労働者の

健康と安全を守るための特に労働環境の改善､ (立)労働条件､ (近)労働者への

情報 ･協議､ (iv)労働市場機会と職場における処遇に関する男女平等 (V) (職

業訓練に関する)EC条約1277条の規定を損なわずになされる労働市場か ら排除さ

れたものの統合､を規定する (2条 1項および2項)0

また､全会一致によるべき事項としては､ (i)社会保障および労働者の社会的

保轟､ (ii)雇用契約が終了 した労働者の保護､ (ii) 6項の条件のもとでの､共

同決定を含む労働者および使用者の代表制度およびその利益の集団的保護､ (iv)

EC領域内に合法的に居住する第 3国国民の雇用条件､ (Ⅴ)社会基金に関する規

定を損なわずになされる雇用促進および雇用創出のための財政的支出を規定する

(2条 3項)0

指令の実施は本来加盟国の義務であるが､労使の共同の要請があった場合､加盟

国は上記の特定多数決および全会一致により採択された指令の実施を労使に委ねる

ことができる (2条 4項)0

他方､上記 2条の諸規定は賃金､団結権､ス トライキ権､ロックアウ ト権には適

用されない (2条 6項)として､これらの事項についてはECの立法権限がおよば

ないことを定めている｡

④ 3条は､EC委員会の任務とECレベルの労使のEC立法手続への関与 ･参加に

関する規定である｡

EC委員会は共同体 レベルの労使の協議を促進する義務を負 う (3条 1項)｡の

みならず､EC委員会は､社会政策分野の提案を提出する前に､共同体の措置の方

向に関して労使と協議するものとされている (3条 2項)｡ つまり､EC委員会は

社会立法等について法案を策定するか否かの決定をする前に､労使と協議すること

を義務付けられているのである｡そして､EC委員会が具体的立法が必要と考えた

場合には､その提案内容についても労使と協議 しなければならない (3条 3項)｡
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この協議の際に､労使はEC委員会に対 して､次に述べる4条の労使交渉手続を開

始する旨希望することができる｡ この場合､EC委員会はその法案策定作業を停止

することとなるが､労使交渉の不調によりこの作業が際限なく遅延されることのな

いよう､労使に委ねる期間は原則として 9か月以下とされている (3条 4項)0

⑤ECレベルの労使交渉､協約に関する規定が 4条である｡すなわち､欧州 レベル

の労使の対話は､協約(agreement)を含む契約関係(contractualrelations)に至

ることができる (4条 1項)｡この条項自体は現行のEEC条約 118b条とほぼ同

じ内容を規定 したにすぎない｡ しか し､同条 2項は､協約の実施方法として具体的

に2つの方途を規定した｡

第 1は､ ｢労使および加盟国特有の手続および慣行にしたがった｣協約の実施で

ある｡ これについては､本協定に ｢4条 2項に関する宣言｣が付されており､ ｢各

加盟国の諸規則に従った団体交渉により､その協約の内容を展開することによるも

のであること､̀従って､この方途は加盟国に協約を直接適用する義務およびその国

内法化のための諸規則を策定する義務を含むものでも､その [ECレベル協約の]

実施を容易にするために現行の国内法を修正する義務を含むものでもない｣とされ

ている｡ したがって､ここで具体的に想定されているのは､多 くの加盟国に存する

協約の拡張適用制度と考えられる｡

第 2のECレベル協約の実施方法は､それが 2条の規定する事項に該当すること

が前提だが､EC委員会に協約内容を法案として提出することを要請 し､理事会に

採択 してもらうという､EC立法手続を利用するものである｡前記の 3条 4項にお

いて､EC委員会の発案によるEC立法活動を労使が引き次 ぐ場合 もこの手続によ

ることになる｡理事会の議決方法は､当該事項が 2条 1項の規定する特定多数決事

項か 2条 3項の規定する全会一致事項かによる (4条 2項)0

(2) 新たな枠組の意義

社会政策協定については次の 3つの点で大きな意義を持っている｡

1)ECの立法権限の明定

第 1に､従来EEC条約では不十分ないし極めて限定的であったECの社会立法権
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限が､少なくともイギリスを除く11か国については明定され､かつ､大幅に拡張され

た｡もっとも､後述するように､本体のEC条約上は従来の規定が存続 しており､社

会政策協定の法的な性格が必ずしも明らかではないため､社会政策協定による立法権

限をECの立法権限と同視 してよいかどうかについては､なお議論がある｡

2)特定多数決事項の拡大

第 2に､特定多数決事項の拡大がある｡既述のように､欧州単一議定書によるEE

C条約改正以後も､社会立法に関しては､安全衛生関係(118a条)を除き､全会一致

によることとされていたために､立法化の進展が阻害されていた｡そこで､特定多数

決による立法の道を広 く認めたものである｡特に､ ｢労働条件｣という労働立法の中

核的部分についての特定多数決が認められている意義は大きい｡従来の 11ga条の

｢労働者の健康と安全｣や ｢労働環境｣を殊更に拡大解釈するといった議論は､ここ

ではもはや必要なくなる｡

3)労使の新たな役割

第 3に､新たな枠組においては､労使 (socialpartner)に次のような3つの大き

な役割が認められた｡

まず第 1に､立法活動への参加である｡社会立法に限らずEC立法の法案提出権は

EC委員会が独占してきたが､新たな枠組においては､社会労働立法に関し､EC委

員会は労使と協議することを義務付けられた｡それだけでなく､労使はEC委員会の

法案立案活動を引き取り､法案の内容を労使交渉により決することが可能となった｡

従来､社会労働立法が進展 しなかった原因としては､全会一致という制度上の問題

に加えて､ブラッセル官僚主導の社会政策が実態から遊離 し､あるいは､加盟各国の

多様性を無視して特定のモデルを押 し付けるものとして反発を買っていたということ

がある｡このような反省に立ち､ ドロールは1985年以来 ｢労使対話｣を積極的に推進

し､社会政策に関LECレベルの労使の事実上の参加を試みてきたのである-3｡ こう

した労使のEC社会政策への参加を制度化 したものがこの新たな枠組である｡

その第 2は､EC指令の実施を加盟国は労使に委ねることができるとされた点であ

る (2条 4項)｡これは､指令の柔軟な実施を可能にするものであり､社会立法につ

いて政府より労使の役割が重要な国では歓迎されるべき事態であるム具体的には､指
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令を実施 したといいうるためには､指令の効力を協約当事者以外の使用者､労働者に

も一般的に及ぼす必要があるため､協約の全国レベル､産業間レベルでの拡張適用に

よることとなる｡この点で､イギリスのように協約に原則として法的拘束力のない国

や､非組合員に対する協約の拡張適用制度を持たない国では､この制度はそのままに

は利用 しえないこととなろう｡ また､協約による実施の場合は､法律による場合に比

し､その実施の監督が困難となるという問題もある｡

第 3は､労使のイニシアティブによる純然たるECレベルの協約締結 (これ自体は

EEC条約 118b条でも認められていた)とその実施手続が規定され､ECレベルの

団体交渉への環境が整備された点である｡

(3)新たな枠組の問題点

しかし､こうした新たな枠組には種々の問題も含まれている｡

1)社会政策協定の法的性格

まず第 1に､議定書および ｢社会政策協定｣の法的性格が明確でないため､この枠

組のもとで採択された指令のEC法上の地位も明らかではない｡議定書は､11加盟国

がECの機関､手続､機構を利用することを認めているが､このことにより､採択さ

れた指令がEC法を構成 し､EC裁判所の管轄 (とくに､ECの ｢機関の行為｣の解

釈に関する先行判決手続)に服することになるのか､あるいは､単にこれらの機関を

借用 したにすぎないのかが問題となる｡

2)2段階の社会政策

内容に関しての最大の問題は､この社会政策協定による ｢2つのスピー ドのソーシ

ャルヨ-ロツパ (two-speedSocialEurope)｣の出現である｡ すなわち､マース トリ

ヒト条約 (EC条約)本体による従来通りの12か国による全会一致による遅々とした

社会政策と､ ｢社会政策協定｣に基づくイギリスを除いた11か国 14による特定多数決

による早い速度の社会政策が併存することになる｡ これは､イギリスのみが ｢社会政

策協定｣に基づ く立法の適用を受けないこととなり､その結果､ECの労働市場内に

2つの労働規範が出現することを意味する｡これは､共通市場の競争の人為的な歪曲

(EEC条約 3条(f))に該当し､加盟国の経済政策の接近 (EEC条約 2条)あるい
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は国籍による差別禁止 (EEC条約 7条)というEC法の基本精神 と抵触するのでは

ないかとの疑念が表明されている15｡

3)立法事項の未整理

第 3に､ECの社会立法権限に関 して､特定多数決事項と全会一致事項が分けて堤

定されているが､両者にまたがると思われる事項が散見され る｡例えば､労働者の情

報協議は前者 とされているが､労働者代表に関する事項は後者 とされている｡ しか し､

情報協議の担い手は労働者代表なので､両者の区分に問題を生ずる｡同様の問題は､

労働条件 (特定多数決)と､労働者の社会的保護や解雇保護 (全会一致)についても

生ずる｡

4)労使交渉に基づ く社会政策の実現可能性

第 4に､新たな枠組では労使の役割が重要 となり､ECレベルの団体交渉およびそ

れに基づ く立法が予定されている｡ しか し､現在労使対話 (socialdialogue)を担当

しているECレベルの労使 (欧州労連､欧州産業連盟､公共企業セ ンター)の団体交

渉当事者能力には種々の問題がある｡まず､これ らの機関が､加盟団体 (各国の労使

団体)か らECレベルの団体交渉を行 う権限が与え られているのかということが問題

となる｡例えば欧州産業連盟の構成団体である ドイツ使用者連盟 (Bundesverein一

写ungderDeutchenArbeitgeberverbande)や､イギ リス産業連盟 (Confederationof

Britishlndustries)は､国家 レベルで自ら団体交渉を行 う慣行がな く､団体交渉権

限 も有 しない｡そうであれば､自らが有 しない団交権を欧州産業達男に与えることも

できないことになる｡ETUCやUNICEの方 も､その担当職員､機構等をみると､

現状ではとても各国の構成メンバーか ら団体交渉権限を付与されるべき陣容を整えて

はいないと指摘されている16｡

また､締結されたECレベルの協約を､拡張制度を持たない国ではどのようにして

実施するのか､ECの立法手続を利用する場合には､EC委員会が法案提出に当たり､

当該協約内容を修正 しうるのか､あるいは理事会はこれを修正 しうるのか等 も問題 と

なる｡

5)労使交渉に基づ く立法の正統性

新たな枠組は､労使に対 して欧州議会にす らみとめられていない立法過程における
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特殊な地位､発言権を労使に認めたことを意味する-7｡現在のECレベルの労使団体

に加盟 していない団体の存在 18や組合組織率の低下および加盟国間のバラツキ等を考

えると､労使代表の代表としての正統性､およびそれと対比した場合の欧州議会の社

会労働立法に対する発言権の欠如は､今後問題となる可能性がある｡

6)社会労働立法における補完性原理

｢補完性原理 (principleofsubsidiarity)｣がマース トリヒト3b条で宣明され

た｡これは､共同体と各和盟国とが競合的権限を持つ場合に､ ｢提案された行為の目

的が､加盟国によっては十分に達成されえず､提案された行為の範囲または効果ゆえ

に､それが共同体によってよりよく達成されうる場合にのみ｣共同体が行為する､と

いう原則である19｡ しかし､このような原理をEC法上､ECと加盟国の権限配分の

基準として採用したことについては､その概念の不明確さゆえに､政治的にいかよう

にも用いられうる､とりわけ､共同体の活動を犠牲にして､加盟国の主権を温存する

口実に用いられうるものとして批判が強い｡

社会政策の分野でも､社会政策協定 1条が共同体と加盟国の権限競合を明示してい

ることから明らかなように､補完性原理が問題となる｡そして､この原理が共同体レ

ベルでのなすべき施策を怠ったことの正当化として用いられることが危倶されている｡

また､社会立法の分野での ｢補完性原理｣は､ECと国家の関係のように行為のレベ

ルのみならず､政府機構と労使の何れが関与すべきか､すなわち誰が行為すべきかに

ついても問題となるとするものもある｡

補完性原理を巡る議論に加えて､ ｢社会政策協定｣はその 1条で ｢共同体および加

盟国は､雇用の多様な各国の慣行形態と---共同体経済の競争力の維持の必要性と

に配慮 した諸措置を実施する｣とし､ ｢共同体経済の競争力｣をも配慮することを規

定 している｡これについても､いたずらに不毛で解決不能の政治的論議を巻き起こす

のみであるとの批判がある｡

こうしたECの権限配分を巡る議論は､最終的にはEC裁判所の解釈により確定さ

れるのを待つしかない｡しかし､EC裁判所が､かかる高度に政治的判断を行うにふ

さわしいか否かも問題となる｡従来のEC裁判所の 235条の解釈態度に照らすと､補

完性原理ついても､必要な特定多数決に必要な理事会の多数が､補完性原理が満たさ
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れているとした以上､裁判所は司法判断を回避するとの態度をとることも予想されて

いる｡

3.欧州従業員代表委員会指令

上述のように､ECには個別的労働関係については一定の立法権限が付与され労働

安全関係などで相当の進展が見 られたのに対 して､集団的労働関係 (労使関係)につ

いての立法権限はなが.らく付与されなかった｡マース トリヒ ト条約締結の際の議定書

とそれに付属する ｢社会政策協定｣において､ようや くイギ リスを除 くEU加盟国に

つい七は､労働者への情報 ･協議に関 して特定多数決による立法権限が､共向決定を

含む労働者 ･使用者の代表制度について全会一致による立法権限が明足された｡ しか

し､団結権､ス トライキ権､ロックアウ ト権については､明示的にECの立法権限が

及ばないこととされている｡

このような立法権限の現状のもとで､労使関係に関する唯一のEU立法が1994年 9

月22日に成立 した ｢欧州従業員代表委員会 (EuropeanWorksCouncil)指令 (正式名

称は ｢共同体規模企業および共同体規模企業グループにおける従業員への情報提供お

よび協議を目的とする欧州従業員代表委員会または手続に関する理事会指令｣)｣で

ある｡これは､集団的労働関係に関する初めてのEU立法であるのみならず､社会政

策協定の枠組みに基づいて採択された初めてのEU立法 という点で注目される｡さら

に､指令の内容についても､従来のEC立法に比 して､本指令は労使当事者の自治､

ボランタリズムに依拠する傾向が顕著に認め られる｡ブラッセル官僚主導による従前

の立法活動の蹟きの反省に立ったEU労働法の新たな傾向を示す ものといえよう｡ま

た､本指令は､EU内に子会社を持つ 日系企業にも直接影響を与えるという点でも重

要な指令である｡

そこで､以下同指令の内容について概観する20｡

(1) 概 説

本指令の目的は､共同体規模企業及び共同体規模企業グループにおける従業員の情
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報提供および協議に対する権利の改善を図ることにある (1条 1項)｡

この立法目的の背景には次のような事情がある｡EU加盟国には労働者への情報提

供や協議についての制度が整備されている国が少なくない｡しかし､加盟国法は加盟

国領域内にしか及ばないため､多国籍企業等において､加盟国外で下された決定が労

働者に重大な影響を及ぼす場合にも､当該加盟国内にある子会社の労働者は､その情

報を知らされず､また､その措置への対処に関しても､国外の本社の決定であるとい

うことで有効な協議が行われないということが生ずる21｡ そこで､多国籍企業の労働

者に､自らが影響を受ける措置に関して､適切な情報提供 ･協議の機会を確保するた

め､欧州従業員代表委員会あるいは手続を設置しようとするものである22｡

本指令の特徴は､特定のモデルを押しつけようとして挫折した幾多のEC労働者参

加立法の失敗に鑑み､強行的介入を控え､当事者による自発的な情報提供 ･協議の制

度設置を広 く許容しているという点にある｡ すなわち､本指令には､①指令施行前の

自主的協定締結により指令の義務が免除される段階 (第 1段階)､②指令施行後､指

令の一定の枠組みの中で自主的設置が図られる段階 (第 2段階)､③第 2段階で自主

的設置に至らず付則 (Annex)の定める補完的要件に従った設置義務が強制される段階

(第 3段階)の 3つの段階があり､自主的設置を怠れば時間的経過とともに順次介入

の度合いが強まるという構造をとっている (チャー ト23参照)0

1)指令の適用範囲

本指令の地域的適用範囲は､まず､指令にいう ｢加盟国｣ということになるが､こ

こでいう ｢加盟国｣とは､社会政策協定に署名しているイギリスを除いた11カ国をい

う｡そして､1995年 1月1日よりEUに加盟したオース トリア､スウェーデン､フィ

ンランドの 3国もこれに加えられる24｡

しかし､次に述べるように､これらの指令適用対象国以外の多国籍企業 (例えば日

本､アメリカ､イギリスに本社のある多国籍企業)も､これらの適用対象国内の子会

社等に指令が適用されることを通じて影響を受ける点に注意が必要である｡ 本指令は

前文あるいは11条 1項で､中央経営組織 (本社)が加盟国領域内にあると否とにかか

わらず､所定要件を満たす多国籍企業の事業所 ･グループ企業はすべて対象となるこ

とを明示している｡
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指令の構造と手続チャー ト
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2)適用対象企業

本指令により欧州従業員代表委員会または情報提供 ･協議手続の設置を義務づけら

れるのは､すべての ｢共同体規模企業(Community-scaleundertaking)｣およびすべ

ての ｢共同体規模企業グループ(Community-scalegroupofundertakings)｣である

(1条 2項､ 4条)｡

｢共同体規模企業｣とは､加盟国内に1000人以上､かつ､ 2以上の加盟国に各 150

人以上の従業員を有するすべての企業をいう (2条 1項 a)0

｢共同体規模企業グループ｣とは､加盟国内に1000人以上､異なる加盟国に各 150

人以上の従業員を有する当該グループの企業 (グループ企業)を有する企業グループ

をいう (2条 1項 C)｡ そして､ ｢企業グループ｣は支配企業と被支配企業とから構

成されているものをいう (2条 1項b)｡ そこで､支配関係の有無が問題となるが､

指令は ｢『支配企業』とは､別の企業 (｢被支配企業｣)に､例えば所有､資本参加

または当該企業を規律する諸規則によって､支配的影響力を行使 し得る企業をい

う｡｣と定義 している (3条 1項)｡ そして､ある企業が別企業の過半数の資本､議

決権､役員選任権を占有する場合は､そのような支配的影響力を行使するものと推定

するとの規定を置いている (3条 2項)0

上記の従業員数の計算にあたっては､ ｢国内の立法 ･慣行にしたがって計算された

パー トタイマーを含む過去 2年間に雇用された従業員数の平均による｡ ｣ (2条 2

項)｡

(2)第 1段階

本指令は､採択 2年後の1996年 9月22日までに､各加盟国が必要な国内立法を整備

して実施されることとなっている (■14条 1項)｡ しか し､指令施行日 (加盟国が96年

9月22日以前に指令を実施すればその日)以前に､既に､従業員への国境を越えた情

報提供および協議について規定 した全従業員に適用される協定が存する共同体規模企

業 ･企業グループには指令から生ずる義務を適用 しないとしている (13条 1項)｡

つまり､企業にとっては､指令施行日までにボランタリーに欧州従業員代表委員会

に相当する制度を創設することにより､第 2段階の施行 日以降発生するはずの､欧州
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従業員代表委員会設置のための種々の義務 (特別交渉機関との交渉やその交渉のため

の便宜供与義務､協定事項の制約等)が免除される｡そして､.このような状態は､当

該協定が更新される限り保持できる (13条 2項)0

他方､労働者側にも､交渉当事者についての制約がないので､例えば､加盟国外の

労働者代表やあるいは外部の組合役員をこれにあてることができる､そして何より､

5年後の第 3段階に至る前に情報提供 ･協議の道が開かれるというメリットがある25｡

このような欧州従業員代表委員会の自主的設置のインセンティブが与え られたこと

に応 じて､すでに顕著.な動きが生 じている｡1990年に本指令の原始提案がなされた時

点では､欧州従業員代表委員会を持つ多国籍企業は 8社にすぎなかったが､91年には

13社｣92年には17社､93年には28社､94年10月には40社と増加 し､96年 2月には約80

社､指令発効の 9月には 200か ら 250社に達 していると報 じられ 26､この動きは指令

が直接適用されない欧州規模企業の在イギ リス企業､イギ リスを本拠とする欧州規模

企業にも及んでいる｡

(3) 第 2段階

第 1段階で自主協定が成立 していない限り､1996年 9月22日までに､本指令は加盟

国の法整備等を通 じて実施されることになる｡この第 2段階においては､欧州従業員

代表委員会設立交渉に関する手続と設立協定の枠組みについて一定の制約が課される

ことになる｡

1)欧州従業員代表委員会または情報提供 ･協議手続設置義務

まず､共同体規模企業 ･企業グループは欧州従業員代表委員会または情報提供 ･協

議手続の設置義務を負う｡この義務は､具体的には ｢中央経営組織(centralmanage一

meれt)｣に課される (4条 1項)｡ ｢中央経営組織｣とは､共同体規模企業の中央経

営組織､共同体規模企業グループの場合は､支配企業の中央経営組織をいう (2条 1

項 e)｡そして､日本に本社がある場合のように､中央経営組織が加盟国内に存 しな

い場合には､加盟国内の代表 (必要がある場合､中央経営組織によって指定)がその

義務を負う｡そして､このような代表が存 しない場合には､加盟国内で最 も多数の従

業員を雇用する事業所または企業の経営組織がこの義務を負 う (4条 2項)｡
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もっとも､従業員側からも使用者側か らも次に述べるような欧州従業員代表委員会

設置へ向けての行動が起こされない場合には､設置義務も生 じない｡

2)中央経営組織と特別交渉機関の交渉

中央経営組織は､中央経営組織自身の発議または2以上の加盟国に存する2以上の

企業もしくは事業所における 100名以上 27の従業員もしくはその代表者の書面による

請求により､欧州従業員代表委員会等設置の交渉を開始する (5条 1項)｡この交渉

の相手方 となるのが ｢特別交渉機関(specialnegotiatingbody)｣である (5条 3

項)0

特別交渉機関の構成､委員数､委員の選出方法については加盟国が決定するが､指

令はそのガイ ドラインを設定 している (5条 2項)｡これによると､特別交渉機関の

委員数は3人以上17人以下で､当該共同体規模企業が存在する国か らは最低 1名の委

員が参加 しなければならなず､それ以上の委員の追加は従業員数に比例 して行う｡

特別交渉機関自身が､交渉を開始 しない決定をした場合には､第 3段階で予定され

ている付則の諸条項は適用されない｡この決定は3分の 2以上の多数決による｡ この

場合､新たに特別交渉機関召集を請求するには (当事者がより短い期間を設定 しない

限り) 2年間待たねばならない｡また､一旦交渉を開始 した後に交渉を中止する場合

も､同様の手続 ･効果に服する (以上 5条 5項)0

中央経営組織が特別交渉機関との交渉を拒否する場合には､交渉請求から6カ月経

過 した時点で､補完的要件にしたがった欧州従業員代表委員会設置が義務づけられる

(7条 1項)｡

以上の場合以外は､中央経営組織が召集 した特別交渉機関との会合において､欧州

従業員代表委員会等設置についての交渉が行われることになる｡特別交渉機関は､交

渉に当たって､専門家の援助を受けもことができ (5条 4項)､交渉に関係する諸費

用はすべて､中央経営組織の負担とされている (5条 6項)0

3)協定の内容

中央経営組織と特別交渉機関は､従業員への情報提供および協議の実施の取り決め

の詳細について､協力的に合意に達する意図をもって､交渉 しなければならない (6

条 1項)｡
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協定には､ a)当該協定の適用される企業 ･事業所､ b)欧州従業員代表委員会の

構成､委員数､議席の配分および任期､ C)欧州従業員代表委員会の権限な らびに情

報提供 ･協議の手続､ d)欧州従業員代表委員会の会合の開催地､頻度､期間､ e)

欧州従業員代表委員会に配分される財的 ･物的資源､ f)協定の存続期間と再交渉の

手続､の事項が含まれていなければな らない (6条 2項)｡

交渉の当事者は書面協定によって､欧州従業員代表委員会に代えで情報提供 ･協議

のための手続を設置することも可能である｡ この場合は､従業員代表が中央経営組織

か ら提供された情報に?いて討議する機会が保障されねばならず､そのための方法に

ついても規定 しておかねばな らない (6条 3項)｡

4~)協定の効果

こうして中央経営組織 と特別交渉機関が欧州従業員代表委員会または情報提供 ･協

議手続の設置について協定締結に至った場合 28には､別段の定めがない限 り､付則の

補完的要件は適用されない (6条 4項)0

5)協定不成立の場合

欧州従業員代表委員会設置に関する交渉請求の日 (5条 1項)か ら3年経過 して も

なお､中央経営組織 と特別交渉機関が合意に達することができない場合､補完的要件

が適用される (7条 1項)｡

(4)第 3段階

第 3段階は､付則の補完的要件 (にしたがって中央経営組織の所在する加盟国が定

めた規制)による欧州従業員代表委員会設置が義務づけられる段階である (7条 1項､

2項)｡これに至るのは上述のように三つの場合がある｡第一に､中央経営組織が従

業員の交渉請求に応 じずに 6カ月が経過 した場合､第二に､中央経営組織 と特別交渉

機関が補完的要件の適用を合意する場合､そして､第三に､交渉は開始 したが､ 3年

経過 しても協定が成立 しない場合である｡ したがって､第 3段階に入る時期はそれぞ

れの場合によって異なる｡

1)欧州従業員代表委員会の設置および構成

欧州従業員代表委員会は､従業員代表によってその中か ら､それが存 しない場合は
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総従業員によって､選出 ･指名された当該共同体規模企業 ･企業グループの従業員で

構成される｡ したがって､当該企業の従業員でないもの (例えば企業外の労働組合の

オーガナイザー)は､欧州従業員代表委員会の委員とはなれない｡この選出 ･指名は､

加盟国の立法 ･慣行にしたがって行われる (付則 1項b)0

欧州従業員代表委員会の委員数は､ 3名以上30名以下 (具体的には加盟国の立法に

よって定め られる)であり､委員のなかか ら3名以下のものか らなる特別委員会

(selectcommittee)が選出される (付則 1項 C)｡委員選出については､まず､共

同体規模企業 ･企業グループの事業所 ･企業が存する加盟国は1名の委員によって代

表されること､そして､中央経営組織の存する加盟国の立法の規定にしたがい､従業

員数に比例 して追加の委員が置かれること､というルールが定められている (付則 1

項d)｡この欧州従業員代表委員会の構成は､中央経営組織およびその他の適切なレ

ベルの経営組織に対して通知されねばならない (付則 1項 e)0

2)欧州従業員代表委員会の権限

欧州従業員代表委員会の権限は､共同体規模企業 ･企業グループの全体または異な

る加盟国に所在する2以上の事業所もしくはグループ企業に関する事項についての情

報提供および協議に限られる｡中央経営組織が加盟国外に存する企業 ･企業グループ

の場合､欧州従業員代表委員会の権限は､加盟国内に所在する事業所 ･グループ企業

の全体､または､異なる加盟国に所在する2以上の事業所 ･グループ企業に関する事

項についての情報提供 ･協議に限られ､加盟国外の当該多国籍企業に関する事項には

及ばない (付則 1項 a)0

欧州従業員代表委員会は､年に 1回､中央経営組織と会合 し､中央経営組織によっ

て作成された報告書に基づき､当該共同体規模企業または共同体規模企業グループの

業務動向および見通 しについて､情報提供および協議を受ける権利を有する (付則 2

項)｡

このような定例の会合とは別に､事業所の移転､閉鎖あるいは集団的解雇のように

従業員の利害に著しい影響を与える例外的場合には､特別委員会 (これが存 しないと

きは欧州従業員代表委員会)が情報提供 ･協議を受ける権利を有し､中央経営組織ま

たはより適切なレベルの経営組織との会合を請求できる｡ この場合､当該措置に直接
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関係する事業所 ･企業から選出されている委員も参加できる｡しかし､かかる会合も

中央経営組織の専権を侵害することはできない (以上につき付則 3項)0

3)手 続

加盟国は､情報提供 ･協議のための会合の議事進行に関して諸規則を定めることが

できる｡また､欧州従業員代表委員会および特別委員会は､経営側抜きで事前に会合

する権利が保障されている (付則 4項)0

欧州従業員代表要員会の委員は､この情報提供 ･協議の内容について (機密事項を

除き)､事業所また埠企業の従業員代表 (これが存しない場合は全従業員)に通知 し

なければならない .(付則 5項)0

なお､欧州従業員代表委員会の内部手掛 羊ついては､欧州従業員代表委員会自身が

その準則を定めるものとされている (付則 1項 C)0

4)費 用

欧州従業員代表委員会の運営費はすべて中央経営組織の負担とされ､経費援助が明

文で認められている (付則 7項)｡経費援助可能な費用には､会合組織費､通訳経費､

欧州従業員代表委員会委員の旅費 ･宿泊費等のはか､欧州従業員代表委員会が必要と

する専門家の援助 29に要する費用も含まれる｡

5)第 2段階の自主的協定への移行可能性

欧州従業員代表委員会は､その設置の4年後に､指令 6条にいう協定締結のための

交渉を開始するか､この付則にしたがって採択された補完的要件の適用を継続するか

を検討することになっている (付則 1項 f)｡したがって､一旦第 3段階の規制を受

けて義務的に設置された欧州従業員代表委員会も､再び第 2段階の当事者による自主

的設置に移行することが可能とされている｡

(5)機密情報の保護

指令は､情報提供 ･協議に関して問題となる機密保持について 8条で現定をおいて

いる｡これによると､加盟国法により､特別交渉機関または欧州従業員代表委員会の

委員およびこれを援助する専門家は､明示的に機密事項として提供されたいかなる情

報も漏洩する権限を持たない旨定めることが要請されている｡この機密保持義務は､
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欧州従業員代表委員会の委員の任期終了後 も存続する (8条 1項)0

さらに､各加盟国は､特定の事案および国内法で定められた条件 ･限度のもとで､

当該情報が､客観的に当該企業の機能を著 しく害 し､または､それに損害を与えるよ

うな性格の ものである場合､その領域内に存する中央経営組織は､当該情報を伝達す

る義務を負わない旨定めるものとされている｡このような義務免除は､行政または司

法上の事前の許可にかか らしめることができる (8条 2項)｡

また､各加盟国は､直接かつ本質的にイデオロギー的方向を追求する企業の中央経

営組織に対 して､情報提供および意見表明に関 して特別規定を定めることができる

(8条 3項) 300

この機密情報に関する8条の適用に関 して､加盟国は､中央経営組織が機密保持を

要求 し､あるいは同条にしたがっで情報を提供 しない場合に従業員代表が利用可能な

行政または司法上の再審査手続に関する規定を設けるものとされている (11条 4項)｡

(6)従業員代表の保護

特別交渉機関の委員､欧州従業員代表委員会の委員および第 6条 3項にいう手続に

関与する従業員代表は､その権限行使に関して､雇用されている国の国内法 ･慣行に

より従業員代表に与え られるのと同 じ保護と保障を享受する (10条)0

(7)加盟国の指令実施義務

加盟国は､本指令の遵守に必要な法律､規則､行政規定を遅 くとも1996年 9月22日

までに実施するものとし､あるいは､遅 くともこの期日までに､労使が協定によって

必要とされる規定を導入することを確保するものとされている｡後者は､社会政策協

定によって､指令の実施につき､立法によらず､すべてのものに適用される協約締結

によって実施する余地を認めたことに対応する｡この場合､加盟国は､本指令によっ

て課される諸結果が常に保証されるためのすべての手段をとることを義務づけられる

(14条 1項､社会政策協定 2条 4項参照)｡

また､加盟国は､中央経営組織が国内にあると否とにかかわ らず国内の共同体規模

企業の事業所､企業グループの企業につき本指令の義務が遵守されることを確保する
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義務 (11条 1項)､共同体規模企業の従業員数を請求に応じて参照できるようにさせ

る義務 (同2項)を負う｡そして､義務違反に対 して適切な措置､とりわけ､行政 ･

司法上の手続を利用可能なものとしなければならない (同 3項)310

4.結 まE
RR

上述のように､ ÈCの労働法制は､ネオリベラリズムの思想のもと､労働者の移動

の自由による労働市場q)機能により労働条件の平準化を期待するといった原初的状態

においてはほとんどかえりみられなかった｡しかしオイルショック等を経験 した､70

年代以降､徐々に社会 ･労働立法の必要が認識され､単一欧州議定書により特定多数

決による立法権限が安全衛生関係についてのみではあるが認められた｡そして､マー

ス トリヒト条約に付属する社会政策議定書 ･社会政策協定により､イギリスを除いた

形ながら､特定多数決による労働立法権限を飛躍的に拡大させた｡

こ'のようなEC･EUの労働立法権限と呼応して､実際のEC立法も､オイルショ

ックに対応するために全会一致によりEC立法が量産された1970年代の ｢黄金期｣の

立法を除くと､労働者の自由移動に関するものや安全衛生関係のものが主要なものと

なっていた?また､労使関係 (集団的労働関係)の立法は各国の労使関係の社会的 ･

経済的 ･文化的要因と密接に関係するために､マース トリヒト条約採択まで実質的立

法はなされなかった｡マース トリヒト条約以降､社会政策協定の枠組みの下で採択さ

れた最初のEU立法が欧州従業員代表委員会指令であり､同時にこれは労使関係につ

いての初めての本格的立法であった｡同指令は､従来､EC官僚がECを見渡 しても

っとも優れていると判断した特定のモデルを全加盟国に押し付ける形となって失敗 し

た経験を踏まえて､労使による自主的設置がなされるかぎり介入しないという柔軟な

枠組みを採用している点でも注目される32｡ EUが介入を行うべきか､行うとして立

法によるのか労使合意によるのかについての ｢補完性原理｣が確認されたマース トリ

ヒト条約以降のEU労働法の一つの姿を示唆しているように思われる｡

特定多数決による立法を可能にした社会政策協定は､欧州レベルの労使対話をEU

労働立法過程に組み入れるという点でも新たな枠組みを設定している｡安全衛生関係
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を中心に､個別法分野に傾斜 していたEC労働法が､個別法でもより困難な領域に､

そして各国の文化そのものと直結する集団法分野に歩を進めようとするとき選択した

戦略が､この労使対話に依拠 したEUレベルのコーポラティズムであった｡

しかし､この社会政策協定による新たな枠組みは､それ自体イギリスが参加してい

ないという点で､EUにおける多様性と統合をどのように調和させるかという根元的

問題を抱えている｡95年 1月 1日からオース トリア､フィンランド､スウェーデンの

3国がEUに加盟したことにより､この問題の解を探すことはさらに困難の度を深め

よう｡他方､今回の指令制定過程でも露呈されたように､EUレベルの労使は､法的

には可能であったにもかかわらず､指令案自体の策定を行う用意と能力に欠けていた｡

このように新たなEU労働法の枠組みのもとでも､スムースにEU労働立法が制定

されていくとはいえない状況にある｡現在欧州では､いわゆるEU立法 (規則､指令､

決定)というhard-lawによる直接的介入よりも､勧告､意見､その他の行政指導によ

るsoftlawによる統合をより活用すべきであるとの議論が有力になってきている｡各

国の労使関係が顕著なde-centralizationの傾向を示す中で､EU労働法という

centralizedsystemがいかなる形態を取りうるのか､今後も試行錯誤が続 くであろう｡

1 EU立法とは､ECの立法手続によって成立する規則(regulation)､指令(directive)､決定

(decision)をさす｡ ｢規則｣は加盟国の立法措置を要せず直接に適用されるのに対 し､ ｢指令｣

は達成すべき結果については加盟国を拘束するが､その方法及び手段については加盟国の選択に

委ねられている｡そうすると､指令の場合､加盟国が国内法整備を怠っていると効果がないよう

であるが､欧州司法裁判所はそのような場合に一定の要件の下で指令に直接的効力を認める判例

法を発展させてきている｡なお､社会政策協定に基づいて制定された指令等と通常のEU立法の

異同についてはElaineWhiteford,SoiialpolicyafterMaastricht,EuropeanLawReview

vol.18No.3p.202(June1993);COM(93)600final,InternationalJournalofCompara-

tiveLabourLawandlndustrialRelations,vol.10Issue2,p.156(1994)等参照｡

2 以下の詳細については荒木尚志 ｢マース トリヒト条約の以後のEC労働法 (上･下)｣ジュリ

ス ト1019号 115頁以下､1020号 145頁以下 (1993年)参照｡

3 ⅠLOStudiesandReport(NewSeries),No.46,SocialaspectofEuropeancollaboration,
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Geneva,1956.

4 欧州社会基金は､共同市場における労働者の雇用機会増進､生活水準の向上､労働者の移動確

保等を目的に創設された基金であったが､その後､ECの雇用対策の担い手となり､失業保険的

支出､職業教育その他の雇用促進的プロジェク ト等に財政的援助を行っている｡

5 Case43/75,Defrennev.SABENA[1975]ECR455.

6 特定多数決(qualifiedmajorityvote)とは､理事会の各国に､フランス､ ドイツ､イタリア､

イギ リスに10票､スペインに8票､ベルギー､ギ リシャ､オランダ､ポル トガルに5票､デンマ

ーク､アイルランドに3票､ルクセンブルグに2票を与えて､計76票のうち54票以上の多数決で

採択するという制度であった (EEC [現EC]条約 148条 2項)｡なお､この特定多数決は､

1995年 1月 1日以降新たに次の 3国のEU加入 したことにより､それぞれオース トリア (4票)､

フィンランド (3票)､スウェーデン (4票)を加えた87票中の62票の多数決となった｡

7 たとえば,欧州議会は,118a条の適用は,狭い意味での労働者の健康安全に限定されるべき

ではなく, 1定の条件下で,社会的分野として言及される分野をも対象とすべきとの決議を行っ

ている.1988,OJ,C.12/181.

8 Blanpainは,100a条が原則であり,118a条は例外であるというEEC条約の構造から出発

するなら,例外は限定的に解釈されねばならず, したがって,健康と安全も職場におけるそれ,

すなわち常識的な意味での安全衛生に限定されるべきと主張する.Blanpain,LabourLawand

IndustrialRelationsoftheEuropeanCpmmunity,146(1991).

9 例えば､企業における労働者の情報 ･協議に関するいわゆる ｢フレデ リング 案｣1980年～83

年)､パー トタイム労働に関する指令案 (1982年)､派遣労働に関する指令案 (1982年～84年)､

労働時間の短縮と再編成に関する勧告案 (1983年)等｡

10 EC条約 (マース トリヒト条約により､それまでのEEC条約はEC条約と改称された)148条

2項 一(従前のEEC条約の条文のままである)によると､特定多数決は76票中54票による多数決

であるが､これからイギ リスの10票分を差 し引いて､66票中44票としたものである｡なお､1995

年以降新たに3国がEUに加盟 したことにより､77票中の52票による特定多数決となる｡C.BAR

NARD,EC川PLOYENTLAW,68(1995).

11 なお､この議定書自体にはイギ リスも署名 している｡

12 社会政策協定 2条 2項により､これらの事項は､EC条約 189C条のいわゆる ｢協力手続｣に
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服することとされており､そこでの理事会の議決は特別多数決となっている｡

13 欧州産業連盟 (UNICE)､欧州公共企業センター (CEEP)､欧州労連 (ETUC)の

ECレベルの労使により設置された運営グループ(SteeringGroup)は､その典型で､EC委員会

は1989年以来､このグループと政策立案を含む社会政策協議を系統的に行っている｡ Ⅰ.Roberts,

IndustrialrelationsandtheEuropeanCommunity,IndustrialRelationsJournal,γol.23

No.1pp.6(1992)､恒川謙司 『ソーシャル ･ヨーロッパの建設』152頁以下 (1992年)参照｡

14 1995年 1月 1日からは新規加盟 3国を加えた14か国｡

15 J.Shaw,SocialPolicyAftertheTreatyofMaastricht,JournalofSocialWelfareand

FamilyLaw,1992No.3p.260;Barnard,AsocialpolicyforEurope,Thelnternational

JournalofComparativeLabourLawandindustrialRelations,Spring1992,p.22.

16 恒川謙司 『ソーシャル ･ヨーロッパの建設』181頁 (1992年)｡

17 議会の立法関与権限は拡大されつつあるが､マース トリヒト条約による改正でもなお本来の議

会の権能を持たないことはもとより､法案提出権も依然としてEC委員会に独占されたままで､

議会はEC委員会に法案提出を要求 (拘束力のない)できるのみである｡須網隆夫 ｢欧州連合条

約の締結｣法セ 450号18頁 (1992年)参照｡

18 例えば､欧州労連には､フランス､ポル トガルで有力な共産党系組合が加入 していない｡もっ

とも､イタリアの共産党系組合は既に加入 しており､スペインのそれも加入が認められることと

なった｡

19 ｢補完性原理｣とは､元々カ トリック教会の個人と社会に関する思想､すなわち､個人は社会

の基本単位であり､家庭､共同体､地域､地方､国家といった意思決定機関は個人を補完する存

在とみなし､決定はより個人に近いレベルでなされるべきものとする考え方にその淵源を持つ概

念である｡ ｢補完性｣の考え方は80年代になり､ECの統合が加速するとともに頻繁に採用され

るようになった (Shaw,suprap.263. 津田昭夫 ｢補完性原理 ThePrincipleofSubsidiarity

:分権主義的原理か集権主義的原理か?｣ 『EC統合の深化と拡大』日本EC学会年報第12号31

頁 (1992年))0

社会政策の分野では､1989年のEC社会憲章の前文が ｢補完性原理｣に言及し､さらに同憲章

実施の行動計画のなかで､EC委員会は ｢加盟国のレベルに比 し共同体レベルで行うことが､よ

り所定の目標を効果的に達成できる場合に共同体が行為するという 『補完制の原則』に従って｣
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憲章草案の一部分に関する施策を講ずるものであるとし､かかる原則を承認 していた｡

20 本指令についてはBLANPAIN/WINDEY,EUROPEANWORKSCOUNCILS,pp.55;NewEuropeaninfor一

mationandconsultationdraft,EuropeanlndustrialRelationsReview(以下EIRR)no.245

p.18(1994.6);AntonWirmer,DieRichtlinieEuropaischeBetriebsrate,DerBetrieb,

S.2134(21.10.1994);Renatelornung-I)raus,Gestaltungsspielraumenutzen,Arbeitgeber,

S.759(1994);European甘orksCouncils-theactionbegins,EIRRno.250,p.14(Nov.
●
1994)､ヤン ･ヴァン ･ギスゲム ･柴崎洋 1･川合弘造 ｢欧州労使協議会設立に関するEU指

令｣国際商事法務22巻12号1377頁 (1994年)､前田充康 ｢欧州連合 (EU)における日系進出企

業の雇用管理の現状と課題｣海外労働時報 224号79頁 (1995年 1月)､正井章搾 ｢EUにおける

労働者の国境を越えた情報入手権 ･協議権｣ 国際商事法務23巻 1号34頁 (1995年 1月)∴荒木尚

志 ｢欧州従業員代表委員会指令とEU労働法の新局面｣日本労働研究雑誌 421号15頁 (1995年)

等がある｡以下は最後者の拙稿を要約 し､かつその後の展開をフォローして修正を施 したもので

ある｡

21 本指令採択の直前の1993年 2月にアメリカ系多国籍企業フーバー ･ヨーロッパが､従業員に何

ら情報提供することなくフランスからイギ リスへ工場移転を行うとしたことが問題となり､本指

令採択の必要性を改めて認識させた｡

22 指令前文､EC社会憲章第17項および社会行動計画､第 2部第 7項 (SocialEurope1/90,p.

66)等参照｡

23 このチャー トは､ReれateHornung-Draus,supran.24,S.762を利用 しつつ､指令の条文によ

り忠実に加工 したものである｡

24 さらにこれ以外のEEA(EuropeanEconomicArea)加盟団 (アイスラン ド､ リヒテンシュタイ

ン､ノルウェー)にも､EEA協定の付則に掲げられた適用EU法の リス トに本指令が加え られ

ることにより適用対象となる｡BLANPAIN/WINDEY,suprap.65;EuropeanWorksCouncils-the

actionbegins,EIRRno.250,p.14(Nov.1994).BLANPAIN/WINDEYは､理論上は､本指令を適

用EU法 リス トに加えるという新たな手続をへて新規に適用が開始されるが､EEA諸国は､当

初か ら本指令の審議に (投票権はないものの)事実上参加 しており､適用排除することのほうが

む しろ新たな措置というべき実状であるとする｡

25 EIRR,no.250,p.14(Nov.1994).
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26 Id.,p.15;EIRR,no.265p.23(Feb.1996);EIRR,no.273p.ll(Oct.1996).

27 2加盟国以上の2以上の企業 (事業所)の申立人の総数が 100名以上であればよく､各国で

100名以上が必要なのではない.BLANPAIN/WINDEY,suprap.76.

28 この協定締結にあたっての特別交渉機関の意思決定は､委員の単純多数決による (6条 5項)0

29 加盟国法は､この経費援助を 1人の専門家に限定することも可能とされている (付則 7項第

4段)｡上述のように､企業外の組合オルグ等は欧州従業員代表委員会の委員とはなれないが､

この専門家という立場でコミットすることが可能となる (付則 6項)0

30 この条項は､ ドイツの使用者団体による働きかけで挿入されたものである｡ReれateHornung-

I)raus,supraS.764;DirkBarton,Tendenzschutzprinziphinreichendberucksichtigt,

ArbeitgeberS.801(1994). 政治的､職業的組織､宗教的､慈善事業的､教育的､科学的ある

いは芸術的目的を追求する企業､および情報 ･意見表明の目的を追求する企業等が予定されてい

る｡

31 EUが指令実施を加盟国に強制する手段は加盟国の義務違反確認手続､欧州私法裁判所の判決

で認められた私人による国家に対する損害賠償請求 (JointcasesC-6/90andC-9/90,Franco-

vichandBonifaciv.ItalianRepublic,19November1991)のはか､マース トリヒト条約によ

り､新たに制裁金を課すことが可能となった (マーストリヒト条約 171条 2項)｡

32 同指令は96年 9月22日に発効し､イギリスを除くEU加盟国は､本指令を国内法化するための

措置をとることを義務づけられる｡各加盟国は､若干遅れがちながらも国内立法の作業を進めて

きている｡また､労使が自主的協定によって情報 ･協議の手続を設けることによって指令の適用

を免れうるのも同日までに締結された協定に限られるため､相当の共同体規模企業でこのような

協定締結の動きがあると報じられている｡

(東京大学法学部助教授 荒 木 尚 志)
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